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重大事故等対処施設における火災防護に係る 

基準規則等への適合性について 

1．概 要 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第四十

一条では，重大事故等対処施設に関する火災による損傷防止につ

いて，以下のとおり要求されている。 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処

するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生

を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有

するものでなければならない。 

設置許可基準規則第四十一条の解釈には，以下のとおり，重大

事故等対処施設に関する火災による損傷防止の適用に当たって

は，設置許可基準規則第八条第一項の解釈に準じるよう要求され

ている。 

第４１条（火災による損傷の防止） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずるも

のとする。 

設置許可基準規則第八条第一項の解釈には，以下のとおり，「実

用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以

下「火災防護に係る審査基準」という。）に適合することが要求さ

れている。 

第８条（火災による損傷の防止） 

１ 第８条については、設計基準において発生する火災により、

発電用原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、設

計基準対象施設に対して必要な機能（火災の発生防止、感知及

び消火並びに火災による影響の軽減）を有することを求めてい

る。 

また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」

とは、安全施設が安全機能を損なわないことを求めている。 

資料 41－1 

重大事故等対処施設における火災防護に係る 

基準規則等への適合性について 

1. 概要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則」（以下，「設置許可基準規則」という。）第四

十一条では，重大事故等対処施設に関する火災による損傷防止

について，以下のとおり要求されている。 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に

対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の

発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備

を有するものでなければならない。 

設置許可基準規則第四十一条の解釈には，以下のとおり，重大

事故等対処施設に関する火災による損傷防止の適用に当たって

は，設置許可基準規則第八条第一項の解釈に準じるよう要求さ

れている。 

第４１条（火災による損傷の防止） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずる

ものとする。 

設置許可基準規則第八条第一項の解釈には，以下のとおり，「実

用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」

（以下，「火災防護に係る審査基準」という。）に適合すること

が要求されている。 

第８条（火災による損傷の防止） 

１ 第８条については、設計基準において発生する火災により、

発電用原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、設

計基準対象施設に対して必要な機能（火災の発生防止、感知及

び消火並びに火災による影響の軽減）を有することを求めてい

る。 

また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」

とは、安全施設が安全機能を損なわないことを求めている。 
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したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある

火災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求めら

れる。 

 

２ 第８条については、別途定める「実用発電用原子炉及びその

附属施設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第 1306195 号

（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））に適合するも

のであること。 

 

次章以降では，柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の重大事故

等対処施設に対して講じる内部火災防護対策が，火災防護に係る

審査基準に適合していることを示す。 

 

2．火災防護に係る審査基準の要求事項について 

火災防護に係る審査基準では，火災の発生防止，火災の感知及

び消火設備の設置をそれぞれ要求している。 

 

2.1.  基本事項 

 

［要求事項］ 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全

機能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護するこ

とを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類

に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の

影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じるこ

と。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するため

の安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される

火災区域及び火災区画 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系

統及び機器が設置される火災区域 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事

項について確認すること。また、上記事項に記載されて

い な い も の に つ い て は 、 JEAC4626-2010 及 び 

JEAG4607-2010 を参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階に

おいてそれが満足されているか否かを確認することがで

したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火

災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求められ

る。 

 

２ 第８条については、別途定める「実用発電用原子炉及びその

附属施設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第 1306195 号

（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））に適合する

ものであること。  

 

以降では，東海第二発電所の重大事故等対処施設に対して講じ

る内部火災防護対策が，火災防護に係る審査基準に適合してい

ることを説明する。 

 

2．火災防護に係る審査基準の要求事項について 

火災防護に係る審査基準では，火災の発生防止，火災の感知及

び消火設備の設置をそれぞれ要求している。 

 

2.1 基本事項［火災防護に係る審査基準］(抜粋) 

 

2. 基本事項 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全

機能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護することを

目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づい

て、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそ

れぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域及び火災区画 

②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及

び機器が設置される火災区域 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項につ

いて確認すること。また、上記事項に記載されていないものに

ついては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を参照するこ

と。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階において

それが満足されているか否かを確認することができないもの

したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある

火災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求めら

れる。 

 

２ 第８条については、別途定める「実用発電用原子炉及びその

附属施設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第1306195号（平

成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））に適合するもの

であること。 

 

次章以降では，島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設に

対して講じる内部火災防護対策が，火災防護に係る審査基準に適

合していることを示す。 

 

2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について 

  火災防護に係る審査基準では，火災の発生防止，火災の感知及

び消火設備の設置をそれぞれ要求している。 

 

2.1.  基本事項 

 

[要求事項] 

 (1)  原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全

機能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護すること

を目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基

づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽

減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。 

 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するため

の安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される

火災区域及び火災区画 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系

統及び機器が設置される火災区域 

     （参考） 

     審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項

について確認すること。また、上記事項に記載されていな

いものについては、JEAC4626-2010及びJEAG4607-2010を参

照すること。 

         なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階にお

いてそれが満足されているか否かを確認することができ
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きないものもあるが、その点については詳細設計の段階

及び運転管理の段階において確認する必要がある。 

 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護すること

を目的とした要求であることを考慮すると，重大事故等に

対処するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器

を火災から防護することを目的として，以下に示す火災区

域又は火災区画の分離に基づき，火災発生防止，火災の感

知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

なお，火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合

には，これらの知見も反映した火災防護対策に取り組んで

いく。 

 

(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用

しているケーブルを火災防護対象機器及び火災防護対象ケー

ブルとする。 

重大事故等対処施設のうち可搬型のものに対する火災防護

対策については， 火災防護計画に定めて実施するが，その内

容については「2.1.1．火災発生防止」及び「2.1.2．火災の

感知，消火」に記載のとおりである。 

（補足 41-2） 

 

(2) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロー

ル建屋及び緊急時対策所の建屋内と屋外の重大事故等対処施

設を設置するエリアについて， 重大事故等対処施設と設計基

準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域及び火災区画を

設定する。 

建屋内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関す

る基本方針に基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と

分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施

設を設置する区域を，「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対

象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計

基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定す

る。 

 

 

もあるが、その点については詳細設計の段階及び運転管理の段

階において確認する必要がある。 

 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目

的とした要求であることを考慮すると，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防

護することを目的として，以下に示す火災区域又は火災区画の

分離に基づき，火災発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれ

を考慮した火災防護対策を講じる。 

なお，火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合には，

これらの知見も反映した火災防護対策に取り組んでいくこと

とする。 

 

(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用し

ているケーブルを火災防護対象とする。 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，可搬型のものに対する火

災防護対策については，火災防護計画に定めて実施する。 

（資料 41－2） 

 

 

 

 (1) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建屋原子炉棟，原子炉建屋付属棟，原子炉建屋廃棄物

処理棟，緊急時対策所建屋の建屋内の火災区域は，「1.5.2.1(2) 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定す

る構築物，系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮

して，火災区域を設定する。 

建屋内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する

基本方針に基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と分離

して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設を構

成する構築物，系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も

考慮して，設定する。 

 

 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域は，3 時間

以上の耐火能力を有する耐火壁として，3時間耐火に設計上必

ないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び

運転管理の段階において確認する必要がある。 

 

   本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを

目的とした要求であることを考慮すると，重大事故等に対処

するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器を火災

から防護することを目的として，以下に示す火災区域又は火

災区画の分類に基づき，火災発生防止，火災の感知及び消火

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

   なお，火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合に

は，これらの知見を反映した火災防護対策に取り組んでいく。 

 

 

(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使

用しているケーブルを火災防護対象機器及び火災防護対象

ケーブルとする。 

重大事故等対処施設のうち可搬型のものに対する火災防

護対策については，火災防護計画に定めて実施する。 

（補足 41-2） 

 

 

 

(2) 火災区域及び火災区画の設定 

  原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，

ガスタービン発電機建物，緊急時対策所等の建物内と屋外の

重大事故等対処施設を設置するエリアについて，重大事故等

対処施設と設計基準対象施設の配置も考慮して，火災区域及

び火災区画を設定する。 

  建物内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関す

る基本方針に基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と

分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施

設を設置する区域を「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対

象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計

基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定す

る。 

建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域は，３時

間以上の耐火能力を有する耐火壁として，３時間耐火に設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の設備配

置を踏まえ，火災区域及

び火災区画を設定 
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屋外については，非常用ディーゼル発電機軽油タンク及び

燃料移送系ポンプを設置する火災区域は，設計基準対象施設

の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適

用する。また，他の区域と分離して火災防護対策を実施する

ために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「(1) 火災防

護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構

築物，系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮し

て火災区域として設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼

防止を考慮して， 資機材管理，火気作業管理，危険物管理，

可燃物管理，巡視を行う。本管理については，火災防護計画

に定める。 

また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を

重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮

し，分割して設定する。 

（補足 41-3） 

 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

（８条-別添 1-資料 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要な 150mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試

験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火

壁（耐火隔壁，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ等）により

隣接する他の区域と分離する。 

 

 

 

屋外については，軽油貯蔵タンク及び海水ポンプ室を設置す

る火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針

に基づき設定した火災区域を適用する。また，他の区域と分離

して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設を設

置する区域を，「1.5.2.1(2) 火災防護対象機器及び火災防護

対象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計

基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。 

 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火気作業管理，危険物

管理，可燃物管理，巡視を行う。本管理については火災防護計

画に定める。 

 

また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重

大事故等対処施設と設計基準対処設備の配置も考慮し，分割し

て設定する。 

（資料 41－3） 

 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

その内容については，「2.3 火災防護計画について」に示すと

おりである。 

（8条－別添 1－資料 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上必要なコンクリート壁厚である123mm以上の壁厚を有する

コンクリート壁や火災耐久試験により３時間以上の耐火能力

を有することを確認した耐火壁（耐火隔壁，貫通部シール，

防火扉，防火ダンパ）により隣接する他の区域と分離する。 

 

 

 

屋外については，海水ポンプ，ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプを設置す

る火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方

針に基づき設定した火災区域を適用する。また，他の区域と

分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施

設を設置する区域を「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対

象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計

基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定す

る。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼

防止を考慮して，資機材管理，火気作業管理，危険物管理，

可燃物管理，巡視を行う。本管理については，火災防護計画

に定める。 

また，火災区画は，建物内及び屋外で設定した火災区域を

重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮

し，分割して設定する。 

 （補足 41-3） 

 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

（８条－別添１－資料１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の火災区

域のコンクリート壁は，

３時間耐火に必要な壁

厚であることを確認 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の設備配

置を踏まえ，火災区域及

び火災区画を設定 
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2.1.1．火災発生防止 

2.1.1.1．発電用原子炉施設内の火災発生防止 

 

［要求事項］ 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号

に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備

を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発

生防止対策を講じること。 

① 漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大

防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等に

より、火災が発生するおそれがない場合は、この限りで

ない。 

② 配置上の考慮 

発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施

設の安全機能を損なうことがないように配置すること。 

③ 換気 

換気ができる設計であること。 

④ 防爆 

防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電

気設備に接地を施すこと。 

⑤ 貯蔵 

安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火

災区域における発火性物質又は引火性物質の貯蔵は、運

転に必要な量にとどめること。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある

火災区域には、滞留する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出

する設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とする

こと。また、着火源となるような静電気が溜まるおそれの

ある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設

けること。 

(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を

設置しないこと。ただし、災害の発生を防止する附帯設備

を設けた場合は、この限りでない。 

(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界

濃度以下となるように、水素を排気できる換気設備を設置

すること。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、

2.1.1 火災発生防止 

2.1.1.1 発電用原子炉施設内の火災発生防止 

 

 [要求事項］ 

2.1 火災発生防止 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に

掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備

を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生

防止対策を講じること。 

① 漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防

止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、

火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。 

② 配置上の考慮 

発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設

の安全機能を損なうことがないように配置すること。 

③ 換気 

換気ができる設計であること。 

④ 防爆 

防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気

設備に接地を施すこと。 

⑤ 貯蔵 

安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災

区域における発火性物質又は引火性物質の貯蔵は、運転に

必要な量にとどめること。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある

火災区域には、滞留する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出す

る設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とすること。

また、着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備

を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けること。 

 

(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を

設置しないこと。ただし、災害の発生を防止する附帯設備を

設けた場合は、この限りでない。 

(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃

度以下となるように、水素を排気できる換気設備を設置する

こと。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、その

2.1.1.  火災発生防止 

2.1.1.1.  発電用原子炉施設内の火災発生防止 

 

[要求事項] 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に

掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備

を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発

生防止対策を講ずること。 

① 漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防

止対策を講ずること。ただし、雰囲気の不活性化等により、

火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。 

 

② 配置上の考慮 

発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設

の安全機能を損なうことがないように配置すること。 

③ 換気 

換気ができる設計であること。 

④ 防爆 

防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気

設備に接地を施すこと。 

⑤ 貯蔵 

安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災

区域における発火性物質又は引火性物質の貯蔵は、運転に

必要な量にとどめること。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある

火災区域には、滞留する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出

する設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とする

こと。また、着火源となるような静電気が溜まるおそれの

ある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設

けること。 

(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を

設置しないこと。ただし、災害の発生を防止する附帯設

備を設けた場合は、この限りでない。 

(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界

濃度以下となるように、水素を排気できる換気設備を設置

すること。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、
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その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発するこ

と。 

(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼

によって、原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、

水素の蓄積を防止する措置を講じること。 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱

防止のため、保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回

路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であるこ

と。 

 

（参考） 

(1) 発火性又は引火性物質について 

発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定

められる危険物、高圧ガス保安法で定められる高圧ガス

のうち可燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気

体、発火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が含

まれる。 

(5) 放射線分解に伴う水素の対策について 

BWR の具体的な水素対策については、社団法人火力原

子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸

素)蓄積防止に関するガイドライン（平成１７年１０月）」

に 基づいたものとなっていること。 

 

重大事故等対処施設は，以下のとおり，火災の発生を防止す

るための対策を講じる。 

 

(1) 火災の発生防止対策 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域又は火災区画には，以下の火災発生防止対

策を講じる。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定め

られている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに高

圧ガス保安法で高圧ガスとして定められている水素ガス，窒

素ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃性である

「水素ガス」を対象とする。 

 

① 漏えいの防止，拡大防止 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ

漏えいを検出して中央制御室にその警報を発すること。 

 

(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼に

よって、原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、水

素の蓄積を防止する措置を講じること。 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防

止のため、保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の

早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であること。 

 

 

（参考） 

(1) 発火性又は引火性物質について 

発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定めら

れる危険物、高圧ガス保安法で定められる高圧ガスのうち可

燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気体、発火性又

は引火性液体、発火性又は引火性固体が含まれる。 

 

(5) 放射線分解に伴う水素の対策について 

ＢＷＲの具体的な水素対策については、社団法人火力原子

力発電技術協会「ＢＷＲ配管における混合ガス(水素・酸素)

蓄積防止に関するガイドライン（平成１７年１０月）」に基づ

いたものとなっていること。 

 

重大事故等対処施設は，以下のとおり，火災の発生を防止する

ための対策を講じる。 

 

(1) 火災の発生防止対策 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備

を設置する火災区域又は火災区画には，以下の火災発生防

止対策を講じる。 

なお，発火性又は引火性物質としては，消防法で定められ

ている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，高圧ガス保

安法で高圧ガスとして定められている水素，窒素，液化炭

酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃性である「水素」を対

象とする。 

 

① 漏えいの防止，拡大防止 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ

その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発するこ

と。 

(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼

によって、原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、

水素の蓄積を防止する措置を講ずること。 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱

防止のため、保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回

路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であるこ

と。 

 

（参考） 

(1) 発火性又は引火性物質について 

発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定

められる危険物、高圧ガス保安法で定められる高圧ガス

のうち可燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気

体、発火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が含

まれる。 

(5) 放射線分解に伴う水素の対策について 

BWR の具体的な水素対策については、社団法人火力原

子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸

素)蓄積防止に関するガイドライン（平成１７年１０月）」

に基づいたものとなっていること。 

 

  重大事故等対処施設は，以下のとおり，火災の発生を防止す

るための対策を講じる。 

 

(1) 火災の発生防止対策 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域又は火災区画には，以下の火災発生防止対

策を講じる。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定め

られている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに

高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められる水素ガス，窒素

ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃性である「水

素ガス」を対象とする。 

 

  ① 漏えいの防止，拡大防止 

    本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ
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れらの設備を設置する火災区域」に対して要求しているこ

とから，該当する設備を設置する火災区域に対する漏えい

の防止対策，拡大防止対策について以下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包す

る設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域にお

ける，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を

内包する設備，常設代替交流電源設備及び可搬型重大事

故等対処設備のうち発火性又は引火性物質である潤滑油

又は燃料油を内包する設備（可搬型代替注水ポンプ，電

源車等）は，溶接構造，シール構造の採用による漏えい

防止対策を講じる設計とするとともに，堰等を設置し，

漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する

設計とする。 

なお，機器の軸受には潤滑油が供給されており加熱す

ることはない。万一，軸受が損傷した場合には，当該機

器は過負荷等によりトリップするため軸受は異常加熱し

ないこと，オイルシールにより潤滑油はシールされてい

ることから，潤滑油が漏えいして発火するおそれはない。

（第 41-1-1 表，第 41-1-1～41-1-2 図） 

発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包

する設備からの漏えいの有無については，日常の油保有

機器の巡視により確認する。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備に対する拡大防止対策を添付資料１に示す。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物

質である潤滑 油又は燃料油を内包する設備については，

漏えい防止対策を講じているとともに，添付資料１に示

すとおり拡大防止対策を講じていることから， 火災防護

に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

れらの設備を設置する火災区域」に対して要求しているこ

とから，該当する設備を設置する火災区域に対する漏えい

の防止対策，拡大防止対策について以下に示す。 

 

○発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する

設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域におけ

る，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備（以下，「油内包設備」という。）は，溶接構造，

シール構造の採用により漏えいの防止対策を講じるととも

に，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大す

ることを防止する設計とする。 

 

 

 

 

万一，軸受が損傷した場合には，当該機器が過負荷等によ

りトリップするため軸受は異常加熱しないこと，オイルシ

ールにより潤滑油はシールされていることから，潤滑油が

漏えいして発火するおそれはない。（第 41-1-1表，第 41-1-1

図～第 41-1-2図） 

油内包設備からの漏えいの有無については，日常の油内包

設備の巡視により確認する。火災区域内に設置する油内包

設備に対する拡大防止対策を添付資料 1に示す。 

 

 

 

以上より，火災区域内に設置する油内包設備については，

漏えい防止を講じているとともに，添付資料 1 に示すとお

り拡大防止対策を講じる設計とすることから，火災防護に

係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

れらの設備を設置する火災区域」に対して要求していること

から，該当する設備を設置する火災区域に対する漏えいの防

止対策，拡大防止対策について以下に示す。 

 

   ○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備 

建物内で重大事故等対処施設を設置する火災区域にお

ける，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を

内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用により漏

えいの防止対策を講じる設計とするとともに，堰等を設

置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防

止する設計とする。 

 

 

 

なお，機器の軸受には潤滑油が供給されており加熱す

ることはない。万一，軸受が損傷した場合には，当該機

器は過負荷等によりトリップするため，軸受は異常加熱

しないこと，オイルシールにより潤滑油はシールされて

いることから，潤滑油が漏えいして発火するおそれはな

い。（第41-1-1表，第41-1-1図，第41-1-2図） 

発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包

する設備からの漏えいの有無については，日常の油保有

機器の巡視により確認する。 

発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包

する設備に対する拡大防止対策を添付資料１に示す。 

         

         以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質

である潤滑油及び燃料油を内包する設備については，漏え

い防止対策を講じているとともに，添付資料１に示すとお

り拡大防止対策を講じていることから，火災防護に係る審

査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，常設代

替交流電源設備（ガスタ

ービン発電機）を屋内に

設置 
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第 41-1-1 表：建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画における発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃

料油を内包する設備の漏えい防止，拡大防止対策 

第 41-1-1 図：溶接構造，シール構造による 

漏えい防止対策概要図 

第 41-1-1表 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画における油内包設備の漏えい防止，拡大防止対策 

第 41-1-1図 溶接構造、シール構造による漏えい防止対策概要図 

第41-1-1表 重大事故等対処施設を設置する火災区域内等に 

おける発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を 

内包する設備の漏えい防止，拡大防止対策 

第 41-1-1図 溶接構造，シール構造による漏えい防止対策概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 潤滑油又は燃料油を

内包する設備を設置し

ている建物，エリアの相

違 

41-12



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

第 41-1-2 図：堰による拡大防止対策概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域にお

ける，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する

設備は，溶接構造等による水素ガスの漏えいを防止する

設計とする。 

なお，充電時に水素ガスが発生する蓄電池については，

機械換気を行うとともに，蓄電池設置場所の扉を通常閉

運用とすることにより，水素ガスの拡大を防止する設計

とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

からの漏えいの有無については，日常の発火性又は引火

性物質である水素ガスを内包する設備の巡視により確認

する。 

 

 

第 41-1-2図 堰による拡大防止対策の例（1/2） 

 

 

 

第 41-1-2図 堰による拡大防止対策の例 

（常設代替高圧電源装置）（2/2） 

 

○発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における，発火性

又は引火性物質である水素を内包する設備（以下，「水素内包

設備」という。）は，溶接構造等による水素の漏えいを防止す

る設計とする。 

なお，充電時に水素が発生する蓄電池は，機械換気を行う

とともに，当該設備を設置する部屋の扉を通常閉運用とする

ことにより，水素の拡散を防止する設計とする。 

 

水素内包設備からの漏えいの有無については，日常の水素

内包設備の巡視により確認する。 

 

 

 

 

 

第41-1-2図 堰による漏えい拡大防止対策概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

建物内で重大事故等対処施設を設置する火災区域にお

ける，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する

設備は，溶接構造等による水素ガスの漏えいを防止する

設計とする。 

なお，充電時に水素ガスが発生する蓄電池については，

機械換気を行うとともに，蓄電池設置場所の扉を通常閉

運用とすることにより，水素ガスの漏えい拡大を防止す

る設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

からの漏えいの有無については，日常の発火性又は引火

性物質である水素ガスを内包する設備の巡視により確認

する。 
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•水素ガスボンベ 

「⑤貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガ

スボンベは，ボンベ使用時に作業員がボンベ元弁を開操

作し，通常時は元弁を閉とする運用とするよう設計する。 

 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物

質である水素ガスを内包する設備については，漏えい防

止対策を講じているとともに，「③換気」に示すとおり拡

大防止対策を講じていることから，火災防護に係る審査

基準に適合しているものと考える。 

 

○ 発火性又は引火性物質を内包するその他の設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画における，発火性又は引火性物質を内包するそ

の他の設備として，通信用 PHS，スピーカー，予備 UPS

等に附属するリチウムイオン電池がある。これらの電池

は発火性又は引火性物質の内包量は少量であることか

ら，火災防護計画にしたがって可燃物管理を行う。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物

質を内包するその他の設備については，発火性又は引火

性物質の内包量が少ないこと，可燃物管理を行うことか

ら，十分な保安水準が確保されているものと考える。 

 

② 配置上の考慮 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ

れらの設備を設置する火災区域」に対して要求しているこ

とから，該当する発火性又は引火性物質である潤滑油又は

燃料油を内包する設備，発火性又は引火性物質である水素

ガスを内包する設備を設置する火災区域に対する配置上の

考慮について以下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包す

る設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備の火災により，重大事故等に対処する機能が損

なわれないよう，発火性又は引火性物質である潤滑油又

・水素ボンベ 

「⑤ 貯蔵」に示す格納容器雰囲気監視系校正用ボンベ

は，ボンベ使用時のみボンベ元弁を閉操作し，通常時は閉

運用とする。 

 

 

以上より，火災区域に設置する水素内包設備については，

漏えい防止対策を講じる設計とするとともに，「③ 換気」に

示すとおり拡大防止対策を講じる設計とすることから，火災

防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 配置上の考慮 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれ

らの設備を設置する火災区域」に対して要求していることか

ら，該当する油内包設備，水素内包設備を設置する火災区域

に対する配置上の考慮について以下に示す。 

 

 

 

○発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設

備 

火災区域に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油

又は燃料油を内包する設備の火災により，重大事故等に対処

する機能が損なわれないよう，潤滑油又は燃料油を内包する

・水素ガスボンベ 

  「⑤ 貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用ガ

スボンベは，ボンベ使用時に，作業員がボンベ元弁を

開操作し，通常時は元弁を閉とする運用とするよう設

計する。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質

である水素ガスを内包する設備については，漏えい防止

対策を講じているとともに，「③ 換気」に示すとおり拡

大防止対策を講じていることから，火災防護に係る審査

基準に適合しているものと考える。 

 

○ 発火性又は引火性物質を内包するその他の設備 

建物内で重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画における，発火性又は引火性物質を内包するそ

の他の設備として，通信用のＰＨＳ,スピーカー，予備Ｕ

ＰＳ等に付属するリチウムイオン電池がある。これらの

電池は発火性又は引火性物質の内包量は少量であること

から，火災防護計画にしたがって可燃物管理を行う。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物

質を内包するその他の設備については，発火性又は引火

性物質の内包量が少ないこと，可燃物管理を行うことか

ら，十分な保安水準が確保されているものと考える。 

  

 ② 配置上の考慮 

    本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ

れらの設備を設置する火災区域」に対して要求していること

から，該当する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料

油を内包する設備，発火性又は引火性物質である水素ガスを

内包する設備を設置する火災区域に対する配置上の考慮に

ついて以下に示す。 

 

  ○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包す

る設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備の火災により，重大事故等に対処する機能が損

なわれないよう，発火性又は引火性物質である潤滑油又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

可燃物管理の対象範

囲の相違 
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は燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等

の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備の配置状況を補足 41-3 の添付資料１に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

の火災により，重大事故等に対処する機能が損なわれな

いよう，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す

る設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配置

上の考慮を行う設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

の配置状況を補足 41-3 の添付資料１に示す。 

 

以上より，火災区域又は火災区画内に設置する発火性又

は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備及び

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備につ

いては，重大事故等に対処する機能がすべて損なわれない

よう配置上の考慮がなされていることから，火災防護に係

る審査基準に適合しているものと考える。 

 

③ 換気 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ

れらの設備を設置する火災区域」に対して要求しているこ

とから，該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に

対する設備の換気について以下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包す

る設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備を設置する火災区域を有する建屋等は，火災の

発生を防止するために，原子炉区域・タービン区域送風

機及び排風機等の空調機器による機械換気を行う設計と

する。また，屋外開放の火災区域（非常用ディーゼル発

電機軽油タンク区域，燃料移送系ポンプ区域及び非常用

ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ）につい

ては自然換気を行う設計とする。 

 

設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置及び離隔による配

置上の考慮を行う設計とする。油内包設備を添付資料 1 に示

す。 

 

 

○発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

火災区域内に設置する水素内包設備の火災により，重大事

故等に対処する機能が損なわれないよう，水素内包設備と重

大事故等対処施設は，壁等の設置による配置上の考慮を行う

設計とする。水素内包設備の配置状況を資料 3 の添付資料 1

に示す。 

 

 

 

以上より，火災区域内又は火災区画に設置する油内包設備

及び水素内包設備については，重大事故等に対処する機能が

すべて損なわれないよう配置上の考慮がなされていることか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

③ 換気 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれ

らの設備を設置する火災区域」に対して要求していることか

ら，該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する

設備の換気について以下に示す。 

 

○発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設

備 

油内包設備を設置する建屋内の火災区域は，火災の発生を

防止するために，原子炉建屋送風機及び排風機等の空調機器

による機械換気を行う設計とする。また，屋外開放の火災区

域（常設代替高圧電源装置置場，海水ポンプ室）については，

自然換気を行う設計とする。各油内包設備に対する換気設備

を添付資料 1に示す。 

 

 

 

は燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等

の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備の配置状況を補足41-3の添付資料1に示す。 

 

   ○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

     発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

の火災により，重大事故等に対処する機能が損なわれない

よう，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設

備と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配置上の考

慮を行う設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

の配置状況を補足 41-3の添付資料 1に示す。 

 

以上より，火災区域又は火災区画内に設置する発火性又

は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備及び

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備につ

いては，重大事故等に対処する機能がすべて損なわれない

よう配置上の考慮がなされていることから，火災防護に係

る審査基準に適合しているものと考える。 

 

  ③ 換気 

    本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ

れらの設備を設置する火災区域」に対して要求していること

から，該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対す

る設備の換気について以下に示す。 

 

   ○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備を設置する火災区域を有する建物等は，火災の

発生を防止するために，原子炉棟送風機及び排風機等の

空調機器による機械換気を行う設計とする。また，屋外

の火災区域（海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク設置区域，ガスタービン発電機用軽油タンク

設置区域，緊急時対策所用燃料地下タンク設置区域，Ａ

－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2 号炉の設備配

置を踏まえ，火災区域及

び火災区画を設定 
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重大事故等対処施設を設置する建屋内の発火性又は引

火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する各設備に対

する換気設備を添付資料１に示す。 

添付資料１において，重大事故等対処施設（詳細は補

足 41-2 参照） の発火性又は引火性物質である潤滑油又

は燃料油を内包する設備は，耐震 S クラス又は基準地震

動によっても機能を維持（以下「Ss機能維持」という。）

する設計とし，かつ 2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大

防止」に示すように漏えい防止対策を実施するため基準

地震動によっても油 が漏えいするおそれはないこと，潤

滑油を内包する設備については万一， 機器故障によって

油が漏えいしても，重大事故発生時の原子炉建屋内の 最

高温度（潤滑油を内包する機器が設置された管理区域で

は IS-LOCA 発生時に約 100℃，燃料油を内包する機器が

設置された非管理区域では約 40℃）と比べても引火点が

十分高く（参考資料１参照）火災が発生するおそれは小

さいことから，これらの機器を設置する場所の換気設備

の耐震性は，Ss 機能維持とする設計とはしない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物

質である潤滑油又は燃料油を内包する設備については，

機械換気ができる設計とすること，発火性又は引火性物

質である潤滑油及び燃料油を内包する設備の換気設備に

ついては機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそ

れは小さいことから，火災防護に係る審査基準に適合し

ているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1 において，重大事故対処設備の油内包設備は，

耐震Ｓクラス又は基準地震動Ｓｓによっても機能を維持(以

下，「ＳＳ機能維持」という。)する設計としており，かつ

「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止，拡大防止」に示すように漏

えい防止対策を実施するため，基準地震動ＳＳによっても油

が漏えいするおそれはないこと，潤滑油を内包する設備は万

が一機器の故障により油が漏えいしても，潤滑油の引火点が

十分高いため火災が発生するおそれは小さいことから，これ

らの機器を設置する場所の換気設備の耐震性は，基準地震動

ＳＳによっても機能を維持する設計としない。 

 

 

 

 

 

また，燃料油である軽油を内包する設備としては、常設代

替高圧電源装置，常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ，

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機給油ポンプ等

がある。このうち、常設代替高圧電源装置は屋外に設置され

ており、自然換気である。その他の機器については，常設代

替高圧電源装置や緊急時対策所発電機から給電可能な換気空

調設備が設置されており、耐震Ｓクラス又は基準地震動ＳＳ

に対して機能維持可能な設計とする。 

 

以上より，火災区域内に設置する油内包設備については，

機械換気ができる設計とすること，潤滑油内包設備の換気設

備については機能が喪失しても潤滑油内包設備の機能に影響

を及ぼすおそれは小さいこと，軽油内包設備の換気設備につ

いては常設代替高圧電源装置や緊急時対策所発電機が接続さ

れる母線から給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性

を確保することから，火災防護に係る審査基準に適合してい

るものと考える。 

 

 

ア）については自然換気を行う設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する建物内の発火性又は引

火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備に対す

る換気設備を添付資料１に示す。 

添付資料１において，重大事故等対処施設（詳細は補

足41-2参照）の発火性又は引火性物質である潤滑油又は

燃料油を内包する設備は，耐震Ｓクラス又は基準地震動

によっても機能を維持（以下「Ｓｓ機能維持」という。）

する設計とし，かつ2.1.1.1(1) ①「漏えいの防止，拡大

防止」に示すように漏えい防止対策を実施するため，基

準地震動によっても油が漏えいするおそれはないこと，

潤滑油を内包する設備については万一，機器故障によっ

て油が漏えいしても，重大事故発生時の原子炉建物内の

最高温度（潤滑油を内包する機器が設置された管理区域

ではIS-LOCA発生時に約100℃，燃料油を内包する機器が

設置された非管理区域では約40℃）と比べても引火点が

十分高く（参考資料１参照），火災が発生するおそれは

小さいことから，これらの機器を設置する場所の換気設

備の耐震性は，Ｓｓ機能維持とする設計とはしない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質

である潤滑油又は燃料油を内包する設備については，機械

換気又は自然換気ができる設計とすること，発火性又は引

火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備の換気設

備については機能が喪失しても，重大事故等対処施設へ影

響を及ぼすおそれは小さいことから，火災防護に係る審査

基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，原子

炉建物内の最高温度を

記載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2 号炉のガスタ

ービン発電機は屋内に

設置されているため，Ｓｓ

機能維持の換気設備で

換気を行う設計 

なお，緊急時対策所用

発電機は，屋外に設置さ

れているため，自然換気

を行う設計 
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○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

である蓄電池及び水素ガスボンベを設置する火災区域又

は火災区画は，火災の発生を防止するために，以下に示

すとおり，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画については常設代替交流電源設備又は電源車か

らも給電できる非常用電源から供給される送風機及び排

風機による機械換気を行う設計とする。（第 41-1-2 表） 

 

• 蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気

を行う設計とする。特に，重大事故等対処施設である 

AM 用直流 125V 蓄電池を設置する火災区域又は火災

区画は，常設代替交流電源設備からも給電できる非常

用母線から給電される耐震 S クラス設計又は Ss 機能

維持設計の排風機による機械換気を行うことによっ

て，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 水素ガスボンベ 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置

する火災区域又は火災区画は，常用電源から給電され

る原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機による

機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃

度以下とするよう設計する。 

 

 

 

 

 

○発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

水素内包設備である蓄電池及び水素ボンベを設置する火災

区域又は火災区画は，火災の発生を防止するために，以下に

示すとおり，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画については，常設代替高圧電源装置から受電できる緊

急用母線から供給される換気設備による機械換気を行う設計

とする。（第 41-1-2表） 

 

 

・蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行うこ

とにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするように設計する。

特に，重大事故等対処施設である緊急用 125V系蓄電池を設置す

る火災区域又は火災区画は常設代替高圧電源装置からも給電で

きる緊急用母線に接続される耐震Ｓクラス又はＳＳ機能維持設

計の排風機による機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼

限界濃度以下とするように設計する。 

 

なお、緊急時対策所建屋の 125V系蓄電池室については，緊

急時対策所用発電機から受電する母線から給電される換気設

備による機械換気を行う設計とする。第 41-1-3図に緊急時対

策所建屋の単線結線図を示す。 

 

 

 

 

 

・水素ボンベ 

格納容器雰囲気監視系校正用ボンベを設置する火災区域又は

火災区画は，常用電源から給電される原子炉建屋送風機・排風

機による機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度

以下とするように設計する。 

 

 

 

 

 

 

     ○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

         発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

である蓄電池及び水素ガスボンベを設置する火災区域又

は火災区画は，火災の発生を防止するために，以下に示す

とおり，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画については非常用所内電源，常設代替交流電源設備又

は緊急時対策所用発電機からも給電できる送風機及び排

風機等による機械換気を行う設計とする。（第41-1-2表） 

 

   ・蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気を

行う設計とする。特に，重大事故等対処施設である主蒸気

逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室），Ｂ１－115V系蓄電池

（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池を設置する火災区域又は火

災区画は，常設代替交流電源設備からも給電できる非常用

母線に接続される耐震Ｓクラス又はＳｓ機能維持設計の

排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃

焼限界濃度以下とするよう設計する。 

緊急時対策所の蓄電池を設置する火災区域又は火災区

画は，緊急時対策所用発電機から給電できるＳｓ機能維持

設計の換気設備，ガスタービン発電機建物の蓄電池を設置

する火災区域又は火災区画は，ガスタービン発電機から給

電できるＳｓ機能維持設計の換気設備による機械換気を

行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよ

う設計する。第41-1-3図に緊急時対策所，ガスタービン発

電機建物の単線結線図を示す。 

 

   ・水素ガスボンベ 

    格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する

火災区域又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉

棟送風機及び排風機による機械換気を行うことによって，

水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏材 6/7】 

設備の構成の相違 
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第 41-1-2 表：水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は

火災区画の換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-2表 水素を内包する設備を設置する場所の換気設備 

 

※換気設備は 2系統により多重化 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-3図 緊急時対策所建屋の単線結線図 

 

第41-1-2表 水素ガスを内包する設備を設置する場所の換気設備 

  
 

 

 

（緊急時対策所） 

 
 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備の構成の相違 
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発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設

置する火災区域又は火災区画は，水素濃度が燃焼限界濃度以

下の雰囲気となるよう送風機及び排風機で換気されるが，送

風機及び排風機は多重化して設置する設計とするため，動的

機器の単一故障を想定しても換気は可能である。 

フィルタ装置水素濃度校正用水素ガスボンベは，設備の仕

様上，ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である 4％以下と

することができないことから，常時は建屋外に保管し，ボン

ベ使用時のみ建屋内に持ち込みを行う運用とする。 

さらに，校正の際にはボンベを固縛すること，通常は元弁

を閉としていること，元弁を開操作する際は，作業員は携帯

型水素濃度計によって水素ガス漏えいの有無を測定すること

とし，水素ガスが漏えいした場合でも速やかに元弁を閉操作

し漏えいを停止することができるとともに，作業終了時や漏

えい確認時には速やかに元弁を閉操作することを手順に定め

る。 

なお，校正に伴う水素ガスの使用は必要最小限である約 30 

分とし， フィルタ装置水素濃度校正作業については作業性，

水素内包設備を設置する火災区域又は火災区画の送風機，排

風機は，多重化されており，動的機器の単一故障を想定しても

換気は可能であるため，水素濃度が燃焼限界濃度に達すること

はとない。 

水素ボンベは，「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止，拡大の防止」

に示すように水素の漏えい防止，拡大防止対策を実施する。 

水素ボンベについて，格納容器雰囲気監視系校正用ボンベは

ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である 4vol％程度とする。

加えて，通常状態は元弁を閉運用とし で

固縛の上保管すること，元弁を開放する時には作業員がいるた

め，誤って水素を漏えいさせてしまった場合にも速やかに閉操

作し漏えいを停止することができるとともに，作業終了時や漏

えい確認時は速やかに元弁を閉操作することを手順等に定め

る。 

また，フィルタベント水素濃度計モニタの校正用に水素ボン

（ガスタービン発電機建物） 

第 41-1-3図 緊急時対策所，ガスタービン発電機建物の 

単線結線図 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を

設置する火災区域は，水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲

気となるよう送風機及び排風機で換気されるが，送風機及

び排風機は多重化して設置する設計とするため，動的機器

の単一故障を想定しても換気は可能である。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度計校正用水素ガスボン

ベは，設備の仕様上，ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度

以下である4%以下とすることができないが，常時，建物外

に保管し，校正作業も火災区域外にて行う運用とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，ベント

フィルタの校正用水素

ガスボンベを火災区域

に設置しておらず，校正

作業も火災区域外で実

施する設計 
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火災防護対象機器の有無を考慮し 6 号及び 7 号炉とも原子

炉建屋 3 階で行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質で

ある水素ガスを内包する設備については，機械換気ができる

設計としていること，蓄電池室の換気設備については非常用

電源より給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確

保していること，その他の発火性又は引火性物質である水素

ガスを内包する設備については，設備の原子炉建屋内への持

ち込みを管理し，使用状態を監視すること，換気設備の機能

が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいことか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

④ 防爆 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ

れらの設備を設置する火災区域」に対して要求しているこ

とから，爆発性の雰囲気を形成するおそれのある設備を設

置する火災区域に対する防爆対策について以下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包す

る設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性

又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備

は，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」で示したよ

うに，溶接構造，シール構造の採用により潤滑油又は燃料

油の漏えいを防止するとともに，万一，漏えいした場合を

考慮し堰等を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料

油が拡大することを防止する設計とする。 

 

 

 

ベを使用するが，ボンベ使用時のみ建屋内に持ち込みを行う運

用とし，さらに、校正の際にはボンベを固縛すること，元弁を

開操作する際は，作業員は携帯型水素濃度計によって水素漏え

いの有無を測定することとし，水素が漏えいした場合でも速や

かに元弁を閉操作し漏えいを停止することができること，作業

終了時や漏えい確認時には速やかに元弁を閉操作することを

手順に定めることにより漏えい防止を図る。 

 

以上より，火災区域に設置する水素内包設備については，機

械換気ができる設計とすること，緊急用 125V 系蓄電池室の換

気設備については常設代替高圧電源装置が接続する緊急用母

線より給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保

する設計とすること，その他の水素内包設備の換気設備につい

ては機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さ

いことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考

える。 

 

 

 

 

④ 防爆 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれ

らの設備を設置する火災区域」に対し要求していることから，

爆発性の雰囲気を形成するおそれのある設備を設置する火災

区域に対する防爆対策について以下に示す。 

 

○発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設

備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における油内包設

備は，「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止，拡大防止」に示したと

おり，溶接構造，シール構造を採用することにより，潤滑油

又は燃料油の漏えいを防止するとともに，万が一漏えいした

場合を考慮し，堰等を設置することで，漏えいした潤滑油又

は燃料油が拡大することを防止する。 

 

・常設代替高圧電源装置置場地下の軽油移送配管について 

軽油貯蔵タンクから非常用ディーゼル発電機燃料油デイタ

ンク（HPCS を含む），常設代替高圧電源装置燃料油サービス

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質

である水素ガスを内包する設備については，機械換気がで

きる設計としていること，蓄電池室の換気設備については，

非常用所内電源，常設代替交流電源設備又は緊急時対策所

用発電機より給電するとともに防護対象機器と同等の耐震

性を確保していること，その他の発火性又は引火性物質で

ある水素ガスを内包する設備については，設備の原子炉建

物内への持込みを管理し，使用状態を監視すること，換気

設備の機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは

小さいことから，火災防護に係る審査基準に適合している

ものと考える。 

 

  ④ 防爆 

    本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ

れらの設備を設置する火災区域」に対して要求していること

から，爆発性の雰囲気を形成する恐れのある設備を設置する

火災区域に対する防爆対策について以下に示す。 

 

  ○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包す

る設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性

又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備

は， 2.1.1.1(1)「① 漏えいの防止，拡大防止」で示した

ように，溶接構造，シール構造の採用により潤滑油又は燃

料油の漏えいを防止するとともに，万一，漏えいした場合

を考慮し，堰等を設置することで，漏えいした潤滑油又は

燃料油が拡大することを防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 緊急時対策所用発電
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なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，

これらの引火点は設備が設置された火災区域又は火災区画

の重大事故発生時の原子炉建屋内の最高温度（潤滑油を内

包する機器が設置された管理区域では IS-LOCA 発生時に

約 100℃，燃料油を内包する機器が設置された非管理区域

では約 40℃）よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高

いため，可燃性の蒸気となることはない。 

引火点等の確認結果を参考資料１に示す。 

また，燃料油である軽油を内包する非常用ディーゼル発

電機及び非常用ディーゼル発電機ディタンクを設置する火

災区域又は火災区画については，非常用電源から給電され

る送風機及び排風機で換気する。 

なお，全交流電源喪失時には，これらの設備は重大事故

等に対処する機能は要求されない。 

また，重大事故等対処施設で軽油を内包する軽油タンク，

常設代替交流電源設備，常設代替交流電源設備の地下燃料

タンクは屋外に設置されており，可燃性の蒸気が滞留する

ことはない。 

 

 

 

 

したがって，潤滑油又は燃料油が爆発性の雰囲気を形成

するおそれはない。 

 

 

 

タンクへの燃料配管は不燃材料で構成されるが，可燃性で熱

の影響を受けやすく引火点が低い燃料油（軽油）を内包する

ため，設計基準対象施設としては，「火災防護に係る審査基準」

の「2.3 火災の影響軽減」に従い，軽油移送配管の系統分離

を行う。なお，重大事故等対処施設としては，「系統分離」の

要求はないため，「火災発生防止」，「火災の感知，消火」につ

いて「火災防護に係る審査基準」に基づく対策を講じること

とする。（第 41-1-4図）。 

なお，緊急時対策所用発電機燃料油タンクから緊急時対策

所用発電機への燃料配管については，系統分離された設計で

あることを確認している。（第 41-1-5図） 

潤滑油が機器から漏えいした場合でも，これらの引火点は

設備が設置された火災区域又は火災区画の雰囲気温度よりも

十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性蒸気と

ならない。 

重大事故対処施設である常設代替高圧電源装置等について

引火点等の確認結果を参考資料 1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等対処施設で燃料油である軽油を内包する

燃料移送ポンプ(常設代替高圧電源装置用及び非常用ディー

ゼル発電機用)，緊急時対策所用発電機給油ポンプは，外部へ

漏えいしてもそれぞれ常設代替高圧電源装置の接続する緊急

用母線，緊急時対策所用発電機が接続する緊急時対策所用電

源から受電する耐震Ｓクラス又は基準地震動ＳＳに対して機

能維持可能な換気設備で換気する設計とすることから，可燃

性の蒸気が滞留することはない。 

潤滑油又は燃料油が爆発性の雰囲気を形成するおそれはな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，

これらの引火点は設備が設置された火災区域又は火災区画

の重大事故発生時の原子炉建物内の最高温度(潤滑油を内

包する機器が設置された管理区域ではIS-LOCA発生時に約

100℃，燃料油を内包する機器が設置された非管理区域では

約40℃)よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いた

め，可燃性の蒸気となることはない。 

引火点等の確認結果を参考資料１に示す。 

また，燃料油である軽油を内包するディーゼル発電機及

びディーゼル発電機燃料デイタンクを設置する火災区域又

は火災区画については，非常用電源から給電される送風機

及び排風機で換気する。 

なお，全交流電源喪失時には，これらの設備は重大事故

等に対処する機能は要求されない。 

また，重大事故等対処施設で軽油を内包するガスタービ

ン発電機及びガスタービン発電機用サービスタンクを設置

するエリアについては，ガスタービン発電機より給電する

換気設備で換気する。また，ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク，緊急時対策所用燃料地下タンク及びガスタービン発

電機用軽油タンクは屋外に設置されており，可燃性の蒸気

が滞留することはない。 

 

したがって，潤滑油又は燃料油が爆発性雰囲気を形成す

るおそれはない。 

 

 

 

機は軽油移送配管から

給油する設計ではなく，

タンクローリにて給油

する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，原子

炉建物内の最高温度を

記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 軽油を内包する設備

の設置場所の相違 
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○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性

又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は，

2.1.1.1(1)①「漏えいの防止， 拡大防止」で示したように，

溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防止する設計

とする。また，2.1.1.1(1)③「換気」で示したように機械

換気を行う設計とするとともに，水素ガスボンベについて

 

第 41-1-4図 軽油移送ポンプ系統図 

 

 

第 41-1-5図 緊急時対策所移送ポンプ系統図 

 

 

○発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における水素内包

設備は，「2.1.1.1(1)③ 漏えいの防止，拡大防止」で示すよ

うに溶接構造等を採用することにより水素の漏えいを防止す

る。また，「2.1.1.1(1)③ 換気」に示す機械換気により水素

濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計とする。また,水素ボ

ンベは使用時を除き，元弁を閉運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

    重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性

又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は，

2.1.1.1(1)「① 漏えいの防止，拡大防止」に示したように，

溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防止する設計

とする。また，2.1.1.1(1)「③ 換気」で示したように機械

換気を行う設計とするとともに，水素ガスボンベについては

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

燃料油を内包する設

備の系統設計の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

燃料油を内包する設

備の系統設計の相違 
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は使用時を除き元弁を閉とする運用とする。 

したがって，「電気設備に関する技術基準を定める省令」

第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆

発性雰囲気とはならないため，当該の設備を設ける火災区

域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせず，

防爆を目的とした電気設備の設置も必要としない設計とす

る。 

なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に

係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，第

十一条に基づく接地を施す。 

以上より，発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料

油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水素ガ

スを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は，爆

発性雰囲気とならず，防爆型の電気・計装品を使用する必

要はない。 

・水素ボンベ

「2.1.1.1(1)⑤ 貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正

用水素ボンベは，ボンベ使用時に作業員がボンベ元弁を開操

作し，通常時は元弁を閉とする運用とする。 

したがって，「電気設備に関する技術基準を定める省令※

１」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される

爆発性雰囲気とならないため，当該火災区域又は火災区画に

設置する電気・計装品を防爆型とする必要はなく，防爆を目

的とした電気設備の設置も必要としない設計とする。 

なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係

る電気設備に関する技術基準を定める命令※２」第十条及び

第十一条に基づく接地を施す設計とする。 

※１ 電気設備に関する技術基準を定める省令抜粋

（可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設

の禁止） 

第六十九条  次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は，

通常の使用状態において，当該電気設備が点火源となる爆発又

は火災のおそれがないように施設しなければならない。 

一  可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し，点火源の

存在により爆発するおそれがある場所 

二  粉じんが存在し，点火源の存在により爆発するおそれが

ある場所 

三  火薬類が存在する場所 

四  セルロイド，マッチ，石油類その他の燃えやすい危険な

物質を製造し，又は貯蔵する場所 

※２ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定

める命令抜粋 

使用時を除き元弁を閉とする運用とする。 

 したがって，「電気設備に関する技術基準を定める省令」

第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発

性雰囲気とならないため，当該の設備を設ける火災区域又は

火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせず，防爆を目

的とした電気設備の接地も必要としない設計とする。 

なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物

に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，

第十一条に基づく接地を施す。 

以上より，発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油

を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水素ガスを

内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は，爆発性雰

囲気とならず，防爆型の電気・計装品を使用する必要はない。 

・記載の相違

【東海第二】 

2.1.1.1.(1)⑤「貯蔵」

に記載 
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⑤ 貯蔵 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護すること

を目的とした要求であることを考慮すると，重大事故等対

処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質

の貯蔵に対して要求していることから，該当する火災区域

に設置される発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器に

ついて以下に示す。 

貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機器の

ことであり，重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発

火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵容器とし

ては，常設代替交流電源設備及び地下燃料タンク，非常用デ

ィーゼル発電機（３台）の燃料ディタンク（３基）及び軽油

タンク（２基）がある。 

 

常設代替交流電源設備及び地下燃料タンクは，タンクの容

量（約 50 ㎥）に対して，常設代替交流電源設備を 12 時間

以上連続運転するために必要な量（約 21 ㎥）を考慮し，貯

蔵量を管理している。 

 

 

 

 

燃料ディタンクについては，非常用ディーゼル発電機を 8 

時間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した

設計とする。軽油タンクについては 1 基あたり非常用ディー

ゼル発電機 2台，又は常設代替交流電源設備等の重大事故時

に必要となる設備を 7 日間連続運転するために必要な量を

（電気設備の接地）  

第十条   電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高

電圧の侵入等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又

は物件への損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切

な措置を講じなければならない。ただし，電路に係る部分にあ

っては，第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わ

なければならない。  

（電気設備の接地の方法）  

第十一条   電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確

実に大地に通ずることができるようにしなければならない。 

 

⑤ 貯蔵 

本要求は，重大事故等対処施設を設置する火災区域におけ

る発火性又は引火性物質の貯蔵に対する要求であることか

ら，該当する火災区域に設置される貯蔵機器について以下に

記す。 

 

 

貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機器の

ことであり，重大事故等対処施設を設置する火災区域内にお

ける，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵

機器としては，常設代替高圧電源装置及び軽油貯蔵タンク，

可搬型設備用軽油タンク，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵

タンク，緊急時対策所用燃料油貯蔵タンク及び非常用ディー

ゼル発電機の燃料デイタンクがある。 

軽油貯蔵タンクは，重大事故等事故時に機能を要求される

設備が 7 日間連続で運転できるように，タンクの容量（2 基

合計約 800m３）に対して，非常用ディーゼル発電機(2 台)，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（1 台）及び常設代替

高圧電源装置（2 台）が 7 日間連続運転するために必要な量

（5台合計 755.5ｍ３）を貯蔵することを考慮した設計とする。 

可搬型設備用軽油タンクは，タンク容量（7基合計 210m３）

に対して，可搬型設備を 7 日間連続運転するために必要な量

（189m３）を考慮した容量を貯蔵する設計とする。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクについては，重大

事故時に緊急時対策所建屋に 7 日間連続で電源供給するため

に必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。緊急時対

策所用発電機燃料貯蔵タンク，緊急時対策所用発電機は，そ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤ 貯蔵 

    本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを

目的とした要求であることを考慮すると，重大事故等対処施

設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質の貯

蔵に対して要求していることから，該当する火災区域に設置

される貯蔵機器について以下に示す。 

 

    貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機器の

ことであり，重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発

火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器と

しては，ガスタービン発電機用サービスタンク（２基），ガ

スタービン発電機用軽油タンク，緊急時対策所用燃料地下タ

ンク，ディーゼル発電機燃料デイタンク（３基）及びディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク（６基）がある。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タンク容量（約

560m3）に対して，ガスタービン発電機を７日間連続運転す

るために必要な量（約360m3）及び可搬型設備を７日間連続

運転するために必要な量を考慮した容量を貯蔵する設計と

する。ガスタービン発電機用サービスタンクは，タンク容

量（約7.9m3）に対して，ガスタービン発電機を２時間以上

連続運転するために必要な量（約4.2m3）を考慮した容量を

貯蔵する設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，タンク容量（約45m3）

に対して，緊急時対策所用発電機を７日間連続運転するた

めに必要な量（約3.6m3）を考慮した容量を貯蔵する設計と

する。 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクについては，タ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成及び貯蔵量

の管理値の相違 
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貯蔵することを考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引

火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては，格納容器雰囲

気モニタ校正用水素ガスボンベがあり，このボンベは供給単

位である容器容量 47L 又は 10L のボンベごとに，各々の計

器の校正頻度（1 回/約 2 ヶ月）及び計器不具合等の故障対

応を想定した上で 1 運転サイクルに必要な量，さらに事故

後，ガスボンベを交換せずに一定期間（100 日間）連続監視

できるよう校正に必要な量を考慮し貯蔵する設計とする。 

 

 

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域におけ

る発火性又は引火性物質を貯蔵する機器については，運転に

必要な量にとどめて貯蔵することとしていることから，火災

防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

(2) 可燃性の蒸気・微粉への対策 

本要求は，「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそ

れがある火災区域における可燃性の蒸気，可燃性の微粉及び

着火源となる静電気」に対して要求していることから，該当

する設備を設置する火災区域に対する可燃性の蒸気又は可燃

性の微粉への対策を以下に示す。 

れぞれ 2 基設置し，タンク容量（75ｍ３／基）に対して，緊

急時対策所用発電機 1 台を７日間連続運転するために必要な

量（70ｍ３／基）を考慮した容量を貯蔵する設計とする。 

燃料デイタンクは，タンクの容量（約 14m３（HPCS系は約 7m

３））に対し，非常用ディーゼル発電機を 8時間連続運転する

ために必要な量（約 11.5m３（HPCS系は約 6.5m３））を考慮し，

貯蔵量が約 12.1 m３～12.8 m３（HPCS 系は約 6.8 m３～7.2 m

３）に管理し，運転上必要な量を貯蔵する設計とする。 

緊急時対策所用燃料油サービスタンクは，タンク容量（2基

合計 1.3m３）に対し，緊急時対策所用発電機を 1.5 時間連続

運転するために必要な量（約 1.2m３）を考慮し，貯蔵量を管

理し,運転上必要な量を貯蔵する設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の設置される火災区域又は火災区画に

ある発火性又は引火性物質の水素の貯蔵機器としては，格納

容器雰囲気監視系校正用ボンベがあり，これらボンベは容器

容量（47ℓ 又は 10ℓ）のボンベごとに，各々の計器の校正頻度

（1 回／約 6 ヶ月）及び計器不具合等の故障対応を想定した

上で 1 運転サイクルに必要な量，さらに格納容器雰囲気監視

系モニタについては事故後，ボンベを交換せずに一定期間（約

1 年間）連続監視できるように校正に必要な貯蔵量にとどめ

る。ボンベについては参考資料 2に示す。 

 

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域におけ

る発火性又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量

を貯蔵することとしていることから，火災防護に係る審査基

準に適合しているものと考える。 

 

(2) 可燃性の蒸気・微粉への対策 

本要求は，「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそ

れがある火災区域における可燃性の蒸気，可燃性の微粉及び

着火源となる静電気」に対して要求していることから，該当

する設備を設置する火災区域に対する可燃性の蒸気又は可燃

性の微粉への対策を以下に示す。 

ンクの容量（約16 m3）に対して，非常用ディーゼル発電機

を８時間連続運転するために必要な量（約12.95 m3）を考

慮し，貯蔵量が約13.9 m3～約15.6 m3となるよう管理し，運

転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクに

ついては，タンクの容量（約９m3）に対して，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を８時間連続運転するために必

要な量（約7.42 m3）を考慮し，貯蔵量が約8.0 m3～約8.8 m3

となるよう管理し，運転上必要な量のみ貯蔵する設計とす

る。 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクについては，タンクの

容量（６基合計約810 m3）に対して，６基で非常用ディー

ゼル発電機２台と高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機１

台を７日間連続運転するために必要な量（約700 m3）を考

慮して管理値を定め，運転上必要な量のみ貯蔵する設計と

する。 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は

引火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては，格納容器

内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベがあり，これらのボ

ンベは供給単位である容器容量47リットルのボンベに，

各々の計器の校正頻度（1回／１カ月）及び計器不具合等の

故障対応を想定した上で１運転サイクルに必要な量，さら

に事故後，ガスボンベを交換せずに一定期間（90日間）連

続監視できるよう校正に必要な量を考慮し貯蔵する設計と

する。 

 

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域におけ

る発火性又は引火性物質を貯蔵する機器については，運転に

必要な量にとどめて貯蔵していることから，火災防護に係る

審査基準に適合しているものと考える。 

 

(2) 可燃性の蒸気・微粉への対策 

本要求は，「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するお

それがある火災区域における可燃性の蒸気，可燃性の微粉及

び着火源となる静電気」に対して要求していることから，該

当する設備を設置する火災区域に対する可燃性の蒸気又は可

燃性の微粉への対策を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ボンベ容量，校正頻度

及び設備仕様の相違 
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発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する

設備は，「(1)④ 防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気を発生す

るおそれはない。 

また，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量

以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留

するおそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，

通風，拡散といった措置を行うとともに，建屋の送風機及び

排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 

さらに，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載さ

れる「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応

を起こし爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんの

ように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着

火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可

燃性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。 

以上の設計により，火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を

高所に排出するための設備を設置する必要はなく，電気・計

装品を防爆型とする必要はない。 

一方，火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電

気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計とする。 

なお，火災区域内で電気設備が必要な箇所には，「原子力発

電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第

十条，第十一条に基づく接地を施しており，静電気が溜まる

おそれはない。 

以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそ

れのある設備，及び着火源となるような静電気が溜まるおそ

れのある設備を火災区域に設置しないことから，火災防護に

係る審査基準の要求事項は適用されないものと考える。 

(3) 発火源への対策

発電用原子炉施設には金属製の筐体内に収納する等の対策

を行い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しな

い設計とする。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する

設備は，「2.1.1.1(1)④ 防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気

を発生するおそれはない。 

また，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量

以上持込まないように，持ち込み可燃物管理に関する要領を

社内規程「持込み可燃物管理要領」に定め運用とするととも

に，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合には，使用場

所において，換気，通風，拡散の措置を行うとともに，建屋

の送風機・排風機による機械換気により滞留を防止する設計

とする。  

さらに，火災区域内には，「工場電気設備防爆指針」に記載

される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反

応を起こし爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じん

のように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも

着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような

可燃性の微粉を発生する設備を設置しない設計とする。 

したがって，火災区域には可燃性の蒸気または微粉を高所

に排出するための設備を設ける必要はなく，電気・計装品を

防爆型とする必要はない。 

なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係

る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条及び第十

一条に基づく接地を施す。 

以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそ

れのある設備，着火源となるような静電気が溜まるおそれの

ある設備を火災区域に設置しないことから，火災防護に係る

審査基準の要求事項は適用されないものと考える。 

(3) 発火源への対策

発電用原子炉施設には金属製の本体内に収納する等の対策

を行い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しな

い設計とする。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する

設備は，「2.1.1.1 (1)④防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気

を発生するおそれはない。 

また，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量

以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留

するおそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，

通風，拡散といった措置を行うとともに，建物の送風機及び

排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 

さらに，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載

される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反

応を起こし爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じ

んのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中で

も着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のよ

うな「可燃性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とす

る。 

以上の設計により，火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を

高所に排出するための設備を設置する必要はなく，電気・計

装品を防爆型とする必要はない。 

一方，火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電

気がたまる恐れがある設備を設置しない設計とする。 

なお，火災区域内で電気設備が必要な箇所には，「原子力

発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」

第十条，第十一条に基づく接地を施しており，静電気が溜ま

るおそれはない。 

以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそ

れのある設備，及び着火源となるような静電気が溜まるおそ

れのある設備を火災区域に設置しない設計とすることから，

火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものと考

える。 

(3) 発火源への対策

発電用原子炉施設には金属製の筐体内に収納する等の対策

を行い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しな

い設計とする。 

・運用の相違

【東海第二】 

 火災区域内における

設備の運用の相違 
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また，発電用原子炉施設には高温となる設備があるが，高

温部分が他の可燃物を加熱しないように配置すること，保温

材で覆うこと等により，可燃性物質との接触防止や潤滑油等

可燃物の過熱防止を行う設計とする。（第 41-1-3 表） 

 

 

以上より，発電用原子炉施設には設備外部に火花を発生す

る設備を設置しないこと，高温となる設備に対しては発火源

とならないよう対策を行うことから，火災防護に係る審査基

準に適合しているものと考える。 

 

第 41-1-3 表：高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

 

 

 

 

 

 

 (4) 水素ガス対策 

本要求は，「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に対

して要求していることから，該当する設備を設置する火災区

域又は火災区画に対する水素ガス対策について以下に示す。 

 

 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設

置する火災区域又は火災区画は，2.1.1.1(1)①「漏えいの防

止，拡大防止」に示すように， 発火性又は引火性物質である

水素ガスを内包する設備を溶接構造等とすることにより雰囲

気への水素ガスの漏えいを防止するとともに，2.1.1.1(1)③

また，発電用原子炉施設には高温となる設備があるが設計

上の最高運転温度が 60℃を超える系統は保温材で覆うこと

により，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防

止を行う設計とする。（第 41-1-3表） 

 

 

以上より，発電用原子炉施設には設備外部に出た火花が発

火源となる設備を設置しないこと，高温となる設備に対して

は，発火源とならないような対策を行うことから，火災防護

に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

第 41-1-3表 高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

 

 

 (4) 水素対策 

本要求は，「水素が漏えいするおそれのある火災区域」対し

要求していることから，該当する設備が設置される火災区域

又は火災区画に対する水素対策について以下に示す。 

 

 

水素内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，

「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止，拡大防止」に示すように，

水素内包設備は溶接構造等により雰囲気への水素の漏えいを

防止する。また，「2.1.1.1(1)③ 換気」に示すように機械換

気を行うことにより水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう

また，発電用原子炉施設には高温となる設備があるが，高

温部分が他の可燃物を加熱しないように配置すること，保温

材で覆うこと等により，可燃性物質との接触防止や潤滑油等

可燃物の過熱防止を行う設計とする。（第41-1-3表） 

 

 

以上より，発電用原子炉施設には設備外部に火花を発生す

る設備を設置しないこと，高温となる設備に対しては発火源

とならないよう対策を行うことから，火災防護に係る審査基

準に適合しているものと考える。 

 

第41-1-3表 高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 水素ガス対策 

本要求は，「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に

対して要求していることから，該当する設備を設置する火災

区域又は火災区画に対する水素ガス対策について以下に示

す。 

 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設

置する火災区域又は火災区画は，2.1.1.1(1) ①「漏えいの防

止，拡大防止」に示すように，発火性又は引火性物質である

水素ガスを内包する設備は溶接構造等とすることにより雰囲

気への水素の漏えいを防止するとともに，2.1.1.1(1) ③「換

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の構成及び仕様

の相違 
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「換気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃

度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。また，水素ガ

スの漏えいを検知できるように水素濃度検出器等を設置する

設計とする。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時におい

て蓄電池から水素ガスが発生するおそれがあることから，当

該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また，

蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し，水素ガスの燃焼

限界濃度である 4vol%の 1/4 以下の濃度にて中央制御室に

警報を発する設計とする。（第 41-1-3～41-1-4 図） 

 

 

 

また，以下の設備については水素濃度検出器とは別の方法

にて水素ガスの漏えいを管理している。 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火

災区域又は火災区画については，2.1.1.1(1)①「漏えいの防

止，拡大防止」に示すように，通常時は元弁を閉とする運用

としていること，2.1.1.1(1)③「換気」に示す機械換気によ

り水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計することか

ら，水素濃度検出器は設置しない。（第 41-1-4 表） 

 

 

 

 

以上より，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す

る設備を設置する火災区域又は火災区画は水素濃度が燃焼限

界濃度以下となるように機械換気を行うとともに，水素ガス

漏えいによって水素濃度が燃焼限界濃度以上となる可能性が

あるものについては，漏えいが発生した場合は中央制御室に

警報を発する設計としていることから，火災防護に係る審査

基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

に設計する。また，水素の漏えいを検知できるように水素濃

度検出器等を設置する設計とする。 

 

 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時におい

て蓄電池から水素が発生するおそれがあることから，当該区

域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また，

「2.1.1.1(1)③ 換気」に示すように機械換気を行うことに

より水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計するとと

もに。蓄電池室上部に水素濃度検出器を設置し，水素の燃焼

限界濃度である 4vol％の 1／4 以下で中央制御室に警報を発

する設計とする。（第 41-1-6図，第 41-1-7図） 

 

 

 

格納容器雰囲気監視系校正用ボンベを設置する火災区域に

ついては，「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止，拡大防止」に示す

ように，通常時は元弁を閉とする運用とすること，

「2.1.1.1(1)③ 換気」に示すとおり機械換気を行うこと，

及び万が一ボンベ内の水素全量が設置場所に漏えいしても同

エリアの水素濃度は燃焼限界濃度以下となることから，水素

濃度検出器は設置しない設計とする。(第 41-1-4表) 

 

 

 

以上より，水素内包設備を設置する火災区域又は火災区画

は水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように機械換気を行う

とともに，水素の漏えいにより水素濃度が燃焼限界濃度以上

となる可能性があるものについては，水素の漏えいが発生し

た場合は中央制御室に警報を発する設計とすることから，火

災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が

燃焼限界濃度以下となるように設計する。また，水素ガスの

漏えいを検知できるように水素濃度検知器等を設置する設計

とする。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時におい

て蓄電池から水素ガスが発生するおそれがあることから，当

該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また，

蓄電池室の上部に水素濃度検知器を設置し，水素ガスの燃焼

限界濃度である４vol%の1/4以下の濃度にて中央制御室に警

報を発する設計とする。（第41-1-4図） 

 

 

 

 

 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火

災区域又は火災区画については，2.1.1.1(1)①「漏えいの防

止，拡大防止」に示すように，通常時は元弁を閉とする運用

とし，2.1.1.1(1)③「換気」に示す機械換気により水素濃度

が燃焼限界濃度以下となるよう設計する。さらに，格納容器

雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する部屋の上部に

水素濃度検知器を設置し，水素ガスの燃焼限界濃度である４

vol%の１／４以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計

とする。(第41-1-4表) 

 

以上より，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す

る設備を設置する火災区域又は火災区画は水素濃度が燃焼限

界濃度以下となるように機械換気を行うとともに，水素ガス

漏えいによって水素濃度が燃焼限界濃度以上となる可能性が

あるものについては，漏えいが発生した場合は中央制御室に

警報を発する設計としていることから，火災防護に係る審査

基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，格納容

器雰囲気モニタ校正用

水素ガスボンベを設置

する部屋についても，水

素濃度検知器を設置 
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第 41-1-4 表：水素濃度検出器の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-3 図：蓄電池室水素濃度検出器の概要 

 

 

第 41-1-4 図：蓄電池室内の水素濃度検出器設置状況 

 

第 41-1-4表 水素濃度検出器の設置場所 

 

 

 

 

第 41-1-6図 水素濃度検出設備の例 

 

 

 

第 41-1-7図 蓄電池室内水素濃度検出器の設置イメージ 

 

第41-1-4表 水素濃度検知器の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-4図 蓄電池室内の水素濃度検知器の設置状況 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 水素濃度検知器の設

置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の仕様の相違 
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(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区

画における，水素ガスの蓄積防止対策としては，社団法人火

力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス（水素・

酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年 10 月）」

に基づき，水素ガスの蓄積を防止する設計とする。蓄積防止

対策の対象箇所については，ガイドラインに基づき第 41-1-5 

図のフローにそって選定したものである。なお，ガイドライ

ン制定以前に経済産業省指示文書｢中部電力㈱浜岡原子力発

電所第１号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策に

ついて（平成 14 年 5 月）｣を受け，水素ガス滞留のおそれ

がある箇所に対して対策を実施している。ガイドライン制定

以降，これらの対策箇所はフロー上 STEP1 の水素ガス滞留の

おそれがない場所となり，追加の対策が必要な箇所について

はガイドラインに基づき抽出・対策を実施している。（第 

41-1-5 表，第 41-1-6 図） 

 

蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては，

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，2.1.1.1(4)「水

素ガス対策」に示すように，雰囲気への水素ガスの漏えいを

防止するとともに，機械換気を行うことによって水素濃度が

燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

 

以上より，放射線分解等による水素ガスの蓄積防止対策を

実施していることから，火災防護に係る審査基準に適合して

いるものと考える。 

 

(5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

放射性分解により発生する水素に対する火災区域又は火災

区画における蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発

電技術協会「ＢＷＲ配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積

防止に関するガイドライン（平成１７年１０月）」等に基づき，

第 41-1-5表のとおり実施する。蓄積防止対策箇所は，ガイド

ラインに基づき第 41-1-8図のフローに従い選定する。なお，

ガイドライン制定前に経済産業省指示文書「中部電力株式会

社浜岡原子力発電所 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再

発防止対策について(平成１４年５月)」を受け，水素の蓄積

のおそれがある箇所に対して対策を実施している。ガイドラ

イン制定以降，対策箇所はフロー上ステップ 1 の水素滞留の

おそれがない場所となり，追加の対策が必要な箇所はガイド

ラインに基づき抽出・対策を実施している。（第 41-1-5 表，

第 41-1-9～11図） 

 

 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，「2.1.1.1(4) 

水素対策」に示すように，機械換気を行うことにより水素濃

度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

なお，追加で設置する重大事故等対処設備の配管において

も，水素の滞留がないような設計とする。 

 

以上より，放射線分解等による水素の蓄積防止対策を実施

していることから，火災防護に係る審査基準に適合している

ものと考える。 

 

 

(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区

画における，水素ガスの蓄積防止対策としては，一般社団法

人火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス（水

素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成17年10月）」

に基づき，水素ガスの蓄積を防止する設計とする。蓄積防止

対策の対象箇所については，ガイドラインに基づき，第41-1-5

図のフローに従い選定したものである。なお，ガイドライン

制定以前に経済産業省指示文書｢中部電力㈱浜岡原子力発電

所第１号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策につ

いて（平成14年5月）｣を受け，余熱除去系配管破断の類似箇

所を抽出した結果，該当する箇所は確認されなかった。（第

41-1-5表，第41-1-6図） 

 

 

 

 

蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては，

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，2.1.1.1(4)「水

素ガス対策」に示すように，雰囲気への水素ガスの漏えいを

防止するとともに，機械換気を行うことによって水素濃度が

燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

 

以上より，放射線分解等による水素ガスの蓄積防止対策を

実施していることから，火災防護に係る審査基準に適合して

いるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，経済産

業省指示文書の範囲で

類似箇所は確認されて

いない 
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第 41-1-5 図：水素ガス対策の対象選定フロー 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-5 表：放射線分解による水素蓄積防止対策の実施状況 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-8図 水素対策の対象選定フロー 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-5表 放射線分解による水素蓄積防止対策の実施状況 

 

 

 

第 41-1-5図 水素ガス対策の対象選定フロー 

 

 

 

 

 

 

第41-1-5表 放射線分解による水素ガス蓄積防止対策の 

実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 水素ガス蓄積防止対

策の対象範囲及び抽出

結果の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様が異なるた

め，水素ガス蓄積防止対

策の実施状況の相違 
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第 41-1-6 図：ベント配管の設置例 

第 41-1-9図 残留熱除去系蒸気凝縮系配管撤去の概要 

第 41-1-10図 原子炉水位計等計装配管修繕の概要 

第 41-1-11図 原子炉圧力容器頂部スプレイ配管追設の概要 

第41-1-6図 ベント配管の設置例 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の仕様の相違 
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(6) 過電流による過熱防止対策 

発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止

対策について以下に示す。 

電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，

短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するため

に，保護継電器，遮断器により故障回路を早期に遮断する設

計とする。 

次頁に，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の重大事

故等対処施設の電気系統（設計基準対象施設の電気系統は除

く）における保護継電器及び遮断器の設置箇所を示す。（第 

41-1-7～41-1-9 図） 

以上より，発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による

過熱防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査

基準に適合しているものと考える。 

 

(6) 過電流による過熱防止対策 

 発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止

対策について以下に示す。 

 電気系統は，送電線への落雷による外部からの影響や，地

絡，短絡に起因する過電流による過熱や焼損を防止するため

に，保護継電器，遮断器により，故障回路を早期に遮断する設

計とする。 

 第 41-1-12 図に，東海第二発電所の重大事故等対処施設の

電気系統(設計基準対象施設の電気系統は除く)における遮断

器の設置箇所を示す。 

 

以上より，発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による過

熱防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基準

に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 過電流による過熱防止対策 

発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止

対策について以下に示す。 

電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，

短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するため

に，保護継電器，遮断器により故障回路を早期に遮断する設

計とする。 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設の電気系統

における保護継電器及び遮断器の設置箇所を示す。（第41-1-7

図，第41-1-8図） 

 

以上より，発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による

過熱防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査

基準に適合しているものと考える。 
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第 41-1-7 図：6／7 号炉 重大事故等対処施設の電気系統に 

おける保護継電器及び遮断器の設置箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-12図 重大事故等対処施設の電気系統における 

遮断器の設置箇所（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-7図 重大事故等対処施設の電気系統における 

保護継電器及び遮断器の設置箇所（交流） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の構成の相違 
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第 41-1-8 図：6 号炉 重大事故等対処施設の直流電源系統に 

おける保護継電器及び遮断器の設置箇所 

第 41-1-12図 重大事故等対処施設の電気系統における 

遮断器の設置箇所(2/2) 

第 41-1-8図 重大事故等対処施設の電気系統における 

保護継電器及び遮断器の設置箇所（直流） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 
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第 41-1-9 図：7 号炉 重大事故等対処施設の直流電源系統に 

おける保護継電器及び遮断器の設置箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の構成の相違 

 

 

41-36



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

2.1.1.2.不燃性・難燃性材料の使用 

［要求事項］ 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号

に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計

であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、

不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構

築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料

の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び

機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、

系統及び機器において火災が発生することを防止するための

措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこ

れらの支持構造物のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用

すること。 

(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内

包していないものを使用すること。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用

すること。ただし、チャコールフィルタについては、この限

りでない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性

のものを使用すること。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代

替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統

及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築

物、系統及び機器において火災が発生することを防止するため

の措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の

潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面

に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合にお

いても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせる

おそれが小さい場合をいう。 

 

(3) 難燃ケーブルについて 

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著し

い燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が

2.1.1.2 不燃性・難燃性材料の使用 

[要求事項］ 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号

に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計

であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、

不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構

築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料

の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び

機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、

系統及び機器において火災が発生することを防止するための

措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこ

れらの支持構造物のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用

すること。 

(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内

包していないものを使用すること。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用

すること。ただし、チャコールフィルタについては、この限

りでない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性

のものを使用すること。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の

駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火

した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

(3) 難燃ケーブルについて 

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著し

い燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が

2.1.1.2. 不燃性・難燃性材料の使用 

［要求事項］ 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号

に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計

であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、

不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該

構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材

料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及

び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築

物、系統及び機器において火災が発生することを防止するた

めの措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこ

れらの支持構造物のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用

すること。 

(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内

包していないものを使用すること。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用

すること。ただし、チャコールフィルタについては、この限

りでない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性

のものを使用すること。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代

替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統

及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築

物、系統及び機器において火災が発生することを防止するため

の措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の

潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面

に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合にお

いても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせる

おそれが小さい場合をいう。 

 

(3) 難燃ケーブルについて 

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著

しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部
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広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火

性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202 

 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目

的とした要求であることを考慮すると，重大事故等対処施設に

対する不燃性材料及び難燃性材料の使用を要求していることか

ら，これらの対応について(1)～(6)に示す。 

ただし，不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は以

下のいずれかの設計とする。 

・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下，「代替材料」という。）を使用する設計とする。 

• 構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替

材料の使用が技術上困難な場合には，当該構築物，系統及

び機器における火災に起因して他の重大事故等対処施設に

おいて火災が発生することを防止するための措置を講じる

設計とする。 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のう

ち，機器，配管， ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこ

れらの支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止及び当

該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合金鋼，炭

素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性材料を使用

する設計とする。（第 41-1-10 図） 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために

必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われ

た狭隘部に設置し直接火炎に晒されることはなく，これによ

り他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成

する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれは

ないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用

する設計とする。また，金属に覆われたポンプ及び弁等の駆

動部の潤滑油（グリス），並びに金属に覆われた機器躯体内部

に設置される電気配線は，発火した場合でも他の重大事故等

対処施設を構成する構築物，系統及び機器に延焼しないこと

から， 不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設

広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火

性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202 

 

本要求は，重大事故等対処施設に対する不燃性材料及び難

燃性材料の使用を要求していることから，これらの対応につ

いて(1)～(6)に示す。 

 

ただし，不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は

以下とする。 

・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するも

の（以下，「代替材料」という。）を使用する。 

・重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替

材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，系

統及び機器における火災に起因して他の重大事故等対処

施設において火災が発生することを防止するための措置

を講じる設計とする。 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する機器等のうち，機器，配管，

ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物

の主要な構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保

を考慮し，ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材料，

又はコンクリートの不燃性材料を使用する設計とする。 

 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために

必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われ

た狭隘部に設置し直接火炎にさらされることなく，これによ

り他の重大事故対処施設及び設計基準事故対処設備を構成す

る構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれはな

いことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用

する設計とする。また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動

部の潤滑油(グリス)，並びに金属に覆われた機器内部の電気

配線は，発火した場合でも他の重大事故等対処施設を構成す

る構築物，系統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料

または難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。 

が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消

火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 又はIEEE1202 

 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目

的とした要求であることを考慮すると，重大事故等対処施設に

対する不燃性材料及び難燃性材料の使用を要求していることか

ら，これらの対応について以下(1)～(6)に示す。 

ただし，不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は，

以下のいずれかの設計とする。 

・ 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するも

の（以下「代替材料」という。）を使用する設計とする。 

・ 重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替

材料の使用が技術上困難であって，当該構築物，系統及

び機器における火災に起因して他の重大事故等対処施

設において火災が発生することを防止するための措置

を講じる設計とする。 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のう

ち，機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこ

れらの支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止及び当

該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合金鋼，炭

素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性材料を使用

する設計とする。（第41-1-9図） 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために

必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われ

た狭隘部に設置し直接火炎にさらされることはなく，これに

より他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構

成する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれ

はないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使

用する設計とする。また，金属に覆われたポンプ及び弁等の

駆動部の潤滑油（グリス），並びに金属に覆われた機器躯体

内部に設置される電気配線は，発火した場合でも他の重大事

故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に延焼しない

ことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用す
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計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より， 重大事故等対処施設の主要な構造材は不燃性材

料を使用していること，これ以外の構築物，系統及び機器は

基本的に不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計としてい

ること，一部，配管のパッキン類やポンプ及び弁等の駆動部

の潤滑油（グリス），盤内部に設置された電気配線は不燃性材

料又は難燃性材料ではない材料を使用しているものがある

が，発火した場合でも他の重大事故等対処施設を構成する構

築物， 系統及び機器に延焼しないことを確認していることか

ら， 火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水密扉に使用する止水パッキンについては，自己発火性が

ないこと，水密扉は常時閉運用であり，パッキン自体は扉本

体に押さえられている状態であり，パッキンの大部分は外部

に露出しないこと，水密扉周囲には可燃性物質を内包する設

備がないこと，当該構成材の量は微量であることから，他の

構築物，系統及び機器に火災を生じさせるおそれは小さいも

のの，火災の発生防止の観点から難燃性材料を使用する設計

とする。 

 

 

なお，重大事故等対処施設が設置されている火災区域又は

火災区画に設置される，油を内包する耐震Ｂクラス，Ｃクラ

スの設備は，基準地震動ＳＳによっても油が漏えいしないよ

うに耐震補強する設計とすることから，重大事故等対処施設

が設置されている火災区域又は火災区画において，地震随伴

による火災の発生の可能性は低いと考える。 

 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及

び機器の主要な構造材は不燃性材料を使用する設計とするこ

と，これ以外の構築物，系統及び機器は原則，不燃性材料又

は難燃性材料を使用する設計とすること，一部配管に用いる

パッキン類やポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油(グリス)，盤

内部に設置された電気配線は不燃性材料又は難燃性材料を使

用するものもあるが，万が一発火した場合においても他の重

大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に延焼し

ないことを確認していることから，火災防護に係る審査基準

に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る設計とする。 

また，内部溢水対策で使用している止水材についても難燃

性のものを使用する設計とする。水密扉の止水パッキンは，

自己発火性がないこと，水密扉は常時閉運用であり扉外周部

に設置されたパッキンは扉本体から押えつけられている状態

であるため大半は外部に露出していないこと，水密扉は通行

部であるため周囲に可燃性物質を内包する設備がないこと，

当該構成材の量は微量であることから，他の構築物，系統又

は機器に火災を生じさせるおそれは小さいものの，火災発生

防止の観点から難燃性の止水パッキンを使用する設計とす

る。 

なお，重大事故等対処施設が設置されている火災区域又は

火災区画に設置される，油を内包する耐震Ｂクラス及び耐震

Ｃクラスの機器は，基準地震動によっても油が漏えいしない

よう耐震補強していることから，重大事故等対処施設が設置

されている火災区域又は火災区画において，地震随伴による

火災の発生の可能性は低いと考える。 

 

以上より，重大事故等対処施設の主要な構造材は不燃性材

料を使用していること，これ以外の構築物，系統及び機器は

基本的に不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計としてい

ること，一部，配管のパッキン類やポンプ及び弁等の駆動部

の潤滑油（グリス），盤内部に設置された電気配線は不燃性

材料又は難燃性材料ではない材料を使用しているものがある

が，発火した場合でも他の重大事故等対処施設を構成する構

築物，系統及び機器に延焼しないことを確認していることか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，不燃性

材料でカバーする設計

も採用 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号機は，基準地

震動により油が漏えい

しないよう耐震 B及び C

クラスの油内包機器の

耐震補強を行う設計（東

海第二と同様） 
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第 41-1-10 図：主要な構造材に対する不燃性材料の使用状況 

 

 

(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のう

ち，屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内

包していないものを使用する設計とする。（第 41-1-11 図） 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及

び機器のうち， 屋内の変圧器及び遮断器は，火災防護に係る

審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油の内包 

重大事故等対処施設を構成する機器等のうち，屋内の変圧

器及び遮断器は，可燃物である絶縁油を内包していないもの

を使用する設計とする。（第 41-1-13,14図） 

以上より，重大事故等対処施設の屋内の変圧器及び遮断機

は，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-9図 主要な構造材に対する不燃性材料の使用状況 

 

 

(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のう

ち，屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内

包していないものを使用する設計とする。（第41-1-10図） 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及

び機器のうち，屋内の変圧器及び遮断器は，火災防護に係る

審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備の仕様の相違 
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第 41-1-11 図：屋内の遮断器の例 

(3) 難燃ケーブルの使用

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験によ

り自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（ 光フ

ァイバケーブルの場合は IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確

認した難燃ケーブルを使用する設計とする。難燃ケーブルの使

用状況を添付資料２に示す。 

ただし，一部のケーブルについては製造中止のため自己消火

性を確認する UL 垂直燃焼試験を実施できない。このケーブル

については，UL 垂直燃焼試験と同様の試験である ICEA 垂直燃

焼試験の結果と，同じ材質のシースを持つケーブルで実施した 

UL 垂直燃焼試験結果より，自己消火性を確認する設計とする。 

第 41-1-13図 真空遮断器外観 

第 41-1-14図 気中遮断器外観 

(3) 難燃ケーブルの使用

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験に

より自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光

ファイバケーブルの場合は IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）

を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。難燃ケーブ

ルの使用状況を添付資料 2に示す。

第41-1-10図 屋内の遮断器の例 

(3) 難燃ケーブルの使用

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験に

より自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光

ファイバケーブルの場合はIEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）

を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。難燃ケーブ

ルの使用状況を添付資料２に示す。

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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ただし，重大事故等対処施設に使用するケーブルには，自

己消火性を確認する UL垂直燃焼試験は満足するが，延焼性を

確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足しない

非難燃ケーブルがある。 

したがって，非難燃ケーブルについては，原則，難燃ケー

ブルに取り替えて使用する設計とする。ただし，ケーブルの

取り替えに伴い安全上の課題が生じる場合には，非難燃ケー

ブルを使用し，施工後の状態において，以下に示すように範

囲を限定した上で，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上

の難燃性能を確保できる代替措置（複合体）を施す設計とす

る。 

(a)ケーブルの取り替えに伴う課題が回避される範囲 

(b)難燃ケーブルと比較した場合に，火災リスク※に有意な差

がない範囲 

※火災リスクとは，絶縁劣化に伴う発火リスク，電気特性

への影響及び可燃物量の変化による火災荷重への影響を

示す 

 

ａ．複合体を形成する設計 

複合体は，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃

性能を確保する設計とする。 

このため，複合体外部及び複合体内部の火災を想定した設

計とする。 

また，複合体は，防火シートが与える化学的影響，複合体

内部への熱の蓄積及び重量増加による耐震性への影響を考慮

しても非難燃ケーブルの通電機能や絶縁機能及びケーブルト

レイの耐震性低下により，ケーブル保持機能が損なわれない

ことを確認するとともに，施工後において，複合体の難燃性

能を維持する上で，防火シートのずれ，隙間及び傷の範囲を

考慮する設計とし，これらを実証試験により確認して使用す

る設計とする。使用する防火シートは耐寒性，耐水性，耐薬

品性などの耐性に問題がないことを確認する。 

(a) 複合体外部の火災を想定した場合の設計 

複合体は，外部の火災に対して，不燃材の防火シートによ

り外部からの火炎を遮断し，直接ケーブルに火炎が当たり燃

焼することを防止することにより，難燃ケーブルを使用した

場合と同等以上の難燃性能が確保できる設計とする。 

このため，複合体は，火炎を遮断するため，非難燃ケーブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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また，核計装ケーブルは，微弱電流・微弱パルスを扱う必要

があり，耐ノイズ性を確保するために高い絶縁抵抗を有する同

軸ケーブルを使用する設計とする。放射線モニタケーブルにつ

いても，放射線検出のためには微弱電流又は微弱パルスを扱う

必要があり，核計装ケーブルと同様に耐ノイズ性を確保するた

め，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで

高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。 

これらケーブルは，自己消火性を確認する UL垂直燃焼試験は

満足するが，耐延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験

ルが露出しないように非難燃ケーブル及びケーブルトレイを

防火シートで覆い，その状態を維持するため結束ベルトで固

定する設計とする。 

実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，防火シ

ートが遮炎性を有していること，その上で，複合体としては，

延焼による損傷長が難燃ケーブルよりも短くなることを確認

した上で使用する。 

(b) 複合体内部の火災を想定した場合の設計 

複合体は，地絡又は短絡に起因する過電流により発火した

内部の火災に対して，燃焼の 3 要素のうち，酸素量を抑制す

ることにより，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難

燃性能が確保できる設計とする。 

このため，複合体は，「(a) 複合体外部の火災を想定した

場合の設計」に加え，複合体内部の延焼を燃え止まらせるた

め，ケーブルトレイが火災区画の境界となる壁，天井又は床

を貫通する部分に耐火シールを処置し，延焼の可能性のある

ケーブルトレイ設置方向にファイアストッパを設置する設計

とする。  

また，複合体内部の火炎が外部に露出しないようにするた

め，防火シート間を重ねて覆う設計とする。 

実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，ケーブ

ル単体の試験により自己消火性が確保できること，防火シー

トで複合体内部の酸素量を抑制することにより耐延焼性を確

保できることを確認した上で使用する。 

ｂ．電線管に収納する設計 

複合体とするケーブルトレイから重大事故等対処施設に接

続するために電線管で敷設される非難燃ケーブルは，火災を

想定した場合にも延焼が発生しないように，電線管に収納す

るとともに，電線管の両端は電線管外部からの酸素供給防止

を目的として，難燃性の耐熱シール材を処置する設計とする。 

なお，放射線モニタケーブルは，放射線検出のためには微

弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり，耐ノイズ性を確保

するため，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用す

ることで高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計

とする。 

 

 

このケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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の要求を満足することが困難である。 

このため，核計装ケーブル及び放射線モニタケーブル等は，

火災を想定した場合にも延焼が発生しないよう，以下のとおり

対応することによって，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基

準を満足するケーブルと同等以上の延焼防止性能を確保する設

計とする。 

・上記ケーブルを専用電線管に収納するとともに，電線管の

両端は，電線管外部からの酸素供給防止を目的とした耐火性

を有するシール材による処置を行う。これにより，電線管内

は外気から容易に酸素が供給されない閉塞した状態となる

ため，上記ケーブルに火災が発生してもケーブルの燃焼に必

要な酸素が不足し,燃焼の維持ができなくなる。このため， 

すぐに自己消火し，ケーブルは延焼しない。 

以上より，重大事故等対処施設の機能を有する構築物，系

統及び機器に使用するケーブルについては，基本的に火災防

護に係る審査基準に適合しているものと考える。一部のケー

ブルについては，代替する実証試験によって難燃性が確認さ

れており，火災防護に係る審査基準に適合しているものと同

満足するが，延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験

の要求を満足することが困難である。 

このため，放射線モニタケーブルは，火災を想定した場合

にも延焼が発生しないよう，専用電線管に収納するとともに，

電線管の両端は，電線管外部からの酸素供給防止を目的とし，

耐火性を有するシール材による処置を行う設計とする。 

耐火性を有するシール材を処置した電線管内は外気から容

易に酸素の供給がない閉塞した状態であるため，放射線モニ

タケーブルに火災が発生してもケーブルの燃焼に必要な酸素

が不足し，燃焼の維持ができなくなるので，すぐに自己消火

し，ケーブルは延焼しない。 

このため，専用電線管で収納し，耐火性を有するシール材

により酸素の供給防止を講じた放射線モニタケーブルは，

IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足するケーブル

と同等以上の延焼防止性能を有する。 

また，通信連絡設備の機器本体に使用する専用ケーブルに

ついては，以下の通りとする。 

通信連絡設備の機器本体に使用する専用ケーブルは，通信

事業者の指定するケーブルを使用する必要がある場合や製造

者等により機器本体とケーブル（電源アダプタ等含む。）を含

めて電気用品としての安全性が確認されている場合，又は電

話コード等のように機器本体を移動して使用することを考慮

して可とう性が求められる場合は，難燃ケーブルの使用が技

術上困難である。 

これらのケーブルは，金属製の筐体等に収納する，延焼防

止材により保護する，または専用の電線管に敷設する等の措

置を講じることにより，ほかの重大事故等対処施設及び設計

基準事故対処設備において火災が発生することを防止する。 

なお，非難燃ケーブルの代替措置である「複合体」につい

ての実証試験の詳細については、「設計基準対象施設について 

８条 火災による損傷の防止 ５．難燃性の向上（非難燃ケ

ーブル）（別添資料—4）東海第二発電所 非難燃ケーブルの対

応について」に示す。 

以上より，重大事故等対処施設の機能を有する構築物，系

統及び機器に使用するケーブルについては，火災防護に係る

審査基準に適合しているものと考える。非難燃ケーブルにつ

いては，代替措置を施し，実証試験により難燃ケーブルを使

用した場合と同等以上の難燃性能があることを確認した上で

以上より，重大事故等対処施設の機能を有する構築物，系

統及び機器に使用するケーブルについては，火災防護に係る

審査基準に適合しているものと考える。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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等と考える。また，一部の核計装ケーブル及び放射線モニタ

ケーブルは，実証試験により難燃性が確認できないものがあ

るが，専用電線管への敷設及び難燃性の耐熱シール材処置に

よりケーブルの延焼を防止する対策を実施することから，十

分な保安水準が確保されているものと考える。 

 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料

の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のう

ち，換気空調設備のフィルタは，下表に示すとおり「JIS L 1091

（繊維製品の燃焼性試験方法）」又は「JACA No.11A-2003（空

気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公益社団法人 日本空

気清浄協会））」（試験概要は添付資料３）を満足する難燃性材

料を使用する設計とする。（第 41-1-6 表，第 41-1-12 図） 

難燃性の換気フィルタの使用状況を添付資料３に示す。 

 

なお，下表に示すフィルタはコンクリート製の室内又は金

属製の構造物内に設置しており，フィルタ周辺には可燃物は

なく，運用面での管理を実施することから火気作業等により

フィルタ火災が発生することはない。 

 

運用管理の概要 

換気設備のフィルタを設置している部屋は下記の運用とす

る。 

①点検資機材の仮置き禁止エリアとする。 

②他エリアの機器を当該エリアに持ち込み点検することを

禁止する。 

③火気取扱い禁止エリアとする。 

④但し，当該の部屋又は金属製の構造物の補修等で火気（溶

接機）を使 用する場合は，当該空調の系統隔離（全停止），

近傍のフィルタを取り 外し室外に搬出し火気養生を実

施した上で火気作業を行う運用とする。 

換気設備のフィルタの廃棄においては下記の運用とする。 

①チャコールフィルタは，固体廃棄物として処理を行うま

での間，ドラム缶で収納し保管する。 

②HEPA フィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，

不燃シートに包んで保管する。 

 

使用する設計とすることから，十分な保安水準が確保されて

いると考える。 

 

 

 

 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料

の使用 

重大事故等対処施設を設置するエリアの換気空調設備の

フィルタは，チャコールフィルタを除き，第 41-1-6表に示す

とおり，「JIS L 1091(繊維製品の燃焼性試験方法)」又は「JACA 

No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公益社団

法人日本空気清浄協会））」により難燃性（JACA №11A クラス

3 適合）を満足するものを使用する設計とする。難燃性の換

気フィルタの使用について添付資料 3に示す。 

 

また，第 41-1-6 表のフィルタは金属製の構造物内に内包

しており，コンクリート製の室内に設置している。なお，フ

ィルタ周辺には可燃物はなく，以下の管理を実施するため，

火気作業等によりフィルタ火災が発生することはない。 

 

○運用管理の概要 

換気設備のフィルタを設置しているエリアは以下の運用とす

る。 

①点検資機材の仮置きを禁止するエリアとする。 

②他エリアの機器を当該エリアに持ち込んでの点検を禁止す

る。 

③火気取扱い禁止エリアとする。 

④但し，当該部屋又は金属製の構造物の補修等で火気(溶接機)

を使用する場合は，当該換気空調設備を停止し隔離する。そ

の後，火気養生を実施した上で火気作業を行う運用とする。 

 

換気設備のフィルタの廃棄においては以下の運用とする。 

① チャコールフィルタは，廃棄物として処理を行うまでの

間，金属容器で収納し保管する。 

② HEPA フィルタは，廃棄物として処理するまでの間，不燃

シートに包んで保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の

使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のう

ち，換気空調設備のフィルタは，チャコールフィルタを除き

下表に示すとおり「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験方法）」

又は「JACA No.11A-2003（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方

法指針（公益社団法人 日本空気清浄協会））」（試験概要は

添付資料３）を満足する難燃性材料を使用する設計とする。

（第41-1-6表，第41-1-11図） 

難燃性の換気フィルタの使用状況を添付資料３に示す。 

なお，下表に示すフィルタはコンクリート製の室内又は金

属製の構造物内に設置しており，フィルタ周辺には可燃物は

なく，運用面での管理を実施することから火気作業等により

フィルタ火災が発生することはない。 

 

運用管理の概要 

換気設備のフィルタを設置している部屋は下記の運用とす

る。 

①点検資機材の仮置き禁止エリアとする。 

②他エリアの機器を当該エリアに持ち込み点検することを禁

止する。 

③火気取扱い禁止エリアとする。 

④但し，当該の部屋又は金属製の構造物の補修等で火気（溶

接機）を使用する場合は，当該空調の系統隔離（全停止），

近傍のフィルタ全数を取り外し室外に搬出し火気養生を実

施した上で火気作業を行う運用とする。 

換気設備のフィルタの廃棄においては下記の運用とする。 

①チャコールフィルタは，固体廃棄物として処理を行うまで

の間ドラム缶で収納し保管する。 

②HEPAフィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，不

燃シートに包んで保管する。 
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上記運用については，火災防護計画で定めるとともに，関

連するマニュアル・ガイド類に反映することとする。 

 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及

び機器のうち，チャコールフィルタを除く換気空調設備のフ

ィルタは難燃性のフィルタを使用することとしていることか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

第 41-1-6 表：重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び

機器のうち，換気空調設備のフィルタ 

 

 

 

 

第 41-1-12 図：6 号炉原子炉建屋 3 階 非常用ディーゼル発

電機(B) エアフィルタ室の概要 

 

(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に対

する保温材は，ロックウール，ガラス繊維，ケイ酸カルシウ

ム，パーライト，金属等，平成 12 年建設省告示第 1400 号

に定められたもの，又は建築基準法で不燃性材料として認め

られたものを使用する設計とする。保温材の使用状況を添付

資料４ に示す。 

 

上記運用については，火災防護計画に定めるとともに，関

連する規程，ガイド等に反映する。 

 

以上より，重大事故等対処施設のうち，チャコールフィル

タを除く換気空調設備のフィルタは，難燃性のフィルタを使

用する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合

しているものと考える。 

 

第 41-1-6表 重大事故等対処施設を設置するエリアの換気空調

設備のフィルタ 

 

※給気フィルタ：バグフィルタ，中性能粒子フィルタ等，空調

内の異物を除去するための総称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に対

する保温材は，ロックウール，ガラス繊維，ケイ酸カルシウ

ム，パーライト，金属等，平成 12年建設省告示第 1400 号に

定められたもの，または建築基準法で不燃性材料として定め

られたものを使用する設計とする。保温材の使用の詳細につ

いて添付資料 4に示す。 

 

上記運用については，火災防護計画で定めるとともに，関

連する社内マニュアルに反映することとする。 

 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及

び機器のうち，チャコールフィルタを除く換気空調設備のフ

ィルタは難燃性のフィルタを使用することとしていることか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

第41-1-6表 重大事故等対処施設を構成する 

構築物，系統及び機器のうち，換気空調設備のフィルタ 

 

 

第41-1-11図 ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室の概要 

 

(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に対

する保温材は，ロックウール，ガラス繊維，ケイ酸カルシウ

ム，パーライト，金属等，平成12年建設省告示第1400号に定

められたもの，建築基準法の不燃材料認定品，又は建築基準

法に基づく試験により不燃性材料であることを確認したもの

を使用する設計とする。保温材の使用状況を添付資料４に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 使用するフィルタの

名称及び材質の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備の構造の相違 
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以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及

び機器に対する保温材には不燃性材料を使用していることか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器を設

置する建屋の内装材は，ケイ酸カルシウム等，建築基準法で

不燃性材料として認められたものを使用する。また，中央制

御室の床のカーペットは，消防法施行規則第四条の三に基づ

き，第三者機関において防炎物品の試験を実施し，防炎性能

を有することを確認した材料を使用する。 

 

一方，管理区域の床には耐放射線性・除染性を確保するた

め，一部の非管理区域の床には防塵性を確保するため，原子

炉格納容器内の床，壁には耐腐食性，耐放射線性，除染性の

確保を目的として難燃性材料であるコーティング剤を塗布す

る設計とする。このコーティング剤は，旧建設省告示第 1231 

号第２試験，ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六又

は消防法施行令第四条の三に基づく難燃性が確認された塗料

であること，不燃性材料であるコンクリート表面に塗布する

こと，加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらないこと

から，当該コーティング剤が発火した場合においても他の構

築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さ

い。 

 

 

 

このため，耐放射線性・除染性・防塵性及び耐腐食性を確

保するためにコンクリート表面に塗布するコーティング剤に

は，旧建設省告示第 1231 号第２試験，ASTM 規格 E84，建築

基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づ

く難燃性が確認された塗料を使用する設計とする。建屋内装

材の使用状況を添付資料５に示す。 

 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及

び機器を設置する建屋の内装材について，耐腐食性，耐放射

線性，除染性又は防塵性を確保するため，一部，不燃性材料

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及

び機器に対する機器に対する保温材には不燃性材料を使用す

る設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合して

いるものと考える。 

 

(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器を設

置する建屋の内装材は，ケイ酸カルシウム等，建築基準法に

基づく不燃性材料を使用する設計とする。 

ただし，中央制御室の床カーペットは消防法施行規則第四

条の三に基づく，第 3 者機関で防炎物品の試験を実施し，防

炎性能を有することを確認した材料を使用する設計とする。 

 

また，管理区域の床には耐放射線性，除染性及び耐腐食性

を確保すること，原子炉格納容器内の床，壁には耐放射線性，

除染性及び耐腐食性を確保することを目的としてコーティン

グ剤を塗布する設計とする。 

このコーティング剤は，旧建設省告示 1231号第 2試験に基

づく難燃性が確認された塗料であること，不燃性材料である

コンクリート表面に塗布すること，加熱源を除去した場合は

その燃焼部が広がらないこと，原子炉格納容器内を含む建屋

内に設置する安全機能を有する機器等は不燃性又は難燃性の

材料を使用し，周辺には可燃物がないことから，当該コーテ

ィング材が発火した場合においても他の構築物，系統及び機

器に火災を生じさせるおそれは小さい。 

建屋内装材の仕様を，添付資料 5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，重大事故等対処施設を設置する建屋の内装材は，

耐放射線性，除染性を確保するため，一部，不燃性でないコ

ーティング剤を使用するが，発火した場合においても他の構

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及

び機器に対する保温材には不燃性材料を使用していることか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

(6) 建物内装材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器を設

置する建物の内装材は，ケイ酸カルシウム等，建築基準法で

不燃性材料として認められたものを使用する。また，中央制

御室の床のカーペットは，消防法施行令第四条の三に基づき，

第三者機関において防炎物品の試験を実施し，防炎性能を有

することを確認した材料を使用する。 

 

一方，管理区域の床には耐放射線性及び除染性を確保する

こと，一部の非管理区域の床には防塵性を確保すること，原

子炉格納容器内の床，壁には耐放射線性，除染性及び耐腐食

性を確保することを目的として難燃性材料であるコーティン

グ剤を塗布する設計とする。このコーティング剤は，旧建設

省告示1231号第２試験又は建築基準法施行令第一条第六号に

基づく難燃性が確認された塗料であること，不燃性材料であ

るコンクリート表面に塗布すること，加熱源を除去した場合

はその燃焼部が広がらないこと，原子炉格納容器内を含む建

物内に設置する安全機能を有する機器等は不燃性材料又は難

燃性材料を使用し周辺には可燃物がないことから，当該コー

ティング剤が発火した場合においても他の構築物，系統又は

機器において火災を生じさせるおそれは小さい。 

 

 

このため，耐放射線性，除染性，防塵性及び耐腐食性を確

保するためにコンクリート表面及び原子炉格納容器内の床，

壁に塗布するコーティング剤には，旧建設省告示1231号第２

試験又は建築基準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確

認された塗料を使用する設計とする。建物内装材の使用状況

を添付資料５に示す。 

 

   以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び

機器を設置する建物の内装材について，耐腐食性，耐放射線性，

除染性又は防塵性を確保するため，一部，不燃性材料ではない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根 2 号炉は，一部

の床の防塵性を確保す

るためコーティング剤

を塗布する設計 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 コーティング剤の仕

様の相違 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉は，コーテ

ィング剤が発火しても

周辺設備に火災を生じ

させる恐れが小さい理

由を記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 コーティング剤の仕

様の相違 

 

 

 

・設備の相違 
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ではないコーティング剤を使用するが，発火した場合におい

ても他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるお

それは小さいことから，火災防護に係る審査基準に適合して

いるものと同等と考える。 

 

2.1.1.3. 自然現象による火災発生の防止 

 

［要求事項］ 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築

物、系統及び機器に火災が発生しないように以下の各号に掲

げる火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備

を設置すること。 

(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性

能をもつ地盤に設置するとともに、自らが破壊又は倒壊する

ことによる火災の発生を防止すること。なお、耐震設計につ

いては実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平

成 25年 6月 19日原子力規制委員会決定））に従うこと。 

 

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべ

き自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文

献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及

びその周辺での発生可能性，重大事故等対処設備への影響度， 

事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大

事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

 

 

これらの自然現象のうち，津波及び地滑りについては，それ

ぞれの現象に対して，重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれないように防護することで火災の発生を防止する設

計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大

事故等対処設備は侵入防止対策により影響を受けない設計とす

る。 

築物，系統及び機器において火災を生じさせるおそれは小さ

いことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと

同等と考える。 

 

 

2.1.1.3 落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止 

 

［要求事項］ 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、

系統及び機器に火災が発生しないように以下の各号に掲げる

火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備

を設置すること。 

(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性

能をもつ地盤に設置するとともに、自らが破壊又は倒壊するこ

とによる火災の発生を防止すること。なお、耐震設計について

は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年

6月 19日原子力規制委員会決定））に従うこと。 

 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自

然現象を網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所敷地及び

その周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重

大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として，

地震，津波（基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷

地に遡上する津波」という。）を含む。），洪水，風(台風)，竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，

森林火災及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）については，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれないように防護することで火災の発生を防止する設

計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重

大事故等対処施設は侵入防止対策により影響を受けない設計

とする。 

コーティング剤を使用するが，発火した場合においても他の構

築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さい

ことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等

と考える。 

 

2.1.1.3. 自然現象による火災発生の防止 

 

［要求事項］ 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築

物、系統及び機器に火災が発生しないように以下の各号に掲

げる火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備

を設置すること。 

(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性

能をもつ地盤に設置するとともに、自らが破壊又は倒壊する

ことによる火災の発生を防止すること。なお、耐震設計につ

いては実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193 号（平

成25 年6 月19 日原子力規制委員会決定））に従うこと。 

 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自

然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びそ

の周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等

に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及びそ

の周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故

等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

 

 

これらの自然現象のうち，津波及び地滑り・土石流について

は，それぞれの現象に対して，重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれないように防護することで火災の発生を防

止する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大

事故等対処施設は侵入防止対策により影響を受けない設計とす

る。 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 コーティング剤の仕

様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の

相違 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の相

違 
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低温（凍結），降水，積雪，及び生物学的事象のうちクラゲ等

の海生生物の影響については，火災が発生する自然現象ではな

く，火山の影響についても， 火山から発電用原子炉施設に到達

するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火災が発

生する自然現象ではない。 

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）含む）について，

これらの現象によって火災が発生しないように，以下のとおり

火災防護対策を講じる設計とする。 

(1) 落雷による火災の発生防止

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷によ

る火災発生を防止するため，地盤面から高さ 20m を超える建

築物には建築基準法に基づき「JIS A 4201建築物等の避雷設

備（避雷針）」に準拠した避雷設備（避雷針，接地網，棟上導

体）を設置する設計とする。なお，これらの避雷設備は，耐

震性が耐震 S クラス又は Ss 機能維持の建屋又は主排気筒

に設置する設計とする。 

また，送電線については架空地線を設置する設計とすると

ともに，「2.1.1.1 発電用原子炉施設の火災発生防止 (6)過電

流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を早期に遮

断する設計とする。（第 41-1-13～41-1-14 図） 

常設代替交流電源設備のうちガスタービン発電機（燃料地

下タンク含む） は，落雷による火災発生を防止するため，避

雷設備を設置する設計とする。さらに，ガスタービン発電機

の制御回路等に避雷器を設置する設計とする。（第 41-1-13 

図） 

可搬型重大事故等対処施設（車両）は，車両に落雷しても，

車体が金属であることから，車体及びタイヤを通して大地に

落雷の電流が放電される。このため，車両に火災が発生する

可能性は低い。 

凍結，降水，積雪，高潮及び生物学的事象のうちクラゲ等

の海生生物の影響については，火災が発生する自然現象では

なく，火山の影響についても，火山から発電用原子炉施設に

到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火

災が発生する自然現象ではない。 

洪水については，立地的要因により，重大事故等に対処す

るために必要な機能に影響を与える可能性がないため，火災

が発生するおそれはない。 

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）を含む）につ

いて，これらの現象によって火災が発生しないように，以下

のとおり火災防護対策を講じる設計とする。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を

講じる設計とする。 

(1) 落雷による火災の発生防止

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷によ

る火災発生を防止するため，地盤面から高さ 20m を超える建

物には，建築基準法「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷

針）（1992年度版）」又は「JIS A 4201建築物等の雷保護（2003

年度版）」に準拠した避雷設備の設置，接地網の敷設を行う設

計とする。なお，これらの避雷設備は，基準地震動Ｓｓに対

して機能維持可能な排気筒，常設代替高圧電源装置置場，緊

急時対策所建屋に設置する設計とする。 

また，送電線は，架空地線を設置する設計とするとともに，

「2.1.1.1(6) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，

故障回路を早期に遮断する設計とする。 

避雷設備の設置建屋を第 41-1-15 図に，排気筒の避雷設備

を第 41-1-16図に示す。 

常設代替高圧電源装置置場には，落雷による火災発生を防

止するため，避雷設備の設置，設置網の敷設を行う設計とす

る。 

洪水，凍結，降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の

海生生物の影響については，火災が発生する自然現象ではなく，

火山の影響についても，火山から発電用原子炉施設に到達する

までに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火災が発生す

る自然現象ではない。 

したがって，落雷，地震及び竜巻（風（台風）含む。）につ

いて，これらの現象によって火災が発生しないように，以下の

とおり火災防護対策を講じる設計とする。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講

じる設計とする。 

(1) 落雷による火災の発生防止

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷によ

る火災発生を防止するため，地盤面から高さ20mを超える建築

物には建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設備

（避雷針）」又は「JIS A 4201 建築物等の雷保護」に準拠し

た避雷設備（避雷針，架空地線，棟上導体等）の設置及び接

地網の布設を行う設計とする。なお，これらの避雷設備は，

基準地震動に対して機能維持可能な建物又は排気筒に設置す

る設計とする。 

また，送電線については架空地線を設置するとともに，

「2.1.1.1 発電用原子炉施設の火災発生防止 (6)過電流によ

る過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を早期に遮断する

設計とする。（第41-1-12図，第41-1-13図） 

・事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の

相違 

・記載の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，森林火

災による原子炉施設へ

の延焼防止対策として

防火帯を設置している

ことを記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

構築物毎の JIS 適用

年の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，常設代

替交流電源設備（ガスタ

ービン発電機）を屋内に

設置しているため，建物

に避雷設備を設置 
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なお，可搬型重大事故等対処施設（車両）は高台の２箇所(荒

浜側，大湊側)に分散配置しており，落雷により片側に駐車し

ている車両に故障が発生しても，他方に同じ機能を有した車

両を配備していることから可搬型重大事故等対処施設（車両）

のすべての機能が喪失することはない。（補足 41-3 添付資料

１） 

 

以上より，重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，

落雷による火災の発生防止対策を実施する設計としているこ

とから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え

る。 

 

 

 

第 41-1-13 図：避雷設備の設置例 

 

避雷設備設置箇所 

・原子炉建屋（棟上導体） 

・タービン建屋（棟上導体） 

・廃棄物処理建屋（棟上導体） 

・主排気筒 

・5 号炉原子炉建屋（棟上導体） 

・5 号炉主排気筒 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，

落雷による火災の発生防止対策を実施する設計としているこ

とから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え

る。 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-16図 排気筒の避雷設備 

 

【避雷設備設置箇所】 

・排気筒（避雷針） 

・常設代替高圧電源装置置場（避雷針） 

・緊急時対策所建屋（避雷針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，

落雷による火災の発生防止対策を実施する設計としているこ

とから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-12図 避雷設備の設置例（排気筒） 

 

【避雷設備設置箇所】 

  ・原子炉建物（棟上導体，避雷針） 

  ・廃棄物処理建物（棟上導体） 

  ・排気筒（避雷針） 

  ・緊急時対策所（水平導体，避雷針） 

・ガスタービン発電機建物（避雷針，水平導体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の構造の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

建物の設置条件を考

慮した避雷設備の選定

及び設置場所の相違 
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第 41-1-14 図：避雷設備の設置対象建屋等 

(2) 地震による火災の発生防止

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性

能をもつ地盤に設置するとともに，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十

九条」に示す要求を満足するよう，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」

に従い耐震設計を行う設計する。 

また，重大事故等対処施設の設置場所にある油内包の耐震 

B クラス，C クラス機器等は，基準地震動により油が漏えい

しないよう設計する。 

以上より，重大事故等対処施設は，地震による火災の発生

防止対策を実施する設計としていることから，火災防護に係

る審査基準に適合しているものと考える。 

(3) 竜巻（風（台風）含む）による火災の発生防止

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故時の竜巻（風（台

風）を含む）発生を考慮し，竜巻防護対策設備の設置や固縛

等により，火災の発生防止を講じる設計とする。 

第 41-1-15図 避雷設備の設置建屋 

(2) 地震による火災の発生防止

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性

能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊する

ことによる火災の発生を防止する。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」に

示す要求を満足するよう，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い

耐震設計を行う設計とする。 

また，重大事故等対処施設の設置場所にある油内包の耐震 B

クラス，Ｃクラス設備等は，基準地震動ＳＳにより油が漏え

いしないよう設計する。 

以上より，発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，

地震による火災の発生防止対策を実施する設計とすることか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

(3) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災の発生防止

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故等時の竜巻（風（台

風）を含む。）発生を考慮し，竜巻飛来物防護対策設備の設置

や固縛等により，火災の発生防止を講じる設計とする。

第 41-1-13図 避雷設備の設置対象建物等 

(2) 地震による火災の発生防止

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性

能をもつ地盤に設置するとともに，「実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三

十九条」に示す要求を満足するよう，「実用発電用原子炉及

びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の

解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。 

また，重大事故等対処施設の設置場所にある油内包の耐震

Ｂクラス，Ｃクラス機器等は，基準地震動により油が漏えい

しないよう設計する。 

以上より，重大事故等対処施設は，地震による火災の発生

防止対策を実施する設計としていることから，火災防護に係

る審査基準に適合しているものと考える。 

(3) 竜巻（風（台風）含む。）による火災の発生防止

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故時の竜巻（風（台

風）含む。）発生を考慮し，竜巻防護対策設備の設置や固縛

等により，火災の発生を防止する設計とする。 
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以上より，屋外の重大事故等対処施設は，竜巻（風（台風）

含む）による火災の発生を防止する設計としていることから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

(4) 森林火災による火災の発生防止

屋外の重大事故等対処施設は，外部火災影響評価（発電所

敷地外で発生する森林火災の影響評価）を行い，森林火災に

よる原子炉施設への延焼防止対策として発電所敷地内に設置

した防火帯（幅 20m）で囲んだ内側に配置することで，火災

の発生を防止する設計とする。 

屋外の火災区域又は火災区画の一部は防火帯に近接してい

るが，当該箇所における森林火災発生時の輻射強度は最大で

も 2.1kw/m2 程度※ であり，常設代替交流電源設備や可搬型

重大事故等対処施設である車両に影響を及ぼすような輻射強

度ではないことを確認している。 

なお，中央交差点近傍における森林火災の燃焼継続時間（約 

14 時間）のうち，中央交差点において，人が長時間さらされ

ても苦痛を感じない放射熱強度（輻射強度）である 1.6kW/m2 

を超えている時間は数十秒程度である。 

※石油コンビナートの防災アセスメント指針（平成 25 年 3

月 消防庁特殊災害室）では，人が長時間さらされても苦痛

を感じない輻射強度を 1.6 kw/m2，1 分間以内で痛みを感

じる強度を 2.3kw/m2としている。 

また，防火帯と，６号及び７号炉の燃料設備（D/G 軽油タ

ンク），常設代替交流電源設備の燃料地下タンクを設置する火

災区域又は火災区画は，重ならない配置設計とする。（第 

41-1-15 図）

一方，防止でも緩和でもない重大事故等対処施設であるモ

ニタリング・ポスト用発電機については防火帯で囲んだ外側

に配置しているが，万一森林火災が発生しても，重大事故等

対処施設である可搬型モニタリングポストによって放射線量

の測定機能を確保することができる。 

以上より，屋外の重大事故等対処施設は，森林火災による

火災の発生を防止する設計としていることから，火災防護に

係る審査基準に適合しているものと考える。 

(4) 森林火災による火災の発生防止

屋外の重大事故等対処施設は，「原子炉設置許可変更申請書

添付資料八 1.7.9 外部火災防護に関する基本方針」に基づき

外部火災影響評価（発電所敷地外で発生する森林火災の影響

評価）を行い，森林火災による発電用原子炉施設への延焼防

止対策として発電所敷地内に設置した防火帯で囲んだ内側に

配置することで，火災の発生を防止する設計とする。 

以上より，屋外の重大事故等対処施設は，竜巻（風（台風）

含む。）による火災の発生を防止対する設計としていることか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

(4) 森林火災による火災の発生防止

屋外の重大事故等対処施設は，外部火災影響評価（発電所

敷地外で発生する森林火災の影響評価）を行い，森林火災に

よる原子炉施設への延焼防止対策として発電所敷地内に設置

した防火帯（評価上必要とされる防火帯幅19.5mに対し，幅約

21mを確保）で囲んだ内側に配置することで，火災の発生を防

止する設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 評価上必要となる防

火帯幅の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉では，防火

帯に近接した屋外の火

災区域はない 

 なお，森林火災発生時

においても屋外の車両

又は活動に影響がない

よう防火帯を設置 
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第 41-1-15 図：防火帯と燃料設備（D/G 軽油タンク）・常設代替

交流電源設備（ガスタービン発電機一式，燃料地下タンク含む）

の位置関係 
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2.1.2. 火災の感知，消火 

2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火 

 

［要求事項］ 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよ

うに、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計

であること。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮し

て型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置

すること。 

 

 

 

 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異

なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合

せて設置すること。また、その設置にあたっては、感

知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。 

 

 

 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保

する設計であること。 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 

（参考） 

(1) 火災感知設備について 

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもか

かわらず火災信号を発すること）を防止するための方策が

とられていること。 

 

 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例え

ば、煙検出設備と炎感知器のような組み合わせとなってい

ること。 

2.1.2 火災の感知，消火 

2.1.2.1 早期の火災感知及び消火 

 

［要求事項］ 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空

気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型

式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置するこ

と。 

 

 

 

 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる

種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設

置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤

作動を防止するための方策を講じること。 

 

 

 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する

設計であること。 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 

（参考） 

(1) 火災感知設備について 

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかか

わらず火災信号を発すること）を防止するための方策がと

られていること。 

 

 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、

煙感知器と炎感知器のような組み合わせとなっているこ

と。 

2.1.2. 火災の感知，消火 

2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火 

 

[要求事項] 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の

影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計である

こと。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮し

て型式を選定し、早期に火災を感知できるよう固有の

信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及び

これと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）

をそれぞれ設置すること。また、その設置に当たって

は、感知器等の誤作動を防止するための方策を講ずる

こと。 

② 感知器については消防法施行規則（昭和36年自治省令

第６号）第23条第４項に従い、感知器と同等の機能を

有する機器については同項において求める火災区域内

の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信

機に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治省

令第17号）第12条から第18条までに定める感知性能と

同等以上の方法により設置すること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保

する設計であること。 

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。 

（参考） 

(1) 火災感知設備について 

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもか

かわらず火災信号を発すること）を防止するための方策が

とられていること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できない状

態で燃焼が進行する無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそれぞ

れ設置することとは、例えば、熱感知器と煙感知器のよ

うな感知方式が異なる感知器の組合せや熱感知器と同等
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・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の

発生場所を特定することができる受信機を用いられている

こと。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することがで

きるアナログ式の感知器を用いられていること。 

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるお

それがある場合は、自動試験能又は遠隔試験機能により点

検を行うことができる感知器が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備え

た監視カメラシステムを用いても差し支えない。この場合、

死角となる場所がないように当該システムが適切に設置さ

れていること。 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目

的とした要求であることを考慮すると，以下のとおり，重大事

故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系統及び機

器に対して，以下のとおり早期の火災感知及び消火を行える設

計とする。 

(1) 火災感知設備

火災感知設備は，重大事故等対処設備を設置する火災区域

又は火災区画の火災を早期に感知できるよう設置する設計と

する。 

（補足 41-4） 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火

災感知設備は，以下を踏まえた設計とする。 

① 火災感知器の環境条件等の考慮

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画

における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環

境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火

災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計とする。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発

生場所を特定することができる受信機を用いられているこ

と。

(誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現

象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができ

るアナログ式の感知器を用いられていること。感知器取付

面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある

場合は、自動試験能又は遠隔試験機能により点検を行うこ

とができる感知器が用いられていること。炎感知器又は熱

感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシ

ステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場

所がないように当該システムが適切に設置されているこ

と。 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設を構

成する構築物，系統及び機器に対して，早期の火災感知及

び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する

設計とする。 

(1) 火災感知設備

火災感知設備は，重大事故等対処施設を構成する構築物，

系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災を早

期に感知できるよう設置する設計とする。（資料 41－4） 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される

火災感知設備は，以下を踏まえて設置する設計とする。 

① 火災感知器の環境条件等の考慮

火災感知設備の火災感知器は，火災区域又は火災区画にお

ける放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条

件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火災の

性質を考慮して設置する設計とする。

の機能を有する赤外線カメラと煙感知器のような組合せ

となっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の

発生場所を特定することができる受信機が用いられてい

ること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することが

できるアナログ式の感知器を用いられていること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になる

おそれがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能に

より点検を行うことができる感知器が用いられているこ

と。

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備

えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。この

場合、死角となる場所がないように当該システムが適切

に設置されていること。

  本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目

的とした要求であることを考慮すると，以下のとおり，重大事

故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系統及び機

器に対して，以下のとおり早期の火災感知及び消火を行える設

計とする。 

(1) 火災感知設備

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災を早期に感知するために設置する設計と

する。 

（補足41-4） 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火

災感知設備は，以下を踏まえた設計とする。 

① 火災感知器の環境条件等の考慮

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画

における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環

境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火

災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計とする。 

41-55



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及び温度，取

付面高さ等の環境条件や予想される火災の性質を考慮し

て，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計と

する。 

なお，火災感知器の設置箇所については， 消防法施行規

則第 23 条に基づく設置範囲にしたがって設置する設計と

する。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

うち，建屋内に設置する火災感知設備については感知器を

一つずつ特定できる機能を有する設計とする。屋外にある

火災区域又は火災区画の一部については，炎感知器，赤外

線感知機能を備えた熱感知カメラ又は煙吸引式検出設備を

設置する設計としており，これらは火災を感知した個々の

感知器を特定せず火災区域又は火災区画ごとの警報を発報

するが，監視対象区域は屋外であり， 警報確認後の現場確

認において火災源の特定が可能であることから適用可能と

する。 

また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設

備ケーブルを敷設する屋外の電線管については，光ファイ

バケーブル式熱感知器を設置する。光ファイバケーブル式

熱感知器は火災区域又は火災区画ごとの警報を発報する

が，中央制御室に設置した火災受信機において，センサ用

光ファイバケーブルの長手方向に対して約 2m 間隔で火源

の特定が可能であり，早期の消火活動を行うことができる

ことから適用可能とする。 

設計基準対象設備であり，かつ，重大事故等対処施設でも

ある機器に使用する難燃ケーブルの代替措置とした複合体

内部についても火災感知器を設置する設計とする 

なお，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区

画のうち，常設代替高圧電源装置置場，海水ポンプを設置

するエリアは，屋外環境であることを踏まえアナログ式の

屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式），及び非アナログ式

の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）を設置する設計とす

る。また，中央制御室の床下コンクリートピットは，煙感

知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及び温度，取

付面高さ等の環境条件や予想される火災の性質を考慮し

て，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計と

する。 

なお，火災感知器の設置箇所については，消防法施行規

則第23条に基づく設置範囲にしたがって設置する設計とす

る。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する火災感知器設備については，感知器を一つずつ特

定できる機能を有する設計とする。 

・記載の相違

【東海第二】 

東海第二は，2.1.2.1

（1）.②「原子炉格納容

器」に記載 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉では，消防

法施行規則第 23 条に基

づく設置範囲にしたが

って感知器を設置し，

個々の感知器を特定可

能な設計 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，屋外

については，アナログ式

の熱感知カメラ及び非

アナログ式の炎感知器

を設置 

・設備の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 

 また，島根 2 号炉で

は，屋外については，ア

ナログ式の熱感知カメ

ラ及び非アナログ式の

炎感知器を設置し，中央

制御室床下のケーブル

処理室にはアナログ式
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② 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置

火災感知設備の火災感知器は，平常時の状況（温度，煙

濃度）を監視し，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）

を把握することができるアナログ式で，かつ火災を早期に

感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の煙感知器

と熱感知器を基本として設置する設計とする。炎感知器は

非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感

知するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災

の早期感知に優位性がある。ここで，アナログ式とは「平

常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象

（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」

ものと定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，

煙の濃度）を監視することはできないが，火災現象（急激

な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」も

のと定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴

的な火災区域又は火災区画を示す。 

○ 原子炉建屋オペレーティングフロア

原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空

間となっているため，火災による熱が周囲に拡散するこ

とから，熱感知器による感知は困難である。このため，

アナログ式の「光電分離型煙感知器」，及び非アナログ式

の「炎感知器」を消防法に準じて監視範囲として火災の

検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とす

る。 

なお，炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止

対策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン

発電機一式,燃料地下タンク含む）設置エリア， 可搬型

重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・ポスト

用発電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポ

ンプエリア」で使用する炎感知器と同様である。

② 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置

火災感知設備の火災感知器は，上記①の環境条件等を考慮

し，火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の重大事

故等対処施設の火災を早期に感知できるよう固有の信号を

発するアナログ式煙感知器，アナログ式熱感知器を組合せ

て設置する設計とする。 

非アナログ式の防爆型の煙感知器，非アナログ式の防爆型

の熱感知器及び炎感知器の異なる種類の感知器も環境条件

を考慮し，アナログ式に非アナログ式も含めた組み合わせ

で設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，

炎が発する赤外線や紫外線を感知するため，煙や熱と比べ

て感知器に到達する時間遅れがなく，火災の早期感知に優

位性がある。 

ここで，アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）

を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）

の火災情報信号を連続的に送信し受信機にて把握すること

ができる」ものと定義し，非アナログ式とは「平常時の状

況（温度，煙の濃度）を監視することはできないが，火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することが

できる」ものと定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち，特徴

的な火災区域又は火災区画に設置する火災感知器の組合せ

や運用を示す。 

○原子炉建屋原子炉棟 6階（オペレーティングフロア）

原子炉建屋原子炉棟 6階（オペレーティングフロア）は天

井が高く大空間となっているため，火災による熱が周囲に

拡散することから，熱感知器による感知は困難である。こ

のため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式

の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の

検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とす

る。 

② 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置

火災感知設備の火災感知器は，平常時の状況（温度，煙

濃度）を監視し，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）

を把握することができるアナログ式で，かつ火災を早期に

感知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の煙感

知器と熱感知器を基本として設置する設計とする。炎感知

器は，非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外

線を感知するため，炎が生じた時点で感知することができ，

火災の早期感知に優位性がある。ここで，アナログ式とは

「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することがで

きる」ものと定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温

度，煙の濃度）を監視することはできないが，火災現象（急

激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」

ものと定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴

的な火災区域又は火災区画を示す。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空

間となっているため，火災による熱が周囲に拡散すること

から，熱感知器による感知は困難である。このため，アナ

ログ式の光電分離型煙感知器及び非アナログ式の炎感知

器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影

響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平

常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な

環境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機

能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質

の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３

つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図

る。さらに，建物内に設置していることから，外光があた

の煙感知器と熱感知器

を設置 

・記載及び設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉では，炎感

知器の誤作動防止対策

を記載 

 なお，炎感知器の設置

場所は，柏崎 6/7と相違 
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原子炉建屋オペレーティングフロアに設置する火災感

知器の設置概要を第 41-1-16～41-1-17 図に示す。 

第 41-1-16 図：原子炉建屋オペレーティングフロアの 

火災感知器の設置概要 

第 41-1-17 図：光電分離型煙感知器設置概要 

らず，高温物体が近傍にない箇所に設置することで誤作動

を防止する設計とする。 

原子炉建物オペレーティングフロアに設置する火災感

知器の設置概要を第 41-1-14図，第 41-1-15図に示す。 

第 41-1-14図 原子炉建物オペレーティングフロアの 

炎感知器の設置概要 

第 41-1-15図 光電分離型煙検出設備の設置概要 
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○ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱

感知器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高

温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火災感

知器が故障する可能性がある。このため，通常運転中，

窒素ガス封入により不活性化し火災が発生する可能性が

ない期間については，原子炉格納容器内の火災感知器は，

起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作

動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに

取り替える設計とする。 

 

 

○ 常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域 

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概

要を第 41-1-18 図に示す。 

第一ガスタービン発電機のケーブルについて，屋外の

露出電線管敷設となる部分については，屋外であるため，

ケーブル敷設区域全体の火災を感知する必要があるが，

火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知

は困難である。また，降水等の浸入により火災感知器の

故障が想定される。このため，アナログ式の屋外仕様の

熱感知カメラ及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を

それぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角が

ないように設置する設計とする。 

なお，炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止

対策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン

発電機一式,燃料地下タンク含む）設置区域，可搬型重大

事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポスト用発電

機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域」

で使用する炎感知器と同様である。 

屋外のその他の部分については，火災の発生するおそ

れがないようケーブルを埋設して敷設し，建屋内におい

てはアナログ式の異なる 2 種の感知器（煙感知器及び熱

○原子炉格納容器 

原子炉格納容器内の火災感知器は，上記①のとおり環境条

件や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内に

は異なる 2 種類の感知器としてアナログ式の煙感知器及び

熱感知器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中は窒素が封入され不活性

化環境となることから火災が発生するおそれはない。しか

しながら，通常運転中の原子炉格納容器内は，閉鎖状態で

長期間にわたり，高温，高線量環境となることから，火災

感知器で使用されている半導体部品が損傷することによ

り，アナログ式の火災感知器が故障するおそれがある。こ

のため，原子炉格納容器内の火災感知器は，原子炉起動時

の窒素封入完了後に中央制御室内の受信機にて作動信号を

除外する運用とし，原子炉停止後に火災感知器を速やかに

取り替える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 原子炉格納容器 

    原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感

知器を設置する設計とする。 

 

 

    原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により

不活性化しており，火災が発生する可能性がない。しかし

ながら，運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期

間高温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火災

感知器が故障する可能性がある。このため，原子炉格納容

器内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に中央制御

室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラント

停止後に速やかに取替える設計とする。 

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，

起動中と同様，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置

する設計とする。 

 

○屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア 

 

 

屋外の重大事故等対処設備用ケーブルについて，屋外の

露出電線管布設等となる部分については，ケーブル布設区

域全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は周

囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。また，

降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。この

ため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）

及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）を

それぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角が

ないように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平

常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な

環境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機

能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質

の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３

つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図

る。さらに，屋外仕様を採用する設計とするとともに，外

光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設けること

により，火災発生時の特有の波長帯のみを感知することで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 
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感知器）を設置する火災区域又は火災区画に敷設するこ

とにより，火災の早期感知が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-18 図：第一ガスタービン発電機の屋外 

ケーブル敷設区域の概要図 

 

○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチの

火災感知器について 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

はハッチからの雨水の浸入によって高湿度環境になりや

すく，一般的なアナログ式の煙感知器（光電スポット型）

による火災感知に適さない。このため， 異なる 2 種の

感知器として，防湿対策を施したアナログ式の煙吸引式

検出設備及び湿気の影響を受けにくいアナログ式の光フ

ァイバケーブル式の熱感知器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤作動を防止する設計とする。 

屋外のその他の部分については，火災の発生するおそれ

がないようケーブルを埋設して布設する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発

電機排気管室 

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及び

ディーゼル発電機排気管室は，区域全体を感知する必要が

あるが，火災による煙は周囲に拡散するため，煙感知器に

よる火災感知は困難であることから，ディーゼル発電機給

気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室全体の

火災を感知するために，アナログ式の屋外仕様の熱感知器

及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）を

それぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がな

いように設置する。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平

常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な

環境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機

能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質

の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ

検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る

設計とする。さらに，屋内に設置する場合は外光があたら

ず，高温物体が近傍にない箇所に設置することとし，屋外

に設置する場合は屋外仕様を採用する設計とする。屋外設

置の場合は外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 
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一方，以下に示す火災区域又は火災区画には，環境条

件等を考慮し，上記とは異なる火災感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

 

○ 蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一

の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，

非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる

種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

これらの防爆型感知器は非アナログ式である。しかしな

がら，蓄電池室内には蒸気を発生する設備等はなく，換気

空調設備により安定した室内環境を維持していることか

ら，蒸気等が充満するおそれはなく，非アナログ式の煙感

知器であっても誤作動する可能性は低い。また，換気空調

設備により安定した室温（最大 40℃）を維持していること

から， 火災感知器の作動値を室温より高めの 70℃と一意

に設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動する

可能性は低い。 

このため，水素ガスによる爆発のリスクを低減する観点

から，防爆型の非アナログ式火災感知器を設置する設計と

する。 

 

○ 常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地

下タンク含む） 設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置

区域，モニタリング・ポスト用発電機区域，非常用ディー

ゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所用可搬型電源設備設置区域 

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料

地下タンク含む）設置区域，可搬型重大事故等対処施設

設置区域，モニタリング・ポスト用発電機区域，非常用

ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域は屋外開

放であるため，各設置区域全体の火災を感知する必要が

あるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による

火災感知は困難である。また，降水等の浸入により火災

 

 

 

 

 

 

 

○蓄電池室 

充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万が一の水

素濃度の上昇を考慮し，火災が早期に感知できるよう，非

アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる種

類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

これらの防爆型の感知器は非アナログ式であるが，蓄電池

室には蒸気を発生するような設備はなく，換気空調設備に

より安定した室内環境を維持していることから，蒸気等が

充満するおそれはなく，非アナログ式の煙感知器であって

も誤作動する可能性は低い。また，換気空調設備により安

定した室温を維持していることから，火災感知器の作動値

を室温より高めに設定する非アナログ式の熱感知器であっ

ても誤作動する可能性は低い。このため，水素による爆発

のリスクを低減する観点から，非アナログ式の防爆型の火

災感知器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を設けることにより，火災発生時の特有の波長帯のみを感

知することで誤作動を防止する設計とする。 

 

一方，以下に示す火災区域又は火災区画には，環境条件

等を考慮し，上記とは異なる火災感知器を組み合わせて設

置する設計とする。 

 

○ 蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一

の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，

非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる

感知方式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

これらの防爆型感知器は非アナログ式である。しかしな

がら，蓄電池室内には蒸気を発生する設備等はなく，換気

空調設備により安定した室内環境を維持していることか

ら，蒸気等が充満するおそれはなく，非アナログ式の煙感

知器であっても誤作動する可能性は低い。また，換気空調

設備により安定した室温（最大40℃）を維持していること

から，火災感知器の作動値を室温より高めの80℃と一意に

設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動する可

能性は低い。 

このため，水素ガスによる爆発のリスクを低減する観点

から，防爆型の非アナログ式火災感知器を設置する設計と

する。 

 

○ ガスタービン発電機用軽油タンク設置区域 

     屋外のガスタービン発電機用軽油タンク設置区域は，区

域全体を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡

散するため，煙感知器による火災感知は困難であること，

また降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外

線方式）及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線

方式）を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がない

ように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平

常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な

環境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機

能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉は，室内温

度に対して余裕を持っ

た設定値として設計 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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感知器の故障が想定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び

非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範

囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置す

る設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，誤作

動防止対策として以下の機能を有する。 

・平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象

(急激な環境変化)を把握でき，感知原理に「赤外線

３波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネ

ルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報す

る）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設

置する場合は外光が当たらず，高温物体が近傍にな

い箇所に設置することとし， 屋外に設置する場合は

屋外仕様を採用するとともに，太陽光の影響に対し

ては視野角への影響を考慮した遮光板を設置するこ

とで誤作動を防止する設計とする。 

また，常設代替交流電源設備，可搬型重大事故等対処

施設，モニタリング・ポスト用発電機，非常用ディーゼ

ル発電機燃料移送系ポンプ， 5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所用可搬型電源設備については，これらの感知器に

よって火災が感知できる範囲に設置又は保管する。感知

器の感知範囲と設備の設置・保管場所の関係を補足 41-4 

の添付資料３に示す。 

 

○ 常設代替交流電源設備燃料地下タンク 

常設代替交流電源設備設置区域には上述のとおり炎感

知器と熱感知カメラを設置する設計とする。これらに加

えて，常設代替交流電源設備燃料地下タンク内部は燃料

の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している

ことから，タンク内部の空間部に非アナログ式の防爆型

熱感知器を設置する設計とする。防爆型の熱感知器につ

いては，外部環境温度を考慮した温度を設定温度とする

ことで誤作動防止を図る設計とする。感知器設置の概要

を第 41-1-19 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○軽油貯蔵タンク設置区域,可搬型設備用軽油タンク設置区域

及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク設置区域 

常設代替高圧電源装置，非常用ディーゼル発電機（HPCS

含む）用の燃料を貯蔵する軽油貯蔵タンク，可搬型設備用

の燃料を貯蔵する可搬型設備用軽油タンク，緊急時対策所

用発電機の燃料を貯蔵する緊急時対策所用発電機燃料油貯

蔵タンクは，地下構造であり，引火性又は発火性の雰囲気

を形成するおそれのある場所であるため，万が一の軽油燃

料の気化を考慮し，火災を早期に感知できるよう，軽油貯

蔵タンク上部の点検用マンホール部に非アナログ式の防爆

型の煙感知器と防爆型の熱感知器を設置する設計とする。 

軽油貯蔵タンク、可搬型設備用軽油タンク，緊急時対策

所用発電機燃料油貯蔵タンクは地下構造であるため，安定

した環境を維持することから，非アナログ式の煙感知器で

の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３

つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図

る設計とする。さらに，外光（日光）からの影響を考慮し，

遮光カバーを設けることにより，火災発生時の特有の波長

帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。 

また，ガスタービン発電機用軽油タンクについては，こ

れらの感知器によって火災が感知できる範囲に設置する。

感知器の感知範囲と設備の設置場所の関係を補足 41-4 の

添付資料３に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急時対

策所用燃料地下タンク設置区域 

屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置

区域及び緊急時対策所用燃料地下タンク設置区域は，火災

による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難

である。加えて，タンク室内の空間部は燃料の気化による

引火性又は発火性の雰囲気を形成している。 

このため，タンク室内の空間部に非アナログ式の屋外仕

様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防

爆型）の炎感知器（赤外線方式）を設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常

時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環

境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能

を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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第 41-1-19 図：常設代替交流電源設備燃料地下タンクの 

火災感知器の設置概要 

あっても誤作動する可能性は低い。また，非アナログ式の

熱感知器は，軽油の引火点，当該タンクの最高使用温度を

考慮した温度を作動値とすることで誤作動を防止する設計

とする。感知器設置の概要を第 41-1-17図に示す。 

第 41-1-17図 軽油貯蔵タンクの火災感知器の設置概要 

焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知

した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計

とする。さらに，屋外仕様を採用する設計とするとともに，

外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設けるこ

とにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知すること

で誤作動を防止する設計とする。また，屋外仕様（防爆型）

の熱感知器は非アナログ式であるが，ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク最高使用温度（約 66℃）及び緊急時対策所用

燃料地下タンク最高使用温度（約 40℃）を考慮した温度を

設定温度（約 80℃）とすることで誤作動防止を図る設計と

する。 

感知器設置の概要を第 4-1-16図に示す。 

第 41-1-16図 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの 

火災感知器の設置概要 

○ ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

は，屋外であるため，区域全体の火災を感知する必要がある

が火災による煙は周囲に拡散し煙感知器による火災感知は困

難であること，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれ

があること，また降水等の浸入により火災感知器の故障が想

定されることから，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプエリア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移

送ポンプエリア全体の火災を感知するために，非アナログ式

の屋外仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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〇常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室 

常設代替高圧電源装置置場，海水ポンプ室は屋外であるため，

エリア全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は大

気に拡散し，煙感知器による感知が困難であること，また降水

等の浸入により火災感知器の故障が想定されることから，エリ

ア全体の火災を感知するために，アナログ式の屋外仕様の熱感

知カメラ（赤外線方式），及び非アナログ式の屋外仕様の炎感

知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響

様（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範

囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設

計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常

時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変

化)を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有す

る。また，感知原理に「赤外線３波長式」(物質の燃焼時に発

生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合に

のみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さら

に，屋外仕様を採用する設計とするとともに，外光（日光）

からの影響を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災

発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止す

る設計とする。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，格

納槽内の区域であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成する

おそれのある場所であるため，万一の軽油燃料の気化を考慮

し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の

煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設

計とする。 

 

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレン

チ 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

は，Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアと同

空間であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれの

ある場所であるため，Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送

ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を

早期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の煙感知器及

び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。 

 

  ○ 海水ポンプエリア 

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及

び煙は周囲に拡散し，熱感知器及び煙感知器による火災感

知は困難であること，また降水等の浸入により火災感知器

の故障が想定される。このため，海水ポンプエリア全体の

火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎感知

器（赤外線方式）及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメ

ラ（赤外線方式）を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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○ 格納容器フィルタベント設置区域 

格納容器フィルタベント設置区域は，上部が外気に開

放されていることから，当該区域で火災が発生した場合

は，煙は屋外に拡散する。また， 降水等の浸入により火

災感知器の故障が想定される。このため，当該区域に設

置する機器の特性を考慮し，制御盤内にアナログ式の煙

感知器を設置する設計とし，格納容器フィルタベント設

置区域全体を感知する屋外仕様の炎感知器を設置する設

計とする。これらの感知器の選定理由を以下に示す。 

格納容器フィルタベント設置区域に設置される機器

は，フィルタベント容器，制御盤等である。 

フィルタベント容器は鋼製であり，配管取り合い部等

のフランジには無機物のパッキンを使用している。さら

に，通常，容器内部は窒素ガスが充填されていることか

ら火災が発生する可能性はない。 

制御盤は，屋外環境に設置することから，密閉性の高

い水密構造を採用している。制御盤内の回路は過電流保

護のため，配線用遮断器やヒューズを適切に設置する設

計とするが，万一，制御盤内で火災が発生した場合は，

制御盤が密閉構造であるため，煙は制御盤外に排出され

難い構造である。 

を及ぼす死角がないように設置する。これらはそれぞれ誤作動

防止対策として以下の機能を有する。 

・炎感知器  ：平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火

災現象(急激な環境変化)を把握できることか

ら，アナログ式と同等の機能を有する。また，

感知原理に「赤外線 3波長式」(物質の燃焼時

に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を

3 つ検知した場合にのみ発報する)を採用し誤

作動防止を図る。 

・熱感知カメラ：外部環境温度を考慮した温度をカメラ設定温

度とすることによる誤作動防止機能を有す

る。また，熱サーモグラフィにより，火源の

早期確認・判断誤り防止を図る。なお，熱感

知カメラの感知原理は赤外線による熱監視で

あるが，感知する対象が熱であることから炎

感知器とは異なる種類の感知器と考える。 

 

○格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は原子炉建屋の南側

のエリアの鉄筋コンクリート製の地下格納槽に設置される。当

該エリアに設置される機器としては、フィルタ装置，移送ポン

プ，電動弁，現場制御盤，計器ラック等である。 

フィルタ装置は，金属製容器であり、火災の発生する可能性

は低い。 

また，水位，流量等の信号を現場の検出器から現場制御盤・

計装ラックを経由して中央制御室に信号を伝送するケーブル

は，難燃性ケーブルを使用し，電線管布設とすることから火災

の発生する可能性は低い。 

当該区域で火災が発生した場合，煙は格納槽内部に充満する

ため，煙感知器での感知が可能である。また，フィルタベント

装置が稼働した場合，フィルタ容器の温度上昇に伴い，雰囲気

温度も上昇するがその温度は約 65℃程度であり，アナログ式

の熱感知器の使用が可能である。 

以上を踏まえ，異なる種類の感知器としてアナログ式の煙感

知器と熱感知器を選定する。煙感知器と熱感知器は当該エリア

全体をカバーできるよう配置する設計とする。 

 

 

死角がないように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平

常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な

環境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機

能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質

の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３

つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図

る設計とする。さらに，屋外仕様を採用する設計とすると

ともに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを

設けることにより，火災発生時の特有の波長帯のみを感知

することで誤作動を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の第１ベ

ントフィルタ格納槽は，

環境条件を踏まえ基本

的な火災感知器の組み

合わせであるアナログ

式の煙感知器及び熱感

知器を設置（東海第二と

同じ）するため，記載し

ていない 
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その他，水位，流量等の信号を現場の検出器から現場

制御盤・計装ラックを経由して中央制御室に信号を伝送

するケーブルを敷設しているが，ケーブルは難燃ケーブ

ルを使用する設計としており，電線管敷設とすることか

ら火災発生の可能性は低い。 

以上を踏まえ，火災が発生する可能性がある制御盤内

にアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。 

また，上記の機器は，屋外に設置されることから，当

該区域で火災が発生した場合，煙が大気に拡散するため，

煙感知器では火災の感知が期待できない。さらに，フィ

ルタベントが稼働した場合，フィルタベント容器外面温

度が 100℃程度に上昇することが想定され，熱感知器が

誤作動する可能性があること，熱感知器が誤作動しない

よう作動温度が高いものを選定すると検知速度が遅くな

り早期感知が困難となることから， 熱感知器は適切では

ない。 

以上を踏まえ，異なる種類の感知器として屋外仕様の

炎感知器を選定 する。炎感知器は当該区域全体をカバー

できるよう配置する設計とする。炎感知器は非アナログ

式であるが，誤作動防止対策については「常設代 替交流

電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含

む）設置 区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モ

ニタリング・ポスト用発電機区域，非常用ディーゼル発

電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所用可搬型電源設備設置区域」で使用する炎感知器 

と同様である。（第 41-1-20 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-20 図：格納容器フィルタベント設置区域の火災感知器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の第１ベ

ントフィルタ格納槽は，

環境条件を踏まえ基本

的な火災感知器の組み

合わせであるアナログ

式の煙感知器及び熱感

知器を設置（東海第二と

同じ）するため，記載し

ていない 
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○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域 

非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は屋外である

ため，区域全体の火災を感知する必要があるが，火災に

よる煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難

である。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が

想定される。さらに，軽油タンク内部は燃料の気化によ

る引火性又は発火性の雰囲気を形成している。 

このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域に

は非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を設置することに

加え，タンク内部の空間部に防爆型の非アナログ式熱感

知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がない

ように設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式で

あるが，誤作動防止対策については「常設代替交流電源

設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設

置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリ

ング・ポスト用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃

料移送系ポンプ区域，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

用可搬型電源設備設置区域」で使用する炎感知器と同様

である。また，防爆型の熱感知器については非アナログ

式であるが，軽油タンク最高使用温度（約 66℃）を考慮

した温度を設定温度（約 80℃）とすることで誤作動防止

を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○常設低圧代替注水系ポンプ室 

常設低圧代替注水系ポンプ室は，原子炉建屋南側に隣接する

地下格納槽である。当該区域には，常設低圧代替注水系ポンプ，

計装ラック，電動弁が設置される。当該区域で火災が発生した

場合，煙はポンプ室内部に充満するため，煙感知器での感知が

可能であるため，異なる種類の感知器としてアナログ式の煙感

知器と熱感知器を設置する設計とする。 

 

○緊急用海水ポンプピット 

緊急用海水ポンプピットは，原子炉建屋東側に隣接する地下

格納槽である。当該区域には緊急用海水ポンプ，ストレーナな

どが設置される。当該区域で火災が発生した場合，煙は格納槽

内部に充満するため，煙感知器での感知が可能であるため，異

なる種類の感知器としてアナログ式の煙感知器と熱感知器を

設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【東海第二】 

島根 2 号炉の低圧原

子炉代替注水系は，環境

条件を踏まえ基本的な

火災感知器の組み合わ

せであるアナログ式の

煙感知器及び熱感知器

を設置（東海第二と同

じ）するため，記載しな

い 
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○ 主蒸気管トンネル室 

主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環

境となることから，アナログ式の火災感知器を設置する場

合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。

このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該

区画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置す

る設計とする。加えて，放射線の影響を考慮した非アナロ

グ式の熱感知器を設置する設計とする。熱感知器は非アナ

ログ式であるが，作動温度を周囲温度より高い温度で作動

するものを選定することで誤作動防止を図る設計とする。 

 

○ 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケー

ブル敷設区域の火災感知器について 

可搬型電源設備ケーブルの敷設区域のうち，電線管が屋

外に露出する部分は，電線管にアナログ式の光ファイバケ

ーブル式熱感知器を設置するとともに，屋外仕様の炎感知

器を設置する。 

炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策につ

いては「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,

燃料地下タンク含む） 設置区域，可搬型重大事故等対処施

設設置区域，モニタリング・ポスト用発電機区域，非常用

ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所用可搬型電源設備区域」で使用する炎感

知器と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災による

重大事故等対処施設への影響が考えにくいことから，消防

〇主蒸気管トンネル室 

主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環境と

なることから，放射線の影響により火災感知器の制御回路が故

障するおそれがある。さらに，火災感知器が故障した場合の取

替えも出来ない。このため，放射線の影響を受けないよう検出

器部位を当該室外に設置するアナログ式の煙吸引式検出設備

を設置する設計とする。加えて，放射線の影響を考慮した非ア

ナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○常設代替高圧電源装置置場トレンチ（トンネル部） 

常設代替高圧電源装置置場トレンチ（トンネル部）は，常設

代替高圧電源装置置場と原子炉建屋の間を結ぶ地下トンネル

であり，内部には非常用ディーゼル発電機（HPCS 含む）用の

軽油移送配管，電源ケーブル，水配管，換気系ダクトなどが設

置される。本トンネルの内部は、中央の耐火壁により分割され

ており，別々の火災区画として設定する。また，トンネル内部

は常時機械換気する設計とする。火災感知器としては，アナロ

グ式の熱感知器と煙感知器を設置する設計とする。 

 

○火災の影響を受けるおそれが考えにくい火災区域又は火災区

画 

火災の影響を受けるおそれが考えにくい火災区域又は火災区

画は，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設

○ 主蒸気管室 

主蒸気管室については，通常運転中は高線量環境となる

ことから，アナログ式の火災感知器を設置する場合，放射

線の影響により火災感知器の故障が想定される。このため，

放射線の影響を受けないよう検出器部位を主蒸気管室外に

配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計と

する。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱

感知器を設置する設計とする。熱感知器は非アナログ式で

あるが，作動温度を周囲温度より高い温度で作動するもの

を選定することで誤作動防止を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源とな

る可燃物がなく可燃物管理により可燃物を持ち込まない運

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉では，屋外

については，アナログ式

の熱感知カメラ及び非

アナログ式の炎感知器

を設置 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，屋外

のケーブルに屋外仕様

の炎感知器及び屋外仕

様の熱感知カメラを使

用 
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法又は建築基準法に基づく火災感知設備を設ける設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用とすることから，火災感知器を設置しない，若しくは発

火源となる可燃物が少なく火災により重大事故等対処施設

へ影響を及ぼすおそれはないことから，消防法又は建築基

準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

 

○ 機器搬出入用ハッチ室 

機器搬出入用ハッチ室は，照明設備以外の発火源となる

可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持

ち込まない運用とする上，通常コンクリートハッチ等にて

閉鎖されていること，また，機器搬出入用ハッチ室内に充

電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることか

ら，火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，通路の火災感知器にて感知が可能であ

る。 

したがって，機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設

置しない設計とする。 

 

○ 格納容器所員用エアロック 

格納容器所員用エアロックは，照明設備以外の発火源と

なる可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物

を持ち込まない運用とする上，通常時（プラント運転中）

は，ハッチにて閉鎖され，エアロック内は窒素ガスが封入

され雰囲気が不活性化されていること，また，エアロック

内に充電部をなくすよう照明の電源を「切」運用としてい

ることから，火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，格納容器所員用エアロック室の火災感

知器にて感知が可能である。 

したがって，格納容器所員用エアロックには火災感知器

を設置しない設計とする。 

 

○ 燃料プール  

燃料プールについては，内部が水で満たされており，火

災が発生するおそれはない。 

したがって，燃料プールには火災感知器を設置しない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器を

設置 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器を

設置 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法
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○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成され

た火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリ

ート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手

動弁，コンクリート構築物については流路，バウンダリ

としての機能が火災により影響を受けることは考えにく

いため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設

ける設計とする。 

③ 火災感知設備の電源確保

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

火災感知設備は，全交流電源喪失時に常設代替交流電源か

ら電力が供給されるまでの約 70 分間電力を供給できる容

量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル

発電機が接続されている非常用電源より供給する設計とす

る。 

④ 火災感知設備の電源確保

緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災

区域又は火災区画の火災感知設備は，全交流動力電源喪失時に

常設代替交流電源から電力が供給されるまでの 92 分間以上の

電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する

設計とする。 

また，緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置す

る火災区域又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は，非

常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源及び常設

代替高圧電源装置が接続されている緊急用電源より供給する

設計とする。 

火災感知設備の電源確保の概要を第 41-1-18図に示す。 

第 41-1-18図 火災感知設備の電源確保の概要 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成さ

れた火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災

区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリ

ート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手

動弁，コンクリート構築物については流路，バウンダリ

としての機能が火災により影響を受けることは考えに

くいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を

設ける設計とする。 

③ 火災感知設備の電源確保

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

火災感知設備は全交流電源喪失時に常設代替交流電源から

電力が供給されるまでの70分間以上の電力を供給できる容

量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル

発電機が接続されている非常用電源より供給する設計とす

る。 

に基づく火災感知器を

設置 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器を

設置 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉では，消防

法施行規則及び発電機

の起動時間を考慮した

蓄電池容量を確保 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

電源の構成の相違 
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緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画の火災感知設備に

ついては，外部電源喪失時にも感知ができるように，緊急時対

策所用発電機から受電できる設計とするとともに，緊急時対策

所用発電機からの電源が供給されるまでの間，電力を供給でき

る容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。蓄

電池の容量については，外部電源喪失時は緊急時対策所用発電

機が自動起動し，速やかに電力を供給する設計であるが，保守

的な条件として自動起動に失敗し，緊急時対策所への移動時間

も考慮した手動起動により電力を供給する場合に電力が供給

されるまでの時間である 30 分間※以上の容量を有する設計と

する。 

※内訳としては，事務本館から緊急時対策所への移動時間

15 分＋状況把握 5 分の計 20 分に緊急時対策所での手動

起動に必要な時間 10分を加えた 30分間とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，消防

法施行規則及び発電機

の起動時間を考慮した

蓄電池容量を確保 
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④ 火災受信機盤

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

火災感知設備の火災受信機盤には，以下の２つがある。 

ただし，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部，

待機場所）で発生した火災は，5 号炉の中央制御室に設

③ 火災受信機盤

重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画の火災

感知設備の火災受信機は，中央制御室に設置し火災感知設備の

作動状況を常時監視できる設計とする。 

④ 火災受信機盤

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

の火災感知設備の火災受信機盤は，以下のとおりである。 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉では，中央

制御室で火災監視がで

きるよう総合操作盤を

中央制御室に隣接する

補助盤室へ設置し，副防

災盤を中央制御室へ設

置 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 
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置されている火災感知設備の受信機で監視する設計とす

る。また，モニタリング・ポスト用発電機区域で発生し

た火災は，正門警備所で監視する設計とする。これらの

受信機が作動した際は，速やかに 6 号及び 7 号炉の中

央制御室に連絡することとする。 

また，受信機盤は，構成されるアナログ式の受信機に

より以下のとおり，火災発生場所を特定できる設計とす

る。 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火

災感知器を１つずつ特定できる設計とする。

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び

可燃性ガスの発生が想定される軽油タンク内及び常設代

替交流電源設備燃料地下タンクに設置する非アナログ式

の防爆型の熱感知器，及び主蒸気管トンネル室内の非ア

ナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災感

知器を１つずつ特定できる設計とする。 

○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中

央制御室に設置し常時監視できる設計とする。また，受

信機盤は，アナログ式の熱感知器及び煙感知器が接続可

能であり，１つずつ特定できる設計とする。ただし，誤

作動防止として起動時の窒素封入後に中央制御室内の受

信機にて作動信号を除外する運用とする。

○ 屋外の常設代替交流電源設備設置区域，可搬型重大事故

等対処施設設置区域，格納容器フィルタベント設置区域，

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，非常用

ディーゼル発電機軽油タンク区域，モニタリング・ポス

ト用発電機区域，常設代替交流電源設備ケーブル敷設区

域（屋外の一部），5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可

搬型電源設備設置区域を監視する非アナログ式の炎感知

器，アナログ式の熱感知カメラの感知区域を１つずつ特

定できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カメラ火災

受信機盤においては，火災発生場所はカメラ機能による

映像監視（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設計

また，受信機盤はアナログ式の受信機により以下のとおり，

火災発生場所を特定できる設計とする。 

○アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感

知器を 1つずつ特定できる設計とする。

○水素の漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガ

スの発生が想定される軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タン

ク，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクが設置される火災

区域又は火災区画に設置する防爆型の熱感知器及び主蒸気管

トンネル室内の非アナログ式の熱感知器が接続可能であり，作

動した火災感知器を 1つずつ特定できる設計とする。 

○常設代替高圧電源装置置場，屋外の海水ポンプ室を監視する

非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知カメラが接

続可能であり，感知区域を 1つずつ特定できる設計とする。な

お，屋外エリア熱感知カメラ火災受信機盤においては，火災発

生場所の詳細はカメラ機能により映像監視(熱サーモグラフィ)

により特定が可能な設計とする。 

また，受信機盤は，構成されるアナログ式の受信機によ

り以下のとおり，火災発生場所を特定できる設計とする。 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火

災感知器を１つずつ特定できる設計とする。

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及

び可燃性ガスの発生が想定されるディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク設置区域等に設置する非アナログ式の防爆型

の熱感知器，及び主蒸気管室内の非アナログ式の熱感知

器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特

定できる設計とする。

○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中

央制御室及び補助盤室に設置し常時監視できる設計とす

る。また，受信機盤は，アナログ式の熱感知器及び煙感

知器が接続可能であり，１つずつ特定できる設計とする。

ただし，誤作動防止として起動時の窒素ガス封入後に受

信機にて作動信号を除外する運用とする。 

○ 屋外の海水ポンプエリア及び重大事故等対処設備用ケ

ーブル布設エリアを監視する非アナログ式の炎感知器，

アナログ式の熱感知カメラの感知エリアを１つずつ特定

できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カメラ火災受

信機盤においては，火災発生場所はカメラ機能による映

像監視（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設計と

する。 

 島根 2号炉では，中央

制御室で緊急時対策所

の火災警報の監視が可

能なよう設計 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉では，原子

炉格納容器内に設置す

る火災感知器について

も，１つずつ特定可能な

設計 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 
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とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナロ

グ式の炎感知器が接続可能であり，作動した炎感知器を

１つずつ特定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケー

ブル敷設区域， 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケー

ブルトレンチを監視する光ファイバケーブル式熱感知器

が接続可能であり，感知区域を１つずつ特定できる設計

とする。 

光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置し

た受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方

向に対し約 2m 間隔で火源の特定が可能である。5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブルを

敷設する電線管においては，可燃物がケーブルのみであ

ることから，ケーブル近傍にセンサ用光ファイバケーブ

ルを敷設することで， 火災の早期感知及び火源特定が可

能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○原子炉建屋原子炉棟 6 階（オペレーティングフロア）を監視

する非アナログ式の炎感知器が接続可能であり，作動した炎感

知器を 1つずつ特定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及

びディーゼル発電機排気管室を監視する非アナログ式の

炎感知器及びアナログ式の熱感知器が接続可能であり，

作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計とする。 

 

 

 

○ 屋外のＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエ

リア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送

ポンプエリアを監視する非アナログ式の炎感知器，非ア

ナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災感

知器を 1つずつ特定できる設計とする。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロアを監視する非アナ

ログ式の炎感知器が接続可能であり，作動した炎感知器

を１つずつ特定できる設計とする。 

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及

びＢ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレ

ンチを監視する非アナログ式の防爆型の火災感知器が接

続可能であり，作動した火災感知器を 1 つずつ特定でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 

島 根 2 号 炉 は ，

A,HPCS-DG 燃料移送系

ケーブルトレンチには

アナログ式の煙感知器

と熱感知器を，B-DG 燃

料移送系ケーブルトレ

ンチには非アナログ式

の防爆型の煙感知器と

熱感知器を設置する設

計 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，非アナ

ログ式の防爆型の火災

感知器も接続可能な設

計 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉では，屋外

については，アナログ式

の熱感知カメラ及び非

アナログ式の炎感知器

を設置しており，これら
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以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画に設置する火災感知器については，火災防護に係る審査基

準に則り，環境条件等を考慮した火災感知器の設置，異なる種

類を組み合わせた火災感知器の設置，非常用電源からの受電，

火災受信機盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一部非

アナログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を

実施する。炎感知器及び熱感知カメラについては作動した火災

感知器を１つずつ特定できる機能はないが，火災発生場所を火

災区域又は火災区画ごとに特定できる機能を有しており，火災

感知後の現場確認において火災源の特定が可能である。また， 

光ファイバケーブル式熱感知器は火災発生場所を火災区域又は

火災区画ごとに特定できる機能に加え，中央制御室に設置した

受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し

約 2m 間隔で火源の特定が可能である。 

また，火災感知器は以下のとおり点検を行うことができるも

のを使用する設計とする。 

○自動試験機能または遠隔試験機能を有する火災感知器は，火

災感知の機能に異常がないことを確認するため，定期的に自動

試験または遠隔試験を実施する。

○自動試験機能または遠隔試験機能を持たない火災感知器は，

火災感知器の機能に異常がないことを確認するため，消防法施

行規則に基づき，煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施す

る。

以上より，重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災

区画に設置する火災感知器については，火災防護に係る審査基

準に準じ，環境条件等を考慮した火災感知器で，異なる種類を

組合わせて設置する。火災受信機盤は中央制御室に設置し，火

災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とする。火災感知

設備は非常用電源から受電する設計とする。一部アナログ機能

を持たない感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実

施する。また，受信機盤については，作動した感知器または感

知エリアを 1つずつ特定できる機能を有する設計とする。これ

らにより，火災感知設備については十分な保安水準が確保され

ているものと考える。 

また，火災感知器は以下のとおり点検を行うことができるも

のを使用する設計とする。 

・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，

機能に異常がないことを確認するため，定期的に自動試

験又は遠隔試験を実施できるものを使用する。 

・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，

機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則

に基づき，煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施で

きるものを使用する。 

  以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画に設置する火災感知器については，火災防護に係る審査基

準に則り，環境条件等を考慮した火災感知器の設置，異なる感

知方式を組み合わせた火災感知器の設置，非常用電源からの受

電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一

部，非アナログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止

対策を実施する。また，受信機盤については，作動した感知器

を１つずつ特定できる機能を有する設計とする。これらにより，

火災感知設備については，十分な保安水準が確保されているも

のと考える。 

の火災感知器について

も感知エリアを１つず

つ特定可能な設計 

・設備の相違

【柏崎6/7】 

 島根2号炉は，作動し

た火災感知器を１つず

つ特定できる設計 
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(2) 消火設備

［要求事項］ 

(2) 消火設備

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するため

の安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される

火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、

放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自

動消火設備又は手動操作による 固定式消火設備を設置

すること。

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系

統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙

の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところ

には、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備

を設置すること。

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は

多様性を備えた設計であること。

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有す

る構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設

けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備

は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。

⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみな

らず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が

安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼ

さないように設置すること。

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応

じた十分な容量の消火剤を備えること。

⑦ 移動式消火設備を配備すること。

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量

を確保できる設計であること。

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用す

る場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置によ

り、消火用水の供給を優先する設計であること。

⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であ

ること。

⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、

電源を確保する設計であること。

⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう

(2) 消火設備

［要求事項］ 

(2) 消火設備

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するため

の安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される

火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、

放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自

動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置す

ること。

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系

統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙

の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところ

には、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備

を設置すること。

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は

多様性を備えた設計であること。

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有す

る構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設

けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備

は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。

⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみな

らず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が

安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼ

さないように設置すること。

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応

じた十分な容量の消火剤を備えること。

⑦ 移動式消火設備を配備すること。

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量

を確保できる設計であること。

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用す

る場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置によ

り、消火用水の供給を優先する設計であること。

⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であ

ること。

⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、

電源を確保する設計であること。

⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう

(2) 消火設備

[要求事項] 

(2) 消火設備

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。

a.消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみな

らず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安

全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさな

いように設置すること。

b.可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じ

た十分な容量の消火剤を備えること。

c.消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配

置すること。

d.移動式消火設備を配備すること。

e.消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電

源を確保する設計であること。

f.消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計である

こと。

g.原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する

構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けら

れた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統

分離に応じた独立性を備えた設計であること。

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域又は火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の

影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備

又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。

i.放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充

満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、

自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置

すること。

j.電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必

要な火災区域及びその出入通路に設置すること。

② 消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げる

ところによるほか、以下に掲げるところによること。 

a.消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多

様性を備えた設計であること。
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配置すること。 

⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出がで

きるように警報を吹鳴させる設計であること。

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、

放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出

することを防止する設計であること。

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、

必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。

［要求事項］ 

（参考） 

(2) 消火設備について

①-1  手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早

期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室か

ら消火設備を起動できるように設計されていること。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区

域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置するこ

とは差し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設

備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）が

あり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消

火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場

所には、ハロン 1301 を除きガス系消火設備が設けら

れていないことを確認すること。 

④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止

及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及

び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火

災区画に分離して設置されている場合に、それらの火

災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポ

ンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障

により、同時に機能を喪失することがないことをい

う。 

⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第

77 号）第８５条の５」を踏まえて設置されているこ

と。

⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及

配置すること。 

⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出がで

きるように警報を吹鳴させる設計であること。

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、

放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出

することを防止する設計であること。

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、

必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。

（参考） 

(2) 消火設備について

①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早

期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室から消

火設備を起動できるように設計されていること。

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域

又は火災区画に消火設備の起動装置を設置することは差

し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設

備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、

手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設備等

がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハ

ロン 1301 を除きガス系消火設備が設けられていないこ

とを確認すること。 

④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及

び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機

器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に

分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は

火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その

電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機

能を喪失することがないことをいう。

⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第 77 号）

第８５条の５」を踏まえて設置されていること。

⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及

b.２時間の最大放水量を確保できる設計であること。

c.消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場

合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、消

火用水の供給を優先する設計であること。

d.管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放

射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出す

ることを防止する設計であること。

③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げ

るところによるほか、固定式のガス系消火設備は、作動前

に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計で

あること。 

（参考） 

(2) 消火設備について

①-d 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77

号）第83条第５号を踏まえて設置されていること。 

①-g 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止

及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及

び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火

災区画に分離して設置されている場合に、それらの火

災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポ

ンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障

により、同時に機能を喪失することがないことをい

う。 

①-h-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、

早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室

から消火設備を起動できるように設計されているこ

と。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区

域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置するこ

とは差し支えない。 

①-h-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火

設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）

があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系

消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる
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び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。

この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動

消火設備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米

国原子力規制委員会(NRC)が定める Regulatory 

Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、 

Regulatory Guide1.189 では 1,136,000 リットル

（1,136 m3）以上としている。 

 

 

 

 

消火設備は，以下に示すとおり，重大事故等対処施設を設置

する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火できるよう設置

する設計とする。 

消火設備は，以下を踏まえた設計とする。 

（補足 41-5） 

 

なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室

及び必要な現場の制御盤の警報を確認し，消火設備が故障して

いる場合には早期に補修を行う。 

消火設備は以下を踏まえて設置する設計とする。 

 

① 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火設備は，火災区域又は火災区画が，火災発生

時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

る火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計する。 

 

 

a.火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となる火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画は，「(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火

災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，

び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。こ

の最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火

設備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国

原子力規制委員会 (NRC)が定める Regulatory Guide 

1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、

Regulatory Guide1.189 では 1,136,000 リットル（1,136 

m3）以上としている。 

 

 

 

 

消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画の火災を早期に消火するために設置する設計とする。 

（資料 41－5） 

 

 

 

なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室

及び必要な現場の制御盤の警報を確認し，消火設備が故障して

いる場合には早期に補修を行う。 

消火設備は以下を踏まえて設置する。 

 

① 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設

置する消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置

する消火設備は，当該火災区域又は火災区画が，火災発生時の

煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるかを

考慮して、ハロゲン化物自動消火設備（全域），ハロゲン化物

自動消火設備（局所），二酸化炭素自動消火設備（全域）等を

設置する設計とする。 

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難となる火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区

画は，「(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消

火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定」に示し

た火災区域又は火災区画を除き，火災発生時の煙の充満又は放

場所には、ハロン1301を除きガス系消火設備が設けら

れていないことを確認すること。 

②-b 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及

び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。

この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動

消火設備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての2 時間は、米

国原子力規制委員会（NRC）が定めるRegulatory 

Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、

Regulatory Guide 1.189では、1,136,000リットル

（1,136㎥）以上としている。 

 

消火設備は，以下に示すとおり，重大事故等対処施設を設置

する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火できるよう設置

する設計とする。 

消火設備は，以下を踏まえた設計とする。 

（補足41-5） 

 

なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室

及び必要な現場の制御盤の警報を確認し，消火設備が故障して

いる場合には早期に補修を行う。 

消火設備は以下を踏まえて設置する設計とする。 

 

  ① 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火設備 

      重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火設備は，火災区域又は火災区画が，火災発生時

の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計する。 

 

   

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となる火災区域又は火災区画の選定 

建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画は，「(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区

画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，火災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 
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火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となる場所として選定する。 

b.火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画において，消火活動が困難とならないところを以下

に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響により

消火活動が困難とはならないものとする。 

○ 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部） 

中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）は，常駐する運転員・職員によって火災感知器に

よる早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が

拡大する前に消火可能であること，万一，火災によって

煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙

設備等によって排煙が可能な設計とすることから，消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定

する。（添付資料６） 

なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアは， 速や

かな火災発生場所の特定が困難であると考えられること

から，固有の信号を発する異なる種類の火災感知設備（煙

感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操作によ

り早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハ

ロン 1301）を設置する設計とする。

○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器内において万一，火災が発生した場合

でも，原子炉格納容器の空間体積（ 約 7,300m3 ） に対

してパージ用排風機の容量が 22,000m3/h であり，排煙が

可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない

射線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難とならない火災区域又は火災区画の選定

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区

画のうち，消火活動が困難とならないところを以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とはならないものとする。 

○中央制御室及び緊急時対策所

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早

期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災の規模が拡大す

る前に消火可能であること，なお，万が一火災によって煙が発

生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によっ

て排煙が可能であることから，消火活動が困難とならない火災

区域又は火災区画として選定する。

緊急時対策所は，火災発生時には中央制御室同様に建築基準

法に準拠した容量の排煙設備により煙を排出することが可能

なため，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画とし

て選定する。 

なお，中央制御室床下コンクリートピットは，速やかな火災

発生場所の特定が困難であると考えられることから，固有の信

号を発する異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器），

及び中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハ

ロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。

（添付資料 7） 

○原子炉格納容器

原子炉格納容器内において万が一火災が発生した場合でも，

原子炉格納容器内の空間体積（約 9,800m３）に対してパージ用

排風機の容量が約 16,980m３／hであり，排煙が可能な設計とす

ることから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画

発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となる場所として選定する。 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定

建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画において，消火活動が困難とならないところを

以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響によ

り消火活動が困難とはならないものとする。 

○ 中央制御室

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器

による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火

災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災に

よって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容

量の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることか

ら，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画

として選定する。（添付資料６） 

なお，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処

理室及び計算機室は，固有の信号を発する異なる感知

方式の感知器（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室

からの手動操作により早期の起動も可能な全域ガス消

火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。 

○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場

合でも，原子炉格納容器内の空間体積（約 7,900m3）に対

して，パージ用排風機の容量が 25,000m3/hであり，排煙

が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならな

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の緊急時

対策所には，排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の緊急時

対策所には，排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

中央制御室の床下の

構造の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉格納容器の大
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火災区域又は火災区画として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

として選定する。 

 

 

〇常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室 

常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は，屋外の火災

区域又は火災区画であり，火災発生時にも煙が充満することは

ないため，消火活動が困難とはならない火災区域又は火災区画

として選定する。 

  

 

○軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用

発電機燃料油貯蔵タンク 

軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所

用発電機燃料油貯蔵タンクは，屋外の火災区域又は火災区画に

設置されており，火災発生時にも煙が充満することはないた

め，消火活動が困難とはならない火災区域又は火災区画として

選定する。 

 

 

 

 

 

○格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した地

下格納槽であり，本区域に設置される機器はフィルタ装置，テ

ストタンク，移送ポンプ，排水ポンプ，電動弁である。 

フィルタ装置，テストタンクは金属製の容器であり，可燃物

ではなく，移送ポンプ，排水ポンプは潤滑油を有しないため，

油内包設備ではない。また，電動弁の動力ケーブルには難燃ケ

ーブルを使用し，電線管に収納する設計としている。以上のこ

とから当該区域の火災荷重は小さく、煙の充満により消火活動

が困難とならない火災区域として選定する。 

 

 

 

 

 

 

い火災区域又は火災区画として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急

時対策所用燃料地下タンク設置区域 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急時

対策所用燃料地下タンク設置区域は，屋外に設置されて

おり，煙が大気に放出されることから，消火活動が困難

とならない火災区域又は火災区画として選定する。なお，

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク室内には乾燥砂が，緊

急時対策所用燃料地下タンク室内にはコンクリートが充

てんされており，タンク室内の火災の発生は防止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きさ及び排風機容量の

相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備構成及び設置の

設置場所の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備構成及び設置の

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根 2号炉では，格納

容器フィルタベント格

納槽に全域ガス消火設

備を設置 
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○ 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満

しない火災区域又は火災区画

補足 41-5 の添付資料 13 に示す火災区域又は火災区画

は，可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計と

し，煙の充満により消火困難とはならない箇所として選

定する。各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持

ち込まないよう持ち込み可燃物管理を実施するととも

に，点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする

場合は，不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時

の延焼を防止する。 

なお，可燃物の状況については，重大事故等対処施設

以外の構築物，系統及び機器も含めて確認する。 

なお，常設代替交流代替電源設備用ケーブル敷設区域

については，以下に示すとおり，屋外においては消火活

動が困難とならない場所として選定し，建屋内において

は固定式消火設備により消火可能な設計とする。 

○ 常設代替交流電源設備用ケーブル敷設区域

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概

要を第 41-1-21 図に示す。第一ガスタービン発電機のケ

ーブルは，屋外の一部においては火災の発生するおそれ

がないようケーブルを埋設して敷設する。その他の屋外

箇所については電線管に敷設することとし，煙の充満又

○緊急時対策所建屋通路部等

緊急時対策所建屋の通路部，階段室，エアロック室等には油

内包設備など可燃物を設置しない運用とすることから，可燃物

が少ない火災区域又は火災区画となる。したがって，煙の充満

により消火活動が困難とならないエリアとして選定する。 

○原子炉建屋原子炉棟 6階（オペレーティングフロア）

原子炉建屋原子炉棟 6 階（オペレーティングフロア）は可燃

物が少なく大空間となっているため，煙の充満により消火活動

が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

○可燃物が少なく，火災が発生しても煙が充満しない火災区域

又は火災区画 

以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくするこ

とで煙の発生を抑える設計とし，煙の充満により消火困難とは

ならない箇所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不

要な可燃物を持ち込まないよう持ち込み可燃物管理を実施す

るとともに，点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きす

る場合は，不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延

焼を防止する。なお，可燃物の状況については，重大事故等対

処施設以外の構築物，系統及び機器も含めて確認する。 

○ 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満

しない火災区域又は火災区画 

補足 41-5 の添付資料 11 に示す火災区域又は火災区画

は，可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計と

すること及び屋外と通じていることから，煙の充満又は

放射線の影響により消火困難とはならない箇所として選

定する。各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持

込まないよう持ち込み可燃物管理を実施するとともに，

点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合

は，不燃性のシートによる養生を実施し，火災発生時の

延焼を防止する。 

なお，可燃物の状況については，重大事故等対処施設

以外の構築物，系統及び機器も含めて確認する。 

なお，屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア

については，以下に示す通り，消火活動が困難とならない

場所として選定する。 

○屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア

屋外の重大事故等対処設備用ケーブルは，屋外の一部

においては火災の発生するおそれがないようケーブルを

埋設して布設する。その他の屋外箇所については電線管

又はケーブルトレイに布設するが，屋外のため，煙の充

満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならない

・設備の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉の緊急時

対策所には，排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置 

・設備の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉の原子炉

建物オペレーティング

フロアは，消火困難とな

る可能性を否定できな

いことから，ケーブルト

レイに対して局所ガス

消火設備を設置 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

重大事故等等対処設

備用ケーブルの布設エ

リアの相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉は，屋内の

重大事故等対処設備用

ケーブルを布設する区

域は，全域ガス消火設備
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は放射線の影響により消火活動が困難とはならないもの

とする。建屋内においては固定式ガス消火設備を設置す

る火災区域又は火災区画に敷設することにより，火災発

生時においても早期消火可能な設計とする。 

なお，第一ガスタービン発電機の建屋内のケーブル敷

設区域については，非常用ディーゼル発電機用ケーブル

の敷設区域と重複しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-21 図：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル 

敷設区域の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主蒸気管トンネル室 

室内に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），

電動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成

されており，可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。

駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で

燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計と

する。 

・FPCポンプ室，FPC保持ポンプ A室，FPC保持ポンプ B室，FPC

熱交換器室 

室内に設置している機器は，ポンプ，熱交換器，電動弁，計

器等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成され

ており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。 

軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で

燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計と

する。 

 

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を設置 

・設備の相違 

【東海第二】 

 消火活動が困難とな

らないエリアの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違  

【東海第二】 

消火活動が困難とな

らないエリアの相違 
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c. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難となる場所に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となる火災区域又は火災区画は，自動又は中央

制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域

ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消

防法施行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。ハロ

ゲン化物消火剤の種類については，施工性等によって使

い分ける。 

第 41-1-22 図に全域ガス消火設備の概要を示す。本消

火設備を自動起動とする場合は，単一の感知器の誤作動

によって消火設備が誤動作することのないよう，２つ以

上の煙感知器又は２つ以上の熱感知器の作動をもって消

火する設計とする。さらに，中央制御室からの遠隔手動

起動又は現場での手動起動による消火を行うことができ

る設計とする。 

なお，全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱

感知器は，火災防護に係る審査基準「2.2.1 (1)②」に基

づき設置が要求される「固有の信号を発する異なる種類

の感知器」とする。 

(c) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となる火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの

手動操作による固定式消火設備であるハロゲン化物自動消火

設備（全域）を設置し消火を行う設計とする。 

なお，常設代替高圧電源装置置場トレンチ（トンネル部）は，

1時間当たりトンネル空間部容積の約 2倍の容積を排気できる

十分な排気能力を有する換気装置※により，常時，機械換気が

行われていることから煙の充満により消火活動が困難なとこ

ろにはならないと考えられるが，トンネル内部は消火器等の運

搬に十分な空間が確保できないおそれがあること，トンネル長

が長いことから，早期の消火活動に影響を及ぼすおそれがあ

り，消火活動が困難となる火災区画と同様に固定式の消火設備

を設置することする。よって，常設代替高圧電源装置置場地下

ケーブルトンネルには，手動起動による固定式消火設備を設置

する。なお，消火設備に使用する消火剤はハロン 1301とする。 

※道路管理施設等設計指針 第 20 条（設計風量）の(1)換気

所用時間 30 分に準拠し，トンネル容積の 2 倍以上の容量

を持つ換気装置としている。 

第 41-1-19(1)図にハロゲン化物自動消火設備（全域）の概要

を示す。本消火設備を自動起動する場合は，単一の感知器の誤

作動によって消火設備が誤動作することのないよう，煙感知器

及び熱感知器それぞれ 2 つの動作をもって消火する設計とす

る。さらに，中央制御室からの遠隔手動起動又は現場での手動

起動によっても消火を行うことができる設計とする。 

(c) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火

設備

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となる火災区域又は火災区画は，自動又は中

央制御室からの手動操作による固定式消火設備である

全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消

防法施行規則を踏まえハロン化物消火剤とする。 

第41-1-17図に全域ガス消火設備の概要を示す。本消

火設備を自動起動とする場合は，単一の感知器の誤作動

によって消火設備が誤動作することのないよう，煙感知

器及び熱感知器のいずれか２つ以上の動作をもって消

火する設計とする。さらに，中央制御室からの遠隔手動

起動又は現場での手動起動による消火を行うことがで

きる設計とする。 

なお，全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱

感知器は，火災防護に係る審査基準「2.2.1 (1)①」に

基づき設置が要求される「固有の信号を発する異なる感

知方式の感知器」とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2 号炉ではＡ系

の煙感知器又は熱感知

器のうち１台とＢ系の

煙感知器又は熱感知器

のうち１台の両方作動

により自動起動させる

設計としているが，万一

自動起動しない場合は

現場でも起動できる設

計 
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第 41-1-22 図：全域ガス消火設備の概要 

ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し

消火を行う設計とする。 

第 41-1-19(1)図 ハロゲン化物自動消火設備(全域)の概要 

ただし，燃料油等を多量に貯蔵し，人が常駐する場所ではな

い区域又は区画は二酸化炭素自動消火設備（全域）を設置する

設計とする。 

第 41-1-19(2)図に二酸化炭素自動消火設備（全域）の概要を

示す。 

また，通路部等に設置される油内包設備など可燃物について

はハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。 

上記のことから，以下については，ハロゲン化物自動消火設

備（全域）と異なる消火設備を設置し，消火を行う設計とする。 

第 41-1-19(2)図 二酸化炭素自動消火設備（全域）の概要 

第 41-1-17図 全域ガス消火設備の概要 

ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し

消火を行う設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 
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○ 原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロア

原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，火

災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が

困難となる可能性が否定できないことから，原子炉建屋

通路部の火災荷重の大きい可燃物（油保有機器，ケーブ

ルトレイ，電源盤・制御盤）に対しては，自動又は中央

制御室からの手動操作による固定式消火設備である局所

ガス消火設備を設置し消火を行い，これ以外の可燃物に

ついては可燃物が少ないことから消火器で消火を行う設

計とする。 

○常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット

常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット

は，いずれも原子炉建屋に隣接した地下格納槽であるため，こ

れらの区域で火災が発生した場合，煙が格納槽内部に充満し，

消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，可燃物

である油内包設備については，自動又は中央制御室からの手動

操作により早期の消火も可能なハロゲン化物自動消火設備（全

域）又はハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置し消火を行

う設計とする。 

○原子炉建屋通路部

原子炉建屋通路部は，ほとんどの階層が周回できる通路とな

っており，その床面積は最大で約 969m2（原子炉建屋 3 階周回

通路）と大きい。さらに,各階層間は開口部（機器ハッチ）が

存在するが，これらは水素対策により通常より開口状態とな

る。 

原子炉建屋通路部は，火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことか

ら，通路部等に設置される油内包設備等可燃物に対しては，自

動又は中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能な

ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置し消火を行う設計と

し，これ以外の可燃物（計器など）については消火器で消火を

行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，ハロン

1301または FK-5-1-12とする。設備の概要図を第 4-1-20図に

示し，具体的な設備の詳細は資料 41－5に示す。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは，火災発生時の煙の

充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が

否定できないことから，煙の充満を発生させるおそれのある

可燃物（ケーブルトレイ）に対しては自動又は手動操作によ

る固定式消火設備である局所ガス消火設備を設置し消火を行

う設計とし，これ以外の可燃物については量が少ないことか

ら消火器で消火を行う設計とする。 

・設備の相違

島根 2 号炉の低圧原

子炉代替注水系を設置

する格納槽も同様に全

域ガス消火設備を設置 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉の原子炉

建物の周回通路には，全

域ガス消火設備を設置 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉の原子炉

建物オペレーティング

フロアは，消火困難とな

る可能性を否定できな

いことから，ケーブルト

レイに対して局所ガス

消火設備を設置 
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なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは， 消

防法施行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。設備

の概要図を第 41-1-23 図に示し，具体的な設備の詳細を

補足 41-5 に示す。 

第 41-1-23 図：局所ガス消火設備の概要 

○ 非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発電機燃

料ディタンク室 

非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機

燃料ディタンク室は，人が常駐する場所ではないことから，

油内包設備に対する消火設備の例（ハロン 1301） 

電気品消火設備の例（ケーブルトレイを例示）（FK-5-1-12） 

第 41-1-20図 ハロゲン化物自動消火設備（局所）の概要 

〇緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク室 

緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非

常用ディーゼル発電機燃料デイタンク室は，人が常駐する場所

なお，局所ガス消火設備に使用するガスは，消防法施行規

則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。設備の概要図を第

41-1-18図に示し，具体的な設備の詳細は補足 41-5に示す。

局所ガス消火設備のうち，ケーブルトレイの消火設備につい

ては，消火対象空間の形状が特殊であるため，実証試験によ

り設計の妥当性を確認する。 

第 41-1-18図 局所ガス消火設備の概要 

・設備の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉の局所ガ

ス消火設備の消火剤に

は FK-5-1-12を使用 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉では，緊急

時対策所用発電機は屋
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ハロゲン化物消火剤を使用する全域ガス消火設備は設置せ

ず，全域自動放出方式の二酸化炭素消火設備を設置する設

計とする。また，自動起動について，万一，室内に作業員

等がいた場合の人身安全を考慮し，煙感知器及び熱感知器

の両方の作動をもって消火する設計とする。 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成され

た火災防護対象機器のみを設置する火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリ

ート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手

動弁，コンクリート構築物については流路，バウンダリ

としての機能が火災により影響を受けることは考えにく

いため，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計

とする。 

d.火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならない場所に設置する消火設備

○ 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本

部）

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならない中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部）には，全域ガス消火設備等は設

置せず，消火器で消火を行う設計とする。中央制御室制

御盤内又は 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の制御盤

内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭

素消火器で消火を行う。中央制御室床下フリーアクセス

フロアは，中央制御室からの手動操作により早期の起動

が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）を

設置する設計とする。 

ではないことから，二酸化炭素自動消火設備（全域）を設置す

る設計とする。 

また，自動起動については，万が一当該エリアに作業員等が

いた場合の人身安全を考慮し，自動消火設備用の煙感知器と熱

感知器の両方（熱感知器と煙感知器それぞれ 2つのうち 1つず

つ）の動作をもって消火する設計とする。 

(d) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設

備 

○中央制御室及び緊急時対策所

中央制御室は，火災発生時には排煙ファンにより煙は排出さ

れ，煙の充満により消火活動が困難とならない火災区画である

ことから，駐在している運転員により消火が可能であるため，

ハロゲン化物自動消火設備（全域），ハロゲン化物自動消火設

備（局所）は設置せず，粉末消火器で消火を行う設計とする。

また，中央制御室制御盤内の火災については，電気機器への影

響がない二酸化炭素消火器で消火を行う設計とする。 

なお、中央制御室床下コンクリートピットは，火災に関する

系統分離の観点からハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置

する。 

緊急時対策所は，火災発生時には排煙ファンにより煙は排出

され，煙の充満により消火活動が困難とならないエリアである

ことから，中央制御室の運転員あるいは監視所の警備員によ

り，粉末消火器または二酸化炭素消火器で消火を行う設計とす

る。 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成さ

れた火災防護対象機器のみを設置する火災区域又は火災

区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリ

ート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手

動弁，コンクリート構築物については流路，バウンダリ

としての機能が火災により影響を受けることは考えにく

いため，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計

とする。 

(d) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する

消火設備

○ 中央制御室

火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火

活動が困難とならない中央制御室は，全域ガス消火設

備及び局所ガス消火設備は設置せず，消火器で消火を

行う設計とする。中央制御室の制御盤内の火災につい

ては，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消

火を行う。 

なお，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処

理室及び計算機室は，火災に関する系統分離の観点か

ら，中央制御室からの手動操作により早期の起動も可

能な全域ガス消火設備を設置する設計とする。 

外に設置設置している

ため，消火設備は設置し

ていない 

 また，島根 2号炉は，

消火剤にハロン 1301 を

用いた全域ガス消火設

備を設置する設計 

・設備の相違

【東海第二】 

消防法又は建築基準

法に基づく消火設備の

設置範囲の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の緊急時

対策所には，排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 中央制御室の床下の

構造の相違 
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○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器内において万一，火災が発生した場合

でも，原子炉格納容器の空間体積（約 7,300m3）に対し

てパージ用排風機の容量が 22,000m3/h であることから，

煙が充満しないため，消火活動が可能である。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器

を用いて行う設計とする。また，消火栓を用いても対応

できる設計とする。 

低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置す

る消火器については，消防法施行規則第六，七条に基づ

き算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。設

置位置については原子炉格納容器内の各フロアに対して

火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に定

めるところの 20m 以内の距離に配置する。 

また，原子炉格納容器全体漏えい率検査及び起動中に

おいては，原子炉格納容器内から消火器を撤去し，原子

炉格納容器全体漏えい率検査の期間中及び起動時におけ

る窒素置換完了までの間，各フロア単位での必要量を所

員用エアロック室に配置し，残りの消火器については所

員用エアロック室近傍に配置する。 

原子炉格納容器内の火災発生時には，初期消火要員，

自衛消防隊員が建屋内の消火器を持って現場に向かうこ

とを定め，定期的に訓練を実施する。 

原子炉格納容器内での消火栓による消火活動を考慮

し，所員用エアロック室及び機器搬入ハッチ室近傍 

に必要な数量の消火ホースを配

備する設計とする。 

定期検査中において，原子炉格納容器内での点検にお

いて，火気作業，危険物取扱作業を実施する場合は，火

災防護計画にて定める管理手順に従って消火器を配備す

る。 

○原子炉格納容器

原子炉格納容器内において万が一火災が発生した場合でも，

原子炉格納容器の空間体積（約 9,800m３）に対してパージ用排

風機の容量が約 16,980m３/h であることから，煙が充満するこ

とはないため，消火活動が可能である。

よって，原子炉納容器内の消火については，消火器を用いて

行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とす

る。 

低温停止中の原子炉の原子炉格納容器内の火災に対して設置

する消火器については，消防法施行規則第六，七条に基づき算

出される必要量の消火剤を有する消火器を設置する設計とす

る。設置位置については原子炉格納容器内の各フロアに対して

火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に定める

ところの 20m以内の距離に配置する。また，原子炉格納容器漏

えい率検査及び起動中においては，原子炉格納容器から消火器

を移動し，原子炉格納容器入口に消火器を設置する。 

原子炉格納容器内の火災発生時には，初期消火要員，自衛消

防隊が建屋内の消火器を持って現場に向かうことを定め，定期

的に訓練を実施する。 

原子炉格納容器内での消火栓による消火活動を考慮し，原子

炉格納容器入口に必要な数量の消火ホースを配備する設計と

する。 

定期検査中において，原子炉格納容器内での点検に関連し，

火気作業，危険物取扱作業を実施する場合は，火災防護計画に

て定める管理手順に従って消火器を配備する。 

〇常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室等 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とならない常設代替高圧電源装置置場，海水ポンプ室の屋外

の火災区域については，消火器又は移動式消火設備で消火を行

う設計とする。 

常設代替高圧電源装置置場は，四方を壁で囲まれた火災区域

であるが上部は大気開放状態であるため，火災が発生した場合

○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器において，万一，火災が発生した場合

でも，原子炉格納容器の空間体積（約7,900m3）に対し

て，パージ用排風機の容量が25,000m3/hであることか

ら，煙が充満しないため，消火活動が可能である。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器

を用いて行う設計とする。また，消火栓を用いても対応

できる設計とする。 

  低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置

する消火器については，消防法施行規則第六，七条に基

づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。

設置位置については，原子炉格納容器内の各フロアに対

して火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則

に定めるところの20m以内の距離に配置する。 

  また，原子炉格納容器全体漏えい率検査及び起動中に

おいては，原子炉格納容器内から消火器を移動し，原子

炉格納容器全体漏えい率検査及び起動時における窒素

置換完了までの間，原子炉格納容器内の１フロア分の消

火器を所員用エアロック室に配置し，残りの消火器は所

員用エアロック室近傍に配置する。 

  原子炉格納容器内の火災発生時には，初期消火要員，

自衛消防隊員が建物内の消火器を持って現場に向かう

ことを定め，定期的に訓練を実施する。 

原子炉格納容器での消火栓による消火活動を考慮

し，所員用エアロック室に，必要な数量の消火ホース

を配備する設計とする。 

  定期検査中において，原子炉格納容器内での点検にお

いて，火気作業，危険物取扱作業を実施する場合は，火

災防護計画にて定める管理手順に従って，消火器を配備

する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 原子炉格納容器の大

きさ及び排風機容量の

相違 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉の常設代

替交流電源設備（ガスタ

ービン発電機）は，建物

内に設置されており，全

域ガス消火設備にて消
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にも煙が充満することはない。また，常設代替高圧電源装置と

壁との離隔距離は約３ｍと消火器運搬、ホース展張には十分な

スペースを有し，かつ，第 41-1-21-2図に示すように消火活動

のためのアクセスルートは複数確保できる。したがって，消火

活動が困難にはならないエリアとして，消火器又は移動式消火

設備による消火を行う設計とする。 

第 41-1-21-1図 屋外の火災区域 

○軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所

用発電機燃料油貯蔵タンク 

火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない屋

外の火災区域については，消火器または移動式消火設備で消火

を行う設計とする。 

火する設計 

 海水ポンプ室につい

ては，消火器又は移動式

消火設備により消火す

る設計 

・設備の相違

【東海第二】 

 屋外エリアに設置し

ている設備の相違 
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○ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち，中央

制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

以外で可燃物が少ない火災区域又は火災区画について

は，消火器で消火を行う設計とする。 

これらの火災区域又は火災区画に対する消火器の配備

については，消防法施行規則第六， 七条に基づき各フロ

アの床面積から算出される必要量の消火器を建屋通路部

に設置することに加え，可燃物の少ない火災区域又は火

災区画の入口扉の近傍に配備する設計とする。 

○格納容器圧力逃がし装置格納槽

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した地

下格納槽であり，本区域に設置される機器はフィルタ装置，テ

ストタンク，移送ポンプ，排水ポンプ，電動弁である。フィル

タ装置，テストタンクは金属製の容器であり，可燃物ではなく，

移送ポンプ，排水ポンプは潤滑油を有しないため，油内包設備

ではない。また，電動弁の動力ケーブルには難燃ケーブルを使

用し，電線管に収納する設計としている。 

以上のことから当該区域の可燃物量は少なく、煙の充満によ

り消火活動が困難とならないエリアと選定し，消火器にて消火

を行う設計とする。 

○緊急時対策所建屋通路部等

緊急時対策所建屋の通路部，階段室，エアロック室等は煙の

充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画

であるため，消火器で消火を行う設計とする。 

○原子炉建屋原子炉棟 6階（オペレーティングフロア）

原子炉建屋原子炉棟 6 階（オペレーティングフロア）は煙の

充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画

であるため，消火器で消火を行う設計とする。 

○可燃物が少ない火災区域又は火災区画

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とならない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火

災区域又は火災区画については，消火器で消火を行う設計とす

る。

○ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち，

可燃物が少ない火災区域又は火災区画については，消

火器で消火を行う設計とする。 

これらの火災区域又は火災区画に対する消火器の配

備については，消防法施行規則第六，七条に基づき，

各フロアの床面積から算出される必要量の消火器を建

物通路部に設置することに加え，可燃物の少ない火災

区域又は火災区画の入口扉の近傍に配備する設計とす

る。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根 2号炉では，格納

容器フィルタベント格

納槽に全域ガス消火設

備を設置 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉では，緊急

時対策所には全域ガス

消火設備を設置する設

計 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉の原子炉

建物オペレーティング

フロアは，消火困難とな

る可能性を否定できな

いことから，ケーブルト

レイに対して局所ガス

消火設備を設置 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉では，緊急

時対策所には全域ガス

消火設備を設置する設

計 
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○ 屋外の火災区域又は火災区画

屋外の火災区域又は火災区画については，消火器又は

移動式消火設備により消火を行う設計とする。 

② 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮

消火用水供給系の水源は，5 号～7 号炉共用としてろ過水

タンク（約 1,000 ㎥）を 2 基設置し，多重性を有する設計

とする。（第 41-1-24 図） 

消火用水供給系の消火ポンプは，電動機駆動消火ポンプ，

ディーゼル駆動消火ポンプをそれぞれ１台以上設置し，多様

性を有する設計とする。なお，消火ポンプについては外部電

源喪失時であっても機能を喪失しないよう，ディーゼル駆動

消火ポンプについては起動用の蓄電池を設置する設計とす

る。 

第 41-1-24 図：消火用水供給系の概要 

② 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮

消火用水供給系の水源は，屋内の火災区域又は火災区画用と

しては、ろ過水貯蔵タンク（約 1,500m３），多目的タンク（約

1,500m３）を設置し多重性を有する設計とする。構内（屋外）

の火災区域用としては，原水タンク（約 1,000m３），多目的タ

ンク（約 1,500m３）を設置し多重性を有する設計とする。なお，

多目的タンクについては，屋内及び構内（屋外）で共用する設

計とする。（第 41-1-22図) 

屋内及び構内（屋外）消火用水供給系の消火ポンプは，電動

機駆動ポンプ，ディーゼル駆動ポンプをそれぞれ 1台ずつ設置

し多様性を有する設計とする。なお，消火ポンプは外部電源喪

失時であっても機能を喪失しないようディーゼル駆動消火ポ

ンプについては起動用の蓄電池を配備する設計とする。

第 41-1-22図 屋内消火用水供給系の概要 

○ 屋外の火災区域又は火災区画

屋外の火災区域又は火災区画については，消火器又

は移動式消火設備により消火を行う設計とする。 

② 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮

消火用水供給系の水源は，２号炉廻り消火系に補助消火水

槽（約200m3）を２基，44m盤消火系に44m盤消火タンク（約150m3）

を２基，45m盤消火系に45m盤消火タンク（約150m3）を２基，

サイトバンカ建物消火系にサイトバンカ建物消火タンク（約

45m3）を２基及び50m盤消火系に50m盤消火タンク（約150m3）

を２基設置し，多重性を有する設計とする。（第41-1-19図） 

消火用水供給系の消火ポンプは，２号炉廻り消火系，44m

盤消火系，45m盤消火系，サイトバンカ建物消火系及び50m盤

消火系に対して電動機駆動消火ポンプを２台ずつ設置し，多

重性を有する設計とする。なお，消火ポンプについては外部

電源喪失時であっても機能を喪失しないよう，非常用電源よ

り供給する設計とする。 

第 41-1-19図 消火用水供給系の概要（補助消火水槽の例） 

・記載の相違

【東海第二】 

 屋外の火災区域又は

火災区画の消火設備に

ついて記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根2号炉は，多重性

の観点で水源及び消火

ポンプを設置する設計 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根2号炉は，多重性

の観点で水源及び消火

ポンプを設置する設計 
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③ 系統分離に応じた独立性の考慮 

本要求は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画における消火設備への要求であることを考慮すると，

常設重大事故防止設備と設計基準事故対処設備，又は可搬型

重大事故防止設備と常設重大事故防止設備・設計基準事故対

処設備が単一の火災によって同時に機能喪失しないよう，区

分分離や位置的分散を図る設計とする。これらの設備がある

火災区域又は火災区画に設置する二酸化炭素消火設備及び全

域ガス消火設備は， 以下に示すとおり，上記の区分分離や位

置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。 

なお，補足説明資料「共-7 重大事故等対処設備の内部火災

に対する防護指針について」参考資料２に示すとおり，常設

重大事故防止設備については設計基準事故対処設備と位置的

分散を図る設計とする。また，可搬型重大事故防止設備につ

いても常設重大事故防止設備・設計基準事故対処設備と位置

的分散を図る設計とする。これらの機器が設置される火災区

域又は火災区画に対する消火設備として固定式消火設備，消

火器，移動式消火設備のいずれかを用いる設計とし，それぞ

れの消火設備は基準地震動に対する耐震性を確保するととも

に，互いに独立し影響しない設計とする。 

 

固定式消火設備については重大事故防止設備とその代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備を設置した火災区域又

は火災区画間で独立して設置し，電源についても各固定式消

火設備にバッテリーを配備し，異なる火災区域又は火災区画

で同時に固定式消火設備が機能喪失しない設計とする。加え

て上記のとおり，重大事故防止設備（常設，可搬）について

は代替する設計基準対処設備と必要な位置的分散を図り，異

なる火災区域又は火災区画に設置することで固定式消火設備

を共用しない設計とする。ただし，常設代替直流電源設備の

うち常設重大事故防止設備である蓄電池 A 系と設計基準対処

設備である蓄電池 B，C，D 系といった一部の電源設備等にお

いては異なる火災区域又は火災区画に設置されているが，消

火設備を選択弁方式による固定式消火設備で共用している。

これらについては，第 41-1-25 図に示すとおり消火に必要な

ボンベと容器弁の数に対して１本多くボンベと容器弁を独立

して設けることにより，容器弁が単一故障した場合であって

も必要な消火剤量が確保され，同時に機能を喪失することの

③ 系統分離に応じた独立性の考慮 

重大事故等対処施設は，重大事故に対処する機能と設計基準事

故対処設備の安全機能が単一の火災によって同時に機能喪失し

ないように，区分分離や位置的分散を図る設計とする。 

本要求は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画における消火設備に対して，「消火ポンプ系（その電源含

む。）等の動的機器の単一故障により，同時に機能を喪失する

ことがないこと」を要求していることから，該当する消火設備

について以下に示す。 

これらの設備がある火災区域又は火災区画に設置するハロゲ

ン化物消火設備及び二酸化炭素消火設備は，第 41-1-23図に示

すとおり，消火設備の動的機器の単一故障によっても，系統分

離された機器等に対する消火設備の消火機能が同時に喪失す

ることがないよう設計する。 

ｂ．ハロゲン化物自動消火設備（全域）及び二酸化炭素自動消

火設備（全域）の動的機器である選択弁・容器弁の単一故

障を想定しても，系統分離された常設重大事故防止設備の

ある火災区域又は火災区画に設置する消火設備の機能が同

時に機能喪失しないよう設計する。 

具体的には，系統分離された火災防護対象機器等を設置す

るそれぞれの火災区域又は火災区画に対して一つの消火設

備で消火を行う場合，容器弁及びボンベを必要数より１以

上多く設置する。 

また，容器弁の作動信号についても動的機器の単一故障に

より同時に機能を喪失しない設計とする。さらに，選択弁

を介した一つのラインで系統分離された相互の火災防護対

象機器を消火する場合は，当該選択弁を多重化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 系統分離に応じた独立性の考慮 

本要求は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画における消火設備への要求であることを考慮する

と，常設重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備，又

は可搬型重大事故防止設備と常設重大事故防止設備・設計

基準事故対処設備が単一の火災によって，同時に機能喪失

することがないよう，区分分離や位置的分散を図る設計と

する。これらの設備がある火災区域又は火災区画に設置す

る全域ガス消火設備は，以下に示すとおり，上記の区分分

離や位置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。 

なお，補足説明資料「共-7 重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護指針について」参考資料２に示すとおり，

常設重大事故防止設備については設計基準事故対処設備と

位置的分散を図る設計とする。また，可搬型重大事故防止

設備についても常設重大事故防止設備・設計基準事故対処

設備と位置的分散を図る設計とする。これらの機器が設置

される火災区域又は火災区画に対する消火設備として固定

式消火設備，消火器，移動式消火設備のいずれかを用いる

設計とし，それぞれの消火設備は基準地震動に対する耐震

性を確保するとともに，互いに独立し影響しない設計とす

る。 

固定式消火設備の消火エリアについては重大事故防止設

備とその代替する機能を有する設計基準事故対処設備を独

立して設置し，電源についても各固定式消火設備にバッテ

リーを配備し，異なる消火エリアで同時に固定式消火設備

が機能喪失しない設計とする。加えて上記のとおり，重大

事故防止設備（常設，可搬）についてはその代替する機能

を有する設計基準対処設備と必要な位置的分散を図り，異

なる消火エリアに設置することで固定式消火設備を共用し

ない設計とする。ただし，重大事故防止設備とその代替す

る機能を有する設計基準対処設備が選択弁方式による固定

式消火設備で共用する場合は，第41-1-20図に示すとおり消

火に必要なボンベと容器弁の数に対して１本多くボンベと

容器弁を独立して設けることにより，容器弁が単一故障し

た場合であっても必要な消火剤量が確保され，同時に機能

を喪失することのない設計とする。また，容器弁の作動信

号についても動的機器の単一故障により同時に機能を喪失

しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 
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ない設計とする。また，容器弁の作動信号についても動的機

器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。 

なお，静的機器である消火配管について は 24 時間以内の

単一故障想定は不要であり，また基準地震動で損傷しないよ

う設計するため，多重化しない設計とする。 

また，消火器については各フロアの床面積に対して消防法

施行規則第六， 七条にて要求される容量を通路部に配置する

ことに加えて，消火活動を行う各火災区域又は火災区画内外

に別途１本以上を配備し，単一故障により必要量を下回らな

い設計とする。 

なお，58 条の計装設備が設計基準対処設備と同じ火災区域

又は火災区画に設置されているが，上記のとおり必要本数に

１本以上を加えた消火器を配置することから，単一故障によ

り機能が失われることはない。 

移動式消火設備については，屋外の消火設備として用いる

設計とする。屋外に配置された軽油タンクが設計基準対処設

備と常設重大事故防止設備を兼ねる設備であること，常設重

大事故防止設備であるガスタービン発電機並びに可搬型重大

事故防止設備である電源車がともに屋外に設置されているこ

とから，複数の独立した移動式消火設備（消防自動車）を配

備し， 同時に消火設備の機能が喪失しない設計とする。 

以上により，消火設備の系統分離に応じた独立性を確保し，

動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とす

る。 

各設備に用いる消火設備と同じ消火設備を使用する場合の

独立性について第 41-1-7 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．静的機器である消火配管は，静的機器であり 24 時間以内

の単一故障の想定が不要であり，また，基準地震動ＳＳで

損傷しないよう設計するため，多重化しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，静的機器である消火配管については，24時間以内

の単一故障想定は不要であり，また，基準地震動で損傷し

ないよう設計するため，多重化しない設計とする。 

また，消火器については各フロアの床面積に対して消防

法施行規則第六，七条にて要求される容量を通路部に配置

することに加えて，消火活動を行う各火災区域又は火災区

画内外に別途１本以上を配備し，単一故障により必要量を

下回らない設計とする。 

 

 

 

 

移動式消火設備については，屋外の消火設備として用いる

設計とする。屋外に配置されたディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク及びガスタービン発電機用軽油タンクが設計基準対処設

備と常設重大事故防止設備を兼ねる設備であること，可搬型

重大事故防止設備である電源車がともに屋外に設置されてい

ることから，複数の独立した移動式消火設備（消防自動車）

を配備し， 同時に消火設備の機能が喪失しない設計とする。 

以上により，消火設備の系統分離に応じた独立性を確保し，

動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，消火

器の必要数の考え方を

記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根 2 号炉に類似箇

所はない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 屋外に設置している

設備の相違 
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第 41-1-25 図：系統分離に応じた独立性を考慮した 

消火設備の概要図 

 

第 41-1-7 表：各設備に対する消火設備と消火設備間の 

独立性について 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-23図 系統分離に応じた独立性を考慮した消火設備概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-20図 系統分離に応じた独立性を考慮した 

全域ガス消火設備の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 消火設備の構成の相

違 
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④ 火災に対する二次的影響の考慮 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する二酸化炭素消火設備及び全域ガス消火設備は，火

災が発生している火災区域又は火災区画からの火災の火

炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断

線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生していない重大

事故等対処施設に及ぼさない設計とする。 

 

 

また，これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火対象

となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別

の火災区域又は火災区画に設置し，火災による熱の影響を

受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続す

る安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。 

局所ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用する

とともに，ケーブルトレイ用及び電気盤・制御盤用の消火

設備については，ケーブルトレイ内又は盤内に消火剤をと

どめることで，ポンプ用局所ガス消火設備については，直

接熱影響を受けないよう消火対象とは十分離れた箇所にボ

ンベ及び制御盤等を設置することで，火災の火炎，熱によ

る直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発

等の二次的影響が，火災が発生していない重大事故等対処

施設を構成する構築物，系統及び機器に及ばない設計とす

る。また，中央制御室フリーアクセスフロアに設置する固

定式ガス消火設備についても電気絶縁性が高く，人体への

影響が小さいハロン 1301 を採用するとともに，消火対象

となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別

の火災区域又は火災区画に設置し，火災による熱の影響を

受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続す

る安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 火災に対する二次的影響の考慮 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置

するハロゲン化物消火設備及び二酸化炭素消火設備は，火災が

発生している火災区域又は火災区画からの火災の火炎，熱によ

る直接的な影響の他，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的

影響を受けず，重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさないよ

う，消火対象となる火災区域又は火災区画とは別の火災区域又

は火災区画にボンベ及び制御盤等を設置する設計とする。（第

41-1-24図，第 41-1-25図，第 41-1-26図） 

また，これら消火設備のボンベは，火災による熱の影響を受

けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全

弁等によりボンベの過圧を防止する設計とする。 

 

 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）は，電気絶縁性の高いガ

スを採用するとともに，ケーブルトレイ消火設備及び電源盤・

制御盤消火設備については，ケーブルトレイ内又は盤内に消火

剤を留めることとする。消火対象とは別のエリアにボンベ及び

制御盤等を設置することで，火災の火炎，熱による直接的な影

響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，

火災が発生していない安全機能を有する機器等におよばない

設計とする。 

また，中央制御室床下コンクリートピットに設置するハロゲ

ン化物自動消火設備（局所）についても電気絶縁性が高く，人

体への影響が小さいハロン 1301 を採用するとともに，消火対

象となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別

の区画に設置し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発

が発生しないよう，ボンベに接続する安全弁によりボンベの過

圧を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 火災に対する二次的影響の考慮 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する全域ガス消火設備は，火災が発生している火災区

域又は火災区画からの火災の火炎，熱による直接的な影響

のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響

が，火災が発生していない重大事故等対処施設に及ばない

設計とする。 

 

 

また，これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火ガス

放出エリアとは別のエリアに設置し，火災による熱の影響

を受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続

する安全弁等によりボンベの過圧を防止する設計とする。 

 

局所ガス消火設備（消火剤はFK-5-1-12）は，電気絶縁性

の高いガスを採用するとともに，ケーブルトレイ内に消火

剤を留めることで，火災の火炎，熱による直接的な影響の

みならず，煙，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発

生していない重大事故等対処施設に及ばない設計とする。 

 

 

 

また，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室

及び計算機室に設置する全域ガス消火設備についても，電

気絶縁性が高く，人体への影響が小さいハロン1301を採用

するとともに，ケーブルトレイ消火設備について，ケーブ

ルトレイ内に消火剤をとどめることで，火災の火炎，熱に

よる直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆

発等の二次的影響が，火災が発生していない重大事故等対

処施設に及ばない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉では，局所

ガス消火設備をケーブ

ルトレイに設置 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 
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第 41-1-24図 火災に対する二次的影響を考慮したハロゲン化消

火設備の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-25図 火災に対する二次的影響を考慮した 

二酸化炭素消火設備の消火対象物の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-26図 火災に対する二次的影響を考慮した 

二酸化炭素消火設備の消火対象物の例 
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⑤ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

油火災（発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油

を内包する設備や燃料タンクからの火災）が想定される非

常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料

ディタンク室には，消火性能の高い二酸化炭素消火設備を

設置しており，消防法施行規則第十九条に基づき算出され

る必要量の消火剤を配備する設計とする。その他の重大事

故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する

全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備については，消

防法施行規則第二十条並びに試験結果に基づき，単位体積

あたり必要な消火剤を配備する設計とする。特に，複数の

場所に対して消火する設備の消火剤の容量は，複数の消火

対象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以

上となるよう設計する。 

火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消

防法施行規則第六～八条に基づき算出される必要量の消火

剤を配備する設計とする。 

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「⑦消火用水

の最大放水量の確保」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に

関する規則」第八十三条第五号に基づき，恒設の消火設備

の代替として消火ホース等の資機材を備え付けている化学

消防自動車（２台，泡消火薬剤 500 L／台），泡消火薬剤備

蓄車（１台，泡消火薬剤 1,000 L／台），水槽付消防自動車

（１ 台，水槽 2,000 L／台）及び消防ポンプ自動車（１台），

1,000 L の泡消火薬剤を配備する設計とする。（第 41-1-26 

図） 

自衛消防隊は，自衛消防隊詰め所に 24 時間待機してい

ることから，速やかな消火活動が可能である。 

自衛消防隊詰め所近傍には，化学消防自動車（１台），水

⑤ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

油火災（油内包設備，燃料タンクからの火災）が想定される

非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発電機燃料デイ

タンク室及び緊急時対策所用発電機室（緊急時対策所用発電機

燃料油サービスタンク含む）には，消火性能の高い二酸化炭素

消火設備を設置しており，消防法施行規則第十九条に基づき算

出される必要量の消火剤を配備する設計とする。 

その他の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区

画に設置するハロゲン化物自動消火設備については消防法施

行規則第二十条並びに試験結果に基づき，単位体積あたりに必

要な消火剤を配備する設計とする。 

 

 

 

火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法

施行規則第六条～八条に基づき延床面積又は床面積から算出

される必要量の消火剤を配備する設計とする。 

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「⑦ 消火用水の

最大放水量の確保」に示す。 

 

第 41-1-7表 消火剤の容量（残留熱除去系ポンプ（A）室の例） 

 

 

⑥ 移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関す

る規則」第八十三条第五号に基づき，恒設の消火設備の代替と

して消火ホースなど資機材を備え付けている移動式消火設備 1

台（予備 1台）を監視所近傍に配備する設計とする（第 41-1-27，

41-1-28図）。 

 

 

 

また，監視所には自衛消防隊が 24 時間待機していることか

ら，速やかな消火活動が可能である。 

 

⑤ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備につい

ては，消防法施行規則第二十条並びに試験結果に基づき単

位体積当たり必要な消火剤を配備する設計とする。特に，

複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量は，複数

の消火対象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必

要量以上とする。 

火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消

防法施行規則第六～八条に基づき算出される必要量の消火

剤を配備する設計とする。 

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「⑦ 消火用

水の最大放水量の確保」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥  移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則」第八十三条第三号に基づき，恒設の消火設

備の代替として消火ホース等の資機材を備え付けている化

学消防自動車（１台，泡消火薬剤500 L／台，水槽1,300L

／台），小型動力ポンプ付水槽車（１台，水槽5,000L／台），

1,000Lの泡消火薬剤を配備する設計とする。（第41-1-21

図） 

 

自衛消防隊は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）に24時

間待機していることから，速やかな消火活動が可能である。 

自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近傍の第１保管エリア

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，重大事

故等対処施設に対して

二酸化炭素消火設備を

配備していない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備の仕様及び配備

数の相違 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉では，出動
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槽付消防自動車又は消防ポンプ自動車（１台），泡消火薬剤

備蓄車（１台），泡消火薬剤（1,500 L）を配備，荒浜側高

台の保管場所には，化学消防自動車（１台），消防ポンプ自

動車又は水槽付消防自動車（１台）,泡消火薬剤（1,500 L） 

を配備し位置的に分散配備する。これにより，万一，自衛

消防隊詰め所近傍に配備した消防自動車が出動不可能な場

合でも，自衛消防隊員が自衛消防隊詰め所から荒浜側高台

保管場所に 45 分以内に到着することすることで，当該場

所に保管している消防自動車を用いた速やかな消火活動が

可能である。（第 41-1-27 図） 

 

 

第 41-1-26 図：移動式消火設備の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  化学消防自動車    水槽付消防ポンプ車 

第 41-1-27図 化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ車 

 

 

 

 

 

 

 

には，化学消防自動車（１台），小型動力ポンプ付水槽車

（１台），泡消火薬剤（1,000 L）を配備する。第１保管エ

リアは地盤支持力が安定しているエリアであることに加

え，化学消防自動車等は基準地震動に対して転倒しない設

計とすることから，地震時においても速やかな消火活動が

可能である。（第41-1-22図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-21図 移動式消火設備の例 

 

 

 

 

 

 

 

困難とならないよう，移

動式消火設備を地盤支

持力が安定している第

１保管エリアの屋外に

保管しており，予備（小

型動力ポンプ付水槽車）

を配備するとともに

1000L 以上の泡消火薬

剤を配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 移動式消火設備の仕

様及び数量の相違  
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第 41-1-27 図：移動式消火設備の配置の概要 

⑦ 消火用水の最大放水量の確保

消火用水供給系の水源の供給先は屋内及び屋外の各消火

栓である。屋内及び屋外の消火栓については，消防法施行

令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び消防法施

行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準） を満足する

よう，2 時間の最大放水量（120 m3）を確保する設計とす

る。また，消火用水供給系の水源は 5 号炉，6 号炉，7 号

炉で共用であるが，万一 5 号炉，6 号炉，7 号炉それぞれ

単一の火災が同時に発生し消火栓による放水を実施した場

合に必要となる 360 m3 に対して，十分な水量である 

2,000m3 を確保する設計とする。 

第 41-1-28図 移動式消火設備の配置概要 

⑦ 消火用水の最大放水量の確保

消火用水供給系の水源の供給先は，屋内，屋外の各消火栓で

ある。屋内，屋外の消火栓については，消防法施行令第十一条

（屋内消火栓設備に関する基準），屋外消火栓は消防法施行令

第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満足するよう， 2

時間の最大放水量（120m３）確保する設計とする。また，消火

用水供給系の水源は東海発電所と東海第二発電所で一部共用

であるが，万一，東海発電所，東海第二発電所においてそれぞ

れ単一の火災が同時に発生し，消火栓による放水を実施した場

合に必要となる 240m３に対して十分な水量を確保する設計と

する。 

第41-1-22図 移動式消火設備の配置の概要 

⑦ 消火用水の最大放水量の確保

消火用水供給系の水源の供給先は屋内及び屋外の各消火

栓である。屋内及び屋外の消火栓については，消防法施行

令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び消防法施

行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満足する

よう，２時間の最大放水量（120m3）を確保する設計とする。 ・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，島根１

号炉と共用の消火系の

水源を使用しない 
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・消防法施行令第十一条の要求 

屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130L/min×2 時

間 

＝31.2m3 

 

・消防法施行令第十九条の要求 

屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350L/min×2 時

間 

＝84.0m3 

 

したがって，２時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋

外消火栓の必要水量の総和となり，31.2m3＋84.0m3＝

115.2m3≒120m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 水消火設備の優先供給 

消火用水供給系は，復水補給水系へ送水するラインと接

続されているが，復水補給水系隔離弁を設置し通常全閉と

することで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。

また，水道水系等と共用する場合には，隔離弁を設置し通

常時全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設

計とする。なお，水道水系とは共用しない設計とする。（第 

41-1-28 図） 

 

 

 

 

 

 

 

ａ. 消防法施行令第十一条要求 

    屋内消火栓必要水量 = 2箇所(消火栓)×130ℓ/min×2時間 

= 31.2m3 

ｂ. 消防法施行令第十九条 

    屋外消火栓必要水量 = 2箇所(消火栓)×350ℓ/min×2時間 

= 84.0m3 

 

屋内消火栓並びに構内（屋外）消火栓について，2 時間の放

水に必要な水量の総和は以下のとおりである。 

    屋内消火栓 31.2m３ + 屋外消火栓 84.0 m３  

= 115.2m３ ≒ 120m３ 

なお，屋内消火栓並びに屋外消火栓は東海発電所と一部共用

しているため，万一，東海発電所，東海第二発電所においてそ

れぞれ単一の火災が同時に発生し，消火栓による放水を実施し

た場合に必要となる量は以下の通りである。 

東海発電所：屋内消火栓 31.2m３ + 屋外消火栓 84.0m３ 

 = 115.2m３ 

東海第二発電所：屋内消火栓 31.2m３ + 屋外消火栓 84.0m３ 

 = 115.2m３ 

東海発電所 115.2m３ + 東海第二発電所 115.2m３ 

 = 230.4m３ ≒ 240m３ 

 

 

⑧ 水消火設備の優先供給 

消火水供給系は，所内用水系や飲料水系等と共用する場合に

は，隔離弁を設置して遮断する措置により，消火水供給系の優

先供給が可能な設計とする。（第 41-1-29図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・消防法施行令第十一条の要求 

屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130ℓ/min×2 時

間 

＝31.2m3 

 

・消防法施行令第十九条の要求 

屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350ℓ/min×2 時

間 

＝84.0m3 

 

従って，２時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋外消

火栓必要水量の総和となり，31.2m3＋84.0m3＝115.2m3≒

120m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧  水消火設備の優先供給 

消火用水供給系は，復水輸送系，所内ボイラ，海水電解

装置等へ送水するラインと接続されているが，隔離弁を設

置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先す

る設計とする。また，水道水系等と共用する場合には，隔

離弁を設置し通常時全閉とすることで消火用水供給系の供

給を優先する設計とする。なお，水道水系とは共用しない

設計とする。（第41-1-23図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

必要水量の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統の構成の相違 
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第 41-1-28 図：消火用水供給系の優先供給の概略図 

 

⑨ 消火設備の故障警報 

消火ポンプ，全域ガス消火設備等の消火設備は，下表に

示すとおり電源断等の故障警報を中央制御室に吹鳴する設

計とする。（第 41-1-8 表） 

なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制

御室及び必要な現場の制御盤警報を確認し，消火設備が故

障している場合には早期に補修を行う。 

 

 

第 41-1-8 表：消火設備の主な警報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-29図 消火水供給系の優先供給の概略図 

 

⑨ 消火設備の故障警報 

消火用水系の消火ポンプ，固定式消火設備は，第 41-1-8表に

示すとおり故障警報を中央制御室に発する設計とする。 

 

消火設備の故障警報が発報した場合には，中央制御室及び必

要な現場の制御盤警報を確認し，消火設備が故障している場合

には早期に補修を行う。 

 

 

第 41-1-8表 消火設備の主な故障警報 

 

※火災検知は火災区域に設置された感知器または消火設備の

ガス放出信号により中央制御室に警報を発報する。また，

動作原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考

えにくいが，中央制御室での警報と現場状況を確認するこ

とにより誤動作は確認可能。 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-23図 消火用水供給系の優先供給の概略図 

 

⑨ 消火設備の故障警報 

消火ポンプ，全域ガス消火設備等の消火設備は，下表に

示すとおり電源断等の故障警報を中央制御室に吹鳴する設

計とする。(第41-1-7表) 

なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制

御室及び必要な現場の制御盤警報を確認し，消火設備が故

障している場合には早期に補修を行う。 

 

 

第 41-1-7表 消火設備の主な警報 

 

 

※：火災検知については火災区域に設置された感知器又は消火設

備のガス放出信号により中央制御室に警報発報。また，作動

原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考えにく

いが，誤作動についてはガス放出信号により確認可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

消火用水供給系の構

成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の仕様の相違 
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⑩ 消火設備の電源確保 

消火用水供給系のうち，電動機駆動消火ポンプは常用電

源から受電する設計とするが，ディーゼル駆動消火ポンプ

は，外部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるよう

に蓄電池により電源を確保する設計とし，外部電源喪失時

においてもディーゼル機関より消火ポンプへ動力を供給す

ることによって消火用水供給系の機能を確保することがで

きる設計とする。（第 41-1-29 図） 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備及び局所

ガス消火設備は，外部電源喪失時にも消火が可能となるよ

う，非常用電源から受電するとともに，設備の動作に必要

な電源を供給する蓄電池も設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は，動作に

電源が不要な設計とする。 

 

 

 

 

 

⑩ 消火設備の電源確保 

消火用水供給系のうち，電動機駆動消火ポンプ，構内消火用

ポンプは常用電源から受電する設計とするが，ディーゼル駆動

消火ポンプ，ディーゼル駆動構内消火ポンプは，外部電源喪失

時でもディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電池によ

り電源を確保する設計とし，外部電源喪失時においてもディー

ゼル機関より消火ポンプへ動力を供給することにより消火用

水系の機能を確保ができる設計とする（第 41-1-30 図）。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の二酸

化炭素自動消火設備（全域），ハロゲン化物自動消火設備（全

域），ハロゲン化物自動消火設備（局所）(ケーブルトレイ用の

消火設備は除く)は，非常用電源から受電できる設計にすると

ともに，常設代替高圧電源装置からの電源が供給されるまでの

92 分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，

設備の作動に必要な電源を供給する設計とする（第 41-1-31

図）。 

緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画のハロゲン化物自

動消火設備（全域），二酸化炭素自動消火設備（全域）は，外

部電源喪失時にも消火ができるように，緊急時対策所用発電機

から受電できる設計とするとともに，緊急時対策所用発電機か

らの電源が供給されるまでの間，設備の作動に必要な蓄電池を

設け，電源を確保する設計とする。蓄電池の容量については，

外部電源喪失時は緊急時対策所用発電機が自動起動し，速やか

に電力を供給する設計であるが，保守的な条件として自動起動

に失敗し，緊急時対策所への移動時間も考慮した手動起動によ

り電力を供給する場合に電力が供給されるまでの時間である

30分間※以上の容量を有する設計とする。 

※必要な要員が緊急時対策所に集合するまでの時間 20 分

（移動時間 15分＋状況把握５分）と緊急時対策所から緊

急時対策所用発電機を起動し、給電完了するまでの時間

１０分を足し合わせた時間 

ケーブルトレイ用のハロゲン化物自動消火設備（局所）は，

作動に電源が不要な設計とする。 

 

 

 

 

 

⑩ 消火設備の電源確保 

消火用水供給系のうち，電動駆動消火ポンプは，外部電

源喪失時でも起動できるように非常用電源から電源を確保

する設計とし，外部電源喪失時においても消火用水供給系

の機能を確保することができる設計とする。 

(第41-1-24図) 

 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する全域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも消火が

可能となるよう，非常用電源，常設代替交流電源設備又は

緊急時対策所用発電機から受電するとともに，設備の作動

に必要な電源を供給する蓄電池も設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は，動作に

電源が不要な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

消火用水供給系の電

源設備構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

消火用水供給系の電

源設備構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，消防

法施行規則及び発電機

の起動時間を考慮した

蓄電池容量を確保 

 なお，島根 2号炉の消

火設備の電源は，全て同

じ設計 
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第 41-1-29 図：消火設備の電源確保の概要 

 

 

 

 

 

第 41-1-30図 ディーゼル駆動消火ポンプ制御盤内蓄電池 

 

 

第 41-1-31図 二酸化炭素自動消火設備（全域）制御盤内蓄電池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第41-1-24図 消火設備の電源確保の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の仕様の相違 
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⑪ 消火栓の配置 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火栓は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設

備に関する基準）及び第十九条（屋外消火栓設備に関する

基準）に準拠し，屋内は消火栓から半径 25m の範囲を考慮

して配置し，屋外は消火栓から半径 40m の範囲における消

火活動を考慮して配置することによって，全ての火災区域

又は火災区画の消火活動に対処できるように配置する設計

とする。 

（補足 41-5 添付資料９， 10） 

 

⑫ 固定式消火設備等の職員退避警報 

固定式消火設備である全域ガス消火設備，二酸化炭素消

火設備は，動作前に職員等の退出ができるように警報を吹

鳴し，20 秒以上の時間遅れをもってガス又は二酸化炭素を

放出する設計とする。また，二酸化炭素消火設備について

は，人体への影響を考慮し，入退室の管理を行う設計とす

る。（第 41-1-30 図） 

局所ガス消火設備のうち発火性又は引火性物質である潤

滑油を内包する設備に設置するものについては，消火剤に

毒性がないが，消火時に生成されるフッ化水素ガスが周囲

に拡散することを踏まえ，設備動作前に退避警報を発する

設計とする。また，局所ガス消火設備のうちケーブルトレ

イ， 電源盤，制御盤に設置するものについては，消火剤に

毒性がなく，消火時に生成されるフッ化水素ガスは延焼防

止シートを設置したケーブルトレイ内，又は金属製筐体で

構成される盤内に留まり，外部に有意な影響を及ぼさない

ため，設備動作前に退避警報を発しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 消火栓の配置 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置

する消火栓は，消防法施行令第十一条(屋内消火栓設備に関す

る基準)及び第十九条(屋外消火栓設備に関する基準)に準拠

し，屋内は消火栓から半径 25mの範囲，屋外は消火栓から半径

40mの範囲における消火活動に対処できる配置することによっ

て，全ての火災区域又は火災区画の消火活動に対処できるよう

に配置する設計とする。（資料 5 添付資料 9） 

 

 

 

⑫ 固定式消火設備等の職員退避警報 

固定式ガス消火設備として設置するハロゲン化物自動消火設

備（全域）及び二酸化炭素自動消火設備（全域）は，作動前に

職員等の退出ができるように警報又は音声警報を吹鳴し,25秒

以上の時間遅れをもってハロンガス又は二酸化炭素を放出す

る設計とする（第 41-1-32図）。 

 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）のうち油内包設備の消火

のために設置するものについては，消火剤に毒性がないが，消

火時に生成されるフッ化水素ガスが周囲に拡散することを踏

まえ，設備作動前に退避警報を発する設計とする。また，局所

ガス消火設備のうちケーブルトレイに設置するものについて

は，消火剤に毒性がなく，消火時に生成されるフッ化水素は防

火シートを設置したケーブルトレイ内に留まり，外部に有意な

影響を及ぼさないため，消火設備作動前に退避警報を発しない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 消火栓の配置 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火栓は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設

備に関する基準）及び第十九条（屋外消火設備に関する基

準）に準拠し，屋内は消火栓から半径25mの範囲を考慮して

配置し，屋外は消火栓から半径40mの範囲における消火活動

を考慮して配置することによって，全ての火災区域又は火

災区画の消火活動に対処できるように配置する設計とす

る。 

（補足41-5 添付資料９，10） 

 

⑫ 固定式消火設備等の職員退避警報 

固定式消火設備である全域ガス消火設備は，動作前に職

員等の退出ができるように警報または音声警報を吹鳴し、

20秒以上の時間遅れをもってガスを放出する設計とする。

（第41-1-25図） 

 

 

局所ガス消火設備のうちケーブルトレイに設置するもの

については，消火剤に毒性がなく，消火時に生成されるフ

ッ化水素ガスは延焼防止シートを設置したケーブルトレイ

内に留まり，外部に有意な影響を及ぼさないため，設備動

作前に退避警報を発しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 

【東海第二】 

 島根 2号では，消防法

に基づき遅延時間を設

定 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，局所ガ

ス消火設備をケーブル

トレイに設置 
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第 41-1-30 図：全域ガス消火設備，二酸化炭素消火設備の 

職員退避警報装置の例 

 

⑬ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそ

れがあることから，汚染された液体が管理されない状態で

管理区域外への流出を防止するため，管理区域と非管理区

域の境界に堰等を設置するとともに，各フロアの建屋内排

水系によって液体廃棄物処理系に回収し，処理する設計と

する。 

万一，流出した場合であっても建屋内排水系から系外に

放出する前にサンプリングを実施し，検出が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-32図 二酸化炭素自動消火設備（全域）の 

退避警報装置の例 

 

⑬ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火用水は，放射性物質を含むおそれ

があることから，管理区域外への流出を防止するため，管理区

域と非管理区域の境界に堰等を設置する（第 41-1-33 図）とと

もに，各フロアの建屋内排水系により液体廃棄物処理設備に回

収し，処理する設計とする。万一，流出した場合であっても建

屋内排水系から系外に放出する前にサンプリングを実施し,検

出が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-33図 原子炉建屋原子炉棟大物搬入口における堰の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-25図 全域ガス消火設備（ハロン1301）の 

職員退避警報装置の例 

 

⑬ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそ

れがあることから，汚染された液体の管理されない状態で

管理区域外への流出を防止するため，管理区域と非管理区

域の境界に堰等を設置するとともに，各フロアの建物内排

水系によって液体廃棄物処理系に回収し，処理する設計と

する。 

万一，流出した場合であっても建物内排水系から系外に

放出する前にサンプリングを実施し，検出が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 
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⑭ 消火用非常照明 

建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場

所への経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，消

防法で要求される消火継続時間 20 分に現場への移動等の

時間(最大約 1 時間)も考慮し，12 時間以上の容量の蓄電

池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。（第 41-1-31 

図） 

 

 

消火用非常照明器具の配置を添付資料７に示す。 

 

 

 

第 41-1-41図:消火用非常照明の設置例 

 

以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計と

することから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 消火用非常照明 

屋内及び構内（屋外）の消火栓，消火設備現場盤が設置さ

れる場所及び設置場所までの移動経路には，移動及び消火設

備の操作を行うため，現場への移動等の時間(最大約 1時間程

度（中央制御室での受信機盤確認後，建屋内及び構内（屋外）

の火災発生場所に到達する時間約 10 分，消火活動準備約 30

分～40分）に加え，消防法の消火継続時間 20分を考慮して，

12 時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する

設計とする（第 41-1-34図）。 

消火用の照明器具の配置を添付資料 6に示す。 

 

 

 

第 41-1-34図 蓄電池を内蔵する照明器具の例 

 

以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計

とすることから，火災防護に係る審査基準に適合しているもの

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 消火用非常照明 

建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場

所への経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，現

場への移動等の時間（最大約１時間程度（中央制御室での

感知後，建物内の火災発生場所に到達する時間約10分，消

火活動準備約30～40分（訓練実績）））に加え消火継続時

間20分を考慮して，８時間以上の容量の蓄電池を内蔵する

照明器具を設置する設計とする。（第41-1-26図） 

消火用非常照明器具の配置を添付資料７に示す。 

 

 

 

 

第 41-1-26図 消火用非常照明の設置例 

 

以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計と

することから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号機では，作業

に要する時間を踏まえ，

十分な容量の蓄電池を

内蔵する消火用非常用

照明を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の仕様の相違 
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2.1.2.2.地震等の自然現象への対策 

 

［要求事項］ 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性

能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設

計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 

B・C クラスの機器が設置されている場合が考えられる。こ

れらの機器が基準地震動により損傷し Sクラス機器である

原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないこ

とが要求されるところであるが、その際、耐震 B・C クラ

ス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合

においても、火災防護対象機器等の機能が維持されること

について確認されていなければならない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能

しなくなることのないよう、設計に当たっては配置が

考慮されていること。 

 

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべ

き自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文

献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及

びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度， 

事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大

事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能

を維持する設計とし，落雷については，「2.1.1.3(1) 落雷によ

る火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計と

する。 

2.1.2.2 地震等の自然現象への対策 

 

［要求事項］ 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能

が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計

であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B・C ク

ラスの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器

が基準地震動により損傷し S クラス機器である原子炉の火災

防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求される

ところであるが、その際、耐震 B・C クラス機器に基準地震動

による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対

象機器等の機能が維持されることについて確認されていなけ

ればならない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しな

くなることのないよう、設計に当たっては配置が考慮されてい

ること。 

 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然

現象を網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での

発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事

象を収集した。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間的余裕の観点から，原子炉設備に影響を与える

おそれがある自然現象として，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，落雷については，「2.1.1.3(1) 落

雷による火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する

設計とする。 

 

2.1.2.2.  地震等の自然現象への対策 

 

[要求事項] 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性

能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じ

た設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設

計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設

計であること。 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震

Ｂ・Ｃクラスの機器が設置されている場合が考えられる。

これらの機器が基準地震動により損傷しＳクラス機器であ

る原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがない

ことが要求されるところであるが、その際、耐震Ｂ・Ｃク

ラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場

合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されるこ

とについて確認されていなければならない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能

しなくなることのないよう、設計に当たっては配置が考

慮されていること。 

 

島根原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき

自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及び

その周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献

等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及び

その周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事

故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能

を維持する設計とし，落雷については，「2.1.1.3(1) 落雷によ

る火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の

相違 
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低温（凍結）については，「(1)凍結防止対策」に示す対策に

より機能を維持する設計とする。風（台風）に対しては，「(2)

風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。地

震については，「（3）地震対策」に示す対策により機能を維持す

る設計とする。 

上記以外の津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響及

び生物学的事象については，「(4)想定すべきその他の自然現象

に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計

とする。 

また，森林火災についても，「(4)想定すべきその他の自然現

象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設

計とする。 

 

(1) 凍結防止対策 

屋外に設置する火災感知設備，消火設備は，柏崎刈羽原

子力発電所において考慮している最低気温-15.2℃まで気

温が低下しても使用可能な火災感知設備，消火設備を設置

する設計とする。 

屋外消火設備の配管は保温材等により凍結防止対策を図

る設計とする。  

屋外消火栓本体はすべて，凍結を防止するため，通常は

ブロー弁を常時開として消火栓本体内の水が排水され，消

火栓を使用する場合に屋外消火栓バルブを回転させブロー

弁を閉にして放水可能とする双口地上式（不凍式消火栓型※

1）を採用する設計とする。（第 41-1-32～41-1-36 図） 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，凍結防止対策

を実施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準

に適合するものと考える。 

 

※1 管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせ

ず，常に給水を止めることなく，管や機器内に滞留する

凍結前の水を自動的に管外に排水させ，凍結による閉塞

や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付けているもの。 

 

 

 

 

凍結については，以下「(1) 凍結防止対策」に示す対策によ

り機能を維持する設計とする。風(台風) 及び竜巻に対しては，

「(2) 風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計と

する。地震については，「(3) 地震対策」に示す対策により機

能を維持する設計とする。 

上記以外の津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪水，降水，

積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災，高潮については，

「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について」

に示す対策により機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

（1）凍結防止対策 

屋外に設置する火災感知設備は，東海第二発電所において考

慮している最低気温-12.7℃（水戸地方気象台（1897 年～2012

年））を踏まえ，約-20℃まで気温が低下しても使用可能な火災

感知設備を設置する設計とする。 

屋外消火設備の配管は，保温材により凍結防止対策を実施す

る。また，屋外消火栓は，消火栓内部に水が溜まらないような

構造とし，自動排水機構により通常は排水弁を通水状態，消火

栓使用時は排水弁を閉にして放水する設計とする（第 41-1-35

～37図）。 

 

 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，凍結防止対策を実

施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合す

るものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凍結については，「(1) 凍結防止対策」に示す対策により機

能を維持する設計とする。風（台風）に対しては，「(2) 風水

害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。地震に

ついては，「(3) 地震対策」に示す対策により機能を維持する

設計とする。 

上記以外の津波，竜巻，洪水，降水，積雪，地滑り・土石流，

火山の影響及び生物学的事象については，「(4) 想定すべきそ

の他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能

を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4) 想定すべきその他の自然

現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する

設計とする。 

 

 (1) 凍結防止対策 

   屋外に設置する火災感知設備，消火設備は，島根原子力発

電所において考慮している最低気温-8.7℃まで気温が低下し

ても使用可能な火災感知設備，消火設備を設置する設計とす

る。 

屋外消火設備の配管は保温材等により凍結防止対策を図る

設計とする。 

屋外消火栓本体はすべて，凍結を防止するため，通常はブ

ロー弁を常時開にして消火栓本体内に水が排水され，消火栓

を使用する場合には屋外消火栓バルブを回転させブロー弁を

閉にして放水可能とする不凍式消火栓※１を採用する設計と

する。（第41-1-27図～第41-1-29図） 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，凍結防止対策を

実施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適

合するものと考える。 

 

※1 管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせ

ず，常に給水を止めることなく，管や機器内に滞留する

凍結前の水を自動的に管外に排水させ，凍結による閉塞

や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付けているもの。 

 

 

 

 

 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の

相違 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の

相違 

 

 

 

 

 

 

・環境の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

立地条件の違いによ

り，設計上考慮すべき最

低気温の相違 
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第 41-1-32 図：屋外消火栓配置図（大湊側） 

 

 

第 41-1-33 図：屋外消火栓配置図（荒浜側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-37図 屋外消火栓配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-27図 屋外消火栓配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-109



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

第 41-1-34 図：屋外消火配管への保温材設置状況 

 

 

第 41-1-35 図：不凍式消火栓の設置状況 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-36図 屋外消火配管への保温材設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-28図 屋外消火配管への保温材設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の仕様の相違 
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第 41-1-36 図：不凍式消火栓の構造の概要 

 

 (2) 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポン

プ及びディーゼル駆動消火ポンプ等の機器は，風水害に対し

てその性能が著しく阻害されることがないよう，壁及び扉に

対して浸水対策を実施した建屋内に配置する設計とする。（第 

41-1-37 図） 

二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備及び局所ガス消火

設備についても， 風水害に対してその性能が著しく阻害され

ることがないよう，原子炉建屋・タービン建屋・コントロー

ル建屋等の建屋内に配置する設計とする。 

 

 

 

 

また，屋外の火災感知設備は，屋外仕様とした上で火災感

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-35図 屋外消火栓の構造概要 

 

(2) 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成するポンプ等の機器は，風

水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，火

災区域外の防潮堤が設置された敷地内の建屋内に配置する設

計とする。二酸化炭素自動消火設備（全域），ハロゲン化物自

動消火設備（全域），ハロゲン化物自動消火設備（局所）につ

いても，風水害に対してその性能が著しく阻害されることがな

いよう，原子炉建屋，緊急時対策所建屋，常設代替高圧電源装

置置場（地下階）等の建屋内に配置する設計とする。 

また，屋内消火用のディーゼル駆動消火ポンプ，電動機駆動

消火ポンプを設置しているポンプ室の壁，扉に対してその性能

が著しく阻害されることがないよう浸水対策を実施する（第

41-1-38 図）。屋外消火用のディーゼル駆動構内消火ポンプ、

構内消火用ポンプが設置されるエリアについても同様に浸水

対策を実施する設計とする。屋外の火災感知設備は，火災感知

 

 

 

 

 

 

第 41-1-29図 不凍式消火栓の構造及び概要 

 

(2) 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポン

プ等の機器は，風水害に対してその性能が著しく阻害される

ことがないよう，壁及び扉に対して浸水対策を実施した建物

内に配置する設計とする。（第41-1-30図） 

 

全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備についても，風水

害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，原

子炉建物，制御室建物等の建物内に配置する設計とする。 

 

 

 

 

 

また，屋外の火災感知設備は，屋外仕様とした上で火災感

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 
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知器の予備を保有し，万一，風水害の影響を受けた場合には，

早期に取替えを行うことにより当該設備の機能及び性能を復

旧する設計とする。 

屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害される

ことがないよう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受け

ない機械式を用いる設計とする。 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，風水害対策を実

施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合

するものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-37 図：消火ポンプ設置エリアの浸水対策 

 

(3) 地震対策 

① 地震対策 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

の火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設の

耐震クラスに応じて機能を維持できる設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

に設置される，油を内包する耐震 Bクラス及び耐震 C ク

器の予備を確保し，風水害の影響を受けた場合は，早期に火災

感知器の取替を行うことにより，当該設備の機能及び性能を復

旧する設計とする。 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，風水害対策を実施

する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合する

ものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-38図 消火ポンプ室ルーバー防水板設置状況 

 

(3) 地震対策 

① 地震対策 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災

感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設と同等の耐震性

を有する設計とし，地震時にも機能を維持できる設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置

される，油を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの機器

知器の予備を保有し，万一，風水害の影響を受けた場合には，

早期に取替えを行うことにより当該設備の機能及び性能を復

旧する設計とする。 

屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害される

ことがないよう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受け

ない機械式を用いる設計とする。 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，風水害対策を実

施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合

しているものと考える。 

 

 

 

 

第41-1-30図 消火ポンプ設置エリアの浸水対策 

 

(3) 地震対策 

① 地震対策 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

の火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設の

耐震クラスに応じて機能を維持できる設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

に設置される，油を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃク

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2 号炉に設置し

ている屋外消火栓は，風

水害の影響を考慮し，機

械式の動作機構を採用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-112



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ラスの機器は，基準地震動により油が漏えいしない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地盤変位対策 

屋外消火配管は，基本的に地上またはトレンチに設置

し，地震時における地盤変動に対して，その配管の自重

や内圧，外的荷重を考慮しても地盤沈下による建屋と周

辺地盤との相対変位を 1m 許容する設計とする。 

また，地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へ

のフレキシブル継手を採用する設計や，建屋等の取り合

い部における消火配管の曲げ加工（地震時の地盤変位を

配管の曲げ変形で吸収）を行う設計とする。（第 41-1-38 

図） 

さらに，屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火

設備を用いて屋内消火栓へ消火水の供給ができるよう，

建屋に給水接続口を設置している。 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，地震対策及び

地盤変位対策を実施する設計とすることから，火災防護に

係る審査基準に適合するものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，以下のいずれかの設計とすることで，地震によって耐震Ｂ

クラス及び耐震Ｃクラスの機器が機能喪失しても重大事故等

対処施設の機能喪失を防止する設計とする。 

・基準地震動ＳＳにより油が漏えいしない。 

・基準地震動ＳＳによって火災が発生しても，重大事故等対

処施設に影響を及ぼすことがないよう，基準地震動ＳＳに

よっても機能を維持する固定式消火設備によって速やか

に消火する。 

・基準地震動ＳＳによって火災が発生しても，重大事故等対

処施設の機能に影響を及ぼすことがないよう隔壁等によ

り分離する。基準地震動ＳＳにより油が漏えいしない設計

とする。 

 

② 地盤変位対策 

屋外消火配管は，地上又はトレンチに設置し，地震時におけ

る地盤変位に対し，配管の自重や内圧，外的荷重を考慮し地盤

沈下による建屋と周辺地盤との相対変位を考慮する設計とす

る。 

地盤変位対策としては，水消火配管のレイアウト，配管の曲

げ加工や配管支持長さからフレキシビリティを考慮した配置

とすることで，地盤変位による変形を配管系統全体で吸収する

設計とする（第 41-1-39図）。 

 

さらに，万が一，屋外消火配管が破断した場合でも消防車を

用いて屋内消火栓へ消火用水の供給ができるよう，原子炉建屋

の東西（各 1ヶ所）に給水接続口を設置する。 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，地震対策及び地盤

変位対策を実施する設計とすることから，火災防護に係る審査

基準に適合するものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラスの機器は，以下のいずれかの設計とすることにより，

地震によって耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの機器が機

能喪失しても重大事故等対処施設の機能喪失を防止する

設計とする。 

・ 基準地震動により油が漏えいしない。 

・ 基準地震動によって火災が発生しても，重大事故等

対処施設に影響を及ぼすことがないよう，基準地震

動に対して機能維持する固定式消火設備によって速

やかに消火する。 

・ 基準地震動によって火災が発生しても，重大事故等

対処施設の機能に影響を及ぼすことがないよう隔壁

等により分離する。 

 

② 地盤変位対策 

屋外消火配管は，地上又はトレンチに設置し，地震時

における地盤変位に対して，その配管の自重や内圧，外

的荷重を考慮し地盤沈下による建屋と周辺地盤との相対

変位を考慮する設計とする。 

また，地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へ

のフレキシブル継手を採用することで，地盤変位による

変形を配管系統全体で吸収する設計とする。（第41-1-31

図） 

 

さらに，万一屋外消火配管が破断した場合でも移動式

消火設備を用いて屋内消火栓へ消火水の供給ができるよ

う，建物に連結送水口を設置する設計とする。 

 

    以上より，火災感知設備及び消火設備は，地震対策及び地

盤変位対策を実施する設計とすることから，火災防護に係る

審査基準に適合するものと考える。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2 号炉では重大

事故等対処施設を設置

する火災区域又は火災

区画の耐震 B,C クラス

の油内包機器からは油

が漏えいしない設計 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 41-1-38 図：地盤変位対策の実施例 

 

 (4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

上記の自然現象を除き，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 

号炉で考慮すべき自然現象については，2.1.1.3．で記載のと

おり，津波，竜巻，降水，積雪， 地滑り，火山の影響及び生

物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感

知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又

は早期の取替，復旧を図る設計とするが，必要に応じて火災

監視員の配置や，代替消火設備の配備等を行い，必要な性能

を維持することとする。 

 

2.1.2.3. 消火設備の破損，誤動作又は誤操作への対策 

 

［要求事項］ 

2.2.3  安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備

の破損、誤動作又は誤操作によって、安全機能を失わな

い設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は

誤操作による溢水の安全機能への影響について「原子力

発電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。 

 

（参考） 

原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因

別に分類した以下の溢水を想定することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-39図 消火配管地下トレンチ,地上化状況 

 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

審査基準の 2.2.2 に記載のある凍結，風水害，地震以外の東

海第二発電所で考慮すべき自然現象については，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），洪水，降水，積雪，火山の影響，生物

学的事象，森林火災及び高潮がある。これらの自然現象により

感知及び消火の性能，性能が阻害された場合は，原因の除去ま

たは早期の取替え，復旧を図る設計とするが，必要に応じて監

視の強化や，代替消火設備の配備等を行い，必要な火災感知及

び消火機能，性能が維持できる設計とする。  

 

2.1.2.3 消火設備の破損，誤動作及び誤操作による安全機能の確

保 

［要求事項］ 

2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の

破損、誤動作又は誤操作によって、安全機能を失わない設

計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操作

による溢水の安全機能への影響について「原子力発電所の

内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。 

 

（参考） 

原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に

分類した以下の溢水を想定することとしている。 

 

第41-1-31図 地盤変位対策の実施例 

 

 (4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

上記の自然現象を除き，島根原子力発電所２号炉で考慮す

べき自然現象については，2.1.1.3.で記載のとおり，津波，

竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響，生物学的

事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感知及び

消火の機能，性能が阻害された場合には，原因の除去又は早

期の取替，復旧を図る設計とするが，必要に応じて火災監視

員の配置や代替消火設備の配備等を行い，必要な性能を維持

することとする。 

 

2.1.2.3. 消火設備の破損，誤動作又は誤操作への対策 

 

[要求事項] 

2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備

の破損、誤動作又は誤操作によって、安全機能を失わない

設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操

作による溢水の安全機能への影響について「原子力発電所

の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。 

 

（参考） 

原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因

別に分類した以下の溢水を想定することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の仕様の相違 

 

 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の

相違 
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a.想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢

水 

b.発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防

止のために設置される系統からの放水による溢水 

c.地震に起因する機器の破損等により生じる漏水によ

る溢水 

 

このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統

からの放水による溢水として、以下が想定されているこ

と。 

① 火災感知により自動作動するスプリンクラーから

の放水 

② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓から

の放水 

③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢

水 

 

二酸化炭素は不活性であること，全域ガス消火設備及び局所

ガス消火設備で使用するハロゲン化物消火剤は電気絶縁性が大

きく揮発性も高いことから，設備の破損，誤動作又は誤操作に

より消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与えない

ため，火災区域又は火災区画に設置するガス消火設備には，二

酸化炭素消火設備，ハロゲン化物消火剤を用いた全域ガス消火

設備又は局所ガス消火設備を選定する設計とする。 

なお，非常用ディーゼル発電機は，非常用ディーゼル発電機

室に設置する二酸化炭素消火設備の破損，誤動作又は誤操作に

よって二酸化炭素が放出されることによる窒息を考慮しても機

能が喪失しないよう，外気から直接給気を取り入れる設計とす

る。 

消火設備の放水等による溢水に対しては，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」

第九条に基づき，安全機能へ影響がないよう設計する。 

 

以上より，固定式消火設備については，設備の破損，誤動作

又は誤操作によっても電気及び機械設備に影響を与えないこ

と，消火設備の放水等による溢水等に対しては「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

則」第九条に基づき，安全機能へ影響がないことを確認してい

ａ．想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水 

 

ｂ．発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止の

ために設置される系統から放水による溢水 

ｃ．地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水 

 

 

このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの

放水による溢水として、以下が想定されていること。 

 

① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水 

 

② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水 

 

③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水 

 

 

二酸化炭素は不活性であること，ハロゲン化物消火剤は，電気

絶縁性が大きく揮発性も高いことから，設備の破損，誤作動ま

たは誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に

影響を与えないことから，火災区域又は火災区画に設置するガ

ス消火設備には，二酸化炭素自動消火設備（全域），ハロゲン

化物自動消火設備（全域）等を選定する設計とする。 

 

なお，非常用ディーゼル発電機は，非常用ディーゼル発電機室

に設置する二酸化炭素自動消火設備（全域）の破損，誤作動又

は誤操作により二酸化炭素が放出されることによる室内充満

を考慮しても機能が喪失しないよう，外部から給気を取り入れ

る設計とする。 

消火設備の放水による溢水等に対しては，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」

第九条に基づき，安全機能への影響がないよう設計する。 

 

以上より，固定式ガス消火設備については，設備の破損，誤

動作又は誤操作によっても電気及び機械設備に影響を与えな

いこと，消火設備の放水等による溢水等に対しては「実用発電

用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則」第九条に基づき，安全機能に影響がないことを確認し

ａ. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水 

 

ｂ. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防

止のために設置される系統からの放水による溢水 

ｃ. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による

溢水 

 

このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統か

らの放水による溢水として、以下が想定されていること。 

 

① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの

放水 

② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの

放水 

③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水 

 

 

全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で使用するハロゲン

化物消火剤は電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから，設備

の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても電気及

び機械設備に影響を与えないため，火災区域又は火災区画に設

置するガス消火設備には，ハロゲン化物消火剤を用いた全域ガ

ス消火設備及び局所ガス消火設備を選定する設計とする。 

 

なお，ディーゼル発電機は，ディーゼル発電機室に設置する

全域ガス消火設備の破損，誤作動又は誤操作によりハロゲン化

物消火剤が放出されることによる負触媒効果を考慮しても機能

が喪失しないよう，外部から給気を取り入れる設計とする。 

 

消火設備の放水等による溢水等に対しては，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」第九条に基づき，安全機能へ影響がないよう設計する。 

 

以上より，固定式ガス消火設備については，設備の破損，誤

作動又は誤操作によっても電気及び機械設備に影響を与えない

こと，消火設備の放水等による溢水等に対しては「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則」第九条に基づき，安全機能へ影響がないことを確認して
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ることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 

 

 

2.2 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

 

［要求事項］  

3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

火災防護対策の設計においては、2.に定める基本事項の

ほか、安全機能を有する構築物、系統及び機器のそれぞれ

の特徴を考慮した火災防護対策を講じること。 

（参考） 

安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火

災防護対策として、NRC が定める Regulatory Guide 1.189 に

は、以下のものが示されている。 

(1) ケーブル処理室 

① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口

を設けること。 

② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅 0.9 m、高さ 1.5 m 分

離すること。 

(2) 電気室 

電気室を他の目的で使用しないこと。 

(3)蓄電池室 

① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しな

いこと。 

② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持

できるようにすること。 

③ 換気機能の喪失時には制御室に警報を発する設計である

こと。 

(4)ポンプ室 

煙を排気する対策を講じること。 

(5)中央制御室等 

① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火

ダンパを設置すること。 

② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するも

のはこの限りではない。 

なお、防炎性については、消防法施行令第４条の３によるこ

と。 

 

ていることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考

える。 

 

2.2 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

 

 [要求事項] 

3．個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

火災防護対策の設計においては，2.に定める基本事項のほ

か，安全機能を有する構築物，系統及び機器のそれぞれの特

徴を考慮した火災防護対策を講じること。 

（参考） 

安全機能を有する構築物，系統及び機器の特徴を考慮した

火災防護対策として，NRC が定める Regulatory Guide 1.189 

には，以下のものが示されている。 

(1)ケーブル処理室 

① 消防隊員のアクセスのために，少なくとも二箇所の入口

を設けること。 

② ケーブルトレイ間は，少なくとも幅 0.9m，高さ 1.5m 分

離すること。 

(2)電気室 

電気室を他の目的で使用しないこと。 

(3)蓄電池室 

① 蓄電池室には，直流開閉装置やインバーターを収容しな

いこと。 

② 蓄電池室の換気設備が，２%を十分下回る水素濃度に維

持できるようにすること。 

③ 換気機能の喪失時には制御室に警報を発する設計であ

ること。 

(4)ポンプ室 

煙を排気する対策を講じること。 

(5)中央制御室等 

① 周辺の部屋との間の換気設備には，火災時に閉じる防火

ダンパを設置すること。 

② カーペットを敷かないこと。ただし，防炎性を有するも

のはこの限りではない。 

なお，防炎性については，消防法施行令第４条の３によ

ること。 

 

いることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考え

る。 

 

2.2. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

 

［要求事項］ 

3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

火災防護対策の設計においては、2. に定める基本事項のほ

か、安全機能を有する構築物、系統及び機器のそれぞれの特

徴を考慮した火災防護対策を講ずること。 

（参考） 

安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火

災防護対策として、NRC が定めるRegulatory Guide 1.189 に

は、以下のものが示されている。 

(1) ケーブル処理室 

① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口

を設けること。 

② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅0.9 m、高さ1.5 m 分

離すること。 

(2) 電気室 

電気室を他の目的で使用しないこと。 

(3) 蓄電池室 

① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しな

いこと。 

② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持

できるようにすること。 

③ 換気機能の喪失時には中央制御室に警報を発する設計

であること。 

(4) ポンプ室 

煙を排気する対策を講ずること。 

(5) 中央制御室等 

① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火

ダンパを設置すること。 

② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するも

のはこの限りではない。 

なお、防炎性については、消防法施行令第４条の３による

こと。 
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(6)使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備 

消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策

を講じること。 

(7)放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放

出を防ぐために、隔離できる設計であること。 

② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、

液体放射性廃棄物処理設備に回収できる設計であるこ

と。 

③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコー

ルフィルタ及び HEPA フィルタなどは、密閉した金属製

のタンク又は容器内に貯蔵すること。 

④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策

を講じること。 

 

以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮

した火災防護対策を実施する。 

 

(1) ケーブル処理室 

ケーブル処理室は全域ガス消火設備により消火する設計と

するが，消火活動のため２箇所の入口を設置する設計とし，

ケーブル処理室内においても消火要員による消火活動を可能

とする。（第 41-1-39 図） 

 

また，ケーブル処理室の火災の影響軽減のための対策とし

て， 最も分離距離を確保しなければならない蓋なしの動力ケ

ーブルトレイ間では，互いに相違する系列の間で水平方向 

0.9m，垂直方向 1.5m を最小離隔距離として設計する。その

他のケーブルトレイ間については IEEE384 に基づき火災の

影響軽減のために必要な分離距離を確保する設計とする。 

一方，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，アナログ

式の煙感知器， 熱感知器を設置するとともに，全域ガス消火

設備を設置する設計とする。また，安全系区分の異なるケー

ブルについては，非安全系ケーブルも含めて 1 時間以上の耐

火能力を有する分離板又は障壁で分離する設計とする。さら

に， 火災発生時，火災発生場所を火災感知設備により確認し， 

固定式消火設備又は床板を外して二酸化炭素消火器を用いた

消火活動を行うことも可能である。 

（6）使用済燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設備 

消火中に臨界が生じないように，臨界防止を考慮した対策

を講じること。 

（7）放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

① 換気設備は，他の火災区域や環境への放射性物質の放出

を防ぐために，隔離できる設計であること。 

② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため，液

体放射性廃棄物処理設備に回収できる設計であること。 

 

③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂，チャコール

フィルタ及び HEPA フィルタなどは，密閉した金属製の

タンクまたは容器内に貯蔵すること。 

④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策

を講じること 

 

以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮

した火災防護対策を実施する。 

 

(1) ケーブル処理室 

ケーブル処理室は，ハロゲン化物自動消火設備（全域）によ

り消火する設計とするが，消火活動のため 2箇所の入口を設置

する設計とし，ケーブル処理室内においても消火要員による消

火活動を可能とする（第 41-1-40図） 

 

また，ケーブル処理室の同一区域内には，異なる区分のケー

ブルが敷設されているが，区画による区分分離ができないこと

から，火災の影響軽減のための対策として，ケーブルトレイ間

では，互いに相違する系列の間で水平方向 0.9m，垂直方向 1.5m

を最小分離距離として設計する。最小分離距離を確保できない

場合は耐火障壁で分離する設計とする。 

一方，中央制御室床下コンクリートピットは，アナログ式の

煙感知器，熱感知器を設置するとともに，ハロゲン化物自動消

火設備（局所）を設置する設計とする。また，安全区分の異な

るケーブルについては，1時間以上の耐火能力を有するコンク

リートピット構造にて分離する設計とする。 

 

 

 

(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備 

消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対

策を講ずること。 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出

を防ぐために、隔離できる設計であること。 

② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液

体放射性廃棄物処理設備に回収できる設計であること。 

 

③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコール

フィルタ及びHEPAフィルタなどは、密閉した金属製のタ

ンク又は容器内に貯蔵すること。 

④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策

を講ずること。 

 

  以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮

した火災防護対策を実施する。 

 

 (1) ケーブル処理室 

ケーブル処理室は全域ガス消火設備により消火する設計と

するが，消火活動のため２箇所の入口を設置し，ケーブル処

理室内においても消火要員による消火活動を可能とする。（第

41-1-32図） 

 

なお，ケーブル処理室の同一区域内には，異なる区分のケ

ーブルトレイが布設されているため，IEEE384に基づき，互い

に相違する系列の間で水平方向0.9m，垂直方向1.5mを最小分

離距離として設計する。 

 

 

さらに，ケーブル処理室は，中央制御室及び補助盤室の制

御盤フロア下に設け，ケーブルを布設する構造であるが，中

央制御室及び補助盤室の制御盤直下は狭隘であり，互いに相

違する系列の火災防護対象ケーブルは近接して布設されてお

り，区域による区分分離ができないことから，火災の影響軽

減のための対策として，全域ガス消火設備及び１時間の耐火

能力を有する隔壁（耐火ラッピング）により分離する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 中央制御室の床下の

構造の相違 
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第 41-1-39 図：ケーブル処理室の入口設置状況 

(2) 電気室

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

(3) 蓄電池室

蓄電池室は以下のとおりと設計する。 

•蓄電池室には蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やイ

ンバータは設置しない設計とする。（第 41-1-40 図） 

•蓄電池室の換気設備は，社団法人電池工業会「蓄電池

室に関する設計指針(SBA G 0603 -2001)」に基づき，

水素ガスの排気に必要な換気量以上となるよう設計す

ることによって，蓄電池室内の水素濃度を 2vol%以下

の約 0.8vol%程度に維持する設計とする。（第 41-1-9 

表） 

•蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室

に警報を発報する設計とする。 

第 41-1-40図 ケーブル処理室の入口状況 

(2) 電気室

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

(3) 蓄電池室

蓄電池室は，以下のとおりとする。 

①蓄電池室には，蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やイン

バータは設置しない設計とする。（第 41-1-41図）

②蓄電池室の換気設備は，社団法人電池工業会「蓄電池室に

関する設計指針」（SBA G 0603-2001）に基づき，水素の排

気に必要な換気量以上となるよう設計することによって，

蓄電池室内の水素濃度を 2vol％以下の 0.8vol％程度に維持

する設計とする（第 41-1-9表）。

③蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に警

報を発する設計とする。

第 41-1-32図 ケーブル処理室の入口設置状況 

(2) 電気室

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。

(3) 蓄電池室

蓄電池室は，以下のとおり設計する。

・蓄電池室には，蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やイ

ンバータは設置しない設計とする。（第41-1-33図）

・蓄電池室の換気設備は，一般社団法人電池工業会「蓄電

池室に関する設計指針（SBA G 0603-2001）」に基づき，

水素ガスの排気に必要な換気量以上となるよう設計する

ことによって，蓄電池室内の水素濃度を2vol%以下の約

0.8vol%程度に維持する設計とする。（第41-1-8表）

・蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に

警報を発報する設計とする。

・常用系の蓄電池は，耐震クラスＣの要求であるが，基準

地震動Ssに対して機能維持を確保し，非常用系の蓄電池

と同様の信頼性を確保している。 

・常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，常用系の蓄電池

が非常用系の蓄電池に影響を及ぼすことがないよう，位

置的分散が図られた設計とするとともに，電気的にも２

つ以上の遮断器により切り離される設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉では，Ｓｓ

機能維持とし，非常用蓄

電池に波及的影響を及

ぼさないよう設計 
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第 41-1-40 図：蓄電池の設置状況 第 41-1-41図 蓄電池の設置状況 第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（１／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（２／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（３／９） 
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第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（４／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（５／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（６／９） 
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第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（７／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（８／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（９／９） 
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第 41-1-9 表：蓄電池室の換気風量 

(4) ポンプ室

重大事故等対処施設に該当するポンプの設置場所のう

ち，火災発生時の煙の充満により消火困難な場所には，消

火活動によらなくても迅速に消火できるよう固定式消火設

備を設置する。 

なお，固定式消火設備による消火後，消火の確認のため

に運転員や消防隊員がポンプ室に入る場合については，消

火直後に換気してしまうと新鮮な空気が供給され，再発火

するおそれがあることから，十分に冷却時間を確保した上

で，可搬型の排煙装置を準備し，扉の開放，換気空調系，

可搬型排煙装置により換気し，呼吸具の装備及び酸素濃度

を測定し安全確認後に入室する設計とする。 

(5) 中央制御室等

中央制御室は以下のとおり設計する。

•中央制御室と他の火災区域又は火災区画の換気空調系

の貫通部には，防火ダンパを設置する設計とする。 

•中央制御室のカーペットは，消防法施行令第四条の三の

防炎性を満足するカーペットを使用する設計とする。 

第 41-1-9表 蓄電池室の換気風量 

※：新設であり，空調機設計を実施中。今後の設計進捗により

変更も有り得る 

(4) ポンプ室

重大事故対処設備に該当するポンプの設置場所のうち，火災

発生時の煙の充満により消火困難な場所には，消火活動によら

なくても迅速に消火できるよう固定式消火設備を設置する設

計とする。 

また，火災が発生したポンプ室内に設置される重大事故等対

処設備は火災の影響を受けている可能性があるため，運転操作

では当該室に入室せず，当該室外の機器等により原子炉停止操

作を行う。 

なお，固定式消火設備による消火後，鎮火確認のために運転

員や消防隊員がポンプ室に入室する場合は，消火直後に換気を

すると新鮮な空気が供給され，再発火のおそれがあることか

ら，十分に冷却時間を確保した上で，可搬型の排煙装置を準備

し，扉の開放，換気空調系，可搬型排煙装置により換気し，呼

吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する。 

(5) 中央制御室等

中央制御室，緊急時対策所は，以下のとおり設計する。 

① 中央制御室を含む火災区域の境界、緊急時対策所の火災

区域又は火災区画の換気空調系の境界には，防火ダンパを

設置する設計とする。 

② 中央制御室のカーペット，緊急時対策所のタイルカーペ

ットは，消防法施行令第四条の三の防炎性を満足するカー

第41-1-8表 蓄電池室の換気風量 

(4) ポンプ室

重大事故等対処施設に該当するポンプの設置場所のうち，

火災発生時の煙の充満により消火困難な場所には，消火活動

によらなくても迅速に消火できるよう固定式消火設備を設

置する。 

なお，固定式消火設備による消火後，消火の確認のために

運転員や消防隊員がポンプ室に入る場合については，消火直

後に換気してしまうと新鮮な空気が供給され，再発火するお

それがあることから，十分に冷却時間を確保した上で，可搬

型の排煙装置を準備し，扉の開放や換気空調系，可搬型排煙

装置により換気し，呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全

確認後に入室する設計とする。 

(5) 中央制御室等

中央制御室は以下の通り設計する。

・中央制御室と他の火災区域又は火災区画の換気空調系の

貫通部には，防火ダンパを設置する設計とする。 

・中央制御室のカーペットは，消防法施行令第四条の三の

防炎性を満足するカーペットを使用する設計とする。

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，蓄電池

室の必要換気風量を踏

まえた換気風量を確保 

・運用の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉では，再発

火防止の観点から，十分

に冷却時間を確保した

上入室する設計 
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(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されている設備であ

り，ラックに燃料を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確

保すること，及びステンレス鋼の中性子吸収効果によって

未臨界性が確保される設計とする。 

新燃料貯蔵設備については，気中に設置している設備（ピ

ット構造で上部は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境である

が，消火活動により消火水が噴霧され，水分雰囲気に満た

された最適減速状態となっても未臨界性が確保される設計

とする。 

 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は，以

下のとおり設計する。 

•放射性廃棄物処理設備，放射性廃棄物貯蔵設備を設置す

る火災区域又は火災区画の管理区域用換気設備は，環

境への放射性物質の放出を防ぐ目的でフィルタを通し

て排気筒へ排気する設計とする。また，これらの換気

設備は，放射性物質の放出を防ぐため，空調を停止し，

風量調整ダンパを閉止し，隔離できる設計とする。 

•放水した消火水の溜り水は，建屋内排水系により液体放

射性廃棄物処理設備に回収できる設計としている。 

•放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂，濃縮廃液

は，固体廃棄物として処理を行うまでの間，密閉され

た金属製の槽・タンクで保管する設計とする。 

•放射性物質を含んだチャコールフィルタは，固体廃棄物

として処理するまでの間，ドラム缶に収納し保管する

設計とする。 

•放射性物質を含んだ HEPA フィルタは，固体廃棄物とし

て処理するまでの間，不燃シートに包んで保管する設

計とする。 

• 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備にお

いて，冷却が必要な崩壊熱が発生し，火災事象に至る

ような放射性廃棄物を貯蔵しない設計とする。 

 

 

 

ペットを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されている設備であり，

ラックに燃料を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保する

こと，及びステンレス鋼の中性子吸収効果によって未臨界性

が確保される設計とする。 

新燃料貯蔵設備については，気中に設置している設備（ピ

ット構造で上部は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが，

消火活動により消火水が噴霧され，水分雰囲気に満たされた

最適減速状態となっても未臨界性が確保される設計とする。 

 

 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は，以下

のとおり設計する。 

・ 放射性廃棄物処理設備，放射性廃棄物貯蔵設備を設置する

火災区域の管理区域用換気設備は，環境への放射性物質の

放出を防ぐ目的でフィルタを通して排気筒へ排気する設計

とする。また，これらの換気設備は，放射性物質の放出を

防ぐため，空調を停止し，風量調整ダンパを閉止し，隔離

できる設計とする。 

・ 放水した消火水の溜り水は，建物内排水系により液体放射

性廃棄物処理設備に回収できる設計とする。 

・ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂，濃縮廃液は，

固体廃棄物として処理を行うまでの間，金属製のタンクで

保管する設計とする。 

・ 放射性物質を含んだチャコールフィルタは，固体廃棄物と

して処理するまでの間，ドラム缶に収納し保管する設計と

する。 

・ 放射性物質を含んだＨＥＰＡフィルタは，固体廃棄物とし

て処理するまでの間，不燃シートに包んで保管する設計と

する。 

・ 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備におい

て，冷却が必要な崩壊熱が発生し，火災事象に至るような

放射性廃棄物を貯蔵しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉は，タンク

貯蔵のみである 
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2.3. 火災防護計画について 

［要求事項］ 

 

(2)火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な

手順、機器及び職員の体制を含めた火災防護計画を策定する

こと。 

 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項

について確認すること。また、上記事項に記載されていな

いものについては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を

参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階にお

いてそれが満足されているか否かを確認することができな

いものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運

転管理の段階において確認する必要がある。 

 

火災防護計画について 

1. 原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するた

めの火災防護計画を策定していること。 

2. 同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系

統及び機器の防護を目的として実施される火災防護対策及

び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体制が定

められていること。なお、ここでいう組織体制は下記に関

する内容を含む。 

①事業者の組織内における責任の所在。 

②同計画を遂行する各責任者に委任された権限。 

③同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。 

3. 同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火

災から防護するため、以下の 3 つの深層防護の概念に基づ

いて火災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防護対策

が含まれていること。 

①火災の発生を防止する。 

②火災を早期に感知して速やかに消火する。 

③消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、

原子炉の高温停止及び低温停止の機能が確保されるよう

に、当該安全機能を有する構築物、系統及び機器を防護

する。 

2.3 火災防護計画について 

［要求事項］ 

2.基本事項 

(2)火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な

手順、機器及び職員の体制を含めた火災防護計画を策定する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護計画について 

1．原子炉施設設置者が，火災防護対策を適切に実施するための

火災防護計画を策定していること。 

2．同計画に，各原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及

び機器の防護を目的として実施される火災防護対策及び計画

を実施するために必要な手順，機器，組織体制が定められて

いること。なお，ここでいう組織体制は下記に関する内容を

含む。 

① 事業者の組織内における責任の所在。 

② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。 

③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。 

3．同計画に，安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災か

ら防護するため，以下の３つの深層防護の概念に基づいて火

災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防護対策が含まれ

ていること。 

① 火災の発生を防止する。 

② 火災を早期に感知して速やかに消火する。 

③ 消火活動により，速やかに鎮火しない事態においても，原

子炉の高温停止及び低温停止の機能が確保されるように，

当該安全機能を有する構築物，系統及び機器を防護する。 

 

2.3. 火災防護計画について 

[要求事項] 

2. 基本事項 

(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な

手順、機器及び職員の体制を含めた火災防護計画を策定する

こと。 

 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項

について確認すること。また、上記事項に記載されていな

いものについては、JEAC4626-2010 及びJEAG4607-2010 を

参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階にお

いてそれが満足されているか否かを確認することができな

いものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運

転管理の段階において確認する必要がある。 

 

火災防護計画について 

１．原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するた

めの火災防護計画を策定していること。 

２．同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系

統及び機器の防護を目的として実施される火災防護対

策及び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体

制が定められていること。なお、ここでいう組織体制は

下記に関する内容を含む。 

① 事業者の組織内における責任の所在。 

② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。 

③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。 

３．同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火

災から防護するため、以下の３つの深層防護の概念に基

づいて火災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防

護対策が含まれていること。 

① 火災の発生を防止する。 

② 火災を早期に感知して速やかに消火する。 

③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態において

も、原子炉の高温停止及び低温停止の機能が確保され

るように、当該安全機能を有する構築物、系統及び機

器を防護する。 
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4. 同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認する

こと。 

①原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。 

②原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的と

した火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災による

影響の軽減の各対策の概要が記載されていること。 

 

 

発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施する

ため，火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂

行するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営管

理，必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対策を実施

するために必要な手順等について定めるとともに，発電用原子

炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器については，

火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽

減の 3 つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行

うことについて定める。重大事故等対処施設については，火災

の発生防止，並びに火災の早期感知及び消火を行うことについ

て定め，その他の発電用原子炉施設については，消防法等に基

づき設備等に応じた火災防護対策を行うことについて定める。 

 

 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するため

の運用等について定める。（８条-別添 1-資料 1） 

 

 

 

4．同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認するこ

と。 

① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。 

② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的と

した火災の発生防止，火災の感知及び消火，火災による影

響の軽減の各対策の概要が記載されていること。 

 

 

発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施する

ため，火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂

行するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営管

理，必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対策を実施

するために必要な手順等について定めるとともに，発電用原子

炉施設の安全機能を有する機器等については，火災の発生防

止，火災の早期感知・消火並びに，火災の影響軽減の 3つの深

層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うことについ

て定める。重大事故等対処施設については，火災の発生防止並

びに，火災の早期感知・消火の 2つの深層防護の概念に基づき

必要な火災防護対策を行うことについて定める。その他の発電

用原子炉施設については，消防法，建築基準法，日本電気協会

電気技術規程・指針に従った火災防護対策を行うことについて

定める。 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するため

の運用等について定める。 

 

(1) 火災防護計画の策定 

火災防護計画は，以下の項目を含めて策定する。 

① 火災防護に係る責任及び権限 

② 火災防護に係る体制 

③ 火災防護に係る運営管理（要員の確保を含む） 

④ 火災発生時の消火活動に係る手順 

⑤ 火災防護に係る教育訓練・力量管理 

⑥ 火災防護に係る品質保証 

火災防護計画は，東海第二発電所保安規定に基づく社内規

程として定める。火災防護活動に係る具体的な要領，手順に

ついては，火災防護計画及び関連文書として定める他，関連

する規程に必要事項を定め，適切に管理する。 

 

４．同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認する

こと。 

① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。 

② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目

的とした火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災

による影響の軽減の各対策の概要が記載されている

こと。 

 

発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施する

ため，火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂

行するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営管

理，必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対策を実施

するために必要な手順等について定めるとともに，発電用原子

炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器については，

火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽

減の３つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行

うことについて定める。重大事故等対処施設については，火災

の発生防止，並びに火災の早期感知及び消火を行うことについ

て定め，その他の発電用原子炉施設については，消防法等に基

づき設備等に応じた火災防護対策を行うことについて定める。 

 

 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するため

の運用等について定める。 

 

(1) 火災防護計画の策定 

火災防護計画は，以下の項目を含めて策定する。 

①火災防護に係る責任及び権限 

②火災防護に係る体制 

③火災防護に係る運営管理(要員の確保を含む) 

④火災発生時の消火活動に係る手順 

⑤火災防護に係る教育訓練・力量管理 

⑥火災防護に係る品質保証 

火災防護計画は，島根原子力発電所保安規定に基づく社内

規程として定める。火災防護活動に係わる具体的な要領，手

順については，火災防護計画及び関連文書として定めるほか，

関連する規程に必要事項を定め，適切に実施する。 
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(2) 責任と権限 

 

 

管理職は火災防護について十分に認識し，発電所職員が火災

防護計画の記載事項を理解し遵守できるよう，教育等を実施す

る責任を有する。 

東海第二発電所の作業に従事する全ての職員は，以下の責任

を有する。 

・火災発生時における対応手順を把握する。 

・作業区域においては火災の危険性を最小限に留めるような方

法で作業する。 

・火災発見時，速やかな報告を行うとともに，初期消火に努め

る。 

・火災発生のおそれに対する修正処置を行う。また，火災発生

のおそれに対する修正措置ができない場合は，状況を報告す

る。 

・火災防護設備の不適切な使用，損傷及び欠損などを発見した

場合は，報告する。 

・作業区域における非常口や消火設備（固定式消火設備，消火

器，消火栓）の位置を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 責任と権限 

火災防護計画における責任と権限の所在を第41-1-9表に

示す。 

管理職は火災防護について十分に認識し，発電所職員が火

災防護計画の記載事項を理解し遵守できるよう，教育等を実

施する責任を有する。 

島根原子力発電所の作業に従事する当社及び協力企業の全

ての職員は，以下の責任を有する。 

・火災発生時における対応手順を把握する。 

・作業区域においては火災の危険性を最小限にするような

方法で作業を行う。 

・火災発見時においては迅速な報告を行うとともに初期消

火に努める。 

・火災発生のおそれに対する修正処置を行う。また，火災

発生のおそれに対する修正措置ができない場合は，状況

を報告する。 

・火災防護設備の不適切な使用，損傷及び欠落を発見した

場合には，報告する。 

・作業区域における非常口や消火設備（固定式消火設備，

消火器，消火栓）の位置を把握する。 
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第41-1-9表 責任と権限（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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(3) 文書・記録の保管期間 

火災防護計画に係る業務における文書・記録の管理について，

保管責任者，保管場所，保管期間を火災防護計画に定める。 

 

 

(4) 消防計画の作成 

防火・防災管理者は，消防法に基づき防火・防災管理業務に

ついて必要な事項を定め，火災の予防及び火災・大規模地震・

その他の災害による人命の安全，被害の軽減，二次的な災害の

発生防止を目的とした消防計画を作成し，公設消防に届出る。 

 

また，消防計画の作成は，保安規定に基づき定められる火災

防護計画の中で管理する。 

 

 

第41-1-9表 責任と権限（２） 

 

 

 

 (3) 文書・記録の保管期間 

火災防護計画に係る業務における文書・記録の管理につい

て，保管責任者，保管場所，保管期間を火災防護計画に定め

る。 

 

(4) 消防計画の作成 

防火・防災管理者は，消防法に基づき防火・防災管理業務

について必要な事項を定め，火災の予防及び火災・大規模地

震・その他の災害による人命の安全，被害の軽減，二次的災

害発生防止を目的とした消防計画を作成し，公設消防へ届出

する。 

また，消防計画の作成は，保安規定に基づき定められる火

災防護計画の中で管理する。 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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(5) 自衛消防隊の編成及び役割 

東海第二発電所では，火災及び地震等の災害発生に備えて，

被害を最小限に留めるために，自衛消防隊を編成し，火災防護

計画にその役割を定める。 

以下に自衛消防隊の構成を示す。なお，要員変更があった場

合はその都度更新する。 

 

 

第 41-1-42図 自衛消防隊の編成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 自衛消防組織の編成及び役割 

島根原子力発電所では，火災及び地震等の災害発生に備え

て，被害を最小限にとどめるため，自衛消防組織を編成し，

火災防護計画にその役割を定める。なお，要員に変更があっ

た際はその都度更新する（第41-1-34図～第41-1-36図，第

41-1-10表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-34図 自衛消防組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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第41-1-35図 自衛消防隊編成（発電関連設備） 

 

 

 

第41-1-36図 自衛消防隊編成（その他区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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第41-1-10表 自衛消防隊編成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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(6) 消火活動の体制 

①初期消火要員の配備 

ａ．安全・防災グループマネージャーは，初期消火要員の役

割に応じた体制を構築し，11 名以上の要員を敷地内で基

準津波の影響が及ばない位置に 24時間常駐させる。なお，

消火活動にあたる人員は，火災の規模や場所(例えば管理

区域内)により適切に対応できる人数で対応する。 

 

ｂ．安全・防災グループマネージャーは，火災発生時の初期

消火要員の火災現場への参集について，通報連絡体制を

定める。 

②消火活動に必要な資機材 

安全・防災グループマネージャーは，消火活動に必要な資

機材を配備する。 

ａ．移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は，監視所付近に 1台（予備 1台）配備

する。施設防護グループマネージャーは，移動式消火設備

について必要な点検を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．泡消火薬剤の配備 

1時間の泡放射（400ℓ 毎分を同時に 2口）が可能な泡消

火薬剤（1,500ℓ 以上※）を常時配備し，維持・管理する。

訓練を実施する場合は，1,500ℓ を下回らないよう予め泡消

火薬剤を配備する。また，消火活動で使用した場合は遅滞

なく補給する。 

※JEAC4626-2010「原子力発電所の火災防護規程」に基づ

き，最も保有油量の多い主要変圧器の火災を想定し，概

ね 1 時間程度泡放射を継続できる泡消火剤量として

1,500ℓ を設定） 

 

 

(6) 消火活動の体制 

① 初期消火要員の配備 

a. 課長（保修管理）は，初期消火要員の役割に応じた体制

を構築し，10名以上の要員を常駐させる。なお，実際の消

火活動にあたる人員は必ず10名以上でなければならないも

のではなく，火災の規模や場所（例えば管理区域内）によ

り適切に対応できる人数で対応する。初期消火要員の役割

及び力量表の例を第41-1-11表，第41-1-12表に示す。 

b. 課長（保修管理）は，火災発生時の初期消火要員の火災

現場への参集について，通報連絡体制を定める。通報連絡

体制の例を第41-1-37図に示す。 

② 消火活動に必要な資機材 

課長（保修管理）は，消火活動に必要な資機材を配備する。 

消防資機材一覧表の例を第41-1-13表に示す。 

a. 化学消防自動車の配備 

化学消防自動車は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近

傍の第１保管エリアに１台配備する。課長（保修管理）は，

化学消防自動車の日常点検（毎日），消防艤装部点検（半

年毎），車両点検（３ヶ月毎）及び車検（２年毎）の点検

結果を確認する。 

b. 小型動力ポンプ付水槽車の配備 

小型動力ポンプ付水槽車は，自衛消防隊詰め所（免震重

要棟）近傍の第１保管エリアに１台配備する。課長（保修

管理）は，小型動力ポンプ付水槽車の日常点検（毎日），

消防艤装部点検（半年毎），車両点検（３ヶ月毎）及び車

検（２年毎）の点検結果を確認する。 

c. 泡消火薬剤の配備 

発電所におおむね１時間の泡放射（400 L 毎分を同時に

２口）が可能な泡消火薬剤（1,500L）を自衛消防隊詰め所

（免震重要棟）近傍の第１保管エリアに配備し，維持・管

理する。訓練を実施する場合は，1,500Lを下回らないよう

あらかじめ泡消火薬剤を配備する。また，消火活動で使用

した場合は遅滞なく補給する。 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

 島根 2号炉では，想定

される火災規模等を考

慮し，初期消火の最小要

員数として 10名が常駐 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根 2号炉では，想定

される火災規模や自衛

消防隊詰め所の位置等

を考慮して化学消防自

動車等の配備数及び配

備場所を決定 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根 2号炉では，想定

される火災規模や自衛

消防隊詰め所の位置等

を考慮して化学消防自

動車等の配備数および

配備場所を決定 
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ｃ．その他の資機材の配備 

消火活動に必要な化学消防自動車及び泡消火薬剤以外

のその他資機材を配備し，維持・管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. その他資機材の配備 

消火活動に必要な化学消防自動車及び泡消火薬剤以外の

その他資機材を配備し，維持・管理する。 

 

 

第41-1-37図 通報連絡体制（例）（１） 

 

 

 

第41-1-37図 通報連絡体制（例）（２） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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第41-1-37図 通報連絡体制（例）（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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第41-1-11表 初期消火要員に必要な力量及び教育訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根2号炉は，火災対

応に必要な知識・技能を

習得できるよう各役割

に応じた教育訓練を実

施 
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第41-1-12表 初期消火要員の教育訓練内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根2号炉は，火災対

応に必要な知識・技能を

習得できるよう各役割

に応じた教育訓練を実

施 
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第41-1-13表 消防資機材一覧表
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(7) 火災発生時の対応

①火災対応手順について

ａ．防火・防災管理者は，発電所構内での火災発生に備え，

火災対応手順及び消火戦略を定め，維持・管理を行う。

また，消火における人身安全を優先に，原子力特有の放

射線環境等を踏まえた各手順等を制定する。 

〇火災対応手順には，以下を含める。 

・役割と権限

・消火体制と連絡先

・複数同時火災発生時の対策

〇消火戦略には，以下を含める。 

・消防隊員の入室経路と退室経路

・消防隊員の配置(指揮者の位置，確認位置等)

・安全上重要な構築物，系統，機器の設置場所

・火災荷重

・放射線，有害物質，高電圧等の特別な危険性(爆発の

可能性含む)

・使用可能な火災防護設備(例:固定式消火設備，消火器，

消火栓等) 

・臨界その他の特別な懸念のための，特定の消火剤に対

する使用制限と代替手段

・熱や煙に感度の高い安全上重要な設備や機器の配置

・固定式消火設備，消火器，消火栓の配置

(7) 火災対策本部の設置

火災対策本部は，本部長が管理事務所２号館２階の緊急時

対策所に置くものとし，情報の収集，所内への放送等，職員

の人命安全のための避難誘導を最重点とした態勢を整え，

「自衛消防隊編成表」（第41-1-10表）に定める任務を行う。

現場指揮所は，自衛消防隊長が火災発生付近の建物入り口等

に設置するよう指示するものとし，「自衛消防隊編成表」（第

41-1-10表）に定める初期消火活動の指揮・公設消防の対応

及び発電所本部との情報連絡を行う。 

現場指揮所の指揮は自衛消防隊長があたる。公設消防の現

場指揮所が設置された場合には，自衛消防隊現場指揮所は，

火災対策本部との連絡要員を除き公設消防の指示に従いそ

の指揮下に入る。公設消防の現場指揮所との窓口は自衛消防

隊長とする。 

(8) 火災発生時の対応

① 火災対応手順の制定

a. 所長は，発電所構内での火災発生に備え，火災対応手順

及び消火戦略（Pre-Fire Plan）を定めるとともに，維持・

管理を行う。

(ⅰ) 火災対応手順には，以下を含める。 

・役割と権限

・消火体制と連絡先

・複数同時火災発生時の対応

(ⅱ) 消火戦略には，以下を含める。 

・消防隊員の入室経路と退去経路

・消防隊員の配置（指揮者位置，確認位置等）

・安全上重要な構造物，系統，機器の設置場所

・火災荷重

・放射線，有害物質，高電圧等の特別な危険性（爆発の可

能性含む） 

・使用可能な火災防護設備（例：固定式消火設備，消火器，

消火栓等） 

・臨界その他の特別な懸念のための，特定の消火剤に対す

る使用制限と代替手段 

・固定式消火設備，消火栓，消火器の配置

・体制の相違

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

・体制の相違

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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・手動消火活動のための給水

・消火要員が使用する通信連絡システム

・個別の火災区域の消火対応手順

・大規模損壊時の火災対応

・外部火災(変圧器，森林火災等)の対応

②火災発生時の注意事項

防火・防災管理者は，火災発生時の注意事項として以下の

項目を定める。 

ａ．通報連絡 

ｂ．火災現場での活動に向けた準備 

ｃ．消火活動 

・初期消火活動

・自衛消防隊到着以降の消火活動

ｄ．公設消防への対応 

・公設消防への報告

・公設消防の装備(管理区域での汚染区分に応じた装備を

予め定める) 

・火災現場及び現場指揮本部での指揮命令系統の統一

・公設消防の汚染検査

・負傷者対応

ｅ．避難活動 

・避難周知

・作業員等の把握

・避難誘導

f.自衛消防隊の招集

・平日勤務時間

・平日夜間・休祭日

③中央制御室制御盤内の消火活動に関する注意事項

中央制御室制御盤内で火災が発生した場合の消火活動は，

常駐する運転員が初期の消火を実施するものの，自衛消防隊

が出動して消火活動にあたることとする。具体的な消火手順

については，消火戦略に以下の事項を定める。 

ａ．消火設備 

中央制御室制御盤内の火災については，電気機器への

影響がない二酸化炭素消火器を使用して，消火を行う。 

・手動消火活動のための給水

・消火要員が使用する通信連絡設備

・個別の火災区域の消火対応手順

・外部火災（変圧器，森林火災等）の対応

② 火災発生時の注意事項

所長は，火災発生時の注意事項として以下の項目を定め

る。 

a. 通報連絡

b. 火災現場での活動に向けた準備

c. 消火活動

(a) 初期消火活動

(b) 自衛消防隊到着以降の消火活動

d. 公設消防への対応

(a) 公設消防への報告

(b) 公設消防の装備（管理区域での汚染区分に応じた装備を

あらかじめ定める） 

(c) 火災現場及び現場指揮本部での指揮命令系統の統一

(d) 公設消防の汚染検査

(e) 負傷者対応

e. 避難活動

(a) 避難周知

(b) 作業員等の把握

(c) 避難誘導

f. 自衛消防隊の召集

(a) 平日勤務時間

(b) 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）

③ 中央制御室制御盤内の消火活動に関する注意事項

中央制御室制御盤内で火災が発生した場合の消火活動につ

いては，中央制御室に常駐する運転員が実施することとする。

具体的な消火手順については，消火戦略に以下の事項を定め

る。 

a. 消火設備

中央制御室制御盤内の火災については，電気機器への

影響がない二酸化炭素消火器を使用して，消火を行う。 

・運用の相違

【東海第二】 

大規模損壊時の火災

対応は対応体制等が異

なることから，島根2号

炉では，SA対応手順に記

載 

・体制の相違

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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ｂ．消火手順 

・火災が発生した場合，運転員は受信機盤により，火災が

発生している区域・部屋を特定するとともにプラント運

転状況を監視する。 

・消火活動は 2 名で行い，1 名は直ちに至近の二酸化炭素

消火器を準備し，火災発生箇所に対して，消火活動を行

う。もう 1名は，予備の二酸化炭素消火器の準備等を行

う。 

・制御盤内での消火活動を行う場合は，セルフエアセット

を装着して消火活動を行う。 

・中央制御室主盤及び中央制御室裏盤への移動は，距離が

短いことから，短時間で移動して，速やかに消火活動を

実施する。 

・中央制御室の火災発生時の煙を排気するために排煙装置

を配備する。また，排煙装置の起動手順を定める。 

 

④中央制御室床下コンクリートピットでの火災発生時の注意

事項 

中央制御室床下コンクリートピットで火災が発生した場

合は，消火剤には毒性がないが，消火時にフッ化水素が生

成されることを踏まえ，運転員はセルフエアセットを装着

することを社内規定に定める。 

 

⑤火災鎮火後の処置 

発電長は，公設消防からの鎮火確認を受けたのち，設備状

態の確認を行い，設備担当箇所に点検依頼を行う。設備担当

箇所は，火災後に設備の健全性確認を行う。 

 

(8) 原子炉格納容器内の火災防護対策 

原子炉格納容器内は，プラント運転中は窒素が封入され不

活性化された環境となることから,火災の発生は想定されな

い。 

窒素が封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温

停止となる期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低

温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，

「2.1.3.1②原子炉格納容器内の系統分離」及び資料 8 に示

す火災防護対策及び以下の運用を行うことについて火災防

護計画に定める。 

b. 消火手順 

・火災が発生した場合，運転員は受信機盤により，火災が

発生している区域・部屋を特定するとともにプラント運

転状況を監視する。 

・消火活動は２名で行い，１名は直ちに至近の二酸化炭素

消火器を準備し，火災発生箇所に対して，消火活動を行

う。もう１名は，予備の二酸化炭素消火器の準備等を行

う。 

・制御盤内での消火活動を行う場合は，セルフエアセット

を装着して消火活動を行う。 

・中央制御室主盤及び中央制御室裏盤への移動は，距離が

短いことから，短時間で移動して，速やかに消火活動を

実施する。 

・中央制御室の火災発生時の煙を排気するために排煙装置

を配備する。また，排煙装置の起動手順を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 火災鎮火後の処置 

当直長は，公設消防からの鎮火確認を受けたのち，設備状

態の確認を行い，設備保守箇所へ点検依頼を行う。設備保守

箇所は火災後の設備健全性確認を行う。 

 

(9) 原子炉格納容器内の火災防護対策 

原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガ

スが封入され雰囲気が不活性化されていることから，火災の

発生は想定されない。 

一方で窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子

炉が低温停止に到達している期間であるが，わずかではある

ものの原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを

踏まえ，「2.1.3.1.(2)②原子炉格納容器内に対する火災の影

響軽減のための対策」及び資料８に示す火災防護対策及び以

下のとおり運用を行うことを火災防護計画に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉は，中央制

御室及びその床下のケ

ーブル処理室を独立し

た火災区域に設定して

いるため，ケーブル処理

室における消火活動が，

運転員に影響を与える

ことはない 
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・原子炉格納容器内での作業に伴い持込み可燃物が発生する

場合，持込み期間・可燃物量・持込み場所等を管理する。

また，原子炉格納容器内への持込み可燃物の仮置きは禁止

する。やむを得ず仮置きが発生する場合は，不燃シートで

覆うまたは金属箱の中に収納するとともに，その近傍に消

火器を準備する。

・原子炉格納容器内で火気作業を実施する場合は，火災防護

計画にて定める管理手順に従って実施する。

・原子炉格納容器内での火災発生に対し，原子炉格納容器内

への入退域箇所や，原子炉格納容器内外の消火器・近傍の

消火栓・通信設備の位置，原子炉格納容器内の安全系設備

やハザードの位置を明記した消火戦略を作成する。

(9) 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域に

対する火災防護対策 

①重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域

重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域は，

重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系統

及び機器を火災から防護することを目的として，適切に火災区

域を設定し，火災の発生防止，火災の感知・消火，それぞれを

考慮した火災防護対策を実施する。 

特に，火災防護対策については，以下の事項を火災防護計画

に定め，実施する。 

・建屋内に設置される重大事故等対処施設である常設重大事

故防止設備，常設重大事故緩和設備は，火災により重大事

故等に対処する機能が同時に喪失することがないよう，設

計基準対象設備の配置を考慮して火災区域に設置する。

・屋外の重大事故等対処施設については，火災により重大事

故等に対処する機能が同時に喪失しないよう配置上の考慮

を行う。

・屋外の常設重大事故等対処施設は，発電所敷地外からの火

災による延焼を防止するため，発電所敷地内に設定した防

火帯で囲んだ範囲の内側に防火帯と重複しないように配置

する。

・屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，附

属設備を含めて火災区域に設定する。

・原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，

持込み期間・可燃物量・持込み場所等を管理する。原子炉

格納容器内への持込み可燃物の仮置きは禁止とするが，や

むを得ず仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属

箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。 

・原子炉格納容器内での点検等で火気作業を実施する場合は，

火災防護計画にて定める管理手順に従って実施する。 

・原子炉格納容器内での火災発生に対して，原子炉格納容器

内への入退域箇所や，原子炉格納容器内外の消火器・近傍

の消火栓・通信連絡設備の位置，原子炉格納容器内の安全

系設備やハザードの位置を明記した消火戦略を作成する。

(10) 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域

に対する火災防護対策

① 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域

重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域に

ついては，重大事故等に対処するために必要な機能を有する

構築物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，

適切に火災区域を設定し，火災発生防止，火災の感知及び消

火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

特に火災防護対策として以下の事項を火災防護計画及びそ

の関連文書として定め，これを実施する。 

・建物内に設置される重大事故等対処施設である常設重大事

故防止設備，常設重大事故緩和設備は，火災によって重大

事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう，設計基準

対象施設の配置を考慮して火災区域に設置する。

・屋外の重大事故等対処施設については，火災によって重大

事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう配置上の考

慮を行う。

・屋外の常設重大事故等対処施設及び可搬型重大事故等対処

設備は，発電所敷地外からの火災による延焼を防止するた

め，原則，発電所敷地内に設定した防火帯で囲んだ範囲の

内側に防火帯と重複しないように配置する。なお，モニタ

リング・ポストは防火帯の外側に配置するが代替の可搬式

モニタリング・ポストを内側に配置する。

・屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，附

属設備を含めて火災区域に設定する。

・設備の相違

【東海第二】 

島根 2号炉では，モニ

タリング・ポストが敷地

外からの火災による影

響を受けた場合は，可搬

式モニタリング・ポスト

により対応 
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・常設代替高圧電源装置置場は，附属設備を含めて火災区域

を設定する。常設代替高圧電源装置を構成する主要機器で

ある，地下タンクに対して消防法等から空地の確保は要求

されないが，危険物である燃料油や可燃物があることから，

その保管場所については，「危険物の規制に関する政令」第

九条第一項第二号で示される「製造所」の指定数量の倍数

が十以下の空地の幅を参考にして，燃料タンクは 3m以上の

幅の空地を確保した範囲を火災区域として設定する。 

・上記で設定した火災区域の境界付近は，可燃物を置かない

管理を実施するとともに，周辺施設または植生との離隔，

周辺の植生区域の除草等の管理を実施する。 

・上記で設定した火災区域は，点検に係る資機材等の可燃物

の仮置きを禁止する。 

・常設代替交流電源装置置場の火災区域は，区域全体の火災

を感知するために，炎感知器及び熱感知カメラを設置する。 

・重大事故等対処施設（屋外に設定した火災区域，緊急時対

策所建屋含む）への屋外アクセスルートを定める。 

・屋外アクセスルート及びその周辺は，地震発生に伴う火災

の発生防止対策（変圧器等火災対策，可燃物・危険物管理

等）及び火災の延焼防止対策（消火配管の地上化，防油堤

設置等）を行う。 

・屋外アクセスルート近傍で設備工事，補修工事を実施する

場合は，火災発生の影響を考慮すること，必要な評価（内

部火災影響評価，外部火災影響評価）を実施することを火

災防護計画に定める。 

・屋外の火災区域での火災発生に対し，火災発生区域への入

退域箇所やアクセスルート，敷地内の消火栓，消火器，防

火水槽等の位置を明記した消火手順を作成する。 

 

②可搬型重大事故等対処設備の火災防護対策について 

可搬型重大事故等対処設備に対して実施する火災防護対策を

以下に示す。 

・保管場所の可燃物管理 

 可搬型重大事故等対処設備は，建屋内及び屋外に保

管しており，建屋内については，基準規則第八条及

び第四十一条に基づき設定した火災区域又は火災区

画に保管している。 

 屋外については，可搬型重大事故等対処設備を保管

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記で設定した火災区域の境界付近は，可燃物を置かない

管理を実施するとともに，周辺施設又は植生との離隔，周

辺の植生区域の除草等の管理を実施する。 

・上記で設定した火災区域については，点検に係る資機材等

の可燃物の仮置きを禁止する。 

 

 

・重大事故等対処施設（屋外に設定した火災区域，緊急時対

策所を含む。）への屋外アクセスルートを定める。 

・屋外アクセスルート及びその周辺については，地震発生に

伴う火災の発生防止対策（可燃物・危険物管理等）及び火

災の延焼防止対策（変圧器等火災対策，防油堤設置等）を

行う。 

・屋外アクセスルート近傍で設備の新設や補修工事を実施す

る場合には，火災発生の影響を考慮すること，必要な評価

（外部火災影響評価）を実施することを火災防護計画及び

その関連文書に定める。 

・屋外の火災区域での火災発生に対して，火災発生区域への

入退域箇所やアクセスルート，敷地内の消火栓，消火器，

消火用水源の位置等を明記した消火戦略を作成する。 

 

② 可搬型重大事故等対処設備及びその保管場所の火災防護

対策 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，建物内及び屋外に「保管」

されており，建物内については基準規則第８条，第41条に基

づき設定した火災区域に保管する。 

 

特に屋外の可搬型重大事故等対処設備及びその保管場所の

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根 2 号炉の常設代

替交流電源設備（ガスタ

ービン発電機）は建物内

に設置 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根 2 号炉の常設代

替交流電源設備（ガスタ

ービン発電機）は建物内

に設置 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，屋外

アクセスルート周辺の

火災は移動式消火設備

により消火 
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する保管場所の境界付近には可燃物を置かない管理

を実施するとともに，保管場所内の潤滑油又は燃料

油を内包する設備は，樹木等の可燃物に隣接する場

所に配置しないなどの保管場所外への延焼防止を考

慮する。 

・屋外の可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止

 可搬型重大事故等対処設備のうち，発火性又は引火

性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，

溶接構造，シール構造の採用等により，漏えいの防

止対策を講ずる。 

 保管にあたっては，保管場所内での他の設備への火

災の影響軽減のため，金属製のコンテナへの保管，

距離による離隔を考慮して保管する。 

 可搬型重大事故等対処設備の主要構造材には，不燃

性材料を使用する設計とするが，不燃性材料及び難

燃性材料，代替材料の使用が技術上困難な可搬型ホ

ース等については，金属製のコンテナ等に収納し，

火災の発生を防止する。使用時は，周囲に可燃物が

ないよう設置するとともに，使用時に定期的な状態

確認等，火災発生防止のための配慮を行う。

 可搬型重大事故等対処設備に使用するケーブルは，

原則，難燃ケーブルを使用する。難燃ケーブルを使

用しない可搬型重大事故等対処設備については，保

管時においては通電せず，金属製のコンテナに保管

する。使用時は，周囲に可燃物がないよう設置する

とともに，通電時に温度が異常に上昇しないことの

確認等，火災発生防止のための配慮を行う。

 可搬型重大事故等対処設備は，転倒防止対策により，

地震による火災の発生を防止する。

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，固縛，複数箇

所への分散配置等により，竜巻（風（台風含む））に

よる火災発生防止のための配慮を行う。 

・屋外の可搬型重大事故等対処設備保管場所の火災感知及び

消火 

 可搬型重大事故等対処設備保管場所の火災感知設備

は，早期に感知できるよう，固有の信号を発する異

なる種類の火災感知設備として，炎感知器と熱感知

カメラを設置する。可搬型重大事故等対処設備は，

火災防護対策として以下の事項を火災防護計画及びその関連

文書として定め，これを実施する。 

・可搬型重大事故等対処設備には危険物である燃料油や可燃

物を含むものがあることから，その保管場所については，

「危険物の規制に関する政令」で要求される空地のない対

象設備は，同令「屋外タンク貯蔵所」とみなし，同令第十

一条第一項第二号で要求される空地の幅を参考にして，保

管エリアの敷地境界から３ｍ以上の幅の空地を確保する。

（第41-1-38図） 

・分散配置が可能な可搬型重大事故等対処設備については，

火災によって重大事故等に対処する機能が同時に喪失しな

いよう，分散配置して保管する。 

・可搬型重大事故等対処設備は，設計基準対象施設及び常設

重大事故等対処施設に対して，可搬型重大事故等対処設備

からの火災又は設計基準対象施設若しくは常設重大事故等

対処施設からの火災により必要な機能が同時に喪失しない

よう，十分な離隔を取った上で保管する。 

・可搬型重大事故等対処設備は，設備間に３ｍの離隔距離を

取って保管する。 

・可搬型重大事故等対処設備は，竜巻（風(台風)含む）によ

る火災においても重大事故等に対処する機能が喪失しない

よう，配置上の考慮を行う。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，その周

囲に側溝を設けることによって，可搬型重大事故等対処設

備から潤滑油，燃料油が漏えいした場合には漏えいの拡大

防止を図る設計とする。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，火災発

生防止の観点から巡視を行うこと，巡視により潤滑油，燃

料油の漏えいを発見した場合には，吸着マット，土嚢等を

使用し漏えいの拡大防止対策を図ることを，火災防護計画

の関連図書に定める。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所の境界付近には可燃

物を置かない管理を実施するとともに，保管場所内の潤滑

油及び燃料油を内包する機器は，樹木等の可燃物に隣接す

る場所には配置しない等の保管場所外への延焼防止を考慮

する。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，点検に

係る資機材等の可燃物の仮置きを禁止する。

・運用の相違

【柏崎6/7】 

島根2号炉は，屋外の

可搬型重大事故等対処

設備の保管場所を火災

区域として設定してい

ない 

・運用の相違

【東海第二】 

島根2号炉は，「危険

物の規制に関する政令」

を参考に空地の幅を設

定 

・運用の相違

【東海第二】 

島根2号炉は，可搬型

重大事故等対処設備の

配備状況に応じた火災

防護対策を実施 

・運用の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，可搬型

重大事故等対処設備の

配備状況に応じた火災

防護対策を実施 
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火災感知設備により保管場所全体の火災の感知がで

きる範囲に保管する。（第 41-1-43図） 

 可搬型重大事故等対処設備保管場所の火災感知器

は，故障時に早期に取替えられるよう予備を保有す

る。 

 可搬型重大事故等対処設備保管場所の消火のため，

消火器及び消火活動を行うための屋外消火栓を設置

する。消火栓は，消防法に従い保管場所全体が消火

栓の消火範囲内（40m）となるように消火栓を設置す

る。（第 41-1-43図） 
 なお，地震時に消火栓が使用できない場合は，消火

器及び移動式消火設備にて消火する。 

 可搬型重大事故等対処設備保管場所の消火器は，地

震時の損傷防止のための転倒防止対策を実施する。 

 

次頁に屋外の可搬型重大事故等対処設備のリストを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，区域全

体の火災を感知するために，炎感知器及び熱感知カメラを

設置する。（第41-1-39図） 

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所の火災感知器は，故

障時に早期に取替えられるよう予備を保有する。 

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所での火災発生に対し

て，火災発生区域への入退域箇所やアクセスルート，敷地

内の消火栓，消火器，消火用水源の位置等を明記した消火

戦略を作成する。 

・可搬型重大事故等対処設備の主要構造材には，不燃性材料

を使用する設計とするが，不燃性材料及び難燃性材料，代

替材料の使用が技術上困難な可搬型ホース等については，

金属製のコンテナ等に収納し，火災の発生を防止する。使

用時は，周囲に可燃物がないよう設置するとともに，使用

時に定期的な状態確認等，火災発生防止のための配慮を行

う。 

・可搬型重大事故等対処設備に使用するケーブルは，原則，

難燃ケーブルを使用する。難燃ケーブルを使用しない可搬

型重大事故等対処設備については，保管時においては通電

せず，金属製のコンテナに保管する。使用時は，周囲に可

燃物がないよう設置するとともに，通電時に温度が異常に

上昇しないことの確認等，火災発生防止のための配慮を行

う。 

・可搬型重大事故等対処設備は，転倒防止対策により，地震

による火災の発生を防止する。 

・重大事故等対処設備保管場所の消火のため，消火器を設置

する。 

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所の消火器は，地震時

の損傷防止のための転倒防止対策を実施する。 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備のリストを第41-1-14表に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉は，可搬型

重大事故等対処設備の

配備状況に応じた火災

防護対策を実施 
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東海第二発電所 

屋外の可搬型重大事故等対処設備一覧表 

第41-1-14表 屋外の可搬型重大事故等対処設備一覧表 ・設備の相違

【東海第二】 

 屋外に配備する設備

の相違 
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第 41-1-43図 屋外の可搬型重大事故等対処設備保管場所の感知

設備、消火設備 

第41-1-38図 可搬型重大事故等対処設備の保管場所（例） 

第 41-1-39図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図

（１／４） 
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第 41-1-39図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図

（２／４） 

第 41-1-39図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図

（３／４） 
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(10) 消防法に基づく危険物施設予防管理・活動業務

防火・防災管理者は，消防法に基づき危険物施設予防規程を

作成し，市町村長へ届出する。防火・防災管理者は，危険物保

安監督者に対し，危険物災害予防規程に基づき，危険物施設の

保安業務の実施を指導する。 

危険物施設予防規程には，危険物施設の保安業務を以下のと

おり定める。 

・危険物施設の保安関係者に対する教育

・危険物施設における訓練

・巡視点検

・運転操作

・危険物の取扱い作業及び貯蔵

・危険物施設の補修

・非常時の措置

・油漏えい時の対応方法

・公設消防との連絡

・立入検査

第 41-1-39図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図

（４／４） 

(11) 消防法に基づく危険物施設予防管理・活動業務

所長は，消防法に基づき危険物災害予防規程を作成し，市

町村長へ届出する。所長は，危険物保安監督者に対し，危険

物災害予防規程に基づき危険物施設の保安業務の実施を指導

する。 

危険物災害予防規程には，危険物施設の保安業務を以下の

とおり定める。 

・危険物施設の保安関係者に対する教育

・危険物施設における訓練

・巡視・点検

・運転・操作

・危険物の取扱い作業・貯蔵

・危険物施設の補修

・非常時の措置

・油漏えい時の対処方法

・消防機関との連絡

・立入検査

危険物施設の適用範囲の例を「危険物製造所等許可施設一覧

表」（第41-1-15表）に示す。 

・体制の相違

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

・体制の相違

【東海第二】 

島根2号炉は，火災防

護計画には危険物災害

予防規程の作成につい

て定めているが，危険物

施設の保安業務の詳細

は危険物災害予防規程

に記載 
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第41-1-15表 危険物製造所等許可施設一覧表(1) 
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第41-1-15表 危険物製造所等許可施設一覧表(2) 
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(12) 消防法に基づく届出対象施設でない危険物貯蔵設備の管

理  

防火・防災管理者は，消防法に基づく市町村長への届出対

象施設ではない危険物貯蔵設備について，貯蔵する危険物の

種類，数量を管理する。 

消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない危険物

貯蔵設備の範囲の例を第41-1-16表 に示す。 

 

 

第41-1-16表 屋外の危険物貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根2号炉では，松江

市火災予防条例に基づ

き消防法に基づく市町

村長への届出対象施設

ではない危険物貯蔵設

備についても管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-151



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(11) 内部火災影響評価 

防火・防災管理者は，内部火災影響評価の手順及び実施頻度

を定め，内部火災影響評価を定期的に実施し原子炉の高温停止

及び低温停止ができることを確認する。 

 

(12) 外部火災影響評価 

防火・防災管理者は，外部火災影響評価条件を定期的に確認

する。評価結果に影響がある場合は，発電所敷地内外で発生す

る火災が安全施設へ影響を与えないこと，及び火災の二次的影

響に対する適切な防護対策が実施されていることを確認するた

めに，外部火災影響評価の再評価を実施する。 

 

(13) 防火管理 

建屋内通路部も含めた設備の増改良による現場状況の変化に

対する火災防護について，規定に取り込み管理する。 

①防火監視 

防火・防災管理者は，可燃物の持込み状況，防火扉の状態，

火災の原因となり得る過熱や引火性液体の漏えい等を監視

するための監視手順を定め，防火監視を実施する。防火監視

の結果，過熱や引火性液体の漏えい等が確認された場合に

は，改善を指示する。 

 

②持込み可燃物の管理 

防火・防災管理者は，火災の発生防止及び火災発生時の火

災規模の最小化，影響軽減を目的とした，持込み可燃物の運

用管理手順を定め，その管理状況を定期的に確認する。持込

み可燃物の運用管理手順には，発電所の運転に係る可燃物，

設備の保守点検のために一時的に持ち込まれる可燃物の管

理を実施する。 

持込み可燃物管理における，火災の発生防止，延焼防止に

関する遵守事項は以下のとおりである。 

・発電用原子炉施設内の各火災区域又は火災区画の耐火障

壁の耐火能力，設置されている火災感知器，消火設備の

情報から社内管理基準（持込み可燃物管理要領）を定め，

火災区域又は火災区画に持ち込まれ 1 日以上仮置きさ

れる可燃物と火災区域又は火災区画の既存の可燃物の

火災荷重の総和を評価し，その管理基準を超過しないよ

う，電算機のシステムにより持込み可燃物を管理する。 

(13) 内部火災影響評価 

所長は，内部火災影響評価の手順及び実施頻度を定め，内

部火災影響評価を定期的に実施し原子炉の高温停止及び低温

停止が達成，維持できることを確認する。 

 

(14) 外部火災影響評価 

所長は，外部火災影響評価条件を定期的に確認する。評価

結果に影響がある場合は，発電所敷地内外で発生する火災が

安全施設へ影響を与えないこと，及び火災の二次的影響に対

する適切な防護対策が実施されていることを確認するため

に，外部火災影響評価の再評価を実施する。 

 

(15) 防火管理 

 

 

① 防火監視 

防火・防災管理者は，可燃物の持込み状況，防火扉の状態，

火災の原因となり得る，過熱や引火性液体の漏えい等を監視

するための監視手順を定め，防火監視を実施する。防火監視

の結果，過熱や引火性液体の漏えい等が確認された場合には，

改善を指示する。 

 

② 持込み可燃物の管理 

所長は，火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，影

響軽減を目的とした，持込み可燃物の運用管理手順を定め，

その管理状況を定期的に確認する。持込み可燃物の運用管理

手順には，発電所の通常運転に関する可燃物，保守や改造に

使用するために持ち込まれる可燃物（一時的に持ち込まれる

可燃物を含む）の管理を含む。 

持込み可燃物管理における，火災の発生防止・延焼防止に

関する遵守事項は以下のとおり。 

・発電用原子炉施設内の各火災区域又は火災区画の耐火障壁

の耐火能力，設置されている火災感知器，消火設備の情報

から社内管理基準（持込み可燃物管理要領）を定め，火災

区域又は火災区画に持ち込まれ１日以上仮置きされる可燃

物と火災区域又は火災区画の既存の可燃物の火災荷重の総

和を評価し，その管理基準を超過しないよう，電算機のシ

ステムにより持込み可燃物を管理する。 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置きを禁止する。 

・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器がない

場所に可燃物を仮置きする場合には，不燃シートで覆

うまたは金属箱の中に収納するとともに，その近傍に

消火器を準備する。 

・系統分離のために設置する隔壁に対し，開口部の特徴を

考慮した可燃物管理を行う。管理は以下を考慮し，現場

への仮置き禁止及び新規設備設置時は火災影響評価を

行い，適切な分離対策を講じる。 

 物品，設備の配備が原因となる火災の影響によっ

て，両区分の火災防護対象機器が同時に機能喪失

することを防ぐ 

 物品，設備の配備が原因となる火災の影響によっ

て，系統分離のための隔壁の設計（壁高さ，設置

幅等）に影響が及ぶことを防ぐ 

 物品，設備の配備が原因となる火災の影響によっ

て，火災防護対象機器の機能に影響が及ぶことを

防ぐ 

 

 

第 41-1-44図 仮置き及び新規設備設置禁止区域平面イメージ図 

 

・火災区域又は火災区画での作業により，火災防護対象

機器近傍に可燃物を持ち込む場合には，作業員が目視

確認できる範囲内とし，休憩・作業終了後は，火災防

護対象機器近傍から移動する。 

 

・火災発生時の煙が充満しない火災区域又は火災区画に

は，可燃物の仮置きは，原則禁止とする。 

 

・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置を禁止する。 

・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器及び火災

防護対象ケーブルがない場所に可燃物を仮置きする場合に

は，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに，

その近傍に消火器を準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・火災区域又は火災区画での作業に伴い，火災防護対象機器

及び火災防護対象ケーブル近傍に作業上必要な可燃物を持

ち込む際には作業員の近くに置くとともに，休憩時や作業

終了時には火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル近

傍から移動する。 

・持込み可燃物管理により火災荷重を低く抑えることで，火

災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない設

計としている火災区域又は火災区画は，火災発生時の煙の

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根2号炉に類似箇所

はない 
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なお，定期検査中に持ち込まれる可燃物の仮設資材（分

電盤他）ついては，必要に応じて防火監視の強化を図

るとともに，仮設資材近傍での火気作業禁止といった

措置を実施し，火災の発生防止，延焼防止に努めるこ

とを可燃物の運用管理手順に定める。 

③火気作業管理

防火・防災管理者は，火気作業（溶接，溶断作業等）にお

ける火災発生防止及び火災発生時の火災規模の最小化，影響

軽減を目的とした火気作業管理手順について定め，発電所内

における火気作業管理状況を定期的に確認する。火気作業管

理手順には，以下を含める。 

・火気作業における作業体制

・火気作業中の確認事項

・火気作業中の留意事項（火気作業時の養生，消火器等の

配備，監視人の配置等）

・火気作業後の確認事項（火気作業終了後 30分後における

残り火確認）

・安全上重要と判断された区域における火気作業の管理

・火気作業養生材に関する事項

・仮設ケーブルの使用制限

・火気作業に関する教育

・作業以外の火気取扱について（喫煙等）

火気使用時の養生は，不燃シート・不燃テープを用いて養

生することを定める。 

なお，屋内における火気作業以外の作業で使用する養生シ

ート及び汚染防止用シートは，難燃シート及び難燃テープを

使用することを定める。 

④危険物の保管及び危険物取扱作業の管理

防火・防災管理者は，危険物に起因する火災発生の防止を

目的として，発電所の運転に係る危険物の保管や取扱，保守

点検における危険物の保管及び取扱作業管理について手順

を定めるとともに，発電所内における危険物の管理状況を定

期的に確認する。 

充満等により消火活動が困難とならない火災区域又は火災

区画を維持するよう，可燃物の仮置きを禁止する。 

なお，定期検査中の放射線管理資機材等の設置，工事用仮

設分電盤設置，工事用ケーブル・ホース類架設等の可燃性

の資機材を設置する場合には，防火監視の強化，可燃性の

資機材から６m（火災防護に係る審査基準2.3.1項(2)bで示

される水平距離を参考に設定）以内での火気作業禁止とい

った措置を行い，火災の発生防止・延焼防止に努めること

を持込み可燃物の運用管理手順に定める。 

③ 火気作業管理

防火・防災管理者は，火気作業における火災発生防止及び

火災発生時の規模の局限化，影響軽減を目的とした火気作業

管理手順について定め，発電所構内における火気作業管理状

況を定期的に確認する。火気作業管理手順には，以下を含め

る。 

・火気作業における作業体制

・火気作業前の確認事項

・火気作業中の留意事項（火気作業時の養生，消火器等の

配備，監視人の配置等）

・火気作業後の確認事項（火気作業終了後30分経過した時

点における残火確認等）

・安全上重要と判断された区域における火気作業の管理

・火気作業養生材に関する事項

・仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限

・火気作業に関する教育

・作業以外の火気取扱について（喫煙，暖房等）

火気使用時の養生については，不燃シート・不燃テープを

用い，確実に隙間のない養生を行うことを定める。 

なお，建物内の火気作業を除く作業で使用する養生シート

及び汚染防止用のシートには，難燃シート及び難燃テープを

使用することを定める。 

④ 危険物の保管及び危険物取扱作業の管理

所長は，危険物に起因する火災発生の防止を目的とし，発

電所の通常運転に関する危険物の保管や取扱，保守や改造に

おける危険物の保管及び取扱作業の管理について手順を定め

るとともに，発電所構内における危険物の管理状況を定期的

に確認する。 

・運用の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，火災防

護に係る審査基準を参

考として火気作業時に

おける可燃性の資機材

からの距離を設定 

・体制の相違

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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危険物の管理手順には以下を含める。 

・危険物の保管及び取扱に関する運用管理 

・危険物作業における作業体制 

・危険物取扱作業前の確認事項 

・危険物取扱作業中の留意事項 

・危険物取扱作業後の確認事項 

・安全上重要と判断された区域における危険物の保管及び

取扱作業の管理 

・危険物取扱に関する教育 

⑤有機溶剤の取扱い 

火災区域において有機溶剤を使用する場合は，火災発生防

止の観点から滞留を防止するため，建屋の機械換気に加え作

業場所の通気・換気を行うことを定める。 

⑥防火管理の適用除外項目 

防火管理で要求される事項を作業環境・物理的条件から満

足できない場合，火災防護設備が作業により機能低下または

喪失する場合には，作業者及び当社は，その作業内容及び防

火措置の必要性について検討・確認し，予め防火措置を定め

必要な申請書を作成し，防火・防災管理者の承認を得た後，

工事を実施できるものとする。 

⑦火災防護設備に関する要求の適用除外 

火災防護計画には，火災防護設備に関する要求の適用除外

に関する事項を定める。 

⑧火災防護設備の損傷に対する代替措置 

火災防護計画には，火災防護設備が損傷した場合の代替措

置に関する事項を定める。 

 

(14) 火災防護設備の維持管理 

①火災区域の維持管理 

・屋内の火災区域を構成する耐火壁，貫通部等の火災防護設

備の管理は社内規程に則り管理する。 

・屋外の火災区域(常設代替高圧電源装置置場)は，資機材管

理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行う

とともに，火災区域周辺の除草を行う。 

 

・火災区域の変更や設定した火災区域に影響を与える可能性

がある工事を実施する場合には，火災影響評価を行い，火

災による影響を考慮しても多重化されたそれぞれの系統

危険物管理手順には，以下を含める。 

・危険物の保管及び取扱に関する運用管理 

・危険物取扱作業における作業体制 

・危険物取扱作業前の確認事項 

・危険物取扱作業中の留意事項 

・危険物取扱作業後の確認事項 

・安全上重要と判断された区域における危険物の保管及び

取扱作業の管理 

・危険物取扱に関する教育 

⑤ 有機溶剤の取扱い 

火災区域において有機溶剤を使用する場合は，火災発生防

止の観点から滞留を防止するため，建物の機械換気に加え作

業場所の局所排気を行うことを定める。 

⑥ 防火管理の適用除外項目 

防火管理で要求される事項を作業環境・物理的条件から満

足できない場合，火災防護設備が作業により機能低下又は喪

失する場合には，作業者及び当社はその作業内容及び防火措

置の必要性について検討・確認し，あらかじめ防火措置を定

め必要な申請書を作成し，防火・防災管理者の承認を得た後，

工事を実施できるものとする。 

⑦ 火災防護設備に関する要求の適用除外 

火災防護計画には，火災防護設備に関する要求の適用除外

に関する事項を定める。 

⑧ 火災防護設備の損傷に対する代替措置基準 

火災防護計画には，火災防護設備が損傷した場合の代替措

置に関する事項を定める。 

 

(16) 火災防護設備の維持管理 

① 火災区域の維持管理 

・屋内の火災区域を構成する耐火壁，防火戸，貫通部等の

火災防護設備の管理は社内規程に則り管理を行う。 

・屋外の火災区域（ガスタービン発電機用軽油タンク設置

区域等）は資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可

燃物管理，巡視を行うとともに，火災区域周辺の除草を

行う。 

・火災区域の変更や火災区域設定に影響を与える可能性が

ある工事を実施する場合には，火災影響評価を行い，火

災による影響を考慮しても多重化されたそれぞれの系統

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 屋外に設置している

設備の相違 
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が同時に機能を失うことなく，原子炉を安全停止できるこ

とを確認するとともに，変更管理を行う。 

 

・可燃物が少ない火災区域又は火災区画において，可燃物と

なる設備(油内包設備，電源盤，ケーブル等)を追加設置す

る場合は，可燃物の仮置き禁止を前提に管理対象としてい

る可燃物と合算し，一般的な 10型粉末消火器(普通火災の

消火能力単位：3，油火災の消火能力単位：7)の消火性能

試験におけるガソリン量 42L(1,300MJ)とほぼ同等の可燃

物 1,000MJ，等価火災時間 0.1 時間のいずれも超えないよ

うに管理する。 

 

②火災防護設備の維持管理 

火災防護設備の維持管理は「2.3(18)火災防護設備の保守

管理」に示すとおり，社内規程に則り維持管理を行う。 

③防火帯の維持管理 

防火・防災管理者は，森林火災が発生した場合の延焼を防

止する防火帯の管理については，以下のとおり実施する。 

ａ．防火帯上の駐車禁止等の措置 

防火帯上に駐車場を設定しない。また，可燃物を有す

る設備を設置しない。 

ｂ．防火帯の巡視点検 

防火帯上に可燃物等がないこと等，防火帯に異常がな

いことを確認するため，防火帯の日常点検を実施する。

日常点検において，防火帯の損傷等の異常を確認した場

合は，速やかに補修作業を実施する。 

 

(15) 森林火災等の敷地外火災発生時の延焼防止対策 

森林火災の延焼を防止するために，防火帯を設置する。防火

帯は，火災防護対象機器を防護するよう設定する（防火帯の外

側となる設備は，送電線，通信線，気象観測装置及び放射能監

視設備）。防火帯は，発電所設備及び駐車場の配置状況を考慮し，

干渉しないように設定する。防火帯の設定にあたっては，モル

タル吹付け等を行い，可燃性物質が無い状態を維持管理する。 

万が一，敷地外の森林から出火し，敷地内の植生に延焼する

おそれがある場合は，統括管理者の指示により自衛消防隊が出

動し，予防散水等の延焼防止措置を行う。予防散水を含む森林

火災の対応手順は消火戦略に定める。 

が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停止及び低

温停止を達成し，維持できることを確認するとともに，

変更管理を行う。 

・可燃物が少ない火災区域又は火災区画について，設備を

追加設置（常設）する場合は，可燃物の仮置き禁止を前

提に管理対象としている可燃物と合算し，一般的な10型

粉末消火器（普通火災の消火能力単位：３，油火災の消

火能力単位：７）の消火性能試験におけるガソリン量42L

（約1,300MJ）とほぼ同等の可燃物量1,000MJ，等価火災

時間0.1時間のいずれも超えないように管理する。 

 

 

② 火災防護設備の維持管理 

火災防護設備の維持管理は「2.3.(21)火災防護設備の保守

管理」に示すとおり社内規程に則り維持管理を行う。 

③ 防火帯の維持管理 

防火・防災管理者は，森林火災が発生した場合の延焼を防

止する防火帯の管理については，以下のとおり実施する。 

a. 防火帯上の駐車禁止等の措置 

防火帯上に駐車場を設定しない。また，可燃物を有する

設備を設置しない。 

b. 防火帯の巡視点検 

防火帯上に可燃物等が無いこと及び異常等が無いことの

確認について，防火帯の日常点検を実施する。日常点検に

おいて，防火帯の損傷等の異常を確認した場合，補修作業

を実施する。 

 

(17) 森林火災等の敷地外火災発生時の延焼防止対策 

森林火災の延焼を防止するために,防火帯を設置する。防火

帯は,火災防護対象機器を原則防護するように設定する（防火

帯の外側となる設備は,送電線,通信線及び放射能監視設備）。

防火帯は,発電所設備及び駐車場の配置状況を考慮し,干渉し

ないように設定する。防火帯の設定にあたっては,モルタル吹

付け等を行い,可燃性物質がない状態を維持管理する。万一,

敷地外の森林から出火し,敷地内の植生へ延焼するおそれが

ある場合は,連絡責任者からの連絡により自衛消防隊が出動

し,予防散水等の延焼防止措置を行う。敷地内の植生に延焼し

た場合は,消火活動を行う。予防散水を含む森林火災の対応の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 防火帯の外側に設置

している設備の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

41-156



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

なお，適切な防火帯幅を確保しており，原子炉建屋などの重

要施設に延焼せず，安全機能が損なわれないことを外部火災影

響評価にて確認している。 

 

 

(16) 航空機衝突による発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策 

 

原子炉建屋周辺に航空機が衝突し，燃料火災が発生した場合，

直ちに公設消防に連絡するとともに，統括管理者の指示により

自衛消防隊が出動し，化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自

動車による泡消火を実施する。また，発電所対策本部本部長（所

長）が，事故対応を実施及び継続するために，可搬型代替注水

大型ポンプ及び放水砲による消火の実施が必要と判断した場合

は，緊急時対策要員を火災対応の指揮命令系統の下で消火活動

に従事させる。 

 

(17) 教育・訓練 

①防火・防災教育の実施 

防火・防災管理者及びその代行者等は，消防機関が行う講

習会及び研修会に参加するとともに，自衛消防組織に配備さ

れる要員をはじめとする職員に対し，防火・防災に関する教

育を計画的に実施し，記録及び報告書を総務グループマネー

ジャーが保管する。 

 

② 消防訓練の実施 

防火・防災管理者は，消火対応の力量を維持するために，

各種訓練を計画的に実施する。防火・防災管理者は，火災防

護活動に係る訓練の年間計画を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順については，消火戦略に定める。 

なお，敷地内の植生へ延焼した場合であっても,適切な防火

帯幅を確保しており,原子炉建物等の重要施設へ延焼せず,安

全機能が損なわれることはないことを，外部火災影響評価に

て確認している。 

 

(18) 航空機落下等による発電所施設の大規模損壊に伴う火災

対策 

発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策については別途定

める社内文書に基づいて対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

(19) 教育・訓練 

① 防火・防災教育の実施 

防火・防災管理者及びその代行者等は，消防機関等が行う

講習会及び研修会等に参加するとともに，自衛消防組織に配

備される要員をはじめとする職員等に対し防火・防災に関す

る教育を計画的に実施し，記録及び報告書を各教育訓練の主

管箇所が保管する。 

② 消防訓練の実施 

防火・防災管理者は，消火対応の力量を維持するために，

訓練を計画的に実施する。防火・防災管理者は，火災防護活

動に係わる訓練の年間計画を作成する。 

自衛消防隊に係る教育訓練の例を第41-1-17表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び体制の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

大規模損壊時の火災

対応は対応体制等が異

なることから，島根2号

炉では，SA対応手順に記

載 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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③ 初期消火要員に対する訓練

ａ．安全・防災グループマネージャーは，初期消火要員と

しての力量が確保されていることを確認するために，社

内規程に基づき作成する当該年度の運転員の教育・訓練

の実施結果を年 1回確認する。 

ｂ．中央制御室の制御盤内での火災を想定し，二酸化炭素

消火器の取扱いに関する教育及び訓練を実施するととも

に，制御盤内で消火活動を行う場合は，セルフエアセッ

トを装着することから，セルフエアセットの取扱いに関

する訓練も行う。 

ｃ．原子炉格納容器内での消火活動を迅速に行うため，原

子炉格納容器内火災に対する消火戦略を作成し，速やか

第41-1-17表 自衛消防隊に係る教育訓練 

③ 初期消火要員に対する訓練（運転員）

a. 防火・防災管理者は，「初期消火要員に必要な力量及び

教育訓練」（第１-13表）に基づく初期消火要員として

運転員の力量が確保されていることを確認するために，

社内マニュアルに基づき作成する当該年度の運転員の

教育・訓練の実施結果を年１回確認する。

b. 中央制御室制御盤内での火災を想定し，二酸化炭素消火

器の取扱いに関する教育並びに訓練を行うとともに，制

御盤内で消火活動を行う場合は，セルフエアセットを装

着することからセルフエアセットの取扱いに関する訓

練を行う。

c. 原子炉格納容器内での消火活動を迅速に行うため，原子

炉格納容器内火災に対する消火戦略を予め作成し，迅速

・体制の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉は，火災対

応に必要な知識・技能を

習得できるよう各役割

に応じた教育訓練を実

施 

・体制の相違

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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に消火活動ができるように訓練する。 

④ 初期消火要員に対する訓練(委託員) 

ａ．施設防護グループマネージャーは，委託消防員の業務

に係る仕様書において，調達要求事項が社内規程に従っ

て記載されていることを確認する。 

 

ｂ．安全・防災グループマネージャーは，初期消火要員と

して委託員の力量が確保されていることを確認するため

に，委託先の教育・訓練の実施報告書を半期ごとに確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 一般職員に対する教育 

防火・防災管理者は，一般職員に対し以下に関する教育を

必要に応じ計画的に実施する。 

・火災防護関連法令，規程類 

・火災発生時における対応手順 

・可燃物及び火気作業に関する運営管理 

・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置 

 

⑥ 協力会社に対する教育 

防火・防災管理者は，協力会社に対して以下に関する教育

を実施するよう指導する。 

・火災発生時における対応手順 

・可燃物及び火気作業に関する運営管理 

・危険物(液体，気体)の漏えい，流出時の措置 

 

⑦ 定期的な評価 

ａ．安全・防災グループマネージャーは，消火活動に必要な

体制について，総合的な訓練と実際の消火活動の結果を

に消火活動ができるよう定期的に訓練を行う。 

④ 初期消火要員に対する訓練（委託員） 

a. 課長（保修管理）は，委託消防員の業務に係る仕様書に

おいて，調達要求事項が社内マニュアルに従って明確に

記載されていることを確認する。 

 

b. 防火・防災管理者は，初期消火要員として委託員の力量

が確保されていることを確認するために，委託先の教

育・訓練の実施報告書を半期ごとに確認する。 

 

⑤ 自衛消防隊（消火班）に対する教育 

防火・防災管理者は，自衛消防隊（消火班）に対して，以

下に関する訓練を計画的に実施する。 

・消火活動（消火器・屋外消火栓等の使用） 

・現場整理（現場交通整理・火災現場保存） 

・資機材搬送（消火活動資機材の運搬） 

・情報連絡（発電所本部への情報連絡・現場での情報収集・

記録） 

・救護（負傷者の救護・引き渡しまでの応急手当） 

 

⑥ 一般職員に対する教育 

防火・防災管理者は，原子力発電所の当社一般職員に対し

て，以下に関する教育を計画的に実施する。 

・火災防護関連法令，規程類等 

・火災発生時における対応手順 

・可燃物及び火気作業に関する運営管理 

・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置 

 

⑦ 協力会社に対する教育 

防火・防災管理者は，原子力発電所に従事する協力会社に

対して，作業員に以下に関する教育を実施するよう指導する。 

・火災発生時における対応手順 

・可燃物及び火気作業に関する運営管理 

・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置 

 

⑧ 定期的な評価 

a. 課長（保修管理）は，消火活動に必要な体制について，

総合的な訓練と実際の消火活動の結果を年１回以上評

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 
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年 1 回以上評価して，より適切な体制となるように見直

しを行う。 

ｂ．前項の評価の際には，社内の講評，消防機関等の外部機

関からの指導事項などを踏まえて行う。 

ｃ．保安規定と災害対策要領にて定期的な評価実施する。ま

た，保全計画に定期的な評価結果を反映し適切に管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) 火災防護設備の保守管理 

火災防護設備の性能及び信頼性は，当該設備の検査，試験

及び保守点検が重要であることを認識した上で，消火器具な

ど消防設備も含めて，すべての火災防護設備が機能するよう

に維持する必要がある。したがって，防火・防災管理者は，

設備を適切に維持するために設備担当箇所のグループマネ

ージャーに対し，指導・監督する。 

設備担当箇所のグループマネージャーは，火災防護設備の

検査や試験及び保守点検について，社内規程に従い，保守管

理を行う。保守管理にあたっては，社内規程に基づき適切に

保全重要度を設定する。 

設備担当箇所のグループマネージャーは，社内規程に基づ

き保全の重要度に応じた保全計画を策定する。保全計画に

は，複合体及び 1時間耐火材に対する具体的な点検方法，頻

度，範囲を設定※する。なお，火災防護設備の補修，取替え

等の火災防護設備の保全工事等の計画及び実施に当たって

は，社内規程に基づき，必要に応じて設計計画を作成し，権

限者の承認を得る。 

 

価して，より適切な体制となるように見直しを行う。 

 

b.前項の評価の際には，社内の講評，消防機関等の外部機

関からの指導事項等を踏まえて行う。 

 

 

 

 

(20) 火災防護システムとその特徴 

①原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持するための機

能の確保を目的とした火災の発生防止，火災の感知及び消

火，火災による影響の軽減の各対策について，火災防護計

画の関連図書に定める。 

 

②重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域，

可搬型重大事故等対処施設に対する火災の発生防止，火災

の感知及び消火の各対策について，火災防護計画の関連図

書に定める。 

 

(21) 火災防護設備の保守管理 

火災防護設備の性能及び信頼性は，当該設備に施す検査，

試験及び保守に依存することを認識した上で，プラント設備

だけでなく消火器具等消防設備も含めて，すべての火災防護

設備が確実に機能するように維持する必要がある。そのため，

防火・防災管理者は，設備を適切に維持管理するために設備

担当箇所の課長に対し，指導・監督する。 

設備担当箇所の課長は，火災防護設備の検査や試験及び保

守について，社内マニュアルに従い，適切に保守管理を行う。

保守管理にあたっては，社内マニュアルに基づき適切に保全

重要度を設定する。 

設備担当箇所の課長は，社内マニュアルに基づき保全の重

要度に応じた保全計画の策定を行う。なお，火災防護設備の

補修，取替え及び改造の実施にあたっては，社内マニュアル

に基づき，火災防護システムとその特徴を踏まえ必要に応じ

て設計計画を作成し，権限者の承認を得る。 

 

 

 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根 2号炉では，要求

事項に基づき実施すべ

き火災防護対策を火災

防護計画の関連図書に

定めて明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 職務，責任者，役割及

び体制の相違 
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※：点検方法： 

①複合体：外観目視点検（傾向管理として定点観測な

ど）にて，複合体に異常のないこと（防火

シートの破損，重なり具合，結束ベルトや

ファイアストッパの破損，脱落など）を確

認 

（系統分離のための耐火材内の複合体は，耐

火材外面状態を踏まえて内部を確認） 

②1時間耐火材：外観目視点検（傾向管理として定点観

測など）にて，発泡被覆シートに割れ，

膨れ，剥がれ等の異常がないことを確

認 

点検頻度，範囲：100%／10年とし，施工範囲を適切に管

理 

火災防護設備の保全工事等の計画及び実施に当たっては，

社内規程に基づき，発注先に対しての要求事項の明確化等，

保全工事等の計画を具体化し，計画に従い実施する。 

 

火災防護設備は，社内規程に基づき点検・補修等の結果を

確認し，機器の機能を満足することを評価する。火災防護設

備の点検・補修で不適合が生じた場合には，社内規程に基づ

き，前述の確認結果及び評価結果を踏まえて実施すべき点検

の方法，実施頻度及び是正処置並びに予防処置を講じる。 

 

火災防護設備の保全の有効性評価及びフォローアップに

ついては，社内規程に基づき，火災防護設備に対する点検の

妥当性，保全計画の妥当性を確認する。また，評価結果によ

り改善が必要とされた場合は，点検，保全計画について改善

する。 

火災防護設備については，社内規程に基づき，火災防護設

備に対する保守管理の妥当性を評価する。また，評価結果に

基づき，必要に応じて保守管理の改善案を作成する。 

 

 

(19) 固定式消火設備に係わる運用 

固定式消火設備に係わる運用について，以下のとおり定め

る。 

防火・防災管理者は，この運用を作業員に周知するととも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護設備の保全工事等の計画及び実施にあたっては，

社内マニュアルに基づき，発注先に対しての要求事項の明確

化等，保全工事等の計画について具体化し，計画に従い，実

施する。 

火災防護設備は，社内マニュアルに基づき点検・補修等の

結果から所定の機能を発揮し得る状態にあることを確認・評

価する。火災防護設備の点検・補修で不適合が生じた場合に

は，社内マニュアルに基づき，前述の確認・評価の結果を踏

まえて実施すべき点検等の方法，実施頻度及び時期の是正処

置並びに予防処置を講じる。 

火災防護設備の保全の有効性評価及びフォローアップにつ

いては，社内マニュアルに基づき，火災防護設備に対する点

検の妥当性，保全計画の妥当性等を確認する。また，評価の

結果，改善が必要なものが確認された場合は，これを改善す

る。 

火災防護設備については，社内マニュアルに基づき，火災

防護設備に対する保守管理の妥当性を評価する。また，評価

した結果に基づき，必要に応じて保守管理の改善案を作成す

る。 

 

(22) 固定式消火設備に係わる運用 

固定式消火設備に係わる運用について，以下のとおり定め

る。 

防火・防災管理者は，この運用を作業員に周知するととも

・運用の相違 

【東海第二】 

設備の仕様の相違 
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に，現場に掲示する。固定式消火設備の操作は，基本的に初

期消火要員（運転員）が行う。 

①ハロゲン化物自動消火設備（全域）及びハロゲン化物自動消

火設備（局所） 

ハロゲン化物自動消火設備（全域）で使用するガスはハロ

ン 1301 であり，設備作動に伴う人体への影響はないが，ハ

ロゲン化物自動消火設備（全域）の作動時には，発電長は当

該室内の職員，作業員を退避させる。 

ハロゲン化物自動消火設備（全域）の設置区域は，起動時

に扉が解放していると消火剤が流出するため，当該設置区域

の扉は閉運用であること，ハロゲン化物自動消火設備（全域）

が設置されていることを現場に掲示する。 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）は，原子炉建屋通路部

に設置されている制御棒駆動水（CRD）ポンプ，ほう酸水注

入系（SLC）ポンプといった油内包設備，ケーブルトレイを

対象に設置することから，消火対象物の識別，設置場所の明

示を行う。 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）で使用するガスは，ハ

ロン 1301 または FK-5-1-12 であり，設備作動に伴う人体へ

の影響はないが，ハロゲン化物自動消火設備（局所）の作動

時には，発電長は作動エリアの作業員等を退避させる。 

 

②二酸化炭素自動消火設備（全域） 

油火災が想定される非常用ディーゼル発電機（以下「DG」

という。）に対する二酸化炭素自動消火設備（全域）は，通

常の起動方式を自動で運用する。当該室への入室時の人身安

全の確保の観点から，非常用ディーゼル発電機室入口扉は施

錠管理する設計とし，さらに起動方式を自動から手動に切替

ないと，施錠した鍵が開錠しない設計とする。また，二酸化

炭素自動消火設備（全域）の起動方式を手動状態としている

時には，中央制御室制御盤及び現場入口扉の表示を点滅させ

る設計とすることで，退室時の手動から自動起動に切替るこ

とが抜けてしまうことのないような設計とする。 

加えて，作業者等が入室している際には設備が自動で起動

しない運用を徹底するため，以下のとおり入退室管理を行

う。また，この入退室手順については文書に定めるとともに，

現場に掲示する。 

 

に，現場に掲示する。固定式消火設備の操作は，基本的に初

期消火要員（運転員）が行う。 

① 全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備 

 

全域ガス消火設備で使用するガスはハロン1301であり，

設備動作に伴う人体への影響はないが，全域ガス消火設備

の動作時には，当直長は区域内の作業員等を退避させる。 

 

全域ガス消火設備の設置区域については，起動時に扉が

開状態では消火剤が流出することから，全域ガス消火設備

が設置されていること，及び設置区域に設置された扉を

「閉」運用とすることを現場に明記する。 

局所ガス消火設備は，原子炉建物オペレーティングフロ

アにケーブルトレイを対象に設置することから，消火対象

の設備との識別や，設置場所の明示を行う。 

 

 

局所ガス消火設備で使用するガスは，FK-5-1-12であり，

設備動作に伴う人体への影響はないが，局所ガス消火設備

の動作時には，当直長は動作エリアの作業員等を退避させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 
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ａ．入室管理 

・非常用ディーゼル発電機室に入室する際は，中央制御室

に連絡し非常用ディーゼル発電機室入口付近の二酸化炭

素自動消火設備（全域）の現場操作盤で起動方式を自動

から手動に切り替える。 

・中央制御室では，起動方式が自動から手動に切り替わっ

たことを中央制御室内の表示で確認する。 

・非常用ディーゼル発電機室に入室することを中央制御室

に連絡した後，中央制御室で管理する鍵を用いて開錠し，

非常用ディーゼル発電機室に入室する。 

ｂ．退室管理 

・非常用ディーゼル発電機室から退室する際には，非常用

ディーゼル発電機室内に人がいないことを確認した上

で，非常用ディーゼル発電機室入口の現場操作盤起動方

式を手動から自動に切り替える。 

・中央制御室では，非常用ディーゼル発電機室の起動方式

が手動から自動に切り替わったことを中央制御室内の表

示で確認する。 

・非常用ディーゼル発電機室から退室後，入口扉の鍵を閉

め，非常用ディーゼル発電機室での作業が完了したこと

を中央制御室に連絡する。 

ｃ．入室時に火災が発生した場合の対応 

・非常用ディーゼル発電機入室時に当該室で火災が発生し

た場合，発見者は火災の状況を確認し，中央制御室に連

絡するとともに消火器による初期消火を実施する。 

・初期消火要員が現場に急行し，初期消火活動を行い消火

器による消火が難しいと判断した場合は，二酸化炭素自

動消火設備（全域）を作動させて消火を行う。 

・二酸化炭素自動消火設備（全域）を起動させる際は，非

常用ディーゼル発電機室内の人員を退避させるととも

に，非常用ディーゼル発電機室の扉を閉じ，現場操作盤

の切替スイッチが手動位置であることを確認した上で，

起動スイッチを操作する(操作後，警報鳴動，25 秒以上

の時間遅れをもって二酸化炭素が放出される。)。 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 
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(20) 火災防護に係る品質保証 

火災防護に関する品質保証は，社内規程に従い実施する。発

電所の品質保証を統括するグループは，火災防護に対する品質

保証活動を定期的に監査する。 

 

(21) 火災防護計画の継続的改善 

防火・防災管理者は，火災防護計画の継続的改善を図るため，

火災防護活動を定期的に評価し，火災防護計画が有効に機能し

ていることを確認するとともに，結果に応じて必要な措置を講

じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23) 火災防護計画の継続的改善 

防火・防災管理者は，火災防護計画の継続的改善を図るた

め，火災防護活動を定期的に評価し，火災防護計画が有効に

機能していることを確認するとともに，結果に応じて必要な

措置を講じる。 
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柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

漏えいした潤滑油又は燃料油の 

拡大防止対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料１ 

 

 

漏えいした潤滑油又は燃料油の 

拡大防止対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料１ 

 

 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

漏えいした潤滑油又は燃料油の 

拡大防止対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-165



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉重大事故等対処施設に

おける漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について 

 

1．はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，ポンプ等

の油内包機器から漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策

について示す。 

 

2．要求事項 

漏えいの拡大防止措置は，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」

という。）の「2.1 火災発生防止」の 2.1.1 に基づき実施する

ことが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.1 火災発生防止 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に

掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備

を設置する火災区域は，以下の事項を考慮した，火災発生

防止対策を講じること。 

① 漏えいの防止，拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策，拡大防

止対策を講じること。ただし， 雰囲気の不活性化等により，

火災が発生するおそれがない場合は，この限りでない。 

 

3．漏えい拡大防止対策について 

重大事故等対処施設を有する機器等の設置場所にあるポンプ等

の油内包機器のうち，耐震 S クラスの機器は，基準地震動により

損壊しないよう耐震性を確保できており，また，耐震 B，C クラ

スの機器については，基準地震動により損壊しないよう耐震性を

確保する設計とする。 

さらに，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

にあるポンプ等の油内包機器から機器の故障等により油が漏えい

した場合については，機器の周囲に設置した堰，又は機器周辺の

ドレンラインを通して床ドレンサンプへ回収し，漏えい油の拡大

添付資料 1 

 

漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について 

 

 

1.はじめに 

  東海第二発電所でのポンプ等の油内包設備から漏えいした潤

滑油又は燃料油の拡大防止対策について示す。 

 

 

2.要求事項 

  漏えいした油の拡大防止措置は，「発電用原子炉及びその附属

施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基

準」という。)の「2.1火災発生防止」の 2.1.1に基づき実施す

ることが要求されている。 

  火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.1火災発生防止 

 2.1.1原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に

掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 

  (1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生

防止対策を講じること。 

  ①漏えいの防止、拡大防止 

    発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防

止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、

火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。 

 

3.漏えい拡大防止対策 

 重大事故等対処設備の設置場所にあるポンプ等の油内包設備の

うち，耐震 Sクラスの機器は，基準地震動により損壊しないよう

耐震性を確保できており，また，耐震 B,Cクラスの機器について

は，基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保する設計とす

る。 

 さらに，重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画

にあるポンプ等の油内包設備から機器の故障等により油が漏えい

した場合については，機器の周囲に設置する堰，または機器周辺

のファンネルをとおしてドレンサンプに回収し，漏えいした油の

添付資料１ 

 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について 

 

1. はじめに 

島根原子力発電所２号炉において，ポンプ等の油内包機器か

ら漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について示す。 

 

 

2. 要求事項 

漏えいの拡大防止措置は，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査

基準」という。）の「2.1 火災発生防止」の2.1.1に基づき実施

することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.1 火災発生防止 

 2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に

掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 

 (1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生

防止対策を講ずること。 

 ① 漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防

止対策を講ずること。ただし、雰囲気の不活性化等により、

火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。 

 

3. 漏えい拡大防止対策について 

 重大事故等対処施設を有する機器等の設置場所にあるポンプ等

の油内包機器のうち，耐震Ｓクラスの機器は，基準地震動により

損壊しないよう耐震性を確保できており，また，耐震Ｂ，Ｃクラ

スの機器については，基準地震動により損壊しないよう耐震性を

確保する設計とする。 

  さらに，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

にあるポンプ等の油内包機器から機器の故障等により油が漏え

いした場合については，機器の周囲に設置した堰，又は機器周辺

のドレンラインを通して床ドレンサンプへ回収し，漏えい油の拡
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を防止する対策を講じる。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にあるポ

ンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量を第１，２表に示す。 

また，堰の設置状況を第１図に示す。 

 

 

 

第１表 火災区域又は火災区画内の油内包機器と堰の容量（6 号

炉） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大を防止する対策を講じる。 

東海第二発電所の火災区域にあるポンプ等の油内包設備の油保

有量と堰の容量を第 1表に示す。 

 

 

 

 

第 1表 火災区域内の油内包設備と堰の容量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大を防止する対策を講じる。 

  重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にある

ポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量を第１表に示す。 

  また，堰の設置状況を第１図に示す。 

 

 

 

第１表 火災区域内の油内包機器と堰の容量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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【柏崎 6/7，東海第二】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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第２表 火災区域又は火災区画内の 

油内包機器と堰の容量（7 号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 油内包機器及び堰の

容量の相違 
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第１図：堰の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 堰の設置状況 
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添付資料 2 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 

重大事故等対処施設における 

難燃ケーブルの使用について 

添付資料２ 

難燃ケーブルの使用について 

添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設 

における難燃ケーブルの使用について 
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添付資料 2 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 

重大事故等対処施設における難燃ケーブルの使用について 

1.はじめに

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，「実用発電

用原子 炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）の要求に基づき，重大事故等対

処施設に使用するケーブルについて，調査結果 を以下に示す。 

2.難燃ケーブルの要求事項

「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項

を以下に示す。 

添付資料２ 

難燃ケーブルの使用について 

1．はじめに

東海第二発電所において，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」と

いう。）の要求に基づき，重大事故等対処施設に使用するケーブル

について，第 1表に示す。 

なお，新設する重大事故等対処施設に用いるケーブルは第 1表

に示す難燃性の確認されたケーブルとするが，設計基準事故対処

設備かつ重大事故等対処施設である既設設備には非難燃ケーブル

が使用されており，これらについては，非難燃ケーブル及びケー

ブルトレイを不燃材の防火シートで覆い難燃ケーブルを使用した

場合と同等以上の難燃性能を確認した代替措置（「複合体」）を

使用することから，他の重大事故等対処施設に影響を及ぼすおそ

れはない。これらについては，設置許可基準規則，火災防護に係

る審査基準への適合性を８条別添４にて説明する。 

２．難燃ケーブルの要求事項 

 「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項

を以下に示す。 

添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

難燃ケーブルの使用について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る

審査基準」という。）の要求に基づき，重大事故等対処施設に使

用するケーブルについて，調査結果を以下に示す。 

2. 難燃ケーブルの要求事項

「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項

を以下に示す。

・設備の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験および UL

垂直燃焼試験により難

燃性を確認した難燃ケ

ーブルを使用 
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2. 1 火災発生防止

2.1.2 安全機能を有する構築物 、系統及び機器は、以下の各号に

掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計で

あること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不

燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以

下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、

系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器に

おける火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及

び機器において火災が発生することを防止するための措置が

講じられている場合は、この限りではない。 

(3)ケーブル は難燃 ケーブルを使用する こと。

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な

代替材料の使用が技術上   困難な場合であって、当該構築

物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有

する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防

止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁

等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、

不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が

発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器におい

て火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

(3) 難燃ケーブル について

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著

しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼

部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自

己消火性の実証試験により示されていること。

（実証試験の例） 

・自己消火性 の実証試験••• UL 垂直燃 焼試験

・延焼性の実証試験••• IEEE383  または IEEE1202

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に

掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計で

あること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不

燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以

下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築

物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の

使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機

器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系

統及び機器において火災が発生することを防止するための措

置が講じられている場合は、この限りではない。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の

駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火

した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、

著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃

焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び

自己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 またはIEEE1202

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に

掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計で

あること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不

燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以

下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築

物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の

使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機

器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系

統及び機器において火災が発生することを防止するための措

置が講じられている場合は、この限りではない。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の

駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火

した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、

著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃

焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び

自己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 又はIEEE1202
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3.難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法 

従来から，柏崎刈羽原子力発電所では実用上可能な限り難燃

ケーブルの使用を要求してきている。 

「火災防護に係る審査基準」では，難燃ケーブルの使用にあ

たり，自己消火性の実証試験 (UL 垂直燃焼試験）等による確認

が追加されたことから，以下のフローに基づき対象箇所を選定

し，ケーブル使用状況及び試験状況について調査，確認を行っ

た。 

なお， ケーブルの試験方法の概要については ， 第 1 ～ 3 

表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法 

東海第二発電所で使用するケーブルは，非難燃ケーブルに延焼

防止剤を施し使用している。経年劣化等による機器の取替えや，

新設に伴い敷設するケーブルは，実用上可能な限り難燃ケーブル

を使用することとしている。 

「火災防護に係る審査基準」では，難燃ケーブルの使用にあた

り，自己消火性の実証試験(UL垂直燃焼試験)等による確認が要

求されているため，以下のフローに基づき対象箇所を選定し，ケ

ーブル使用状況及び試験状況について調査，確認を行った。 

なお，ケーブルの試験方法及び試験結果については，８条-別

添 1-資料 4「安全機能を有する機器に使用するケーブルの難燃性

について」に示すとおりである。 

※ OF ケーブルの使用について 

OF ケーブルは，屋外の開閉所と変圧器の間を専用の洞道内に敷設

（トラフの砂の中に設置）し使用しており，原子炉の安全停止を

達成するためのケーブルではないことから，火災防護対象外であ

る。なお，OF ケーブルの火災による安全機能を有する機器等への

影響はない。 

 

第 1図 難燃ケーブルの確認フロー 

3. 難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法 

従来から，島根原子力発電所では実用上可能な限り難燃ケーブ

ルの使用を要求してきている。 

 

「火災防護に係る審査基準」では，難燃ケーブルの使用にあた

り，自己消火性の実証試験（UL 垂直燃焼試験）等による確認が

追加されたことから，以下のフローに基づき対象箇所を選定し，

ケーブル使用状況及び試験状況について調査，確認を行った。 

なお，ケーブルの試験方法の概要については，第１表～第３表

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験および UL

垂直燃焼試験により難

燃性を確認した難燃ケ

ーブルを使用 
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第 1 表：ケーブルの UL垂直燃焼試験と ICEA垂直燃焼試験の概要 第１表 ケーブルの UL垂直燃焼試験の概要 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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第 2 表 ： IEEE 383  std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要 第２表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要 ・設備の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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第 3 表： IEEE1202  std 1991 垂直トレイ燃焼試験の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３表 IEEE Std 1202-1991 垂直トレイ燃焼試験の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-190



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

4.ケーブルの難燃性適合状況

重大事故等対処施設に使用するケーブルについて，絶縁体とシ

ースの組合せごとにリスト化を行い，それぞれについて調査を行

った。第 4 表にケーブルの難燃性適合状況を示す。 

第 4 表：ケーブルの難燃性適合状況   (1/ 2) 

４．ケーブルの難燃性適合状況 

第 1 表に重大事故等対処施設に使用するケーブルの難燃性確認

結果を示す。 

第 1表 ケーブルの難燃性確認結果 

4. ケーブルの難燃性適合状況

重大事故等対処施設に使用するケーブルについて，絶縁体とシ

ースの組合せ毎にリスト化を行い，それぞれについて調査を行っ

た。第４表にケーブルの難燃性適合状況を示す。 

第４表 ケーブルの難燃性適合状況（１／２） ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 重大事故等対処施設

に使用しているケーブ

ルの相違
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第 4 表：ケーブルの難燃性適合状況   (2/ 2) 

4.1. 自己消火性を確認する実証試験 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対

処施設に使用しているケーブルの自已消火性 について， UL 垂直

燃焼試験の結果を第 5 表に示す。 

なお，重大事故等対処施設に使用しているケーブルについて

は ，第 5 表に示した絶縁体とシースを組み合わせたものの他に，

絶縁体にノンハロゲン難燃エチレンプロピレンゴムを，シースに

ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレンを使用した低庄ケーブル（第

6 表の No. 7) も使用している。このケーブルは既に製造中止で 

あるため，改めて UL 垂直燃焼試験を実施することはできないが，

当該低庄ケーブルは UL 垂直燃焼試験と同等の試験内容である 

ICEA 垂直燃焼試験で自已消火性を確認している。（第 1 表） 

さらに，当該低庄 ケーブルのシース材料は UL 垂直燃焼試験に

合格した同軸ケーブル（第 5 表の No. 14) のシースと同じであ

る。 

これらのことから，UL 垂直燃焼試験と同等の自已消火性を有し

ていると判断できる。（別紙 1 ) 

第４表 ケーブルの難燃性適合状況（２／２） 

4.1．自己消火性を確認する実証試験 

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設に使用し

ているケーブルの自己消火性について，UL 垂直燃焼試験の結果を

第５表に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 重大事故等対処施設

に使用しているケーブ

ルの相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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第 5 表：UL 垂直燃焼試験結果  (1/2) 

第 5 表：UL 垂直燃焼試験結果 (2/ 2) 

第 6 表：ICEA 垂直燃焼試験結果 

第５表 UL垂直燃焼試験結果（１／２） 

第５表 UL垂直燃焼試験結果（２／２） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 重大事故等対処施設

に使用しているケーブ

ルの相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 重大事故等対処施設

に使用しているケーブ

ルの相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験及び UL 垂
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4.2. 延焼性を確認する実証試験 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対

処施設に使用しているケーブルの延焼性について ，光ファイ

バケーブルを除き，I EEE38 3 std1974又はこれを基礎とした「電

気学会技術報告( II 部）第 139 号 原子力発電所用電線・ケーブ

ルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の

垂直トレイ燃焼試験の結果を第 7 表に示す。なお，光ファイバケ

ーブルの延焼性を確認する実証試験については 4.3.項に示す。 

第 7 表： IEEE 383 std1974 垂直トレイ燃焼試験の実証試験結果  

(1/2) 

4.2．延焼性を確認する実証試験 

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設に使用し

ているケーブルの延焼性について，光ファイバケーブルを除き，

IEEE383 std1974 又はこれを基礎とした「電気学会技術報告（Ⅱ

部）第139 号 原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法なら

びに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の

結果を第６表に示す。なお，光ファイバケーブルの延焼性を確認

する実証試験については4.3.項に示す。 

第６表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験結果（１／２） 

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 重大事故等対処施設

に使用しているケーブ

ルの相違
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第 7 表： IEEE 383  std1974 垂直トレイ燃焼試験の実証試験結

果  (2/2) 

4.3.光ファイバケーブルの延焼性を確認する実証試験 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対

処施設に使用している 光ファイバケーブルの延焼性について，

IEEE12 02 std 1991 の垂直トレイ燃焼試験の結果を第 8 表に示

す。 

第 8 表：IEEE1202  std1991 垂直トレイ燃焼試験の実証試験結果 

第６表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験結果（２／２） 

4.3．光ファイバーケーブルの延焼性を確認する実証試験 

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設に使用し

ている光ファイバケーブルの延焼性について，IEEE1202 std1991

の垂直トレイ燃焼試験の結果を第７表に示す。 

第７表 IEEE1202 Std 1991 垂直トレイ燃焼試験結果 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 重大事故等対処施設

に使用しているケーブ

ルの相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 重大事故等対処施設

に使用しているケーブ

ルの相違
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別紙 1 (1/4) 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における製造中止ケ

ーブルの自己消火性の評価について 

 

1.はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の重大事故等対処施設

に使用するケーブルのうち，添付資料 2 本文の第 6 表に示した

No. 7 低庄ケーブルは，建設時の型式試験において，IEEE383 垂

直トレイ燃焼試験を実施し合格していることから耐延焼性を有し

ている。 

また，建設時の型式試験として，ICEA垂直燃焼試験を実施し，

自己消火性を確認している。 

火災防護に係る審査基準では，ケーブルの難燃性として，「火災

により着火し難く，著しい燃焼をせず，また，加熱源を除去した

場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが，延焼

性及び自已消火性の実証試験により示されていることが要求され

ており， 自已消火性の実証試 験として，UL 垂直燃焼試験が示さ

れている。 

UL 垂直燃焼試験を実施していないケーブルについては，火災防

護に係る審査基準に適合していることを実証するために，UL 垂直

燃焼試験を実施し，試験に合格することをもって，        自已

消火性を有していることを証明することが望ましいが，上記 No. 7 

低圧ケーブルは製造中止品であることから， ケーブル調達及び

UL 垂直燃焼試験を実施することができない。 

このため，No. 7 低庄ケーブルについては，建設時に実施した

ICEA 垂直燃焼試験の結果，並びに No. 7 低圧ケーブルと同じケ

ーブルシースを宥している他のケーブルの UL 垂直燃焼試験の結

果を評価することで，火災防護に係る審査基準で要求されている

難燃ケーブルと同等の自已消火性を有していることを，以下に示

す。 
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別紙 1 (2/4) 

2.IGEA 垂直 燃焼 試験と UL 垂直 燃焼 試験の 比較

添付資料 2 本文の第 6 表に示したとおり No. 7 低庄ケーブル

は，ICEA 垂直燃焼試験を実施し合格している。ICEA 垂直燃焼試

験と UL 垂直燃焼試験は，ともにケーブルの自己消火性を試験す

るものであり，添付資料 2 本文の第 1 表に示すとおり，試験内

容，燃焼源、バーナ熱量等同等の試験を実施している。 

しかし，試験体及び判定基準として下記に示す相違点がある。 

(a) ICEA 垂直燃焼試験はケーブルシースを取り除き，絶縁体が

むき出しの状態で実施して いる。 

(b) ICEA 垂直燃焼試験は UL 垂直燃焼試験で判定基準とされて

いる綿の燃焼を規定していない。 

上記相違点 (a ) は，ケーブルのシースを取り除き，直接絶縁

体をバーナの炎をあてることから，絶縁体のみで自己消火性を確

保しなければいけないため，シースにバーナの炎をあて，シース

と絶縁体で自己消火性 を確保できる UL 垂直燃焼試験に比べ，よ

り厳しい試験条件（保守的）であると言える。 

3.No. 7 低圧ケーブルと同じケーブルシー スである No. 14 同軸

ケーブルの仕様と UL 垂直燃焼試験結果の評価

第 1 図に低圧ケーブルと同軸ケーブルの構造を示す。また，第

1表に No. 7低庄ケーブルと同じケーブルシースである No. 14同

軸ケーブルの仕様を示す。 

第 1 図 同軸ケーブルと低庄ケーブルの構造 

第 1 表 ケーブルシースの仕様比較 

・設備の相違
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別紙 1 (3/4) 

 

 第 1 図より，同軸ケーブルと低圧ケーブルは，双方とも導体と

絶縁体をノンハロゲン難燃架橋ポリエチレンのシースで保護して

いる。このため，同軸ケーブルと低圧ケーブルの UL垂直燃焼試験

では，接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していなけ

れば，同軸ケーブルと低圧ケーブルの構造の違いが試験結果に影

響することはない。また第 1 表より，No.14 同軸ケーブルは No.7

低圧ケーブルよりもシースが薄い仕様であることから，No.7低圧

ケーブルに比べ，より厳しい試験条件（保守的）であると言える。 

 以上を踏まえ，No.14同軸ケーブルの UL垂直燃焼試験結果につ

いて，下記の項目について確認を実施し，No.7低圧ケーブルの UL

垂直燃焼試験への適合性を評価する。 

（ａ）接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していない

か。 

（ｂ）落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。 

 

4.No.14同軸ケーブルの UL垂直試験の確認結果 

【確認結果】 

（ａ）接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していない

か。 

 No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験後の状態を確認した結

果，接炎による損傷はシースの表面のみであり，絶縁体が損傷し

ていないことを確認した（第 1図）。 

 

 
第 1 図 NO.14同軸ケーブルの UL垂直燃焼試験後の状態 
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別紙 1 (4/4) 

( b ) 落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。 

添付資料 2 本文の第 5 表に示したとおり，No.14 同軸ケー

ブルの UL 垂直燃焼試験結果において，下に設置した綿が燃焼

していないことを確認した。 

以上より，No. 14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験では，バー

ナの炎による燃焼はシースのみで留まり絶縁体に損傷を及ぼして

いないこと，UL  垂直燃焼試験の判定基準である落下物による下

に設置した綿が燃焼していないこと，No. 7 低庄ケーブルのシー

ス厚さは UL垂直燃焼試験に合格した No.14同軸ケーブルより厚い

こと，No. 7 低庄ケーブルは UL 垂直燃焼試験より厳しい条件で

ある ICEA垂直燃焼試験に合格していること，を総合的に評価し，

No.7 低庄ケーブルは UL 垂直燃焼試験と同等の自己消火性を有し

ていると判断できる。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 

41-199



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

別 紙 2 (1/3) 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における一部の同軸

ケーブルの延焼防止性について 

１．はじめに 

 重大事故等対処施設に使用している放射線モニタ用ケーブル等

は，微弱電流・微弱パルスを扱うことから，耐ノイズ性を確保す

るために不燃性（金属）の電線管に敷設するとともに，絶縁体に

誘電率の低い架橋ポリエチレンを宥する同軸ケーブルを使用して

いる。このうちの一部のケーブルについては，自己消火性を確認

する UL 垂直燃焼試験は満足するが ， 耐延焼性を確認する IEEE 

383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しない。 

このため，IEEE 383 垂直トレイ燃焼試験を満足しない同軸ケー

ブルについては，他のケーブルからの火災による延焼や他のケー

ブルヘの延焼が発生しないよう，電線管の両端を耐火性のコーキ

ング材 (CP- 25WB+) で埋めていることで，酸素不足による燃焼

継続防止を図っている。 

本資料では ，コーキング材 (CP- 25WB+) の火災防護上の宥効

性について示す。 

２．電線管敷設による火災発生防止対策 

2. 1. 酸素不足による燃焼継続の防止 

重大事故等対処施設に使用している放射線モニタ用ケーブル

等は，耐ノイズ性を確保するため，ケーブルを電線管内に敷設

する設計とする。電線管内に敷設することにより，IEEE 383 垂

直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しないケーブルが電線管内

で火災になったとしても，電線管の両端を耐火性コーキング材

で密閉することにより，外気から容易に酸素の供給できない閉

塞した状態となり，電線管内の酸素のみでは燃焼が維持できず，

ケーブルの延焼は継続できない。 

ここで，IEEE 383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足して

いないケーブル l m あたりを完全燃焼させるために必要な空気

量は約 0.13 面であり，この 0.13m3 が存在する電線管長さが

約 14 m である（別紙 3 ) ことを考慮すると，最大長さが約 50m 

である電線管は，約 3.6m だけ燃焼した後は酸素不足となり ， 

延焼継続は起こらないと判断される。 

また，プルボックス内の火災についても，プルボックスの材

料が鋼製であり，さらに， 耐火性のコーキング材 (CP- 25WB+) 

により電線管への延焼防止が図られていることから，ケーブル

の延焼はプルボックス内から拡大しないと判断する。 
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別紙 2 (2/3) 

第 1 図 プルボックスの火災発生防止処理（例） 

2.2. コーキング材 (CP- 25WB+) について 

コーキング材  (CP- 25 WB+)は，火災区域及び火災区画を貫通

する電線管のシール材として火災耐久試験を実施し， 3 時間耐火

性能が確認されたコーキング材を使用している。 

コーキング材  (CP- 25 WB+)は，常温では硬化しにくく，亀裂等

を起こさず，長時間にわたり適度な軟らかさを維持し，以下の特

性を有するものである。 

(1) 主成分

酢酸ビニル系樹脂，ほう酸亜鉛，ケイ酸ナトリウム他 

(2) シール性

コーキング材(CP- 25WB+)は，常温で硬化しにくく，長時間に

わたり適度な軟らかさが確保される性質であり，また，火災の

影響を受けると加熱発泡により膨張すること (1 20℃より膨張

開始し，18 5 ℃までに体積が 2'"'--' 4 倍），また， 第 2 図

に示すとおり隙間なく施工することから，シール性を有してい

る。 

なお，電線管内において火災が発生した場合には，電線管内

の温度が上昇するため，電線管内の庄力が電線管外より高くな

り，電線管外から燃焼が継続できる酸素の流入はないと考えら

れる。 

・設備の相違
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別紙 2 (3/3) 

第 2 図 コーキング材 (CP- 25WB+) の施工 方法 

(3) 保全

コーキング材 (CP- 25WB+) の保全については，コーキング材

の耐久性が製品メーカにおける熱加速試験に基づき， 常温 40℃

の環境下において約 28 年以上の耐久性を有するこ とが確認

されている（別紙 4 ) こと及びコーキング材 (CP- 25 WB+)の

特性を踏まえ， 設備の点検計画を定めている保全計画に定め

る。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 

41-202



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

別紙 3 (1/2) 

 

同軸ケーブル燃焼に必要な空気量について 

1.同軸ケーブル燃焼評価について 

 同軸ケーブル燃焼評価の例としては，最も保守的な条件につい

てのみ掲載することとし，他の条件の計算結果については第 1 表

の同軸ケーブル燃焼評価結果に示す。 

 密閉された電線管内に敷設された同軸ケーブルが燃焼する場

合，最もケーブルが長く燃焼する条件としては，燃焼に必要な空

気量が最も多く存在し，かつ単位長さあたりの燃焼に必要な空気

量が最も少ない組み合わせである。以下，この組み合わせの燃焼

評価を示す。 

2.同軸ケーブルにおけるポリエチレン 

 同軸ケーブルの材料のうち燃焼するものはポリエチレンであ

る。また，単位長さの燃焼に消費する空気量が最も少ないものは，

燃焼するポリエチレンの量が最も少ない同軸ケーブルとなる。 

 添付資料 2 本文の第 7 表のケーブル No.11, 12, 13 の線種で最

もポリエチレンの量が少ないケーブルは No.12 であり，その含有

量は 1m当たり 9.63gである。 

   絶縁体：（架橋）ポリエチレン 9.63g/m 

   シース：（架橋）ポリエチレン 0.00g/m 

3.燃焼に必要な空気量 

 ポリエチレンの燃焼を示す以下の式より，エチレン 1molの燃焼

には 3n molの酸素が必要である。（分子量：エチレン；28n（nは

重合数），酸素ガス；32） 

 

 ポリエチレン 1g（1／28n mol）に必要な酸素ガス（3n/28n mol）

を含む空気の体積は，標準状態（0℃，1 気圧）での 1mol の体積

を 0.0224m3とすると，常温状態（40℃，1気圧）での体積は 0.0257m3

となる。 

 
 

1mol の体積 0.0257m3／mol から算出すると，以下より 0.0028m3

である。 
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別紙 3 (2/2) 

空気中の酸素濃度を 21%とすると，ポリエチレン 1gに必要な空

気量は，以下より 0.0133m3となる。 

同軸ケーブル 1m当たりのポリエチレンの重量は，9.63gである

ことから，同軸ケーブル 1mの燃焼に必要な空気の体積は，以下よ

り約 0.13m3となる。 

4.0.13m3の空気量を保有する電線管長さ 

同軸ケーブルを敷設している電線管で最も空気量を保有してい

る電線管は，厚網電線管 G104（内径 106.4mm）である。 

内径 106.4mm の電線管において，0.13m3の空気を保有する電線

管長さは，以下より約 14mとなる。 

第 1表 同軸ケーブル燃焼評価結果 

・設備の相違
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直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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別紙 4 (1/1) 

コーキング材 (CP- 2暉 B+) の耐久性に ついて 

1.はじめに 

コーキング材 (CP- 25 WB+)は，火炎に接すると炭化発泡してケ

ーブルの焼細り空間を塞ぐ効果に加え発泡層の断熱効果，酸素遮

断効果により耐火性能を発 揮するものであるが，長期間高温にさ

らされると劣化する。 

コーキング材(CP- 25 WB+)の劣化が進 むと，発泡効果が低下し

酸素遮 断効果が低下するため，電線管の密閉性が低下し酸素不足

による延焼防止効果が期待出来なくなる。 

このため，熱加速劣化させた供試 体を複数製作し，コーキング

材 (CP- 25 WB+)の発泡効果に着目した耐久性を確認した。 

2.試験概要 

叶共試体を 90℃に加熱した電気炉に入れ ，促進劣化させる。

所定時間経過後，電気炉から供試体を取り出し膨張倍率の測定を

行う。 

．膨張倍率試験は，供試体を 350℃に加熱した電気炉に入れ，

15 分加熱し供試体を膨張させる。 

・試験後，電気炉から供試体を取り出し，膨張試験前後の体積

の比から膨張倍率を求める。 

 

 

第 1 表 膨張倍率に着目した加速劣化試験の結果 

 

上記試験について，アレニウス則により寿命評価した結果，コー

キング材(CP- 25 WB+) の寿命は，常温 40℃で約 28 年以上との

結果を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉の重大事

故等対処施設では，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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添付資料３ 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号 

炉重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの 

使用状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料３ 

 

 

 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの 

使用状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料３ 

 

 

 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について 
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添付資料３ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉重大事故等対処施設に

おける不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について 

1．不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況

【6 号炉】 

【7 号炉】 

【5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所】 

添付資料 3 

重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について 

1.不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況

添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について 

１．不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況 

【２号炉】 

【緊急時対策所】 

【ガスタービン発電機建物】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 機器の構成，フィルタ

の仕様の相違 

41-207



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

2．JACA No.11A-2003 の試験概要について 

JACA No.11A-2003の難燃性確認試験については第１図の試験装

置を用いて，60秒間供試フィルタの端部を規定の条件の炎にさら

し，燃焼速度，残炎・残じん時間，溶融滴下物による発火の有無，

燃焼距離を測定し，難燃性に対する評価を行うものである。 

第１図：JACA No.11A-2003 試験概要図 

3．JIS L 1091 の試験概要について 

JIS L 1091の難燃性確認試験については第２図の試験装置を

用いて，120 秒間供試体を規定の条件の炎にさらし，燃焼面積，

残炎・残じん時間，燃焼距離を測定し，難燃性に対する評価を

行うものである。 

第２図：JIS L 1091 試験概要図 

2.JACA №11A－2003の試験概要

JACA №11A－2003の難燃性確認試験は，第 1図の試験装置にて，

60秒間試験体フィルタの端部を規定の条件の炎にさらし，燃焼速

度，残炎，残じん時間，溶融滴下した物からの発火の有無，燃焼

距離を測定し，難燃性に対する評価を行うものである。 

3.JIS L 1091の試験概要

JIS L 1091 の難燃性確認試験は，第 2 図の試験装置にて，120

秒間供試体を規定の条件の炎にさらし，燃焼面積，残炎・残じん

時間，燃焼距離を測定し，難燃性に対する評価を行うものである。 

第 2図 JIS L 1091の試験概要 

２．JACA No.11A-2003の試験概要について 

JACA No.11A-2003 の難燃性確認試験については第１図の試

験装置を用いて，60秒間供試フィルタの端部を規定の条件の炎

にさらし，燃焼速度，残炎・残じん時間，溶融滴下物による発

火の有無，燃焼距離を測定し，難燃性に対する評価を行うもの

である。 

第１図 JACA No.11A-2003 試験概要図 

３．JIS L 1091 の試験概要について 

JIS L 1091 の難燃性確認試験については第２図の試験装置を

用いて，120 秒間供試体を規定の条件の炎にさらし，燃焼面積，

残炎時間，残じん時間，燃焼距離を測定し，難燃性に対する評

価を行うものである。 

第２図 JIS L 1091 試験概要図 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

保温材の使用状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料４ 
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島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設 

における保温材の使用状況について 
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添付資料４ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における保温材の使用状況について 

1．はじめに

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災

防護に係る審査基準」という。） の要求に基づき，重大事故等対

処施設に使用する保温材について，不燃性材料又は難燃性材料の

使用状況を確認した結果を示す。 

2．要求事項 

保温材については，「火災防護に係る審査基準」の「2.1 火災発

生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。保温

材の要求事項を以下に示す。 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に

掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であ

ること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性

材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代

替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及

び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上

困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災

に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器におい

て火災が発生することを防止するための措置が講じられている

場合は、この限りではない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃

性のものを使用すること。 

添付資料 4 

重大事故等対処施設における保温材の使用状況について 

1．はじめに

東海第二発電所において，「実用発電用原子炉施設及びその附

属施設の火災防護に係る審査基準」(以下，「火災防護に係る審査

基準」という。)の要求に基づき，重大事故等対処施設に使用する

保温材について以下に示す。 

2．要求事項 

保温材については，「火災防護に係る審査基準」2.1 火災の発

生防止 2.1.2に基づき実施することが要求されている。 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号

に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計

であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、

不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該

構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材

料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及

び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築

物、系統及び機器において火災が発生することを防止するた

めの措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃

性のものを使用すること。 

添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

保温材の使用状況について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る

審査基準」という。）の要求に基づき，重大事故等対処施設に使

用する保温材について，不燃性材料の使用状況を確認した結果を

示す。 

2. 要求事項

保温材については，「火災防護に係る審査基準」の「2.1 火災

発生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。保

温材の要求事項を以下に示す。 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号

に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計

であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、

不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該

構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材

料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及

び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築

物、系統及び機器において火災が発生することを防止するた

めの措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃

性のものを使用すること。 
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（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の

駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火

した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

 

3．保温材の不燃性材料使用状況 

重大事故等対処施設に対する保温材は，「保温設計基準」にて

不燃性材料を要求している。 

不燃性の保温材は，平成 12 年建設省告示第 1400 号に定め

られた※１もの，又は建築基準法の不燃材料認定品とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：＜平成 12 年建設省告示第 1400 号（不燃材料を定める件）

＞ 

・建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第九号の規

定に基づき，不燃材料を次のように定める。 

・建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 108 条の

2 各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては，同

条第一号及び第二号）に掲げる要件を満たしている建築材料

は，次に定めるものとする。 

 

一   コンクリート 

二   れんが 

三   瓦 

 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の

駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火

した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

 

3．重大事故等対処施設の保温材の使用 

 重大事故等対処施設に対する保温材は，平成 12年建設省告示第

1400 号に定められたもの※1，又は建築基準法の不燃性材料認定品

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：＜平成 12年建設省告示第 1400号（不燃材料を定める件）＞ 

 

・建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第九号の規定

に基づき，不燃材料を次のように定める。 

・建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 108 条の 2 各

号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては，同条第

一号及び第二号）に掲げる要件を満たしている建築材料は，

次に定めるものとする。 

 

一 コンクリート 

二 れんが 

三 瓦 

 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の

駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火

した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

 

3. 保温材の不燃性材料使用状況 

重大事故等対処施設に対する保温材は，「保温設計基準」にて

不燃性材料を要求している。 

不燃性の保温材は，平成 12 年建設省告示第 1400 号に定めら

れた※１もの，建築基準法の不燃材料認定品，又は建築基準法に基

づく試験により不燃性材料であることを確認したものとした。 

第１表に保温材の使用状況例を示す。 

 

第１表 保温材の使用状況例 

 
 

※１＜ 平成12年建設省告示第1400号（不燃材料を定める件）＞ 

 

・建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第九号の規

定に基づき，不燃材料を次のように定める。 

・建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第108条の２

各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては，

同条第一号及び第二号）に掲げる要件を満たしている建

築材料は，次に定めるものとする。 

 

一   コンクリート 

二   れんが 

三   瓦 
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四 陶磁器質タイル 

五 繊維強化セメント板 

六 厚さが 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板 

七 厚さが 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 

八 鉄鋼 

九 アルミニウム 

十 金属板  

十一  ガラス  

十二  モルタル 

十三  しっくい 

十四  石 

十五  厚さが 12mm 以上のせっこうボード 

（ボード用原紙の厚さが 0.6mm 以下のものに限る。） 

十六  ロックウール 

十七  グラスウール板 

四 陶磁器質タイル 

五 繊維強化セメント板 

六 厚さが 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板 

七 厚さが 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 

八 鉄鋼 

九 アルミニウム 

十 金属板 

十一 ガラス 

十二 モルタル 

十三 しっくい 

十四 石 

十五 厚さが 12mm 以上のせっこうボード 

（ボード用原紙の厚さが 0.6mm 以下のものに限る。） 

十六 ロックウール 

十七 グラスウール板 

以 上 

四 陶磁器質タイル 

五 繊維強化セメント板 

六 厚さが３mm以上のガラス繊維混入セメント板 

七 厚さが５mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム 

板 

八 鉄鋼 

九 アルミニウム 

十 金属板 

十一 ガラス 

十二 モルタル 

十三 しっくい 

十四 石 

十五 厚さが12mm以上のせっこうボード 

(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。) 

十六  ロックウール 

十七  グラスウール板 
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添付資料５ 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

建屋内装材の不燃性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料５ 

 

 

建屋内装材の不燃性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料５ 

 

 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

建物内装材の不燃性について 
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添付資料５ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における建屋内装材の不燃性について 

1．はじめに

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において重大事故等対

処施設を設置する建屋の内装材に対する不燃性材料の使用につい

て示す。 

2．要求事項 

建屋内装材への不燃性材料の使用は，「実用発電用原子炉及び

その附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係

る審査基準」という。）の「2.1 火災発生防止」の 2.1.2 に基

づき実施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下の各号に

掲げるとおり，不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であ

ること。ただし，当該構築物，系統及び機器の材料が，不燃性

材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代

替材料」という。）である場合，もしくは，当該構築物，系統及

び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上

困難な場合であって，当該構築物， 系統及び機器における火災

に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器におい

て火災が発生することを防止するための措置が講じられている

場合は， この限りではない。 

(6) 建屋内装材は，不燃性材料を使用すること。

添付資料５ 

建屋内装材の不燃性について 

1．概 要

東海第二発電所において，安全機能を有する機器等を設置する

建屋の内装材に対する不燃性材料の使用について示す。 

2．要求事項 

建屋内装材への不燃性材料の使用は，「実用発電用原子炉及び

その附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る

審査基準」という。)の「2.1火災発生防止」の 2.1.2 に基づき実

施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を示す。 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下の各号

に掲げるとおり，不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計

であること。ただし，当該構築物，系統及び機器の材料が，

不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下「代替材料」という。）である場合，もしくは，当該

構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材

料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，系統及

び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築

物，系統及び機器において火災が発生することを防止するた

めの措置が講じられている場合は，この限りではない。 

(6) 建屋内装材は，不燃性材料を使用すること。

添付資料５ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

建物内装材の不燃性について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号において重大事故等対処施設を設置す

る建物の内装材に対する不燃性材料の使用について示す。 

2. 要求事項

建物内装材への不燃性材料の使用は，「実用発電用原子炉及び

その附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係

る審査基準」という。）の「2.1火災発生防止」の2.1.2に基づき

実施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号

に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計

であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、

不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該

構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材

料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及

び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築

物、系統及び機器において火災が発生することを防止するた

めの措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。
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（参考） 

「当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは，ポンプ，弁等の

駆動部の潤滑油，機器躯体内部に設置される電気配線，不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等，当該材料が発火

した場合においても，他の構築物，系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

 

 

3．建屋内装材における国内規制内容 

建物の天井，壁，床に使用される内装材には，出火時の急速

な火災拡大を防止するための防火規制が定められている。 

火災拡大には，天井材及び壁材の寄与が大きく，床材の寄与

は小さいことから，国内規制では第１表のとおり「天井材及び

壁材」と「床材」で規制内容が異なる。 

天井材及び壁材については建築基準法により，また，床材に

ついては消防法により規制されている。 

 

第１表：規制内容比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

「当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは，ポンプ，弁等の

駆動部の潤滑油，機器躯体内部に設置される電気配線，不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等，当該材料が発火

した場合においても，他の構築物，系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

 

 

3．建屋内装材の国内規制 

建物の天井，壁，床に使用される内装材には，出火時の急速な

火災拡大を防止するための防火規制が定められている。 

火災拡大には天井材及び壁材の寄与が大きく，床材の寄与は小

さいことから「天井材及び壁材」と「床材」で規制内容が異なる。 

以下のとおり，天井材及び壁材については建築基準法により，

また，床材については消防法により規制されている。 

 

 

第 1表 規制内容比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の

駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火

した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

 

 

3. 建物内装材における国内規制内容 

建物の天井，壁，床に使用する内装材は，出火時の急速な火

災拡大を防止するための防火規制が定められている。 

火災拡大には，天井材及び壁材の寄与が大きく，床材の寄与

は小さいことから，国内規制では第１表のとおり「天井材及び

壁材」と「床材」で規制内容が異なる。 

天井材及び壁材については建築基準法により，また，床材に

ついては消防法により規制されている。 

 

第１表 規制内容比較 
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4．建屋内装材の不燃性について 

「3. 建屋内装材における国内規制内容」を踏まえ，建築基準

法における不燃材料，準不燃材料及び消防法における防炎物品

として防火性能を確認できた材料を「火災防護に係る審査基準」

に適合する「不燃性材料」とする。 

また，国内規定に定められる防火要求において，試験により

確認できた材料を「代替材料」と位置付ける（火災防護に係る

審査基準 2.1.2 ただし書きの適用）。 

なお，耐放射線性等の機能要求があり，代替材料の使用が技

術上困難な場合で，不燃材料の表面に塗布されたコーティング

剤については，不燃性材料の適用外とする（火災防護に係る審

査基準 2.1.2 ただし書き及び（参考）の適用）。 

以上より，内装材の不燃性を第１図のフローに基づき確認す

る。 

第１図：内装材の適合性判定フロー 

5．内装材の認定，仕様規定の確認（ルートⅠ） 

設計図書及び現地確認により，内装材における防火規制上の

認定及び仕様規定への適合を確認した。 

なお，中央制御室の床のタイルカーペット，消防法施行規則

第四条の三に基づき，第三者機関において防炎物品の防炎性能

試験を実施し，性能を満足したものであり国が登録したものを

使用している。 

4．建屋内装材の不燃性について 

 上記「3．建屋内装材の国内規制」を踏まえ，建築基準法におけ

る不燃材料，準不燃性材料並びに消防法における防炎物品として

防火性能を確認した材料を「不燃性材料」とする。 

 なお，耐放射線性等の機能要求があり，代替材料の使用が技術

上困難な場合で，不燃材料の表面に塗布するコーティング剤は，

不燃性材料の適用外とする。（火災防護に係る審査基準 2.1.2(参

考)を参照） 

 以下に，内装材の不燃性を第 1 図の確認フローに基づき確認す

る。 

第 1図 内装材の不燃性確認フロー 

5．内装材の認定，仕様規定の確認（①） 

設計図書及び現場確認により，内装材における防火規制上の認

定及び仕様規定への適合状況を確認した。 

 なお，中央制御室のタイルカーペットは，消防法施行規則第四

条の三に基づき，第三者機関において防炎物品の防炎性能試験を

実施し，性能を満足したものであり国が登録したものを使用して

いる。 

4. 建物内装材の不燃性について

「3. 建物内装材における国内規制内容」を踏まえ，建築基準

法における不燃材料，準不燃材料及び消防法における防炎物品と

して防火性能を確認できた材料を「火災防護に係る審査基準」に

適合する「不燃性材料」とする。 

また，国内規定に定められる防火要求において，試験により確

認できた材料を「代替材料」と位置付ける（火災防護に係る審査

基準2.1.2ただし書きの適用。）。 

なお，耐放射線性等の機能要求があり，代替材料の使用が技術

上困難な場合で，不燃材料の表面に塗布されたコーティング剤に

ついては，不燃性材料の適用外とする。（火災防護に係る審査基

準2.1.2ただし書き及び（参考）の適用） 

以上より，内装材の不燃性を第１図のフローに基づき確認す

る。 

第１図 内装材の適合性判定フロー 

5. 内装材の認定，仕様規定の確認（ルートⅠ）

設計図書及び現場確認により，内装材における防火規制上の仕

様規定への適合を確認した。 

なお，中央制御室の床のタイルカーペット及び緊急時対策本部

の床のビニル系タイルは，消防法施行規則第四条の三に基づき，

第三者機関において防炎物品の防炎性能試験を実施し，性能を満

足したものであり国が登録したものを使用している。 

・内装材の適合性判定フ

ローの相違

【東海第二】 

 島根 2号炉では，柏崎

6/7 と同様に国内規制

認定品でないものにつ

いて，試験により，不燃

性材料の防火性能と同

等以上（「代替材料」）で

あることを確認し，使用 
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6．試験による内装材の適合性判定（ルートⅡ） 

内装材のうち防火規制上の認定及び仕様規定への適合が確認

できない材料については、建築基準法施行令第一条の六又は消

防法施行令第四条の三に基づく試験により，不燃性材料の防火

性能と同等以上（「代替材料」）であることを確認する。 

 

7．不燃基材の仕様確認（ルートⅢ） 

管理区域の床，壁には耐放射線性及び除染性を確保すること，

非管理区域の一部の床には防塵性を確保すること，原子炉格納

容器内の床，壁には耐放射線性，除染性及び耐腐食性を確保す

ることを目的として，コーティング剤を塗布する設計としてい

る。このコーティング剤は，旧建設省告示第 1231 号第 2 試験

又は米国 ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六に基づ

く難燃性塗料であること，不燃性材料に塗布されていることを

確認することで，火災防護に係る審査基準 2.1.2 の（参考）に

基づく「不燃材料表面のコーティング剤は，他の構築物，系統

又は機器において火災が生じるおそれが小さい」に該当するこ

とから，不燃性材料の適用外とする。 

 

8．内装材の適合性判定結果 

「5.内装材の認定，仕様規定の確認」より，塗装材を除く建

屋内装材について不燃性材料であることを確認した。（第２表） 

また，第２表に示す以外の内装材を設ける場合については「6.

試験による内装材の適合性判定」，「7．不燃基材の仕様確認」に

基づき，不燃性材料と同等であることを確認する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．内装材の仕様確認（②） 

管理区域内で使用されるエポキシ樹脂塗料等は，旧建設省告示

第 1231号第 2試験に基づく難燃性が確認された塗料であることに

加え，不燃性材料であるコンクリート表面に塗布することから，

火災防護に係る審査基準 2.1.2（参考）の「不燃材料の表面に塗

布されるコーティング剤等，当該材料が発火した場合においても，

他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小

さい」とされていることより，不燃性材料と同等である。 

 

 

 

 

 

7.内装材の不燃性確認結果 

 上記，「5．内装材の認定，仕様規定の確認」，「6．内装材の仕様

確認」により，建屋内装材を確認した。結果，原子炉建屋６階燃

料交換台車操作室床，中央制御室コンピューター室床，換気空調

機械室床に不燃材料でない内装仕様があることを確認した。これ

らについては，不燃材料に取り替えることとする。以下，第 2 表

に内装材使用状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 試験による内装材の適合性判定（ルートⅡ） 

内装材のうち防火規制上の認定及び仕様規定への適合が確認

できない材料については，建築基準法第二条一項九号又は消防

法施行令第四条の三に基づく試験により，不燃性材料の防火性

能と同等以上（「代替材料」）であることを確認する。 

 

7. 不燃基材の仕様確認（ルートⅢ） 

管理区域の床，壁には耐放射線性及び除染性を確保すること，

非管理区域の一部の床には防塵性を確保することを目的とし

て，コーティング剤を塗布する設計としている。このコーティ

ング剤は，旧建設省告示 1231 号第２試験又は建築基準法施行

令第一条第六号に基づく難燃性が確認された塗料であることに

加え，不燃性材料に塗布されていることを確認することで，火

災防護に係る審査基準 2.1.2 の（参考）に基づく「不燃材料表

面のコーティング剤は，他の構築物，系統又は機器において火

災が生じるおそれが小さい」に該当することから，不燃性材料

の適用外とする。 

 

 

8. 内装材の不燃性判定結果 

「5.内装材の認定，仕様規定の確認」より，建物内装材につい

ては不燃性材料又はこれと同等であることを確認した。（第２表） 

また，第２表に示す以外の内装材を設ける場合については，「6．

試験による内装材の適合性判定」，「7．不燃基材の仕様確認」に

基づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内装材の適合性判定フ

ローの相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，柏崎

6/7 と同様に国内規制

認定品でないものにつ

いて，試験により，不燃

性材料の防火性能と同

等以上（「代替材料」）で

あることを確認し，使用 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 コーティング剤の仕

様の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉は，不燃性

材料又はこれと同等で

ある内装材を使用 
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第２表：内装材使用状況一覧 第 2表 内装材使用状況 第２表 内装材使用状況一覧 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

内装仕様の相違 
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添付資料６ 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料７ 

 

 

 

中央制御室・緊急時対策所の排煙設備 

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料６ 

 

 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室の排煙設備について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2 号炉の緊急時

対策室には，排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置 
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添付資料６ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について 

1．はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下，「火災防護に係る審査基準」という。）では，中央

制御室，及び緊急時対策所のような運転員が常駐するエリアに

は，火災発生時の煙を排気するため排煙設備を設置することが

要求されていることから，重大事故等対処施設である 6 号及び 

7 号炉中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に以下の

とおり排煙設備を配備する。 

2．要求事項 

火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」の 2.2.1

では，火災時に煙の充満等により消火活動が困難なところには，

自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備の設置が要求

されている。一方，重大事故等対処施設である 6 号及び 7 号

炉中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所については，

通常運転員や職員が駐在しており，火災時に煙が充満しなけれ

ば迅速に消火活動が可能であることから，排煙設備を設置する。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、

安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響

を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

(2) 消火設備

①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全

機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域また

は火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等によ

り消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作に

よる固定式消火設備を設置すること。

添付資料７ 

中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について 

1．概 要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)では，中央制御

室のような運転員が駐在する火災区域には，火災発生時の煙を排

気するため，排煙設備を設置することが要求されていることから，

以下のとおり排煙設備を配備する。 

2.要求事項

火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」の2.2.1 で

は，火災時に煙の充満等により消火活動が困難なところには，自

動消火設備又は手動操作による固定式消火設備の設置が要求され

ている。一方，重大事故等対処施設である中央制御室，緊急時対

策所については，火災時に煙が充満しなければ迅速に消火活動が

可能であることから，排煙設備を設置する。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、

安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響

を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

(2)消火設備

①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安

全機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災区域

または火災区画であって，火災時に煙の充満，放射線の影響

等により消火活動が困難なところには，自動消火設備又は手

動操作による固定式消火設備を設置すること。

添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室の排煙設備について 

1. はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）では，中央

制御室のような運転員が常駐するエリアには，火災発生時の煙を

排気するため，排煙設備を設置することが要求されていることか

ら，重大事故等対処施設である中央制御室に以下のとおり排煙設

備を配備する。 

2. 要求事項

火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」の2.2.1 で

は，火災時に煙の充満等により消火活動が困難なところには，自

動消火設備又は手動操作による固定式消火設備の設置が要求さ

れている。一方，重大事故等対処施設である中央制御室について

は，通常運転員や職員が駐在しており，火災時に煙が充満しなけ

れば迅速に消火活動が可能であることから，排煙設備を設置す

る。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、

安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響

を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

(2)消火設備

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安

全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域

又は火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等

により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動

操作による固定式消火設備を設置すること。

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2 号炉の緊急時

対策室には，排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置する設

計 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2 号炉の緊急時

対策室には，排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置する設

計 
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3．排煙設備 

6 号及び 7 号炉中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所の煙を排気するため，建築基準法等に準じて排煙設備を配備

する。以下に排煙設備の仕様を示す。 

 

3.1 6 号炉及び 7 号炉中央制御室 

(1) 排煙容量 

中央制御室の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十六

条の三」に準じて， 以下の排煙容量とする。 

排煙容量：950m3/min 

中央制御室床面積：430.5m2（防煙区画のうち床面積最大部） 

 

建築基準法における排煙容量の算出 

中央制御室防煙区画数：13 区画 

最大区画床面積    ：430.5m2 

 

排煙量：最大区画床面積×2m3＝430.5×2＝861m3/min 

 

【建築基準法の要求排煙容量】 

120m3/min 以上で，かつ，防煙区画部分の床面積 1m2 につ

き 1m3（2 以上の防煙区画部分に関わる排煙機にあっては，

当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積 1m2 

につき 2m3） 

 

(2) 排煙設備の使用材料 

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の

煙の排気も考慮して以下の材料を使用する。 

・排煙機：鋼製 

・ダクト：亜鉛鉄板 

 

(3) 起動装置 

排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認する

ため，排煙設備近傍に手動起動装置を設置する。 

 

(4) 電源 

排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源

より供給する。 

 

3.排煙設備 

中央制御室，緊急時対策所の煙を排気するため，建築基準法施

行令に準じて排煙設備を配備する。以下に排煙設備の仕様を示す。 

 

 

 

(1) 排煙容量 

中央制御室の排煙設備は，建築基準法施行令第百二十六条の

三の排煙設備に準じて，以下の排煙容量とする。 

排煙容量：290m３／min以上×2台(580 m３／min以上) 

【中央制御室床面積：524m２】 

 

 建築基準法における排煙容量の算出 

290m３／min以上×2台 

＝524 m３／min（中央制御室の床面積 1m２につき 1m３／min以

上） 

×1.1 (ダクト圧力損失 0.1考慮) 

  【建築基準法の要求排煙容量】 

   120m３／min以上で，かつ，床面積 1m２につき 1m３／min（2

以上の防煙区画部分に係る排煙機にあっては，当該防煙区

画部分のうち床面積の最大のものの床面積 1m2につき 2m3）

以上  

  ※詳細設計により仕様（容量，台数）は変更の可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 排煙設備 

  中央制御室の煙を排気するため，建築基準法等に準じて排煙設

備を配備する。 

  以下に排煙設備の仕様を示す。 

 

3.1 中央制御室 

 (1) 排煙容量 

   中央制御室の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十六

条の三」に準じて，以下の排煙容量とする。 

   排煙容量：約186m3/min（11,150 m3/h） 

   中央制御室床面積：約75m2（防煙区画のうち床面積最大部） 

 

建築基準法における排煙容量の算出 

    中央制御室防煙区画数：８区画 

    最大区画床面積   ：約75m2 

 

    排煙量：最大区画床面積×2m3＝75×2＝150m3/min 

 

【建築基準法の要求排煙容量】 

    120m3/min以上で，かつ，防煙区画部分の床面積1m2につき

1m3（２以上の防煙区画部分に関わる排煙機にあっては，当

該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1m2に

つき2m3） 

 

(2) 排煙設備の使用材料 

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙

の排気も考慮して以下の材料を使用する。 

・排煙機：鋼製 

・ダクト：亜鉛鉄板 

 

(3) 起動装置 

排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するた

め，排煙設備近傍に手動起動装置を設置する。 

 

(4) 電源 

排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源よ

り供給する。 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2 号炉の緊急時

対策室には，排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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3．2 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

(1) 排煙容量

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の排煙設備は，「建築基

準法施行令第百二十六条の三」に準じて，以下の排煙容量

とする。 

排煙容量：872m3/min 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所床面積：172.5m2（防煙

区画のうち床面積最大部） 

建築基準法における排煙容量の算出 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所防煙区画数：2 区画 

最大区画床面積  ：172.5m2 

排煙量：最大区画床面積×2m3＝172.5×2＝345m3/min 

【建築基準法の要求排煙容量】 

120m3/min 以上で，かつ，防煙区画部分の床面積 1m2 に

つき 1m3（2 以上の防煙区画部分に関わる排煙機にあって

は，当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積 

1m2 につき 2m3） 

(2) 排煙設備の使用材料

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙

の排気も考慮して以下の材料を使用する。 

・排煙機：鋼製

・ダクト：亜鉛鉄板

(3) 起動装置

排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するた

め，排煙設備近傍に手動起動装置を設置する。 

(4) 電源

排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源よ

り供給する。 

②緊急時対策所

緊急時対策所の排煙設備は，建築基準法の排煙設備に準じ

て，以下の排煙容量とする。 

排煙容量：約 167m３／min以上×1台※ 

【緊急時対策所 面積：約 347.1m２】 

緊急時対策所内を 6つの防煙区画に分割し，面積が最大とな

る防煙区画の床面積から排煙容量を算出する。このうち，床面

積が最大となる防煙区画の面積は 73.4m２。 

建築基準法における排煙容量の算出 

約 167m３／min以上×1台 

＝ 73.4m３／min （緊急時対策所の防煙区画のうち床面積が

最大のものの床面積 1m２につき 2m３／min

以上） 

×2m３／min×1.1(ダクト圧力損失 0.1考慮) 

＝73.4 m３／min×2m３／min×1.1＝161.48m３／min 

以上より，167m３／min≒10,000m３／hrとする。 

※今後の詳細検討により、容量・台数等の変更も有り得る。

(2)排煙設備の使用材料

  排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における煙の排気を

考慮し以下の材料とする。 

・排煙機：金属製

・ダクト：耐火性・耐熱性を有するダクト

(3)電源

  排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，中央制御室の排

煙設備は非常用電源より供給し，緊急時対策所の排煙設備の電

源は，緊急時対策所用発電機が接続する電源から供給する設計

とする。 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2 号炉の緊急時

対策所には排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置 
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(4)その他 

・自然災害（竜巻，火山灰）における屋外排気口の防護対策と

して，十分な厚さの鉄板を設置し下向きの排気とする。 

・中央制御室の気密性を確保するため，中央制御室バウンダリ

機能を満足する隔離弁を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 中央制御室非常用換気空調系系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 中央制御室排煙設備概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 系統設計の相違 
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添付資料７ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

消火用非常照明器具の配置図 

添付資料６ 

消火用非常照明器具の配置図

添付資料７ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設 

における消火用非常照明器具の配置図 
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添付資料７ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉重大事故等対処施設に

おける消火用非常照明器具の配置図 

1．概 要 

建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所へ

の経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，現場への移

動等の時間に加え，消火継続時間 20 分を考慮して，1 時間以

上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具（以下，「蓄電池内蔵型

照明」という。）を設置する。 

なお，火災以外の非常時も考慮し 12 時間点灯できる容量の

蓄電池内蔵型照明としている。 

蓄電池内蔵型照明の配置を以下に示す。 

添付資料６ 

消火用非常照明器具の配置図 

1．概 要

屋内の消火栓，消火設備現場操作盤の設置場所及びこれら設

備までの経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，現場

への移動時間並びに消火継続時間 20分を考慮して，1時間以

上の容量の蓄電池を内蔵する非常用照明器具を設置する。 

また，火災以外の非常時も考慮し 12時間点灯できる容量の

ものとしている。 

なお、今後の詳細設計により追加設置等も考慮する。 

第１表 蓄電池内蔵型照明仕様 

添付資料７ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

消火用非常照明器具の配置図 

1. 概 要

建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への

経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等

の時間に加え，消火継続時間20分を考慮して，１時間以上の容量

の蓄電池を内蔵する照明器具（以下「蓄電池内蔵型照明」という。）

を設置する。 

なお，火災以外の非常時も考慮し８時間以上点灯できる容量の

蓄電池内蔵型照明としている。 

蓄電池内蔵型照明の配置を以下に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，作業

に要する時間を踏まえ，

十分な容量の蓄電池を

内蔵する消火用非常用

照明を設置 
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蓄電池内蔵型照明 仕様 蓄電池内蔵型照明（壁掛け型）仕様 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 
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添付資料８ 

 

 

 

常設代替高圧電源装置置場の 

火災感知設備及び消火設備について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2 号炉の常設代

替交流電源設備（ガスタ

ービン発電機）は，建物

内に設置されており，異

なる感知方式の感知器

及び全域ガス消火設備

を設置 
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添付資料８ 

常設代替高圧電源装置置場の火災感知設備及び消火設備について 

１．常設代替高圧電源装置置場（地下部）の火災感知設備及び消

火設備ついて 

①２C・２D非常用ディーゼル燃料移送ポンプ室 ，

HPCS ディーゼル燃料移送ポンプ室  ディーゼル駆動

消火ポンプ用燃料移送ポンプ室 及び常設代替高圧電

源装置燃料移送ポンプ室 

当該火災区画は，燃料油である軽油を取り扱う燃料移送ポンプ

が設置されるが，常時，換気設備により機械換気されており，可

燃性の蒸気が滞留するおそれはないことから，防爆型の火災感知

器は設置せず，アナログ式の煙感知器，熱感知器を異なる種類の

感知器として設置する。 

消火設備は，油内包設備である軽油移送ポンプが設置され，

火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性が否

定できないことから，ハロゲン化物自動消火設備（全域）を設置

することとする。なお、人が立ち入る場合には自動消火設備が動

作しないように起動信号を除外する運用とする。 

②燃料移送ポンプ前室

燃料移送ポンプ前室は，各移送ポンプ室へ連絡する通路部で

あり，油内包設備，電源盤など可燃物となる設備は設置されない

こと，持込み可燃物の管理を行うことにより火災の発生防止を図

ることから，当該火災区画は火災の影響を受けるおそれが考えに

くい。したがって，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を

設置する設計とする。 

消火設備は，火災防護対象機器は設置されず，可燃物が少な

いことから煙の充満により消火活動が困難となることはないた

め、消火器で消火を行う設計とする。 

③換気機械室

当該火災区画には，軽油移送ポンプ室，常設代替高圧電源装

置置場カルバート（トンネル部，立坑部），緊急用電気品室用の

換気設備が設置される。 

これらの換気設備は，油内包設備ではなく，持込み可燃物の

管理を行うことにより火災の発生防止を図ることから，当該火災

・設備の相違
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区画は火災の影響を受けるおそれが考えにくい。したがって，消

防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，油内包設備は設置せず，持込み可燃物の管理を

行うことにより可燃物量を少なくすることから煙の充満により

消火活動が困難となることはないため、消火器で消火を行う設計

とする。 

 

④緊急用電気品室 

当該火災区画には，常設代替高圧電源装置から給電される緊

急用 M／C，緊急用 P／Cなど緊急用電源に関する設備が設置され

る。 

火災感知設備は，異なる種類の組み合わせとしてアナログ式

の煙感知器，熱感知を設置する設計とする。 

消火設備は，電源盤が設置されることから，火災発生時に煙

の充満により消火活動が困難となることが否定できないため，ハ

ロゲン化物自動消火設備（全域）を設置する設計とする。なお、

人が立ち入る場合には自動消火設備が動作しないように起動信

号を除外する運用とする。 

 

⑤階段室 

階段室には，可燃物なる設備は設置されないこと，持込み可

燃物の管理を行うことにより火災の発生防止を図ることから，当

該火災区画は火災の影響を受けるおそれが考えにくい。したがっ

て，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計と

する。 

消火設備は，火災防護対象機器は設置されず，可燃物が少な

いことから煙の充満により消火活動が困難となることはないた

め、消火器で消火を行う設計とする 

 

⑥機器ハッチ室（地下１階部分 

当該火災区画には，２C非常用ディーゼル発電機及び高圧注水

系ディーゼル発電機用燃料移送ポンプ室から常設代替高圧電源

装置置場カルバート（DB トンネル部）へ繋がる軽油移送配管が

設置される。火災感知器は、異なる種類の感知器として，アナロ

グ式の煙感知器、熱感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，ハロゲン化物自動消火設備（全域）を設置する

設計とする。 

 

・設備の相違 
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⑦西側淡水貯水設備 

重大事故等の収束に必要な水源となる西側淡水貯水設備が、

常設代替高圧電源装置置場の最下層に設置される。西側淡水貯水

設備は，不燃材料のみで構成されており、水を内包しており、火

災の発生する恐れがないことから火災防護対策が不要であるた

め，消防法又は建築基準法に基づく火災感知設備及び消火設備を

設置する設計とする。 

 

⑧西側淡水貯水設備水位計室 

西側淡水貯水設備の設置階よりも一つ上の階層に西側淡水貯

水設備水位計が設置される。火災感知器は，異なる種類の感知器

として，アナログ式の煙感知器，熱感知器を設置する設計とする。 

消火設備は、可燃物が少ない火災区画であることから、消火

器にて消火する設計とする。 

 

⑨ハロン消火設備ボンベ室 

ハロン消火ボンベ室は，ハロゲン化物消火設備（全域）の消

火用ハロンボンベが設置される火災区画である。ハロンボンベは

不燃物で構成され，また，当該火災区画の可燃物量は少ないこと

から火災の影響を受ける可能性は少ない。したがって，消防法又

は建築基準法に基づく火災感知器を設置する。消火設備は，可燃

物が少ないことから消火器により消火を行う設計とする。 

 

⑩常設代替電源装置置場カルバート（トンネル部） 

当該火災区画は，燃料油である軽油を内包する軽油配管が設

置されるが，常時，換気設備により機械換気されており，可燃性

の蒸気が滞留するおそれはないことから，防爆型の火災感知器は

設置せず，アナログ式の煙感知器，熱感知器を異なる種類の感知

器として設置する。 

消火設備は，1時間当たりトンネル空間部容積の約 2倍の容積

を排気できる十分な排気能力を有する換気装置により，常時，機

械換気が行われていることから煙の充満により消火活動が困難

なところにはならないと考えられるが，トンネル内部は消火器等

の運搬に十分な空間が確保できないおそれがあること，トンネル

長が長いことから，早期の消火活動に影響を及ぼすおそれがある

ため固定式の消火設備を設置する設計とする。 
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⑪DB/SAトンネル室（立ち下がり部）

常設代替電源装置置場カルバート（トンネル部）につながる

DBトンネル室及び SAトンネル室については，常設代替電源装置

置場カルバート（トンネル部）と同じ火災区画として設定してお

り，火災感知器及び消火設備ともに常設代替電源装置置場カルバ

ート（トンネル部）と同じ設計とする。 

・設備の相違
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参考資料１ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉重大事故等対処施設に

おける 

潤滑油又は燃料油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度につ

いて 

1．はじめに

重大事故等対処施設を設置する火災区域内の油内包設備に使

用している潤滑油及び燃料油は，その引火点が油内包機器を設

置する環境温度よりも高く，機器運転時の温度よりも高いため，

可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確認した。 

2．潤滑油又は燃料油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度 

2.1．常設代替交流電源設備 

2.1.1．潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度 

油内包機器に使用している潤滑油の引火点は約 270℃であり，

各場所の環境温度（外気温 40℃における運転中の局所的最高温

度：約 70℃）及び機器運転時の潤滑油温度（運転時の最高使用温

度：約 165℃）に対し大きいことを確認した。 

第１表に，主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火

点，環境温度及び機器運転時の温度を示す。 

参考資料 1 

重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の引火点， 

室内温度及び機器運転時の温度について 

1.はじめに

重大事故等対処施設を設置する火災区域にある油内包設備に

使用する潤滑油又は燃料油は，その引火点が油内包設備を設置

する環境温度よりも高く，機器運転時の温度よりも高いため，

可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確認した。 

2.潤滑油の引火点，室内温度，機器運転時の温度

火災区域に設置する油内包設備に使用している潤滑油の引火

点は，約 220℃～270℃であり，各火災区域の温度（空調設計上

の上限値である室内設計温度:約 10℃～40℃）及び機器運転時

の潤滑油温度（運転時最高使用温度：約 80℃～95℃）に対し高

いことを確認した。また，常設代替高圧電源設備に使用してい

る潤滑油の引火点は約 250℃であり設置場所の温度(外気温

40℃)及び機器運転時の潤滑油温度(外気温 40℃における運転時

の最高使用温度：約 105℃)に対し大きいことを確認した。 

第 1 表に主要な潤滑油内包設備に使用している潤滑油の引火

点，室内温度及び機器運転時の温度を示す。 

参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

潤滑油又は燃料油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度につ

いて 

1. はじめに

重大事故等対処施設を設置する火災区域内にある油内包設備

に使用している潤滑油及び燃料油は，その引火点が油内包機器

を設置する環境温度よりも高く，機器運転時の温度よりも高い

ため，可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確認した。 

2. 潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度

火災区域内に設置する油内包機器に使用している潤滑油の引

火点は約 200～260℃であり，各火災区域の環境温度（空調設計

上の上限値である室内設計温度：約 40～66℃）及び機器運転時

の潤滑油温度（運転時の最高使用温度：約 75～105℃）に対し

大きいことを確認した。 

第１表に，主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引

火点，環境温度及び機器運転時の温度を示す。 

・設備の相違
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第１表：主要な潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度 

2.1.2．燃料油の引火点及び環境温度 

運転中はパッケージ換気ファンによりガスタービンを冷却し

ているため，外気温 40℃の時，換気出口では空気温度が 70℃

近くになるが，ガスタービンの燃料供給部分付近の空気は，エ

ンジンの放熱量と換気流量のバランスより，軽油の引火点 45℃

以下となる 

また，燃料供給部分付近の温度が軽油の引火点を超えたとし

ても，火災区域内は，大量の空気により換気されているため可

燃濃度に達しない。 

第 1表 主要な潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度 

3.燃料油の引火点，室内温度，機器運転時の温度

火災区域内に設置する燃料油は，非常用ディーゼル発電機（以

下「D/G」という。）に使用する軽油である。 

軽油の引火点は約 45℃であり，プラント通常運転時の D/G室

の室内設計温度である 40℃に対し高いことを確認した。なお，

D/G起動時は，D/G室専用の換気ファンが起動し，D/G 室内の換

気を行うよう設計されている。 

また，常設代替高圧電源装置は，運転中は冷却ファンにより

内燃機関を冷却し，外気温 40℃の時，排気空気温度は 76℃近く

になるが，内燃機関の燃料供給部分付近の空気は，エンジンの

放熱量と換気流量のバランスより，軽油の引火点 45℃以下とな

る。仮に燃料供給部分付近の温度が軽油の引火点を超えたとし

ても，火災区域内は多量の空気により換気されることから，可

燃性蒸気とはならない。 

第１表 主要な潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度 

3. 燃料油の引火点及び環境温度

ガスタービン発電機では燃料油として軽油を使用している。

運転中はパッケージ換気ファンによりガスタービンを冷却し

ているため，外気温 40℃の時，換気出口では空気温度が 70℃近

くになるが，ガスタービンの燃料供給部分付近の空気は，エン

ジンの放熱量と換気流量のバランスより，軽油の引火点 45℃以

下となる。 

また，燃料供給部分付近の温度が軽油の引火点を超えたとし

ても，火災区域内は大量の空気により換気されているため可燃

濃度に達しない。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 潤滑油の仕様の相違 

・設備の相違
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